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V

まえがき

世界子供白書 2017は、全世界の何百万人も
の子どもたちの生活、さらには私たち全員の生
活の、ほぼすべての側面にますます影響を及ぼ
すようになっている、デジタル技術という途方
もないテーマに関する内容となっている。

デジタル技術、特にインターネットの影響力
が増大するにつれ、その影響に関する議論がま
すます活発化している。果たしてデジタル技術
は、コミュニケーションや商取引、学習、表現
の自由に対する無限の機会をもたらす、人類に
とって有り難いものなのだろうか。それとも、
社会構造やさらには政治秩序までも弱体化させ
私たちの幸福を脅かす、人間の生活様式にとっ
ての脅威なのだろうか。

これは、興味深くも本質的には学術的な議論
である。デジタル技術の存在は良くも悪くも、
私たちの生活における紛れもない現実であるた
めだ。もはや無くすことはできないものである。

良い例：

脳性まひのある少年がオンラインで仲間たち
と対等に交流する中で、人生で初めて自分の能
力が障がいよりも「目立つ」ようになった。

家族と共にシリアでの暴力から逃れた少女が、
ザータリ難民キャンプでタブレットを使って学
習しながら、教師の指導の下で未来を取り戻そ
うとしている。

コンゴ民主共和国の若いブロガーが、インター
ネットを利用して、自らのコミュニティにおけ
る安全な水や衛生設備（トイレ）の不足やその
他の深刻な問題について報告している。

悪い例：

少女が、自分の家庭や社会の規則によってイ
ンターネットへの接続を禁止され、学んだり友
人とつながりを持ったりするチャンスを逃して
いる。

10代の若者が、自分の個人情報をマーケター
に悪用され、オンラインで共有されてしまって
いる。

少なくとも両親によれば、少年がテレビゲー
ムの習慣に生活を支配されてしまっている。

さらに悪い例：

少年が、どこまでも付きまとうネットいじめ
によって自殺寸前にまで追い込まれている。

14歳の少女が、昔の彼氏に裸の写真の自撮
りを強要され、ソーシャルメディア上でその写
真を載せたプロフィールを作成されてしまった。

フィリピンの 8歳の少女が、子どもへの性的
虐待のウェブサイトを運営している隣人から、
ライブ配信での性行為を強要された。
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VI ユニセフ – 世界子供白書2017

個々の子どもたちへの危害にとどまらず、デ
ジタル技術によって現実化する、又は助長され
る恐れがあるのは、何十万人もの子どもたちの
生活や未来に悪影響を及ぼす、大規模な暴力を
扇動する可能性である。この恐ろしい可能性が
現実のものであることを確認するには、少数民
族ロヒンギャの人々に対する恐ろしい暴力を扇
動し、結果的に子どもたちの殺害や暴行をもた
らして、何十万人もの人々に不確かな未来に向
けた避難を余儀なくさせた、今年のミャンマー
における陰湿なソーシャルメディア・キャンペー
ンを見れば十分である。

インターネットは、人間の本質における最良
の部分と最悪の部分を反映し増幅させ、こうし
たさまざまな事象をもたらす。常に善にも悪に
も利用され得るツールなのである。私たちの責
務は、デジタル技術によってもたらされる弊害
を軽減させ、機会を拡大することである。

その責務を示すのがこの報告書の内容である。
報告書では、子どもたちに関係し影響を及ぼす、
デジタル機会の領域について調査している。ま
た、子どもたちの間におけるデジタル・ディバ
イドについても検証している。デジタル・ディ
バイドによって、何百万人もの子どもたちが、
インターネットを通じて学習し、いずれはデジ
タル経済に参加して、何世代にもわたる貧困の
連鎖を断ち切るために有用な新たな機会を利用
できずにいる。

また報告書では、ネットいじめからオンライ
ンでの子どもの性的虐待、さらには人身売買や
子どもたちを傷つけるその他の非合法活動の隠
匿をより容易にし得る、ダークウェブ（Dark	
Web）上の取引や通貨まで、インターネットや
デジタル技術における否定できない負の側面に
ついても追及している。そこでは、デジタル依
存症や、デジタル技術が脳の発達や認知力に及
ぼし得る潜在的影響など、デジタル時代の生活
の中で子どもたちが被る恐れのある、あまり目
立たない危害に関する議論の一部をレビューし
ている。そして、デジタル時代の子どもたちの
ためになるように、より効果的な政策決定や、

より責任あるビジネス慣行を誘導するのに役立
ち得る、一連の実際的な提言の概要を示してい
る。

同様に重要なこととして、この報告書には、
各自の生活の中でのデジタル技術の影響に関す
る子どもたちや若者たちの見解が盛り込まれ、
そこでは彼らが、自分たちに最も大きな影響を
及ぼしている問題についてそれぞれの視点で
語っている。

デジタル世界において、彼らの声がこれまで
以上に重要になり、かつてないほど高まってい
る。それは単に彼らが受け継ぐだけでなく、自
ら形成に貢献していく世界なのである。

デジタル技術によってもたらされる最悪の部
分から子どもたちを守り、最良の部分への彼ら
のアクセスを拡大することにより、私たちはよ
り良い方向へと情勢を変えることができるので
ある。

アンソニー・レーク
ユニセフ事務局長

©	UNICEF/UN024828/Nesbitt



1

1　主要なメッセージ

デジタル技術は、世界を変えた。―そして、世
界中でますます多くの子どもたちがインター
ネットとつながるようになり、そのことが子ど
もの生活や人生の機会に変化をもたらしている。

	インターネットに最もつながっているのは若
者世代（15 歳 -24 歳）。世界の若者世代の
71％がインターネットに接続している。（↔世
界人口では48％）

	世界のインターネット利用者の 3人に 1人
が、18歳未満の子どもたち。

	インターネット利用者の若年化が、多くの
データによって指摘されている。国によっては、
15歳未満の子どもたちが、25歳以上の大人と
同程度、インターネットを利用している。

	スマートフォンの普及によって、子どもたち
によるインターネットアクセスは、「ベッドルー
ム・カルチャー」を促進し、見守られる機会が
少なくなっている。

世界で最も取り残されている子どもたちにとっ
て、インターネットにつながることは、自らの
潜在力を発揮し世代間の貧困の連鎖を断ち切る
可能性を与え、人生を変えるものになり得る。

	デジタル技術は、特に都市から遠く離れた地
域に住んでいる子どもや人道危機下にある子ど
もに、学習と教育の機会をもたらしている。

	デジタル技術によって、子どもたちは、自分
たちの地域社会に影響を及ぼす問題についての
情報を得ることができ、それらの問題を解決す
るための役割を子どもたち自身が担うこともで
きる。

	デジタル技術は、若者に経済的機会を提供す
る。例えば、職業研修やジョブマッチングの機
会を与え、これまでになかった新しい職種を創
出する。

	学びを推進するには、情報通信技術（ICT）
教育を、教員研修や確かな教育法で支える必要
がある。

一方で、インターネットアクセスは、新たな格
差を生み出している。何百万人もの子どもが、
インターネットにつながらず、デジタル技術の
恩恵を受けられていない。

	世界中の若者の約 29％にあたる約 3 億
4,600 万人は、インターネットにつながってい
ない。

	若者がネットにつながっていない割合が最も
高いのはアフリカで約 60％。一方、ヨーロッ
パはわずか4％。

	デジタル・ディバイドはアクセスの問題を超
えたものである。パソコンより携帯電話に依存
する子どもたちは、最良のインターネット経験
を得ることはできず、少し質の劣る経験をして
いる可能性がある。また、デジタルスキルが不
足したり、あるいは、少数民族の言語を話す子
どもは、適切なコンテンツをオンライン上で見
つけることができていない。

	またデジタル・ディバイドの問題は、既存の
経済格差を反映している。裕福な家庭の子ども
の優位性を高める一方で、最も貧しく最も不利
な立場にある子どもたちには、機会が与えられ
ない。

	デジタル世界では、男女の格差も存在する。
2017 年の世界のインターネット利用状況は、
女性よりも男性が 12％多い。インドでは、イ
ンターネット利用者のうち、女性が占める割合
は3分の 1未満。

世界子供白書2017「デジタル世界の子どもたち」

主要なメッセージ
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2 ユニセフ – 世界子供白書2017

デジタル技術は、ネット上と現実世界において、
子どもたちを傷つける要因となる可能性もある。
すでに弱い立場にある子どもたちが、プライバ
シーを失うなど、より大きなリスクに晒される
可能性がある。

	従来から子ども時代のリスクであったいじめ
等の危険性は、情報通信技術（ICT）によって
さらに高まっている。また情報通信技術（ICT）
は、「オーダーメイド型」の子どもの性的虐待の
素材制作や、子どもの性的虐待のライブ配信等、
新しい形態の児童虐待・児童搾取を増加させて
いる。

	加害者は、保護されていないソーシャルメ
ディア上のプロフィールやゲームフォーラムを
通して、匿名で、子どもと簡単に接触できる。

	「ダークウェブ（Dark	Web）」や暗号通貨と
いった新たなデジタル技術は、子どもの性的虐
待やその他の有害なコンテンツのライブ配信を
増加させており、それらを取り締まるべき法執
行機関の能力が試されている。

	インターネット監視団体（IWF	:	 Internet	
Watch	Foundation）によると、世界で明らか
にされている子どもの性的虐待サイトの 92％
は、オランダ、米国、カナダ、フランスおよび
ロシア連邦の5カ国に集中している。

	子どもたちを守るための取り組みは、特に、
弱く不利な立場にある子どもたち－個人情報漏え
いやプライバシーの喪失など、オンライン上のリ
スクを正しく認識しておらず、より被害に遭いや
すい子どもたち－に焦点を当てる必要がある。

	文化背景によって行動は異なるものの、子ど
もたちはネット上で危険な目にあったり、被害
を受けたりすると、まず友だちや仲間に頼るこ
とが多いことから、親が子どもを守ることが難
しくなっている。

情報通信技術（ICT）が子どもの健康や幸福に
与えうる影響への関心は高まっている。そして、
この分野はこれから更なる調査とデータが必要
とされる。

	インターネットを利用する子どもたちの大半
は、その経験を肯定的なものとしてみているも
のの、多くの親と教師は、子どもたちが画面に
没入することで、憂うつ感やネット依存、さら
には肥満を招いていると心配している。

	一貫性のない助言は養育者や教育者を混乱さ
せてしまう可能性がある。そのため、情報通信
技術（ICT）が子どもの健康的な暮らしに及ぼ
す影響について、より質の高い研究が必要とさ
れる。

	研究者は、デジタル技術の過度の利用は、幼
少期の憂うつ感や不安に寄与することを認めて
いる。逆に、現実社会で悩み、もがいている子
どもたちは、時にはネット上で友人関係を構築
し、他では得られない社会的支援を得ることも
可能である。

	ほとんどの子どもたちにとっては、インター
ネットの利用時間よりも、憂うつ感や家庭での
問題などの基本的な悩みの方が、彼らの健康と
幸福により大きな影響を及ぼしている。

	子どものインターネットの利用時間に関して
は、多すぎず、少なすぎず、丁度良い程度（ゴ
ルディロックスの原理アプローチ）にする、そ
して、「インターネット利用にどれだけ時間を費
やしているか」よりも、「ネット上で何をしてい
るのか」に重点を置くことで、子どもをより適
切に見守ることができ、インターネットを利用
している時間を子どもが最大限に有効活用でき
るようサポートすることも可能になる。

多くの若者たちが苦労している主要な課題の一つは情報源の適切な検証に
関してです。たとえ技術的なイノベーションが生活のリズムを大きく前進
させようとも、私たちは私たちの使う情報源の正当性、信頼性そして全般
的な質に関してチェックするための時間を割く事が大切です。

デナール・ガリ・アルバレス・ 
メヒア

（Dennar Gary Alvarez Mejia）
さん（19 歳）

ボリビア

若者たちの声（Voicesof
Youth）
若いブロガーが
主張する

「若者たちの声（Voices	of	Youth）」
は若者たちが彼らの生活に影響を
及ぼす事柄についてもっと学ぶた
めのデジタルプラットフォームで
す。世界中からの若いブロガーた
ちの活気に満ちた集まりは色々な
トピックについての鼓舞するよう
な、そして独特の思考や意見を与
えます。

世界子供白書 2017 に登場する若
い寄稿者たちの意見の全文は以下
のウェブサイトでご覧いただけま
す。<www	 voicesofyouth.org/
en/sections/content/pages/
sowc-2017>
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3　主要なメッセージ

民間セクター、特に技術通信産業は、デジタル
技術が子どもたちに与える影響の形成に対して、
特別な責任を負い、特殊な能力を所有している。

	民間セクターの力や影響力は、インターネッ
トを利用する子どもたちを保護し恩恵を与える
ことはもちろん、データとプライバシーに関す
る業界倫理基準を前進させるために、活用され
るべきである。

	政府は、ネット接続コストの削減につながる、
サービス・プロバイダー間の競争やイノベーショ
ンを促すため、マーケティング戦略やインセン
ティブを進めることが出来る。そうすることに
よって、不利な立場にある子どもと家族がイン
ターネットへのアクセスを得ることができる。

	技術系企業やインターネット企業は、自社の
回線やサービスが、子どもの性的虐待の画像や
映像の収集・配信や、子どもに対する人権侵害
をおこなう加害者に利用されることを妨げる手
段を取るべきである。

	メディアが、ネット利用が子どもの健全な発
達や幸福に影響を及ぼす可能性について報道す
るとき、その内容は、実証研究とデータ分析に
裏付けられるべきである。

	インターネット業界は、それぞれの国や地域
性に沿ったコンテンツを、それぞれの国や地域
で開発するよう、パートナーと協同する必要が
ある。特に少数民族の言語を話したり、都市か
ら遠く離れた遠隔地に暮らしていたり、あるい
は取り残されたグループに属する子どもたちの
ために作られたコンテンツの開発が必要である。

インタ―ネット通じて手に入れられるすぐに利用可能な知識や地球的なつ
ながりがなかったら、私の経済的な可能性はきびしいものになるでしょう。
しかし、私にはインターネットがあります。従来型の9時から5時のパター
ンで雇用される多くの人たちよりももっと希望があるように思います。

デボニー・ガーベイ
（Devonnie Garvey）さん（19歳）

ジャマイカ

デジタル技術は既に世界を変え、世界中でより多くの子どもたちがインター
ネットを使い、子ども時代をどんどん変えてきている。

	インターネットに最もつながっているのは若者世代（15歳 -24 歳）。
世界の若者世代の71％がインターネットに接続している。（↔世界人口で
は48％）

	世界のインターネット利用者の3人に 1人が、18歳未満の子どもたち。

	インターネット利用者の若年化が、多くのデータによって指摘されてい
る。国によっては、15歳未満の子どもたちが、25歳以上の大人と同程度、
インターネットを利用している。

	スマートフォンの普及によって、子どもたちによるインターネットアク
セスは、「ベッドルーム・カルチャー」を促進し、見守られる機会が少なく
なっている。
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若者たちは、デジタル世
界の生活をどのように考
えているのだろうか
世界子供白書2017のための調査の一環で、U-Report	
-	世界で 400万人の若者が、多岐にわたる共通の関心
事について考えを共有しあうために利用している画期
的な	ソーシャルメッセージ・ツール	-	の U-Reporter
たちに 4つの質問が送信されました。この調査には、
合計6万 3,000件の回答がありました。下記に紹介す
るのは、24カ国 *の 13歳～ 24歳の若者たちから得
た回答を集計したものです。

42%

9%

40%

24%

39%

インターネットの使い方について、
どのように学びましたか？

インターネットのどんなところが
好きですか？

独学

学校や健康に役立つことを学べる

学校で学べないことを学べる

政治について学んだり、
自分のコミュニティを良くできる友人や兄弟から学んだ

独学と回答した割合は、中央ア
フリカ共和国で19%だったのに
対し、ホンジュラスでは 69%	
だった。

「学校で学べないことを	学
べる」と回答した割合が
高かったのは、インドネ
シア（47%）、ブルンジ
（35%）、ブラジル（34%）

年齢の高いグループに多い。この回答は、低所得国の若者に
多かった。

ジュラスホン

中央アフリカ共和国

インドネシア

ブルンジ

ブラジル
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31%

12% 9% 10%

23%

33%

13%

3%

インターネットのどのようなところ
が嫌いですか？

インターネットをあなたにとって
より良いものにするには
何が必要ですか？

暴力

デジタル端末へのより多くの
アクセスを望む声は、低所得国の
若者が2.5 倍多い。

迷惑な性的コンテンツ

「インターネットに関して嫌いな点はない」

低所得国の若者は、より迷惑な性的コンテンツに対する
憎悪感が強い。（低所得国42%、高所得国16%）

*		回答者の人数が少なくとも100人確保できた次の国々の
み、国別カテゴリー分析の対象とした :

	 	アルジェリア、バングラデシュ、ブラジル、ブルキナファ
ソ、ブルンジ、カメルーン、中央アフリカ共和国、チャド、
チリ、コートジボワール、エルサルバドル、パキスタン、
ペルー、	フィリピン、タイ、ウクライナ

女の子の方が、暴力に対
して憎悪感を抱いている。
（女の子 27%、男の子
20%）

女の子（32%）も男の子
（33%）も同程度の回答。

女の子

男の子

女の子

男の子

低所得国

高所得国

低所得国

高所得国

https://ureport.in

低所得国 低中所得国 高中所得国 高所得国
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6 ユニセフ – 世界子供白書2017

「世界子供白書 2017 デジタル世界の子どもたち」は、デジタル技術が
子どもたちの生活と人生の機会をこれまでにいかに変化させてきたかを検
証し、今後どのような影響をもたらす可能性があるかを探るものである。

デジタル技術は、正しく活用され普遍的なアクセスが可能になれば、貧困、
人種、民族、ジェンダー、障がい、避難生活、あるいは地理的な孤立など
の理由で取り残されている子どもたちを、機会に満ちた世界とつなぎ、デ
ジタル世界で成功するための技術を身につけさせることで、彼らの人生を
一変させるものとなり得る。

しかし、アクセスが拡大しなければ、デジタル技術は子どもたちの持つ
能力を十分に発揮させることを妨げる、新たな格差を造りだしかねない。
そして、私たちが今すぐ、急速な変化のスピードについていくための行動
を起こさなければ、インターネット上のリスクは、弱い立場にある子ども
たちを、搾取、虐待や人身売買の脅威、また、彼らの健康に対する隠れた
脅威に、今まで以上に晒されやすくするかもしれない。

この報告書は、よりつながった世界において、すべての子どもたちにデ
ジタル時代の機会を活かしながら、それがもたらす被害から子どもたちを
守るために、より迅速な行動、重点的な投資、そしてより広い協力が必要
であることを訴えている。

世界子供白書2017
「�デジタル世界の
子どもたち」
序章
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7　世界子供白書 2017「デジタル世界の子どもたち」序章

世界子供白書2017「�デジタル世界の子どもたち」序章

ヨルダンのザータリ難民キャン
プにいる 12 歳のマンスール
（Mansoor）が楽しんでいるバー
チャルリアリティのような新しい
技術の絶え間ない到来は、政策
が追い付くのを困難にしている。
©UNICEF/UN051295/HERWIG
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8 ユニセフ – 世界子供白書2017

グローバル化や都市化と同じように、「デジタ
ル化」も、すでに世界を変化させた。急速な情
報通信技術（ICT）の普及の勢いを止めること
は不可能で、すでに経済から社会、そして文化
まで、現代の生活のほとんどすべての領域に浸
透し、日々の生活を形成している。

子ども時代も例外ではない。何億人もの子ど
もたちがこの世に生を受けたその瞬間から、デ
ジタルコミュニケーションとコネクションの着
実な流れに浸っている。医療ケアの管理や実施
方法から、最初の貴重な瞬間のネット上の写真
に至るまで。

子どもたちが成長するにつれ、デジタル化は、
子どもたちが学び、社会と関係を持ち、認められ、

声を聞いてもらうための無限と思われる機会を
提供することによって、子どもたちの人生の経
験に、ますます大きな影響を与えるようになる。

特に遠隔地に暮らす子どもたち、あるいは貧
困や危機状況下で家を追われ取り残されている
子どもたちにとって、デジタル技術とイノベー
ションは、学習、関心のあること、市場やサー
ビス、その他彼らが持つ能力を十分に発揮させ
るための情報や機会へのアクセスを提供するこ
とにより、より良い未来につながるドアを開き、
不利の悪循環を絶ち切ることを可能にする。

しかし、何百万人もの子どもたちはそのアク
セスを享受できず、あるいはアクセスが断続的
で質が悪く、そうした子どもたちのほとんどは、
すでに最も機会を奪われた子どもたちである。
このことは、彼らがその能力を十分に発揮し、
次世代にも連鎖する不利と貧困の悪循環から抜
け出すためのスキルや知識を身につけることを
否定することであり、彼らの機会を奪われた状
態をさらに深めている。

デジタル技術とインタラクティビティはまた、
子どもたちの安全、プライバシー、および生活
に大きなリスクをもたらすものでもあり、子ど
もたちが現実（オフラインの）世界ですでに直
面している脅威や被害を拡大し、すでに弱い立
場にある子どもたちをさらに脆弱にしてしまう。

ICT は、知識を共有し協力することを容易に
したものの、子どもたちを搾取し虐待する、性的、
また違法なコンテンツを制作、発信、および共
有することも容易にした。そのような技術は、
子どもの人身売買の新しい経路を開き、それら
の行為を法執行機関から隠すための新しい手段
ともなった。また、ICT は子どもたちが、不適
切かつ害を及ぼす恐れのあるコンテンツにアク
セスすることのみならず、驚くべきことにその
ようなコンテンツを自ら制作することも格段に
容易にした。

ICT は子どもたちがネット上で相互につなが
り経験を共有することを容易にしたものの、そ
れらの新しいコネクティビティとコミュニケー
ションの経路はネットいじめも容易にした。ネッ

デジタル技術により 17 歳のガ
ブリエラ・ブラッド（隣人と写っ
ている）はモルドバの多くの親
のように家族を支えるために海
外で働く母親と連絡をすること
が出来ている。ガブリエラのス
トーリーに関してもっと詳しく
は <http：//www.unicef.org/
sowc2017>をお読み下さい。
©UNICEF/UN0139536/

GILBERTSON	VII	PHOTO
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9　世界子供白書 2017「デジタル世界の子どもたち」序章

トいじめは、現実世界のいじめよりもはるかに
広く到達するため、リスクもより大きくなる可
能性がある。同様に、ICT は、子どもたちのプ
ライバシーの乱用や搾取の機会を増加させ、子
どもたち自身の個人情報についての考え方も一
変させた。

インターネットとデジタルエンターテインメ
ントは、大きな創造力を生み出し、子どもたち
を豊かにし楽しませる豊富なコンテンツへのア
クセスを拡大したが、同時に子どもたちの間に、
ネット依存や「画面中毒」の問題を引き起こし
ている。そして、それらの技術は、考えを自由
に表現するプラットフォームを大きく広げたも
のの、子どもたちの世界観や自分自身について
の認識に影響を及ぼしかねない、ヘイトスピー
チなどのネガティブなコンテンツの発信も拡大
させた。

デジタル化が子どもの生活や健康に与える影
響については、世界的に合意されていない。実際、
いくつかの影響は、政策立案者、また親たちの
間で高まる議論の対象となっている。そして、
デジタル化が子どもの人生の機会を均等化する
可能性があることは否定出来ないものの、その
約束は実現には至っていない。

これらの課題は、デジタル化の及ぶ範囲が拡
大するにつれ深刻になるばかりで、多くの機会
が商業的に利用されている。子どもたちが使え
るデジタル機器、オンラインプラットフォーム
やアプリはさらに増えるだろう。モノのインター
ネット（IoT）、人口知能及び機械学習はすでに
社会の一部となり、新しい機会と同時に新しい
課題を生み出している。

各国政府、国際組織、市民社会、地域社会、
家族、そして子どもたち自身は、デジタル世界
がすべての子どもにもたらす機会を活かしなが
ら、それがもたらす被害を減らすために、何が
できるのだろうか。

最初に、質の高いオンラインリソースへのア
クセス、子どもたちのインターネット利用やネッ
ト上で自らを守るための知識そして変化の速度

に適応できていない政策決定と規制枠組みにつ
いて、どのようなギャップが存在するのかを見
極め、それを縮小する必要がある。

世界中でデジタル技術とネットへのアクセス
が急速に広まるものの、子どもたちの間には、
依然としてアクセスに関する大きなギャップが
存在する。ICT へのアクセス、そしてアクセス
の質が新たな格差となった。例えば、劣悪な機
器と遅い通信速度で限られた種類のローカルの
コンテンツしか見ることができない子どもたち
は、より通信環境の良い状態にある子どもたち
が得ている多彩な種類のコンテンツや機会を得
ることができない。これらの格差は、現実世界
ですでに不利な立場に置かれている子どもたち
に影響している格差を映す鏡であり、さらにそ
れを拡大させる可能性もある。

ネット利用が認知、学習、社会的・情緒的発
達面に与える影響を含めた、子どもたちのネッ
ト生活に関する私たちの認識のギャップが、リ
スクに取り組み、機会を最大限活用するための
ダイナミックな政策の策定を、困難なものとし
ている。また、子どもたち自身のリスクに関す
る認識を含め、彼らがネット利用についてどう
感じているのかへの私たちの理解にギャップが
あることが、さらに対応を難しくしている。

子どもたちのネット上のリスクに関する認識
にも、明らかなギャップが存在する。子どもた
ちと若者の間でネット利用が急増しているのに
も関わらず、多くはネット上で体験するコンテ
ンツや関係の安全性や信頼性を判断するための
デジタルスキルや批判的思考能力が不足してい
る。このことは、子どもたちを守りその能力を
高めるための、デジタルリテラシーの機会のさ
らなる拡大の必要性を示している。

最後に、そして重要なことに、これらすべて
のギャップは政策決定の遅れを反映しており、
またその遅れをもたらしているものでもある。
デジタル技術に関する保護、機会、ガバナンス
および説明責任のための規制枠組みは、急速に
変化するデジタル環境についていけず、デジタ
ル技術が子どもたちに及ぼす特別な影響を見過
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ごしている。これらの規制が不十分であること
が放置されれば、すぐさま悪用されることとな
るだろう。デジタル政策について原則やガイド
ラインは多数存在する。不足しているのは、子
どもたちの利益を優先にした、共通の問題に取
り組むための、継続的な調整と決意である。

世界が「持続可能な開発目標（SDGs）」の達
成に向けて努力している今こそ、ICT とインター
ネットは、その強力な推進者として、SDGs の“誰
も取り残さない”という約束の実現を手助けす
ることが可能である。しかし、政府、国際機関、
市民社会、学者、民間セクターや家族、子ども
たちと若者による行動は、変化の速度にあわせ
なければならない。

「世界子供白書2017　デジタル世界の子ども
たち」は、デジタル世界における子どもたちの
生活に関する既存および新しいデータを基にし
た、時宜を得た報告書で、証拠を検証し、課題
を取り上げ、いくつかの主要な論議を調査し、
原則および具体的な提言を提案している。

全体を通して、報告書は、業界のリーダーたち、
デジタル分野の活動家や、子どもたちと若者の
視点を紹介している。若者の視点は、26カ国
で実施された青少年ワークショップ、24カ国
の若者に対してU-Report 上で特別に実施され
たデジタル経験に関する意識調査、ユニセフの
若者たちの声（Voices	of	Youth）ブログの若い
ブロガーのコメント、および先駆的な Global	
Kids	Online	Survey から抽出している。

第1章では、デジタル化が世界の子どもたち、
特に貧困、疎外、紛争などの危機の影響を受け
不利な立場にある子どもたちに提供する機会に
ついて検証する。例えば、ICT はブラジルやカ
メルーンの遠隔地の子どもたちや家を出られな
いアフガニスタンの女の子たちに教育を提供し
ている。ICT はコンゴ民主共和国の子どもブロ
ガーやレポーターが彼らの権利を主張すること
を可能にしている、そして、ICT は今まで以上
に危機的状況下にある子どもたちや彼らの家族
を支援している。さらに、障がいのある子ども

たちに声を与えている。「僕の人生は、インター
ネットに接続されたノートパッドをもらった日
に、文字通り、変わった」と脳性小児まひのあ
る 18 歳 の イ ヴ ァ ン・ バ カ イ ド ヴ（Ivan	
Bakaidov）は書いている。

第 2章では、誰が取り残されていて、デジタ
ル世界において接続されていないことが何を意
味するのか、に関するデータを検討する。代表
的な数字は驚くべきものである。世界中の 15
歳から 24 歳の若者の 3分の 1 近く（約 3億
4,600 万人）はインターネットに接続していな
い。アフリカでは、15歳から 24歳の若者の5
人に 3人がインターネットに接続していない。
ヨーロッパでは、その比率は 25人に 1人。し
かし、デジタル・ディバイドは単なるコネクティ
ビティの問題よりも深いものである。世界のウェ
ブサイトの 56％は英語で運営され、多くの子
どもたちは、理解できるあるいは彼らの生活に
合ったコンテンツを見つけられない。また、多
くの子どもたちは、ネットが提供する機会を最
大限活用するためのスキル、そしてやラップトッ
プなどの機器へのアクセスをもたない。これら
のデジタル・ディバイドが埋められなければ、
既存の社会的・経済的乖離を深めることになる。

第 3章では、インターネットが子どもたちの
プライバシーや表現の権利に与えている影響を
含む、デジタルの暗い側面と、デジタル生活の
リスクや被害を探る。ICT は、従来からある子
ども時代の危険を深刻化した。かつて学校の敷
地内に限定されていたいじめは、今では被害者
の家までついていくことができる。さらに、ICT
は、加害者の手の届く範囲を広げ、ネット上で
注文に応じる形の子どもの性的虐待素材の作成
を可能にし、性的虐待をライブで中継する市場
を拡大するなど、新たな危険も生み出している。
ネット配信の被害者となったある子どもは証言
で、「外国人が『裸になろう』と言い、私たちは
服を脱ぎました」と言っている。そして、多く
の子どもたちや親たちが気づいていない危険、
子どものプライバシーやアイデンティティへの
脅威もある。インターネットによって産業規模
のデータ処理が可能になったことなどからくる
脅威である。
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第 4章では、よい意味でも悪い意味でも、デ
ジタル化が子ども時代を変化させているいくつ
かの形について検討する。ICT は、子どもたち
が友達とほぼ瞬間的なコンタクトをいつでもと
れるようにし、友達関係を築き維持する方法を
変えた。ICTはまた、絶え間なく配信される動画、
ソーシャルメディアのアップデートやのめり込
みやすいゲームを提供することで、多くの子ど
もたちの余暇の過ごし方も変化させた。多くの
おとなは、これらの変化がすべてよいことでは
ないと危惧しており、長時間のネット利用が子
どもたちを家族や周囲から孤立させ、憂うつに
させたり肥満にさせたりすることを心配してい
る。

本報告書は最後に、社会がデジタル化の力を
活用し最も不利な立場にある子どもたちに恩恵
をもたらし、最も弱い立場にある子どもたちを
その被害から守るために、優先すべき具体的行
動を提言している。

1.すべての子どもが良質なオンラインリソース
に手頃な料金でアクセスできるようにする
通信技術系企業がネット接続のコストを下げ
るためのインセンティブを導入し、インフラ計
画を策定する際には接続していない人々のニー
ズを取り入れる。より多くの公衆ホットスポッ
トを設け、より文化的・言語的により適切なコ
ンテンツを用意する。子どもたち、特に女の子
がインターネットにアクセスすることを妨げて
いる文化的弊害などに取り組む。

2.インターネット上の危害から子どもを守る
人身売買やインターネットを通じた子どもの
性的虐待を可能にし、見えにくくするデジタル
技術の進歩に合わせて、国際的にも国内的にも
より緊密に連携し、法執行機関と技術系企業の
協力を強化する。

3.子どもたちのプライバシーを守る
民間セクター及び政府による子どもたちの
データを保護、暗号化し乱用を防ぐためのより

大きなコミットメントを求める。
インターネット上の子どものデータの収集・

利用に関する国際的な基準の適用を強化する。
プライバシーへの脅威から自らをいかにして守
るかを、子どもたちに教える。

4.子どもが正しい情報を入手し、インターネッ
トに安全に関与できるようにする
政府と技術者の協力を強化して、小学校から

高校までの ICT プラットフォームとカリキュラ
ムを開発する。オンラインの図書館を支援し、
公立図書館がデジタルスキルを教える能力を強
化する。デジタル技術に関する教員の研修に投
資する。子どもたちにインターネット上の危険
をいかに認識しそれらから身を守るかを教える。
デジタル市民権をデジタルリテラシー教育の中
心的要素とする。

5.民間セクターの力を活かして、インターネッ
ト上で子どもたちを守り、恩恵をもたらす倫理
基準と慣行を促進する
子どもたちのリスクを削減するための倫理的

な商品開発ならびにマーケティングを行い、子
どもたちのインターネットへのアクセスとコン
テンツを増やすことによりコミットする。民間
セクター、特に技術通信産業には、デジタル技
術が子どもたちに与える影響に関する、特別な
責任と力がある。

6.子どもを中心としたデジタル政策
子どもたちのインターネットへのアクセスと

利用状況に関するよりよいデータを収集する。
子どもたちに特有のニーズをふまえた規制枠組
みを作る。デジタル世界の課題に取り組むため
に、世界規模で協力と知識の共有を強化する。
子ども関連の団体との協力を深め、政策立案者
や政治家との協力関係をより体系化する。
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第1章
デジタル機会：
インターネット接続の
有望性

ジャック・リッダル
（Jack Liddal）さん（16 歳）

英国

世界子供白書2017に登場する若い寄稿者たちの意見の全文は、	
以下のウェブサイトでご覧いただけます：
www.voicesofyouth.org/en/sections/content/pages/sowc-2017

「�今日では、ボタンを押すだけで地球
の裏側にいる友人と連絡を取ること
ができます。このエディンバラから、
ニューヨークだろうと、パリだろう
と、北京だろうと、世界中のどこに
でも連絡できるのです。こうした能
力と無限の可能性により、現在では
若い世代は勿論のことすべての世代
の人々が、市民としての社会参画を
ますます増大させているという事実
は、何ら驚くようなことではないは
ずです」



13

13第1章　デジタル機会：インターネット接続の有望性

ヨルダンのザータリ難民キャンプでは、少女
たちが授業で英語を学んでいる。彼女たちの教
室は粗雑な造りで、むき出しの壁には、塗装が
剥がれた茶色い部分だけが目立っている。しか
し少女たちの表情はにこやかである。教室の一
番前に立つ、若い教師が大きな声で英語で質問
をする。「ランプはどこにありますか」

少女たちは、家の中のカラフルな画像が表示
された電子タブレットを大事そうに持ち、ラン
プを探す。正しい絵にタッチすると、タブレッ
トから「よくできました」という音声が流れ、
間違えるともう一度やってみるよう指示される。
「タブレットで勉強するのは楽しいです」と 11
歳のサハ（Saha）さんは言う。「これはとても
役に立ちます。これを使って、今まで知らなかっ
たことを学ぶことができます」1

キンシャサでは、17歳のグローディ（Glodi）
さんがレポートの作成に取り掛かる準備をして
いる。3年前、彼は学校で行われたあるジャー
ナリズム・ネットワーク2によるプレゼンテー
ションに触発されて、「青年レポーター」になろ
うという気になった。「それは自分のまったく知
らない世界でした」と彼は言う。「例えば、僕は
「参加する権利」についてこれまで聞いたことが
ありませんでした」。1週間の研修を受けた後、
グローディさんは自分のコミュニティにおける
問題について書き始めた。「僕の近隣地域では、
多くの人々が水、衛生設備（トイレ）、衛生的環
境を利用できていないため、この問題をテーマ
にして書くことは、僕にとって必然的なことで
した」。彼の記事は、コンゴ民主共和国の子ども
たちの声を代弁する、Ponabana（子どもたち
のために）のブログ（<www.ponabana.com>）
に掲載されている。「Ponabana のために記事
を書くことで、幅広い読者に声を届けることが

できます」とグローディさんは言う。「僕たちは
最もコンピューター化された世代なので、みん
ながいるところ、つまりインターネット上で人々
に語りかけなければならないのです」

ロシア連邦では、イヴァン（Ivan）さんがオ
ンラインでチャットをしている。しかし、もし
彼の友人たちが直接彼と会うことになれば、「僕
の話すことを理解できないでしょう」と彼は書
いている（33ページを参照）。この 18歳の青
年には、脳性まひによる重度の会話障害がある
ためである。しかしオンラインでなら、彼は他
の 10代の若者たちと同様におしゃべりをする
ことができる。「ネット上の友人の中には、僕に
障がいがあることを知らない人もいます」。イン
ターネットがイヴァンさんの生活に変化をもた
らしているのは、人付き合いの面だけではない。
「僕は学生ですが、物理的に学校に通うことはで
きません。でもインターネットや電話のおかげ
で、授業に出席して先生たちの指導を受けるこ
とができています」

チャド南部では、17 歳のウダー（Oudah）
さんが故郷を夢見ている。他の何万人もの子ど
もたちと同様に、彼は中央アフリカ共和国にお
ける紛争によって避難を余儀なくされた。ここ
数年間、彼は母国から国境を越えてすぐ隣のダ
ナマジャ難民キャンプで暮らしている。友人や
家族とのつながりを保つことが不変の課題であ
るが、デジタル技術が彼の命綱となっている。「イ
ンターネットを利用して、今なお中央アフリカ
共和国にいる兄弟たちと絶えず連絡を取り合っ
ています」と彼は言う。「家族や友人たちと離れ
離れになってから 3年が経ちます。少しでも寂
しさを紛らすために、絶えず彼らと連絡を取り
合うことが重要なんです」

デジタル技術は、すでに現代の強力なゲーム・チェンジャー（人生を変えるもの）となっ
ており、世界で最も恵まれない子どもたちや弱い立場の子どもたちの学習、成長、潜在能
力の発揮を手助けする、彼らにとっての変革的な技術となる可能性がある。

デジタル化によって、障がいのある子どもたちが友人と連絡を取ったり自ら意思決定を
行ったりできるようになり、遠隔地や社会から取り残された地域に住む子どもたちが教育
を受けられるようになり、また人道的状況では、移動を余儀なくされた子どもたちが安全
なルートを見つけたり家族と連絡を取ったりできるようになる。インターネット接続の拡
大により、市民的社会参画、社会へのインクルージョン及びその他の機会に向けた新たな
道が開かれ、貧困や不利な立場の連鎖を断ち切る潜在性がもたらされている。

僕たちは最もコンピュー
ター化された世代なので、
みんながいるところ、つま
りインターネット上で人々
に語りかけなければなら
ないのです。
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サハさん、グローディさん、イヴァンさん、
ウダーさんは、それぞれまったく違った生活を
送っているが、彼らをつなぐひとつの共通点が
ある。それは、彼らは大なり小なり、デジタル
技術やインターネット接続がもたらす機会を享
受しているということである。

彼らだけではない。世界中の子どもたちが、
どのようにオンラインで学習したり楽しんだり
し、各自が自分の手でおとなへの道を形作る機
会を捉えているかを示す、無数の実話や事例が
ある。多くの場合、彼らはおとなの助けを借り
ることなく、オンラインプラットフォームを利
用して宿題をやり、ギターの弾き方や母親の好
きなスープの作り方を学び、友人たちとおしゃ
べりをし、健康情報を入手し、自分たちのコミュ
ニティに前向きな変化をもたらし、地域や世界
で起きていることを知り、またブログを開設し
て、そこで自分たちの才能を発揮したり意見を
述べたりしている。

こうした機会は、それを利用できない子ども
たちが何百万人もいるという現実（第 2章を参
照）、さらにはオンラインの生活のリスク（第3
章を参照）や、インターネット接続が子どもた
ちの幸福に及ぼし得る潜在的影響（第 4章を参
照）とともに考慮されなければならない。しか
しこれらの機会によって、今すでに起きている
ことを知ったり、これから起きそうなことを感
じ取る力を身につけたりする刺激的な視点がも
たらされる。

デジタル世界における教育及び学習

開発組織、商用ソフトウェアやハードウェア
の生産者及び教育機関により、教育部門におけ
る新たなデジタル製品やサービスの開発、生産
準備、拡張の試みが行われるにつれて、インター
ネット接続には教育の形を変える力があるとい
う考えが世界的な関心を引きつけ、またそれに
より新たな可能性が切り開かれている。すでに
情報通信技術（ICT）によって、教科書、ビデ
オ教材、遠隔指導などの質の高い教育コンテン
ツへのアクセスが拡大しつつあり、しかもそれ
らが従来よりはるかに低コストで利用できるよ
うになっている。これにより、学習がより楽し
くかつ親しみやすいものになることで、生徒の
意欲が向上する可能性があると考えられる。さ

らに、個別化された学習の機会が創出され、生
徒が各自のペースで学習することや、リソース
の限られた教育者が生徒たちにより良い学習機
会を提供することが可能になる。

デジタル技術は、こうした有望性をどれだけ
着実に実現しつつあるのだろうか。この技術に
より、間違いなく、とりわけ遠隔地の子どもた
ちをはじめとして全世界の子どもたちが学習機
会にアクセスできるようになり、eラーニング
への参加や、旧世代の子どもたちには利用でき
なかった幅広い教育コンテンツや学習コンテン
ツへのアクセスが可能になっている。

しかし、デジタル技術によって教室での学習
が促進されているかという点について見ると、
現状ははるかに複雑なものとなっている。教育
におけるこのデジタル革命の矛盾は、アップル
社の創設者でCEOを務めた故スティーブ・ジョ
ブズ氏によって指摘された。ジョブズ氏によれ
ば、同氏は「世界中の誰よりも多くのコンピュー
ター機器を学校に寄贈する活動を先駆けた」も
のの、「教育の悪い部分を技術で是正することは
できない」と結論付けた3。ジョブズ氏の見解は、
調査によって次第に裏付けられつつある。調査
では、デジタル技術に学習成果を向上させる可
能性を備えさせるためには、この技術が、優れ
た教師、意欲のある学習者及び適切な教育方法
によってサポートされる必要があるということ
が示されている。

ICT によって学習へのアクセスがどのよ
うに拡大され得るか

デジタルツールやインターネット接続によっ
て、教育を受ける機会がほとんどなかった場所
で子どもたちが教育を受けられるようになる。
その有望性は、「持続可能な開発目標（SDGs）」
の教育面の目標を達成する上での ICT の役割に
注目した、2015 年の国際連合教育科学文化機
関（ユネスコ）の教育及び能力開発専門家会合
において明らかに感じ取ることができた。この
会合では、ICT におけるイノベーションによっ

技術は、優れた教師、意
欲のある学習者及び適切
な教育方法によってサポー
トされる必要がある。
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て、公式及び非公式の学習経路（教育コンテン
ツの配信や eラーニングを通じた学習など）が
創出されること及び職務関連のスキルの開発が
促進されることにより、知識格差の解消が助長
され得るという考えが示された4。

インターネット接続により、すでに農村部や
その他の社会から取り残された地域の子どもた
ちに教育コンテンツが届けられつつある。例え
ばブラジルでは、アマゾナス州政府の教育イニ
シ ア テ ィ ブ で あ る Centro	de	Midias	de	
Educacão	do	Amazonas（教育のためのメディ
アセンター）によって、2007 年から遠隔地に
住む子どもたちや若者に教育コンテンツが提供
されている。授業は州都マナウスの教師によっ
て行われ、衛星放送を利用してその様子が農村
コミュニティの教室に送られる。生徒たちは、
教室にいる専門の指導教師によってサポートさ
れ、またリアルタイムで先生に質問をすること
ができる。さらに彼らは紙ベースの教材に加え
て、インターネットを通じてデジタル教科書や
その他の教育リソースを利用することもでき
る5。

カメルーンでは、Connect	My	School と呼
ばれるパイロットプロジェクトを通じて、国内
の遠隔地に住む子どもたちに教育コンテンツや
デジタルツールへのアクセスを提供する試みが
行われている。太陽光発電で作動する機器によっ
て 500 メートル範囲内にインターネット接続
が提供され、学校全体がインターネットに接続
できるようになっている。また、ペアレンタル・
コントロール・システムが搭載された、子ども
でも使いやすいタブレットによって、ウィキペ
ディアや学習ゲームなどの教育用アプリはもと
より、イラスト作成、テキスト及び写真／動画
アプリにもアクセスすることができる。約
2,000人の5年生がこのイニシアティブに参加
していて、教師からは、オンラインコンテンツ
が子どもたちの学習に役立っているとの報告が
届いている。

アフガン学習研究所（Afghan	 Institute	of	
Learning）では、SMS ベースの識字プログラ
ムによって、社会的制約のために自宅から出ら
れない少女や女性6に学習機会を提供しようと
試みている。読解力を調べた結果、このプログ
ラムが有望であることが示されている。重要な
のは、このプログラムが教師との協力に基づき、

「僕たちは最もコンピューター化さ
れた世代です」と、コンゴ民主共和
国のキンシャサで Ponabana のブロ
ガーをしている 17歳のグローディ
さんは言う。「だから僕たちは、み
んながいるところ、つまりインター
ネット上で人々に語りかけなければ
ならないのです」©	UNICEF/DRC/	
2017/Wingi

太陽光発電で作動する
機器によってインターネッ
ト接続が提供され、学校
全体がインターネットに接
続できるようになっている。
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献身的な非営利団体が運営する物理的授業と併
せて実施されている点であり、教育において
ICT を利用する際の、適切な指導的及び教育的
支援を子どもたちに提供することの大切さが明
確に示されている。

仮想の、つまりオンラインの学校では、子ど
もたちに特定の指導プログラムを提供すること
ができる。十分なサービスを受けられていない、
あるいは社会から取り残されている子どもたち
に対するこうした学校の有望性は、2007 年に
創設されたバングラデシュの小規模組織である、
ジャアゴ財団（Jaago	Foundation）などの取り
組みにおいて明らかとなっている。同組織は、
双方向テレビ会議技術を利用して、ダッカにい
る教師と農村部や十分なサービスを受けられて
いない都市部の教室とをオンラインで結びつけ、
現地の 2人の教師が指導やフォローアップを
行っている。現在このプロジェクトは、13の
学校の 2,500 人の貧しい生徒たちに利用され
ている。

ユネスコによれば、オープン教育リソース
（OER）（公有の教材、またはオープンライセン
ス付きで提供され、誰でも自由に利用できる教
材）の量は近年大幅に増加しており、それにより、
教育の質の改善や、政策対話、知識共有、能力
強化の促進に向けた戦略的機会がもたらされて
いる7。その一方で、コンテンツの質に著しいば

らつきが見られる場合があるため、こうした教
材が本当に子どもたちの学習に役立つものであ
ることを確実にするために、教材の真剣な批判
的評価を行う必要性が強調されている。しかし
十分なレベルの品質が達成されれば、デジタル
ツールによってそれらのリソースを容易に拡張
して配信でき、従来の情報共有やコンテンツ配
信では行き渡らなかった世界の各地域にも届け
ることができる。

第二の学習のチャンス

インターネット接続によって学習の機会がも
たらされつつある分野として、スキル及び職業
訓練プログラムが挙げられる。このことは、家
族のための稼ぎ手として正規の学校教育から離
脱することのある恵まれない子どもたち8（経済
的参加の項を参照）や、十分なサービスを受け
られていない、あるいは社会から取り残されて
いる子どもたちについて特に当てはまる。

例えば、ウガンダのカンパラでは、Women	
in	Technology	Uganda という組織が、十分な
サービスを受けられていないコミュニティの若
い女性たちに対して、インターネットを通じた
職業訓練を提供している。そこでは生徒たちが
各自のペースで学習を進めることができ、この
点が正規の学校教育に慣れていない生徒にとっ
て有益となる場合がある。また、若い女性たち
にデジタルスキルを教えることに加えて、この
訓練では、自信、リーダーシップ及びライフス
キルを構築することにも重点を置いている。こ
のプログラムに参加している少女たちからの報
告によれば、彼女たちは ICT 及び起業スキルを
学び、インターネットを利用して各自のビジネ
ス機会を見出しているのだという。

同様に、ナイジェリアの Youth	for	Technology	
Foundationも、若者たちに能力を身につけさせ、
所得創出や新たな市場サービスへのアクセスの
機会を生み出すためのイニシアティブを実施し
ている。例えば、TechCommunities プログラ
ムでは、生徒たちを技術プロジェクト、フィー
ルドワーク、有意義なインターンシップに携わ
らせ、それぞれのコミュニティでリーダーやイ
ノベーターになるための資質を身に付けさせて
いる。同組織によれば、プログラム修了生の
90%が起業活動に従事しているという9。インターネットによって、子どもたちの学習機会を増大させる潜在性を持つオープン教育リソース

の供給量が大幅に増加している。©	UNICEF/UNI48335/Pirozzi
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ICT によって正規教育における学習成果
が向上するか

生徒たちの学習成果を向上させるため、また
生徒たちにおとなへと移行するために必要なス
キルを習得させるために、デジタル技術の力を
利用することは、インターネットにつながった
世界では自然なことのように思われる。しかし、
デジタル技術の潜在能力を引き出すことが極め
て複雑であることが判明している。これは、ICT
を生徒の学習改善のために設計できないという
ことではない。しかし、教育者や技術設計者が
過去の教訓を学ばない限り、改善は実現しない
であろう。

第一の教訓は、単に子どもたちにラップトッ
プコンピューターやタブレットなどのデジタル

技術の利用機会を提供するだけでは十分ではな
く、訓練を受けた教師や、学校のカリキュラム
を補完するソフトウェアによって、子どもたち
をサポートする必要もあるということである。
生徒たちにデジタルツールを提供するだけでは、
彼らが技術を利用するようにはなるものの、学
習の強化にはほとんど役立たないように思われ
る11。

その一例として、2006 年に最初の見本品が
出荷され鳴り物入りでスタートした、One	
Laptop	Per	Child（OLPC）プロジェクトが挙
げられる。このプロジェクトの下で、2016 年
までに全世界の小学校に300万台を超えるラッ
プトップが配られている。アルゼンチン、メキ
シコ、ペルー、ルワンダ、ウルグアイなどの数
カ国は、1年生から 6年生までのすべての子ど

IT Girls– ボスニア・ヘルツェゴビナ

国際電気通信連合（ITU）によれば、
2016 年の全世界におけるインターネット
利用者数は、女性の方が男性より2億5,000
万人少なかった。また女性は、STEM（科学・
技術・工学・数学）関連の職業への就業者
数も著しく少ない。こうしたジェンダー間
のデジタル・ディバイドを埋めることは大
変な難問であるが、数々のイニシアティブ
によって、どうすれば女性のインターネッ
トアクセスを改善できるかが示されている。
ひとつの有望な方法は、少女たちの IT スキ
ルの習得を促進することである。これには、
自信、基礎的な就業スキルや起業スキルが
構築されるというメリットもある。

ボスニア・ヘルツェゴビナにおいて、ユ
ニセフ、国連開発計画及び UN�Women は、
2016 年から IT�Girls と呼ばれるイニシア
ティブを実施している。これは、若い女性
や少女たちにコンピューターのプログラミ
ングスキルを習得させることで、彼女たち
の雇用機会の拡大を目指すものである。試
験段階では、都市部と農村部に暮らす 67
人の青少年期の少女を対象に、6つのプロ

グラムが構成された。現在は、さらに 60
人の少女にスキルを習得させることを目指
して、新たに 3つの訓練プログラムが進め
られている。また、基礎的なウェブ開発ス
キルを網羅したこの訓練では、オンライン
の安全性に関する少女たちの知識の強化と
プレゼンテーションスキルの向上も図る。
IT�Girls の重要な特徴のひとつとして、その
公平性が挙げられる。訓練セッションは、
一般に子どもたちが ICT に関する技術や情
報にあまりアクセスできない国内の各地域
で企画されることで、少数民族、農村コミュ
ニティ及びその他の社会的弱者集団の少女
たちに行き渡る。

初年度評価によれば、このイニシアティ
ブは、ICT 部門の機会に対する若い女性た
ちの認識を高めることに成功している。こ
れは、イニシアティブを通じて ICT 業界が、
魅力的かつ多様で、高収入の業界であると
の認識が高まったことだけでなく、少女た
ちが自信を高めて新しいことに挑戦しよう
という気になったことも要因となってい
る。10
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2017 年の半ばに、
26カ国から集まった約
500 人の青少年が、情
報通信技術（ICT）に関
する各々の経験と、デ
ジタル時代に対する期
待と不安について議論
す る た め の ワ ー ク
ショップに参加した。
このイベントは、ユニ
セフの現地事務所及び
ユニセフ協会（国内委
員会）と、オーストラ
リアのウェスタンシド
ニー大学（WSU）の支
援を受けて企画された。
ワークショップで出さ
れた意見は、この報告
書全体及びWSU によ
る関連報告書の中に紹
介されている。

青少年が考えていること……
学校ではどのようにして彼らに
デジタル時代への準備をさせ
ているか

世界子供白書 2017ワークショップ *の参加者の
ほとんどが、デジタル技術は自分たちの未来にとっ
て不可欠と考えていると述べた。
「もしコンピューターを使っていなければ、もし
コンピューターを知らなければ、私たちは何の知
識も得られません……自分たちの生活にとって良
いことも」東ティモールの 14 歳の少女

また多くは、自分たちがおとなになったときにデ
ジタル技術をどのように利用できるかについて、
明確な考えを持っていた。
「音楽を制作したり、顧客を獲得して出来上がっ
た作品を送信したり、企業のための短い CMソン
グを作ったり、無料の音楽ダウンロードサイトを
運営してアプリケーションを運用したりするため
に利用します」ナイジェリアの 19 歳の少年

「より良い人間になるためや、就職に必要な学位を取
得するために利用します」ポルトガルの15 歳の少女

「携帯電話で人々に電話やメールをしたり、イン
ターネットで調べ物をしたり、音楽を聴いたり、ラッ
プトップで何かのプレゼンテーションを行ったり、携
帯電話、ラップトップ、コンピューターでゲームをし
たりするために利用します」バヌアツの 13 歳の少女

彼らは、デジタル技術のスキルは重要であるが、
他のスキルも重要であると考えていた。
「批判的に思考する能力です」マレーシアの 16

歳の少女

「コーディングです。新しいプログラムやゲームを
制作するために必要です」マレーシアの 17 歳の少女

およそ 5人に 1人の参加者が、学校ではデジタル
技術の利用機会がないと述べた。
「僕たちが利用できる技術は何もありません」中

央アフリカ共和国の 15 歳の少年

その他の参加者の利用機会には、大きなばらつき
があった。

「コンピューターはあるけれど、校長室にあるん
です」ペルーの 15 歳の少女

「学校ではコンピューターの使用が認められてい
るし、義務付けられています。学校はWi-Fi 環境
を提供してくれますが、それくらいです。自分の
コンピューターやラップトップを、常にバックパッ
クに入れています」パラグアイの 15 歳の少女

しかし、ほとんどの参加者がコンピューター室を
利用することができた。
「学校には、コンピューターとコンピューター室
があります。いつでも好きなときに利用できます」
ブータンの 16 歳の少女

ただし、施設は必ずしも理想的な状態ではなかった。
「学校のコンピューター室にはたくさんのコン
ピューターがありますが、頻繁に電力不足などの
問題が起きるために、残念ながら生徒がそれらを
利用するのが困難な場合があります」コンゴ民主
共和国の 16 歳の少年

また、時として学校のコンピューターが十分に利
用されていないこともあった。
「学校にコンピューター室はありますが、生徒に
よる利用は認められていません」バングラデシュ
の 16 歳の少年

参加者は、そうした過少利用には、教師の技術的
自信の欠如が反映されていることが多いと考えて
いた。
「僕の先生はデジタル教育をきちんと実施してく
れますが、学校内の他の先生たちはそうではあり
ません。先生たちがデジタル技術に精通していな
いからです」韓国の 12 歳の少年

参加者の半数は、学校以外の場所で何らかのデジ
タル技術の訓練を受けたことがあると述べた。そ
の動機は、以下のようにさまざまであった。
より良い未来を確保するため
「CEBRAC（職業斡旋機関）で訓練コースに参加
したことがあり、そこでエクセルとスプレッドシー
トの使い方を習いました。コースに参加した理由
は、無料で受講できたことと、履歴書を書く際に
こうした経験が重要になるだろうと考えたことで
した」ブラジルの 16 歳の少女
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*		参加者の回答は必要に応じ
て短縮され、また分かりやす
いように編集されています。

要約すると
青少年たちは、学校

での技術の利用は、一
般に彼らの授業時間外
のデジタル活動から大
きく後れを取っている
と述べた。彼らは、学
校ではデジタル技術が
IT 科目のさまざまな
テーマの中で区分化さ
れ、より広範な学習の
ために十分に活用され
ていないと感じていた。

自らの教育をサポートするため
「学校以外の場所での IT 訓練に参加したのは、
コンピューターの使い方を習得することが、学校
での学習活動に役立つと考えたからです」ペルー
の 17 歳の少年

イノベーションや社会的起業家精神に向けた能力
を構築するため
「コーディングを学んで自分のアイデアを売り込
むために、テクノベーション・チャレンジに参加
して、私たちのコミュニティ内の問題を解決する
アプリを構築しました」チュニジアの 17 歳の少女

デジタル世界を探究するため
「僕がオンライン・メディアリテラシー・キャン
プに参加したのは、インターネット上で自分の安
全を確保する方法と、インターネットを建設的に
利用する方法を学びたいと思ったからです」タイ
の 15 歳の少年

親に指図されたため
「正直に言うと、そのクラスに参加したのは父に参
加を強いられたからです」ブータンの 16 歳の少女

一部の参加者は、独学でデジタルスキルを学んだ
こともあると述べた。
「YouTube を通じてコーディングを学びました。
コーディングに関する動画をとにかくたくさん見
て、コーディングの知識を身に付けました」バン
グラデシュの 17 歳の少女

ワークショップの参加者は、学校の情報技術（IT）
教育では、主にソフトウェアの利用、ファイルの
保存、タイピングなど「従来の」スキルに重点が
置かれていると述べた。一部の参加者は、オンラ
インの安全性やコーディングについても学んでい
た。ウェブサイトやアプリの構築、あるいは動画
の作成など、より創造的な活動のためのスキルを
学んでいた参加者はほとんどいなかった。
「学校の先生から、『典型的な仕事』に関するこ
とだけでなく、設計やプログラミングについても
教わりたいし、また知的側面だけでなく、社会的
側面や人間的側面についても教わりたいです」ウ
ルグアイの 14 歳の少女

「学校のプログラムはもう時代遅れで、現代社会
に対応していません」ベラルーシの 16 歳の少女

実際のところ、自分たちにデジタル技術に関する
教育を提供するために学校は何をする必要がある
かについて、参加者たちは明確な見解を持ってい
た。彼らが望んでいたことは、以下のようなこと
であった。
訓練をもっと早くから開始すること
「私たちは当局に、すべての学校の状況を確認し、
子どもたちが小学生のうちからコンピューターサ
イエンスの学習を開始できるようにするよう要請
しています」中央アフリカ共和国の集団回答

インターネットへの接続性をもっと向上させること
「すでに学校でいくつかの機器を利用できること
を考慮すると、あとは無料のインターネット接続
を提供し、私たちが調べ物や学習課題を完遂でき
るようにしてほしいです」コンゴ民主共和国の 14
歳の少女

教師のスキルをもっと向上させること
「若い専門家を雇用してください」ベラルーシの

15 歳の少女

また参加者は、技術のプラス面とマイナス面に関
する指導の増強も望んでいた。
「学校の先生たちは、子どもたちが技術をしっか
りと理解してより適切に利用できるようにする時
間を作り、その長所と短所を認識させるべきです」
コンゴ民主共和国の 16 歳の少年

「先生には、私たちがデジタル技術を適切に利用
するのに役立つ授業をしていただきたいです」日
本の 17 歳の少女
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もたちを対象とした国家プログラムを展開し、
ラップトップを大量に購入した。2009 年に実
施された調査によれば、ウルグアイの子どもた
ちは、コンピューターが簡単な機器であること
を知り、楽しく利用しているようであった12。
しかし、ペルーの調査13（2012年に実施）では、
このプログラムによって算数や語学の学習が増
加したエビデンス（証拠）も、またラップトッ
プによって出席率が向上したり、宿題に費やさ
れる時間が増加したり、読む習慣が促進された
り、あるいは意欲が向上したりしたエビデンス
もまったく見当たらなかった。今日では、もは
やOne	Laptop	Per	Child の拡大は行われてい
ない。主要な事務局は閉鎖され、過去にOLPC
の機器を購入した国々に対して最低限のサポー
トが提供されているだけである14。

おとなによる監督

しかし、生徒に重点を置いたコンピューター

支給プログラムの大多数は、技術を付加的ツー
ルとして利用する生徒たちを手助けするための、
おとなの指導に依存している。コンピューター
を利用した学習や教材を提供する支援の多くは、
一定の学習成果を上げているだろうが、それら
はたとえ高所得・高接続性環境の中であっても、
必ずしも高い費用対効果をもたらすわけではな
い15。また、実施についても課題が生じる可能
性がある。調査では、従来の教室においておと
なの指導の下で生徒がデジタルツールを利用す
るブレンディッド・ラーニングは、学習成果を
向上させることができるが、それは適切に計画
され、教師に十分なサポートが提供される場合
に限られることが示唆されている16。

教師により監督される、デジタル要素と従来
の要素を組み合わせたカリキュラムを取り入れ
たいくつかのブレンディッド・ラーニング・プ
ロジェクトは、成果が見込まれている。例えば、
インドの 111 の学校が参加した 2007 年のあ
るランダム化比較試験では、コンピューターを

カメルーンでは、12歳のワイバイ・
ブ カ（Waibai	Buka） さ ん が、
Connect	My	School イニシアティ
ブの恩恵を受けている。彼女は最近、
タブレットを母親に見せるチャンス
に恵まれた。「タブレットを使って、
私が学校でやっていることをお母さ
んに見せました。お母さんは私のこ
とをとても誇りに思ってくれまし
た」。ワイバイさんの話の詳細は、
<http://www.unicef.org/sowc	
2017>に掲載されている。
©	UNICEF/UN0143476/Prinsloo
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利用した算数中心の学習プログラムに参加した
4年生の生徒の間では、対照群と比べてスコア
が上昇した17。

同じくインドで、中学生を対象にしたブレン
ディッド・アプローチの放課後学習プログラム
に対する2017年の評価において、およそ5カ
月後に数学とヒンディー語のテスト成績が向上
したことが示された。このプログラムでは、そ
れぞれの生徒の学力レベルと進捗速度に合わせ
て個別にカスタマイズされた教育コンテンツが
提供された18。

また、ケニアにおけるアバライン財団
（Avallain	Foundation）の取り組み19でも、ブ
レンディッド・ラーニング・アプローチを利用
して、生徒の成績と学習意欲に良い影響を及ぼ
している。2017 年の影響調査によれば、同組
織のデジタル学習プラットフォームである
a-ACADEMY を利用している生徒は、学習成果
が大幅に向上している。最も大きな恩恵を受け
た生徒は、スラム地区で暮らす子どもたちであっ
た20。ナイロビのマザレ・スラムでのグループ
ディスカッションの中で、生徒たち（11～ 12
歳）の一部は世界子供白書 2017 のレポート・
チームに、学校に通って学習したいという気持
ちが一層強まったと話しており、教室における
ラップトップなどのデジタルツールの統合に
よって、それらの生徒たちのテスト成績の向上
が見られた21。

しかしここで留意すべき重要な点は、多くの
同様のプログラムでは学習の向上が見られてい
ないということである。その一例が、コロンビ
アの Computers	 in	Education プログラムであ
る。これは、2009年の世界銀行の調査において、
「生徒たちの算数及びスペイン語のテスト成績
……勉強時間、学校に対する認識、同級生たち
との関係にほとんど影響を及ぼしていない」と
指摘された22。同様に、カリフォルニア州の 6
～ 12年生の生徒1,123人を対象にした2013
年の実証研究では、コンピューターの配布は、
コンピューターの所有率及び総利用時間に大き
く影響しているが、それが成績の評点、標準テ
ストの点数、取得単位、出席率、懲戒処分など
の教育の成果に影響を及ぼしているというエビ
デンスが一切ないことが判明した23。プログラ
ムの成功と失敗を左右した要因は必ずしも明白
ではなく、それらのプログラムの効果を最大限
に高められるようにするには、さらなる調査及

び分析と、「失敗」の一部から学ぶことが必要と
なる。

どうすれば教育における ICT の効果を向
上させられるか

ICT が生徒の学習に及ぼす影響を理解するこ
とは、難題である。その理由のひとつは、生徒
の学習成果における変化を推進している要素が
何であるかを、必ずしも常に正確に見極められ
るわけではない点にある。それは単に技術なの
だろうか、それとも他の要因が作用しているの
だろうか。

例えば、高い学習成果を示しているいくつか
の主要な研究24は、非常に有能な実施パートナー
を伴っていた。逆説的に、そうしたパートナー
なしで実証実験を行うことは困難であるため、
有能な組織自体が効果的なデジタル学習プログ
ラムの前提条件であるという可能性を、実地実
験で見出すことは難しい25。

しかしながら、ICT が教育において効果的に
機能するためには、明らかにいくつかの要因が
必要とされる。最も重要となるのは、十分に訓
練された教師と適切な指導慣行である。これら
の重要性は、数多くの国際調査において指摘さ
れている。生徒の学習到達度調査（PISA 調査）
を通じて、60を超える国々で ICT が学習成果
に及ぼす影響を調査している経済協力開発機構
（OECD）は、強力な指導法がなければ、教室に
技術を導入しても何のメリットもないことを示
唆している26。同様に、世界銀行の「世界開発
報告 2018：教育の約束を実現するための学習
（Learning	 to	 realize	education’s	promise）」
でも、ICT には学習を向上させる潜在能力があ
るが、それが実現するのは、ICT によって教師
と学習者の関係が強化される場合に限られると
いうことが強調されている27。

第二の要点は、生徒たちの立ち位置を理解す
る必要性である。明確なエビデンスにより、お
となによる優れた指導の下で適切に準備を整え
た生徒は技術を活用できる（あるいは、少なく
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ともその注意を乱すものによって害を被ること
はない）場合があるが、おとなによる十分な指
導がなく準備不足の生徒は技術によって注意が
散漫になる場合が多いことが示されている28。
実際に、技術によって教室内の子どもたち（特
に学力が乏しい生徒）の注意が散漫になり得る
リスクは明らかである。

例えば、英国の 91 の学校の 11 ～ 16 歳の
子どもたちの間で実施された調査により、携帯
電話の禁止は、子どもたちの標準テストの成績
に良い影響をもたらすことが判明した。さらに、
その影響は成績の低い生徒に対して最も大きく
現れ、成績の優秀な生徒に対しては現れていな
いことから、技術は場合によって、成績の低い
生徒に対して悪影響を及ぼす可能性があること
が示唆されている29。当該調査の報告書作成者
は、学校での携帯電話の使用を制限することが、
教育上の不平等を緩和するための低コストの手
段になり得ると結論付けている。

教育における ICT の未来はどのようなものだ
ろうか。数多くの技術によって、前途有望な探
究分野がもたらされている。これには、カリキュ
ラムと一致したラップトップ・コンテンツ、画
像による教師のモニタリング30、そして特に、
国際的な開発サークルの中で関心が高まってい
る、コンピューターを利用した個別化された学
習31などが含まれる。

「適正なレベルで教える」32という考えを中心
に構築されているこの種の適応学習アプローチ
は、決して新しいものではないが、ICT によって、
とりわけリソースが限られた学校に通う子ども
たちの学習を向上させる潜在能力が高まってい
る。子どもたちが次に教わるべきことを決定す
る要因として彼らの年齢や学年を用いるのでは
なく、ICT ベースの適応学習では、デジタルイ
ンターフェースによってモニタリングされる、
子どもの実際の能力に基づいて指導方針が立案
される。このデジタルインターフェースにより、
子どもたちは現在の理解度に基づき、また快適
で無理がないと感じられるペースで、それぞれ
独自の経路をたどって教科を履修していくこと
ができる。

人工知能や神経科学の進歩を考えると、さら
なる試験や実験を行うことが、とりわけリソー
スの乏しい低所得コミュニティにおいて、一連
の学習環境全体にわたって ICT の潜在能力を引

き出すために役立つと考えられる。しかし良い
影響をもたらすためには、教育における技術は、
明確な学習目的に焦点を合わせたものでなけれ
ばならない33。つまり、議論は技術からではなく、
教育目標から始めなければならないということ
である。

子どもたちに各自のコミュニティで
発言する機会を提供

この世代の若者たちは、デジタル行動主義、
そしてデジタル「スラックティビズム」
（slacktivism）の時代に成長した。子どもたちや
青少年は、ソーシャルメディアやデジタル技術
を利用して自分たちの声を増幅し、自分に影響
する、自らのコミュニティに影響を及ぼしてい
る問題の解決策を探し求めている。

デジタルツールを利用して子どもたちの参加
の奨励、助長、誘導を行うための取り組みは多
岐にわたっており、その範囲は拡大しつつある。
例えば、2009年以降、デジタル・オープン・マッ
ピングの手法とGPS 機器をデジタル情報共有
と併せて利用する、マップ・キベラ（Map	
Kibera）と呼ばれるコミュニティ・マッピング・
イニシアティブが、ナイロビのスラムに暮らす
若者たちが自分たちのコミュニティにおける危
険を特定し、特定の問題に対する解決策の実施
を要請することに役立っている34。さらにはそ
の情報が政策立案者に共有及び利用され、真の
変革の推進を後押ししている。

また、コミュニティ参加のための無料ツール
であるU-Report も、若者に参加のための新た
なルートを提供する上で重要な役割を果たして
いる。ウガンダの若者が自分たちの生活や未来
に影響を及ぼす問題に関与することを支援する
ための局地的イノベーションとして始まったも
のが、今では 400 万人近いユーザーを持つ世
界的なネットワークになっている。彼らはそれ
を利用して自分たちの意見を表明し、リーダー
たちとつながり、自らのコミュニティの状況の
変化を後押ししている。このツールによって、
U-Reporter からの情報を直ちにマッピングして
分析し、若者たちが自分たちの世界をどのよう
に見て何を最も重要と考えているかに関する、
極めて重要な情報とリアルタイムの洞察をもた
らすことができる。次にそれらの集積された見
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ケニアのナイロビ市マザレ
にある Hanka	Education	
Centre の生徒たちは、教
室にラップトップが届いて
以来、学校に通いたいとい
う気持ちが一層強まったと
話している。
©	UNICEF/2017/Little
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内の安全地帯と危険地帯を地図に表
すためのプロジェクトの一環とし
て、若者たちが携帯電話を利用して、
乗り捨てられた車の位置情報付き写
真 を 撮 っ て い る。©	UNICEF/UNI	
128320/Dormino
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解が、開発パートナーにより政府へのアドボカ
シー（政策提言）において利用され、さらには
選挙で選ばれたリーダーたちと直接共有される
ことさえある。

その他の同様のプロジェクトとして、18カ国
を超える国々の子どもたちや若者が参加する
Climate	Change	Digital	Map がある。このプロ
ジェクトでは、子どもたちや若者が、自分たち
のコミュニティで起きていることに目を向け、そ
れをデジタルマップ上に記録して、その結果を
アドボカシー（政策提言）に利用できるように
する。2015年と2016年の国連気候変動枠組
条約締約国会議において、選ばれた気候図作成
者たちがこのプロジェクトから得られた自らの
経験と知識を生かして、気候変動と、それが子
どもたちに与える影響について講演を行った。

ソーシャルメディア行動主義

デジタル世代の若者たちの場合、社会的活動
にソーシャルメディアを利用することは実質的
に第二の天性となっている。2014年のアイス・
バケツ・チャレンジ（病の末期症状にあった友
人のためにお金を集めようとしていた若者たち
の活動が、疾病研究のための資金を集めるため
の世界的な動きに展開し、数百万ドルもの寄付
金が集まることとなった）や、インターネット
を利用して個人的問題に関する地域キャンペー
ンを立ち上げる 13 歳未満の子どもたちなど、
デジタル技術によって新たなデジタル参加の時
代が到来している。

また、ソーシャルメディアの影響は、政治的
問題においても感じられている。例えば、ブラ
ジルでは 2013年に、若者を中心とした数千人
の人々が、ソーシャルメディア・プラットフォー
ムを利用して連携し、汚職に対する抗議を行い、
公共政策の改善を要求した。この全国規模の現
象を実現させた若者の一人が 17歳のジミー・
リマ（Jimmy	Lima）さんで、彼はソーシャルメ
ディアを利用し、ブラジリアだけでおよそ 1万
5,000人もの抗議者を動員した35。

また子どもたちや若者は、ブログへの書き込
みを通じても自分たちの意見を発信している。
おそらくその最も有名な例が、マララ・ユスフ
ザイさんの話であろう。マララさんは 2009年
に、偽名を使って BBC のウェブサイト上のブ

ログに、パキスタンの少女たちの教育を受ける
権利に関する書き込みを始めた。わずか 12歳
で、彼女はサイバー空間の広がりを利用して、
抑圧的なタリバン政権の下で教育にスポットラ
イトを当てた。彼女の身元が知られると、マラ
ラさんはタリバンからの殺害の脅迫にさらされ
ることになり、2012 年に銃撃を受けて重傷を
負った。彼女の回復と、少女たちの教育に関す
るアドボカシー（政策提言）を恐れずに続けた
ことは世界の注目を集め、彼女は 2014 年に
ノーベル平和賞を受賞した。

コンゴ民主共和国では、デジタルプラット
フォームの Ponabana が、子どもたちに、自分
たちのコミュニティで起きていることについて
語り、耳を傾けてもらうチャンスを提供してい
る。子どものブロガーやレポーターの積極的参
加を通じて、Ponabana は、地域の意思決定者
の間における子どもたちの権利への認識と支持
の形成を後押ししている。

社会参画への課題

インターネット接続によって、子どもたちの
社会参画に対する刺激的な機会が生み出されて
はいるが、そうした参画に対するいくつかの重
大な障害を無視することはできない。

ひとつは、世界の多くの国々のウェブユーザー
が直面している政治的現実である。マララさん
やその他多くの人々は、オンラインで堂々と意
見を述べることで、子どもの権利の侵害に大衆
の関心を引きつけている。しかし彼女たちの言
葉は、自らのコミュニティ内及び自国政府との間
に緊張も生み出している。2011年以降、行動主
義に対するソーシャルメディアの影響力が、政
府における主要な懸念となっている。フリーダ
ム・ハウスによれば、近年では、ソーシャルメディ
アや通信アプリ（WhatsApp や Telegramなど）
をターゲットにして情報の流れを遮断している
政府の数を測定した結果、特に政治的な抗議行
動が起きている際に、インターネットの自由度が
低下している。おとなも子どもも含めたすべて
のインターネットユーザーの3分の2が住む国
において、政府、軍または支配一族に対する批
判は検閲によって削除されている36。

第二の障害は、子どもたちは社会参画のため
にデジタル技術を利用できることの利点を分

すべてのインターネット
ユーザーの3分の2が住
む国において、政府、軍
または支配一族に対する
批判は検閲によって削除
されている。
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彼らは次のように述べた。「僕／私がおとなになっ
たら……」
「技術を利用して、気候変動と暴力撲滅に関する
アドボカシー（政策提言）を広め、また困窮して
いる人々を助けようと思います」フィジーの 15
歳の少女

「技術によって、第三世界諸国を発展させ、世界
の貧困レベルを低下させる変革を実施する方法を
調査しようと思います」キリバスの 15 歳の少女

「技術を利用して、人々に健康問題について提言
しようと思います」ナイジェリアの 15 歳の少女

「技術を利用して、世界を変えようと思います。
技術によってもっと良いものを設計し、新しいも
のを創造し、技術を通じて教育をもっと面白いも
のにします」フィジーの 17 歳の少年

彼らはデジタル技術を、以下のことに役立つ強力
なツールと見なしていた。
自分自身の意識の向上
「自分の国や世界各地で起きていることについ
て、自分自身や他の人々に情報を提供するのに役
立ちます」パラグアイの 15 歳の少女

社会における知識や認識の共有
「オンラインで調査を行い、該当する課題に取り
組む組織を見つけ出し、認識を広めます」バング
ラデシュの集団回答

「オンラインの認識を向上させます。若者向けプ
ログラムの広告を出し、教育ビデオクリップを制
作し、問題への取り組み方に関するオンライン
フォーラムに参加します」ソロモン諸島の集団回
答

社会変革に対する支援の確立
「デジタル技術は、困窮している人々に対する社
会の姿勢を変えることができます」モルドバ共和
国の集団回答

「デジタル技術は、私たちが古い考え方を捨てて
固定観念を打ち破るのに役立ちます」韓国の集団
回答

暴力や社会的不公平の削減など特定の社会的課題
への取り組み
「ソーシャルメディア・サイトを利用して……情
報を拡散するとともに私たちのメッセージを広め
ることで、児童虐待をやめさせて子どもたちの権
利が尊重されるようにする必要があります」セネ
ガルの集団回答

「障がいのある子どもたちは、他の子どもたちと
同じ条件で勉強することができません。国内の学
校に、インクルーシブネス（誰もが受け入れられ
る風土）を取り入れることが重要です。私たちは、
オンライン行動／情報キャンペーンを企画するこ
とができます」ベラルーシの集団回答

しかし、ICT を利用した社会変革の促進に関する
彼らのアイデアは限られており、例えば、コンテ
ンツの制作及び共有のために ICT をどのように利
用できるかということにスポットを当てた参加者
はごくわずかであった。
「インターネットを通じて人々に児童労働につい
て知ってもらうための、ビデオやグループを作る
ことができます」バングラデシュの 15 歳の少女

「非行問題の解決を後押しするために、若者たち
が時間を注ぎ込める機会をより多く得られるよう、
各自のスキルや才能を認識して示すことのできる
場所を作り出すことができます」グアテマラの集
団回答

青少年が考えていること……
社会変革を推進するために
ICTを利用するか

世界子供白書 2017
ワークショップ * の参
加者は、自分たちが各々
のコミュニティや世界
が直面している課題に
対処するために、デジ
タル技術が役立つこと
になると確信していた。



27

*		参加者の回答は必要に応じ
て短縮され、また分かりやす
いように編集されています。

要約すると
デジタルリテラシー

の主要な目標は、世界
の課題への対処を促進
する力など、デジタル
技術に内在する機会を
人々が理解できるよう
に支援することである。
しかし、十分なオンラ
インアクセスがなけれ
ば、多くの場所の子ど
もたちや青少年が、そ
うした機会を理解して
活用することを困難に
感じてしまう。

しかし、技術が社会的課題への取り組みにどのよ
うに役立ち得るかについて、彼らは別のアイデア
を持っていた。多くの参加者たちにとっての主要
なテーマは、人々とサービスとを結びつける橋渡
し役となる潜在能力であった。
「麻薬常習者向けのアプリを開発して、彼らがカ
ウンセリングサービスを利用できるようにします」
ブータンの集団回答

「ソーシャルメディアを利用して障がいのある子
どもたちに関する情報を広め、彼らを、障がいの
ある子どもたちのための組織と結びつけたいと考
えています」バングラデシュの 15 歳の少女

一方で、ICT の潜在能力を、社会的に取り残され
ているまたは立場の弱いグループに発言の機会を
もたらすことと見ている参加者もいた。
「少女たちに自分の考えを表明してもらうための
ディスカッションフォーラムを作ります」セネガ
ルの集団回答

参加者は、デジタル技術により、自分たちの生活
に影響を及ぼす問題に関する議論や意思決定プロ
セスにおいて、自分たちの声を広げることができ
ると考えていた。
「影響を与えるため、また私たちに発言権と議決
権があることを自覚するためのキャンペーンを行
います」グアテマラの集団回答

「デジタル技術は、社会、コミュニティの代表者、
影響力のある人々とのコミュニケーションに役立
ちます」ベラルーシの集団回答

しかし、オンラインアクセスが限られていること
や、特にデジタルリテラシーのレベルが低いこと
など、その実現の妨げとなり得るいくつかの障害
があった。参加者は、そうした障害にどのように
取り組めばよいかについて考えを持っていた。
「誰でも利用できる技術センター、いわばサイ
バーセンターのようなものをすべての県に設置し
て、現在インターネットにアクセスできない人た
ち全員にアクセスを提供するとともに、来た人を
誰でもサポートできる態勢を整えたスタッフを配
備するべきです」ブルンジの集団回答

参加者は、学校には以下の事項について果たすべ
き重要な役割があると考えていた。
彼らのコミュニティへの関与や参加の促進
「学校は、メディアに取り上げられている問題に
関する講義を行い、生徒に対して、議論すること
に関心を持ち、勇気を出して自らの理想を示すよ
うに促すことができます」ブラジルの 19 歳の少
女

彼らがデジタル技術を活用して社会変革を追求す
ることへの支援
「学校は、ソーシャルプラットフォームを作るた
めの最初のかつ最も安全な場所だと私は思います
……学校では、コミュニケーションスキルを養い、
他の人たちとより良い関係を築く準備を行えます。
技術機器にもっとスマートにアクセスできれば、
コミュニティへの関与や参加がより高まると思い
ます」チュニジアの 19 歳の少女
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かっていないことが多く、また分かっていたと
しても、それらの活用の仕方を知らない場合が
あるということである。EU	Kids	Online 及び
Global	Kids	Online プロジェクトに基づく調査
によって示唆されているように（上記のグラフ
を参照）、大半の若者はオンラインコンテンツの
共有に関与しており、また一部は動画制作の基
礎的スキルを有しているものの、彼らには市民
参加に向けて一歩上に上がるためのデジタルス
キルや知識が欠如していることが多い。

経済的参加の機会：子どもたちにデジタ
ル労働力に向けた準備をさせる

デジタル技術は、労働力の仲間入りをする若
年成人と、将来の就職に向けて準備をする子ど
もたちや青少年の、経済的機会の拡大への経路
となり得る。これにはいくつかの有望な道筋が
あり、雇用可能性を向上させるデジタルスキル

を提供することや、既存の雇用機会や職業訓練
へのアクセスをより効率的で幅広く利用できる
ものにすること、若者が職を探すことのできる
職業領域（「デジタル経済」）を提供することな
どが含まれる37。

雇用可能性を向上させるためのデジタルスキル：
全世界における携帯電話の急増によって、若者
のデジタルスキル開発の支援を目的としたプロ
グラムに明確な方向性がもたらされている。例
えば、現地で「Shaqodoon」として知られる
Somalia	Youth	Livelihood	Program で は、
MP3 機器で再生される事前録音された授業
（ファイナンシャルリテラシーと労働準備態勢に
関する内容）を通じて、保護対象の若者（14
～ 24 歳）たちに、訓練、インターンシップ、
労働及び起業の機会へのアクセスを提供してい
る。さらに Shaqodoon では、雇用主もアクセ
スできるオンラインデータベースを通じて、若
者を労働機会と結びつける。モバイル技術を利
用して若者と雇用主とを結びつけるという手法
は、従来の方法より効率的で、また農村部や遊
牧民のグループをより効果的にカバーできるこ

図 1.1　より年長の子どもたちの方が、オンラインで市民としての参加を実施している傾向が強い 
国別、年齢別の市民及び参加慣行
（「少なくとも毎週」実施していると述べた子どもたちのパーセンテージ）
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とが判明している38。

雇用機会へのアクセス：また若者たちは、職探
しにもモバイル技術を利用するようになりつつ
あるため、モバイル・ジョブマッチング・サー
ビスが成長しており、より多くの国が網羅され、
より多くの雇用主が求人広告を出し、より多く
の若者が同サービスを通じて仕事を探すように
なっている39。こうした動向を把握した上で、
若者に未来の労働力の仲間入りの準備をさせる
ことを支援し、多くの場所で増加しつつある若
者人口に見合った未来の労働力を形成すること
が重要になるであろう（第 2章の「アフリカの
若者をインターネットの世界につなげる」
（P63）のコラムを参照）。

ネットワーキングは求職者と雇用主を結びつ

ける一般的な方法であり、ソーシャルメディア
を通じた結びつきの強い世代には馴染みやすい
ものであろう。メキシコでは 2017 年 10月の
時点で、無料デジタルプラットフォームの
Oportunidades	para	 Internacionalistas を通じ
て 3万 4,000 人の若者がネットワーク上でつ
ながっている40。若者はオンラインで自分のス
キルを売り込み、効率的に潜在的雇用主と接触
することができる。

「デジタル経済」の職業：デジタル経済は一部の
仕事を駆逐しているとの批判があるが、一方で、
デジタルに通じた若者に特に適していると思わ
れる、新たな仕事も生み出している。例としては、
より大規模なプロジェクトに寄与する、別々の
デジタル業務から成るデジタル組立ラインのよ
うな「マイクロワーク」や、あまりデジタルに

21 世紀に向けたスキル

今日の子どもたちの多くは、自分たちの親が働いていた
頃とはまったく異なる労働市場に参入していくことにな
る。しばしば第 4次産業革命と呼ばれるこうした変革は、
機械学習、ロボット工学、ナノテクノロジー、バイオテク
ノロジーのような分野における数多くの発展を足掛かりに
している45。かつては大部分が切り離されていたこれらの
技術が次第に統合されつつあり、その結果、歴史的に前例
のないペースで経済の変化を推進している46。

こうした推移を複雑にしているのは、最貧国の一部が未
だに、第 2次産業革命によって成し遂げられた急速な工
業化に相当する状況さえ経験していないという事実であ
る。しかし、そうした国々も影響を受けることになるだろ
う。一部の国々は、新たな技術を活用して、少なくとも経
済の一部を未来へと前進させることができると考えられる
が、一方で苦境に立たされる国々もあるだろう。自動化に
よって、こうした国々の、高度な技術を必要としない、安
価な労働力という競争上の優位性がむしばまれるためであ
る47。

子どもたちは、第 4次産業革命の中で成功するための
スキルを習得しつつあるのだろうか。この懸念には根拠が
ある。ユネスコによれば、全世界の 2億 5,000 万人の子
どもたちは基本的に読み書き算数ができず、また 2億人
の若者が、成功するために必要なスキルを欠いたまま学校

を去ることになる48。また、たとえ基礎的な読み書き算数
のスキルを習得している人たちの場合でも、これから先の
職場では、次第にデジタルスキルとデジタルリテラシーが
必要とされるようになる。

定義はさまざまであるが、世界経済フォーラムによれば、
これらのスキルは 3つの大きなカテゴリーに分けること
ができる。ひとつは「基礎的識字能力」で、従来の読み書
き算数の他に、特に ICT、科学的及び文化的な能力が含ま
れる。もうひとつは「適性」で、批判的思考、創造性、コ
ミュニケーション、コラボレーションなどが含まれる。さ
らにもうひとつは「人格的資質」で、好奇心、適応性、リー
ダーシップなどが含まれる49。OECDは、コミュニケーショ
ン、創造性、コラボレーション、共感などの非認知スキル
が、引き続き仕事上の成功の決定要因となることも強調し
ている50。

より幅広いスキルを習得することは、誰にとっても明ら
かに強みとなるが、放射線技師や経済学者など高度なスキ
ルを持った労働者についてさえも、21世紀には安定した
就職の見通しを期待できるかどうかをめぐり、激しい議論
が繰り広げられている51。一方で、これまでの産業革命で
は確かにいくつもの仕事が失われたが、それより多くの仕
事が時を経て創出された52。第4次産業革命にもそのパター
ンが当てはまるかどうかは、現時点ではまだ分からない。
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詳しくない消費者のデジタル情報の利用やアク
セスをサポートする「インフォメディアリー」
としての業務などが挙げられる41。国際電気通
信連合は、クラウドソーシング（オンライン・
アグリゲーターによる主に熟練を要する業務の
分配）及びアプリやゲームの開発も、デジタル
時代に生まれた新たなタイプの雇用として挙げ
ている42。

ICT によって、若者に労働力の仲間入りの準
備をさせるための前途有望な道がもたらされて
はいるものの、彼らが潜在能力のすべてを発揮
する上での妨げとなる障害がある。例えば、世
界の多くの地域では、少女や女性は依然として
デジタルアクセスやスキル開発において重大な
文化的障害に直面している。多くの子どもたち
や若者にとっては、コストが引き続きアクセス
への障壁となっており、また子どもたちのデジ
タルスキルを構築するための教育的指導の質に
も大きなばらつきがある43。さらに幅広く見る
と、従来の開発課題（特に、教育の改善、医療
へのアクセス、優れたガバナンスの促進及びビ
ジネス環境の改善）が、「デジタル革命の変革的
な潜在能力の発揮を妨げている」44。

社会へのインクルージョンの機会

デジタルツールやインターネット接続は、と
りわけ移動を余儀なくされている子どもたち、
障がいのある子どもたち、民族性や性同一性の
ために社会的な疎外や排斥を受けている子ども
たちなど、最も恵まれない子どもたちにとって、
人生を変える要素になり得る。

移動を余儀なくされている子どもたち

今日では全世界において、5,000 万人近くの
子どもたちが移動を余儀なくされている。その
うち 2,800 万人は紛争によって故郷を追われ、
また何百万人もの子どもたちが深刻な貧困や気
候変動の影響の増大から逃れるために移住して
いる53。そうした子どもたちが、移動の道のり
の中で、次第にデジタル技術（特にモバイル接続）
に頼るようになってきている。

例えば、ヨルダンにあるシリア人難民のため
のザータリ難民キャンプでは、2015 年に調査
を行った若者の 88%が携帯電話を所有してお
り、その半数超が1日に 1回または複数回にわ
たってインターネットを利用していた54。

デジタル技術は、親や保護者役のおとなの同
伴なしで移動している子どもたちにとって、特
に重要である55。

プラン・インターナショナルの調査により、
親やその他の保護者を伴わずに移住している子
どもたちや若者（24歳まで）は、ICT を利用し
て、移住に向けた計画と準備、実際の移動の円
滑化、家族との継続的な連絡、支援や仕事の機
会との接触、定着や、時には強制送還に対応し
ていることが明らかになった。また彼らの一部
は、フェイスブックなどのソーシャルプラット
フォームも利用して、同様の経験をしている他
の国の人々とつながりを持ち、情報の共有や支
援を行っていた56。

移動を余儀なくされている子どもたちにとっ
てこれほど頼もしい存在であるにもかかわらず、
彼らの大半はインターネットにほとんどあるいは
まったくアクセスできていない。全体的に見ると、
難民世帯の3分の1は通話機能が主な携帯電話
を保有し、3分の1強はインターネットに接続
できる携帯電話を持っており、そして3分の1
弱が携帯電話を保有していない。最低限のイン
ターネット接続しか利用できない地域においてさ
えも、難民はその他の人々よりも携帯電話の保
有率が低い。農村部では、一般的な農村人口よ
りも難民の方が、自分たちが利用できる2Gまた
は3Gネットワークを持っていない割合が2倍
高い57。

人道的状況におけるデジタル技術の役割の増
大を認識し、国際連合難民高等弁務官は、すべ
ての難民と彼らを受け入れているコミュニティ
に、デジタル技術を利用して生活を改善するた
めにインターネット接続を確立するよう呼び掛
けている。

同機関の Innovation	Learn	Lab では、何が
機能し、何が機能せず、何が大規模に展開可能
であるかを評価するために、さまざまなデジタ
ルプラットフォームを利用したプロジェクトを
開発している。Learn	Lab の一例では、ケニア
のダダーブ（世界で最も大規模で最も存在が長

ダナマジャでは、私たち
の生活空間は外の世界と
遮断されています。イン
ターネットがなければ、外
の世界が前進しても私た
ちは取り残されたままで
す。
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故郷のはるか遠方からつながりを保つ

チャドのダナマジャの難民キャンプは、広
大な森林地帯の真ん中に位置している。そこ
では、国境を越えてすぐ隣の中央アフリカ共
和国における紛争から逃れてきた難民にとっ
て、つながりを保つことが困難な課題となっ
ている。「インターネットを利用したいと思っ
ている若者たちの大半は、ネットワークに接
続するために長い距離を歩かなければなりま
せん」と、携帯電話充電ブースを所有する 25
歳のマハマト・ジダ（Mahamat�Djida）さん
は言う。「サービスは実に弱く不安定ですが、
選択肢があまりありません」

「私の両親はバンギに残りました。私が両親
と連絡を保つ唯一の方法は、WhatsApp や
Messenger を通じたやりとりです」とファ
ティーマ（Fatima）さんは説明する。「私は両
親と週に 2～ 3回話をしますが、その頻度は
私にどれだけ余裕があるかによります」

家族や友人たちと連絡を保つのに役立って
いるだけでなく、携帯電話やインターネット
は、若者たちに難民キャンプでの生活に適応
する機会ももたらしている。16歳の難民のア

ダム・スレイマン（Adam�Souleymane）さん
は、自分の新しいスマートフォンに大変満足
している。「携帯電話を買い、現在はインター
ネットを利用して、特に生物学を中心にいろ
いろな調べ物をしています。難民キャンプに
は図書館がありません」と彼は言う。

「携帯電話を持っていないため、フェイス
ブックが使えなくて寂しいです」と、アダム
さんの友人の 18 歳のアリ・アミン（Ali�
Amine）さんが、アダムさんの携帯電話をい
じりながら付け加える。「ダナマジャでは、私
たちの生活空間は外の世界と遮断されていま
す。インターネットがなければ、外の世界が
前進しても私たちは取り残されたままです」

デジタル・ディバイドの悪い側に生まれて
きたことが、これらの子どもたちに数多くの
影響をもたらしている。こうした現状から、
デジタル技術を利用して自分たちの生活に悪
影響を及ぼす問題を解決しようとしている若
者のために、デジタル技術へのアクセスの改
善と支援を提唱することが不可欠である。

ナイジェリアの自宅からの避難
を余儀なくされた 15 歳のハ
ディージャ（Khadija）さんは、
現在チャドのダルエスサラーム
難民キャンプで生活している。
彼女はいつか IT 関係の仕事をし
たいと考えていて、インターネッ
トが「学習や知識の共有のため
の最善の方法」であると述べて
いる。©	UNICEF/UN028860/Tremeau
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期化している難民密集地帯）にある難民キャン
プのコミュニティに属している子どもたちが、
13の臨時ネットワーク学校（Instant	Network	
Schools）によって恩恵を受けている。この種
のデジタル版「箱の中の学校」には、タブレット、
インターネットアクセス及び地域コミュニティ
と共同で開発された教育コンテンツが組み込ま
れている。最初の報告書では、この取り組みに
よって教師と生徒の意欲が向上していることが
示唆されている58。

社会的な疎外や排斥を受けている子ども
たち

また、デジタルツールやインターネット接続
によって、少数派グループの中において自らの
コミュニティとの一体感が強くなっているとと
もに59、表現、人脈作り、政治的行動主義及び
社会へのインクルージョンのための新たな機会
も生み出されている。

オーストラリアのアボリジニ族やトレス海峡
諸島民など先住民族の場合、ソーシャルメディ
アを利用することで、自分たちのアイデンティ
ティーやコミュニティを自分たちの力で保持し
ているという感覚がもたらされる60。

またオンラインのリソースや環境は、女性同
性愛者、男性同性愛者、両性愛者、トランスジェ
ンダー（LGBT）の若者にとっても、情報や交
流の重要なソースとなっており、彼らはデジタ
ルプラットフォームを利用して、自分たちのコ
ミュニティについて詳しく学び帰属感を見出し
ている61。学校での性同一性に基づく差別の撤
廃に取り組むGLSEN が行った 2013 年の調査
によれば、LGBT の青少年は、一般的に学校や
家庭では LGBT 関連の健康情報を得ておらず、
そのためオンラインリソースを利用して、健康
や性的特質などのトピックに関する情報を見つ
けている62。したがって、デジタル時代は、そ
れらのグループに力を与えるとともに異なるグ
ループ同士を結びつけ、文化的障害を打ち破っ
て社会的団結を強化することを後押しできる。

子どものヘルプラインは、支援を必要として
いる子どもたちが話し相手を見つけることを長
年手助けしている。毎年何百万人もの子どもた
ちがヘルプライン・サービスを通じて人との接
触を試みており、2015 年には、約 2,000 万

件もの連絡が寄せられた63。しかしデジタル技
術によって、テキスト／ SMSメッセージ、電
子メール、チャットルーム、オンライン掲示板、
あるいはその他の方法でコミュニケーションを
取ることを好む子どもたち向けに新たなコミュ
ニケーションツールが導入されたことで、困っ
ている子どもたちと接触する能力が拡大し、エ
ジプトからスウェーデンに至るまで全世界にお
いて、この児童支援分野に変革がもたらされて
いる64。

障がいのある子どもたち

全世界の障がいのある子どもたちの多くは、
孤立していて、スティグマ、差別及び彼らのニー
ズへの対応や権利の実現に向けた支援を提供し
ない社会環境に悪戦苦闘している。例えば、彼
らはしばしばおとなの介入を他の子どもたちよ
りも多く必要とするが、そのために彼らの行為
主体性が制限されてしまう可能性がある。デジ
タルコミュニケーションによって、そうした子
どもたちに、自分の考えを表明したり、自分自
身で選択したり、自分たちに影響を及ぼす決定
に参加したりするための手段がもたらされる。
またデジタルコミュニケーションには、友人た
ちとのコミュニケーションを促進して、孤立感
を軽減させる潜在的可能性もある65。さらにデ
ジタル技術によって、教育、スキル訓練、雇用
へのアクセスももたらされ得る。

モバイルアプリケーションは、障がいのある
子どもたちや若者の自立を後押しすることがで
きる。それらは、特有の感覚的、身体的及び認
知的ニーズに対応した即時のコミュニケーショ
ンや活動に利用することができる。例えば、
iSignは、手話を知らない聴覚障がいのある生徒、
教師及び仲間たちの間のコミュニケーションを
容易にする。

Yuudee は、自閉症の子どもたちのためにコ
ミュニケーションを容易にするアプリケーショ
ンで、アイコンを押してアイデアや回答を「話
したり」、必要としていることを伝えたりできる。
さらにこのアプリは、教師や親が、自閉症の子
どもたちにコミュニケーションスキルや認知ス
キルを教えるのにも役立つ。また別のデジタル
プラットフォームは、障がいのある子どもたち
が、自分の仲間たちと同じ内容のテストを受け
るために役立つ。今では世界規模にまで拡大し

自閉症の子どもたちが、
アイコンを押してアイデア
を「話したり」、必要とし
ていることを伝えたりでき
る。
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現在、デジタル技術が光ファイバーのような
速さで進歩し、この世界の何百万人もの人々の
生活を変えつつある。しかし、とりわけ障がい
のある子どもたちにとっては、現代の技術が中
心的役割を担っている。

僕は 18 歳で、脳性まひがあります。これは
僕の動作や姿勢に影響を及ぼす身体障がいで、
そのために車いすを使っています。僕の人生は、
インターネットに接続されたノートパッドをも
らった日に、文字通り変わりました。

ノートパッドのおかげで、自由にコミュニケー
ションを取ることができます。コミュニケーショ
ンの手段は、馬に乗った郵便配達員が配達する
物理的郵便物からリアルタイムのデジタルメッ
センジャーへと、過去 300 年で劇的に変化して
います。こうした進歩は、障がいのある人たち
に大きな恩恵をもたらしています。今では、コ
ミュニケーションを取るためにあまり動く必要
がありません。障がいのある子どもたちや若者
は、オンラインで家族や仲間たちとコミュニケー
ションを取ることができるのです。僕には、世
界のさまざまな地域で暮らしている、オンライ
ンの友人が何人もいます。もし直接会うことに
なれば、彼らは僕の話すことを理解できないで
しょう。僕には発話障がいがあるからです。でも、
技術の助けのおかげで、僕はよどみなく彼らと
コミュニケーションを取ることができます。ネッ
ト上の友人の中には、僕に障がいがあることを
知らない人もいます。

同じようにして、先生たちともコミュニケー
ションを取ることができます。教育は、現代の
技術が障がいのある子どもたちに計り知れない
恩恵をもたらすもうひとつの分野です。独学の
機会は無限にあります。僕は学生ですが、物理
的に学校に通うことはできません。でもインター
ネットや電話のおかげで、自分の身体の状態に
かかわらず、授業に出席して先生たちの指導を
受けることができています。また、若者たちが
車いすからいっさい降りる必要なく、就業証書
を取得することができるオンラインプラット
フォームもあります。

これは僕を、デジタル技術によって「雇用」
というさらなる機会が生み出される、もうひと
つの領域へと導いてくれます。肉体労働よりも
精神労働の方が高く評価される近代経済におい

ては、身体障がいのある人が 100 年前よりもは
るかに簡単に仕事を見つけることができます。

現代の雇用主たちは、その従業員が仕事をし
てくれる限り、自社のプログラマー、ジャーナ
リスト、あるいは SEOマネージャーが車いすを
利用していようがいまいが気にしません。特に
コーディングの世界では、時として障がいのあ
る人のほうが有利になる場合さえあります。例
えば、現在ロシアでは、ウェブアクセシビリ
ティーの専門家に対して大きな需要があります。
僕の場合は、つい最近、サンクトペテルブルク
のグラフィックデザイナーのグループに、その
課題について助言とサポートを提供しました。

デジタル技術の利用が増加してきたことから、
僕は代替コミュニケーションのための独自のプ
ログラムを開発して、口のきけない人たちや、
発話障がいや重度の身体障がいのある人たちを
助けたいという気持ちになりました。例えば、
DisType は僕が開発したソフトウェアで、これ
により僕は、2016 年にイスタンブールで開催
された世界人道サミットにおいて、提唱者とし
て講演を行うことができました。

DisQwerty は、ボタンひとつで単語や表現を
検索できるようにするもので、コミュニケーショ
ンに大いに役立つ可能性があります。僕が開発
したもうひとつのプログラムであるDisTalk は、
画像だけを使って会話できるようにするもので
す。これらのプログラムはすべて無料で、誰で
もアクセスできるようになっています。

プロジェクトに関する詳細については、
<http://en.aacidov.ru> をご覧ください。

僕の例からよくお分かりいただけるように、
デジタル技術は、障がいのある子どもたちや若
者にとっての障壁を取り除き、彼らに機会をも
たらすことに役立ちます。

イヴァン・バカイドヴ（Ivan	Bakaidov）さん（18歳）
は、脳性まひと口蓋裂のあるロシア連邦の若い提唱
者である。幼年期から発話障がいのあるイヴァンさ
んは、他の障がいのある子どもたちや若者がコミュ
ニケーションの問題を解決して、インクルージョン
される権利を行使できるよう力になりたいと考えて
いる。

オンラインなら
僕の車いすは
見えません

イヴァン・バカイドヴ 
（Ivan Bakaidov）さん（18 歳）

ロシア連邦
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たDAISY のトーキング・ブック・ライブラリー・
コンソーシアムでは、文字列を、視覚障がいや
その他の理由で印刷物を読むことができない子
どもたちにも利用しやすいようにしている。

しかし、そうしたサービスへのアクセスは依
然として限られており、特に十分なサービスを
受けられていない、もしくは社会から取り残さ
れている状況の中で生活している子どもたちを
はじめ、障がいのある子どもたちのほとんどに
とって、こうした支援アプリケーションは今な
お手の届かないところにある。

障がいのある子どもたちのアクセスの妨げと
なっている障壁には、彼らが技術にアクセスで
きない農村部に住んでいること、機器を購入す
るだけの経済的余裕がないこと、彼らの親がそ
うした技術について知らないこと、あるいは個
別のニーズに合った適切な機器が未だ開発され
ていないことなどがある。先進諸国の障がいの
ある子どもたちを対象にした 2006年からの調
査により、彼らは障がいのない子どもたちと比
べて、自宅にコンピューターを保有している割
合は半分で、インターネット環境が整っている
割合はさらに低く、またインターネットにアク
セス可能な場合でも、実際にアクセスしている
割合はそれよりさらに低いことが判明してい
る66。これらの調査は、子どもたちだけに着目
したものではなかったが、アクセスへの障壁に
ついて把握する必要性が示されている。インター
ネットにアクセスする場合、特に学習障がいや
発達遅延のある子どもたちをはじめとして、障
がいのある子どもたちは特定のリスクに直面す
る場合がある（第3章を参照）。

前進への道を示す

ICT によって、子どもたちが成長し、学習し、
社会に参加し、自分自身とその状況を改善する
道がすでに開かれていることに疑いの余地はな
い。しかし次の章で示されているように、これ
らの恩恵は平等に共有されているというにはほ
ど遠く、また子どもたちに対してもたらされる
恩恵や機会は、必ずしも世界中のどこでも同じ
ように見えるというわけではない。各国は技術
発展やインターネットの普及において依然とし
てそれぞれ異なる段階にあり、多くの国々には、
インターネット接続に対する重大な社会的、経

済的及び文化的障害がある。調査の大半は依然
として高所得諸国に集中しており、世界のその
他の地域ではやるべきことがまだ多くある。さ
らに、子どもたちの権利に関する問題に取り組
む場合には、子どもたち自身の声に耳を傾ける
ことが何よりも重要である67。

しかし、これらの機会がどの程度まで拡大し
得るかという点と子どもたちにもたらされる実
際の恩恵を判断することは、いくつかの理由か
ら困難なものとなる。主要な理由は時間である。
ICT は確かに魅力的で意欲をかき立てるもので
はあるが、本報告書や他の機会で言及されてい
る事例の多くは、未だ新しすぎるためにその影
響を評価することはできない。こうした動きの
速い領域では、今まさに生じている最新の状況
を調査によって常に把握し続けていくことが困
難である。さらに、正規教育を除いては、ICT
の機会を捉えている子どもたちによってもたら
される利益の定量化や評価を行う、厳密な調査
はほとんどない。また、特に低所得及び中所得
諸国の子どもたちなど、恵まれない子どもたち
のデジタル経験については、文書記録や調査が
少ない68。

そのため、子どもたちがどのようにしてデジ
タル時代の機会を利用しているのかを理解する
ため、及び特になぜ一部の子どもたちが他の子
どもたちより多くの恩恵を受けているのかを理
解するために、さらに多くの調査や評価が必要
であることが強調されている。

機会を、デジタル時代の子どもたちにとって
の真の恩恵（特に学習、社会参加及び社会への
インクルージョンのための）に変えるためには、
子どもたちのデジタル経験の実情を理解し、と
りわけ移動を余儀なくされている子どもたち、
社会から疎外されている子どもたち及び障がい
のある子どもたちに対して、適切な指導と支援
を行うことが極めて重要である。

技術は、依然として人間の能力や人間の制約
にあらがうことはできない。教育においては、
生徒のやる気、教師の能力、適切な指導法など
が重要な能力になる。確たるエビデンスによっ
て、技術は、学習に対する前向きな人間の力が
すでに備わっている場合に恩恵をもたらすこと
が示されている。問題に対してより大規模な社
会による取り組みが実施されていない場合、機
能不全に陥った官僚制度をデジタルツールで修
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復したり、あるいは教育の不平等を緩和したり
することはできない。

特に最も恵まれない子どもたちをはじめとす
る子どもたちに真の恩恵をもたらすためには、
デジタル製品の設計プロセスは、例えばユニバー
サルデザインの原則を指針として用いるなど、
子どもたちの特定のニーズを考慮することから
始める必要がある。

インターネットにつながった子どもたちは、
インターネット接続を、自分たちの生活におけ

る圧倒的に有益な側面と考えている69。インター
ネットに接続することへの彼らの熱意、強い関
心及び意欲は、単に彼らの毎日の生活を向上さ
せるだけではなく、より良い未来へ向けたチャ
ンスを拡大させるという、インターネットツー
ルの明確な力と潜在性を反映している。この力
と潜在性は、できるだけ多くの子どもたちにイ
ンターネット接続ができるようにし、彼らにデ
ジタル世界における生活の恩恵を最大限に高め
るためのスキルを授けることにより、全面的に
サポートする必要がある。

デジタル技術は、バングラデシュなど最低所得諸国の一部で暮らす子どもたちにとって、人生を変えるものになり得る。
©	UNICEF/UNI157753/Mawa
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視  点

私がインドの普通小学校に通い始めたのは
2001年だった。それまで視力障がいのために
特別支援学校に通っていた私には、新しい学校
が困難で恐ろしいものに感じられた。私には、
どのようにして同級生や先生たちと交流すれば
よいのか、あるいはどのようにして新しい環境
に適応すればよいのかがまったく分からなかっ
た。点字で宿題を終え、そして先生がそれを理
解できるよう、母親が毎日根気よくそれを活字
に書き換えてくれた。先生たちの中に、目の不
自由な生徒に教える専門知識を持った人は誰も
いなかったが、そうした先生たちや両親の支援
と励ましに助けられて、私は優秀な成績を収め
てすばらしい経験をすることができた。

その翌年、私の生活は完全に変わった。1台
のコンピューターに触れたのだ。それは、私に
話しかけることのできる素晴らしいコンピュー
ターだった。1日中それをいじっても、新たな
機能を見つけるたびに、さらにいっそう驚かさ
れるばかりであった。私がウェブを利用し始め
たことと、［Enter］キーを押せば私が必要とす
るどのような情報でも入手できそうであるとい
うことは、信じられないほど素晴らしく、力を
与えてくれるものであった。

私は、この新しいおもちゃに夢中になるにつ
れて、それをもっと深く理解したいと思うよう
になった。インドにある私のコンピューターが、
どうして米国にあるグーグル本社のコンピュー
ターから情報を得ることができるのだろうか。
どうしてこのコンピューターでテレビ番組を見
ることができるのだろうか。必ずしも文字を入
力しなくても、どうして私が関心を抱きそうな
ウェブサイトが分かるのだろうか。これらの疑
問に触発されて、私は 6年生のときに、コン
ピューターサイエンスやコンピュータープログ
ラミングに関する教科書を読み始め、そのおか
げで、自分の効率をさらに高めるためのアプリ
ケーションの開発を始めることができた。それ
らの多くは、私が自分の知識を応用するのに役
立つ単純なアプリであったが、一部は同級生た
ちと同じ学習体験ができないことへの私の不満
から生まれたものであった。

例えば、11年生のときに、私は微積分の授
業でグラフと曲線が理解できなかった。言葉に
よる説明に基づいてそれらを心に描こうと何度
も試みたものの、私はうまく思い描くことがで
きなかった。ほとんど諦めかけていたとき、音

楽と技術に対する私の情熱を組み合わせたアイ
デアが浮かんだ。こうして、グラフを音調表示
に変換するソフトウェアの Audio	Graph	
Describer が生まれた。周波数の変化を通じて
グラフを心に描くことにより、自分を苦しめて
きた複雑なグラフを理解できるようになっただ
けでなく、数学と科学に対する私の関心に再び
火がつくことにもなった。これが技術の力であ
る。

学校に通い続けるにつれて、技術に対する関
心は高まっていった。私は、人々がその潜在能
力を発揮できるようにする技術を開発するため
に、大学でコンピューターサイエンスを勉強し
たいと考えていた。そして大学に入ると、同様
のビジョンを共有する人々と出会った。米国で
は、何人かの障がいのある開発者と出会って嬉
しい驚きを覚えた。インドにはそうした人たち
がほとんどいないためである。日々の課題を自
ら体験することで、私はそうした課題に、障が
いのある人たちのコミュニティのアクセシビリ
ティーを強化するための変革的アイデアを、ブ
レーンストーミング、概念化及び実行するため
の資質が十分にあることに気づいた。

私は幸運にも、ボランティアの方が目の不自
由なユーザーの見ているものをリアルタイムで
説明できる拡張現実メガネや、コンピューター
ビジョンを利用して物体及びテキスト認識や情
景記述を支援するアプリ、あるいは視線を利用
して動き回る車いすや、リアルタイムでの自動
字幕作成の大幅な進歩など、こうしたアイデア
のいくつかを試してみることができた。

技術と障がいに関するアドボカシー（政策提
言）に夢中になっている一人の若者として、私
はこれらの技術にかつてないほどの興奮を覚え
ており、「障がい」という言葉を、単にちょっ
と気になるものへと格下げすることになる、近
い将来の新たな革命的技術の登場が待ちきれな
い。

最近及び近い将来の技術は非常に役立つもの
ではあるが、依然として懸念がある。全世界の
障がいのある人々の大半は、この技術の消費者
ではあるがイノベーターではない。しかし障が
いがあってもエンジニアとして成功している人
が何人もいることから明らかなように、障がい
は優れた技術力を身につける上での障壁にはな
らない。それゆえに、障がいのある人々が技術

無限の可能性の
認識：技術が障が
いのある人々に力
を与える

カーティク・ソーニー
（Kartik�Sawhney）
さん
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デジタル技術によって、マレーシアのクアラルンプールに住むこの目の不自由な少年のような障がいのある子どもたちに、機会がもたらされている。この少年は、
音声変換ソフトウェアを利用して授業に参加している。©	UNICEF/UNI182589/Pirozzi

を潜在的なキャリアの道と考えるように促し、
さらに重要なこととして、そのために必要な支
援とリソースを提供する差し迫った必要性があ
る。

同様に、いくつかのアプリケーションやウェ
ブサイトは、アクセシビリティー基準に準拠し
ておらず、全世界の 10億人を超える障がいの
ある人々が、そうした機会の逸失を余儀なくさ
れている。これは単にアクセシビリティーの訓
練が不足しているためだけでなく、障がいに対
する認識の欠如も原因となっている。そのため、

この分野における私たちの取り組みを強化する
ことが重要となる。私は、それぞれ独自のささ
やかなやり方で取り組んでいる私たち全員が、
技術の無限の可能性に真に気づくことを楽しみ
にしている。

カーティク・ソーニーさんは、人工知能に重点を

置いて、スタンフォード大学でコンピューターサイ

エンスの理学修士号の取得を目指している。彼が技

術的関心を寄せているのは、機械学習、自然言語処

理、アクセシビリティー及び支援技術である。

障がいは、優れた技術力
を身につける上での障壁
にはならない。
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子どもたちは、デジタル技術で満ち溢れた生活に向けて、さらにしっかりと準備を整える必要が
あるということが、次第に認識されてきている。ヨルダンのザータリ難民キャンプで暮らす一人の
母親が述べたように、「私の時代には、リテラシーのない人というのは読み書きができない人のこと
だった。でも今は、リテラシーのない人というのはインターネットの使い方を知らない人のことを
言う。私は自分の子どもたちに、リテラシーのない人間にはなって欲しくない。これは本当に重要
なことである。子どもたちにより良い未来が訪れることを望んでいる」70。

しかし、デジタル時代において「リテラシーがある」とはどういう意味なのだろうか。もっと幅
広く言えば、オンラインのリスクを回避して機会を最大限に活用するためには、子どもたちにどの
ようなスキルや特性が必要とされるのだろうか。これらの質問に対して、親、教師、政策立案者及
び学術関係者から数多くの回答がもたらされており、そのほとんどは、「デジタル（及びメディア）
リテラシー」と「デジタル市民権」という、二つの広範な概念にグループ分けすることができる。
これらの概念の定義は、いずれもばらつきがあり重複していることも多く、それが子どもたちのた
めの教育プログラムの設計に影響を及ぼす可能性がある。例えば、一部のスキルや特性が過度に重
視され、その他の部分にしわ寄せがいく場合がある。

では、これらの概念をより明確に定義するとしたら、どのようなものが考えられるだろうか。

たとえ定義が曖昧な場合があるとしても、デジタルリテラシー及びデジタル市民権を教えること
の全体的な目標は明確である。それは、子どもたちがデジタル世界においてオンラインのリスクを
回避し、オンラインの機会を最大限に活用し、自らの権利を全面的に行使できるようになるスキル
と知識を身につけさせることである。特に最後の点は重要である。Global�Kids�Online の調査結果で
は、ほとんどの若者がオンラインコンテンツを共有し、多くが動画を制作しているが、彼らには、
オンラインの機会の重要な領域である市民参加に向けて「機会のはしご」を上るために必要な、デ
ジタルスキルやデジタル知識が欠如している場合が多いことが示されている73。

デジタルリテラシー：
Global�Kids�Online、ユネスコ及びその他

による取り組みでは、4セットの能力が特
に強調されている。子どもたちは、以下の
ことができるべきである。

1.  �デジタル環境におけるアクセス及び活動
を安全かつ効果的に行うこと

2.�情報を批判的に評価すること

3.���デジタル技術を通じて、安全に、責任を
持って、かつ効果的にコミュニケーショ
ンを取ること

4.�デジタルコンテンツを作成すること

デジタルリテラシーの価値は、幅広く認
識されている。デジタルメディアと子ども
たちの権利に関する 2014 年一般討論の日
（2014�Day�of�General�Discussion）の中で、
国際連合子どもの権利委員会は加盟国に対
して、自国の学校のカリキュラムにデジタ
ルリテラシーを盛り込むというという任務
を課した71。また、幼い頃から子どもたちの
デジタル及びメディアリテラシーを育成す
ることは、21世紀における効果的な民主主
義社会のための、極めて重要な前提条件と
しても認識されている。

デジタル市民権：
デジタル市民権の初期の定義は幅広いも

のが多かったが、最近の研究では、同テー
マに関する指導の焦点を改善させるため、
あるいは学習目標の特定を確実にするため
など、いくつかの理由からより狭い定義が
支持されている72。以下の二つの原則が、デ
ジタル市民権の中心的要素として周知され
ている。

1.�他者に対する礼儀正しく寛容な振る舞い

2. オンラインでの市民的社会参画

デジタル世界に
向けて、子ども
たちは何を知る
必要があるか

ブ ル ガ リ ア の Applied 

Research and Communications 

Fund における「より安全なイ

ンターネット」プログラム（Safer 

Internet programme）のエキス

パートのペタル・カンチェフ

（Petar Kanchev）氏、ミドルテ

ネシー州立大学ジャーナリズム

学部のサンジャイ・アシュタナ

（Sanjay Asthana）氏及び世界

子供白書のレポート・チームか

らの寄稿調査報告に基づく。
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健康上の緊急事態におけるビッグ
データ

健康上の緊急事態の際に、デジタル技術を利
用して何百万人もの命が救われている。例えば、
疾病が発生しているときに、モバイルネットワー
ク・プラットフォームを利用して、感染者とそ
の影響を受ける世帯に、救命情報、生活必需品
及び経済的支援を提供することができる74。ウ
ガンダでは、エボラ出血熱国家対策部隊が、
mHealth プラットフォームのmTrac を運用で
きるようにした。mTrac は、SMS を通じてリ
アルタイムでコミュニティや保健スタッフから
の警報や監視を可能にするものである。同様の
ツールであるmHero は、リベリアでのエボラ
出血熱発生の際に利用され、国内保健スタッフ
登録台帳の更新のサポート、コミュニケーショ
ンの強化及び重要な保健サービスに関するリア
ルタイムデータの提供が行われた75。

健康上の緊急事態及びその他の人道的状況の
管理に役立てるための「ビッグデータ」の利用は、
次第に大きな関心を集めつつある。例えば、携
帯電話からのビッグデータ（傾向分析に利用で
きる大規模なデータセット）により、疾病の発
生時に不可欠な情報を提供して、国がより効果

的に対策を講じたり、さらには発生した疾病が
流行するのを防いだりすることを支援できる。

2013 年のパキスタンでのデング熱の発生の
際には、Telenor	Pakistan の約 4,000 万人に
上る加入者の匿名化された通話データを利用し
て、疾病の蔓延とタイミングが予測され、国家
的対応メカニズムの強化に貢献した76。

ジカ熱が発生した際には、ジカ熱の拡散パター
ンと潜在的な発生地帯をより正確に把握するた
めに、ユニセフと、世界規模で旅行業界に技術
サポートを提供するアマデウスがパートナーを
組んで、全世界の旅行データの分析を行った77。

同様に、緊急事態の際にリアルタイム情報を
利用して命を救うための人道的対応を支援する
ために、ユニセフのパイロット・イニシアティ
ブである「マジックボックス」の展開が進めら
れている78。マジックボックスでは、携帯電話
の使用などから匿名化されたリアルタイムデー
タを収集して、人間の活動をより詳しく把握す
る。次いでそのデータの分析を利用して人道的

特集：�ICTが人道的活動をどのように�
支えているか

過去2年間にわたり、ソマリアの広い範囲を干ばつが襲っており、田園地方では土地が荒廃し、人々
は町や都市での支援を期待して自宅を離れざるを得なくなっている。この古来の景観の中で、支援
の一部は最も近代的な形で提供されている。各世帯の携帯電話に直接入金されるデジタルキャッシュ
である。この支援は、親や子どもたちにとって救いの神である。ある父親がオックスファムの職員
に語ったように、「私たちはお金の使い方を決めることができる。どの食べ物を買うか、自分たちに
どれだけの水が必要であるか、子羊のために干し草を買うか、あるいは子どものための教育にお金
を注ぎ込むかを、自分たちで決められる」。

デジタルキャッシュは、ICT が、人道上の緊急事態やその他の困難な状況を乗り切ろうとしてい
る子どもたちやその家族を支援するために、どのように利用されつつあるのかを示すほんの一例に
すぎない。その効果は数多くの分野で見られる。例えば、ICT によってコミュニケーションが向上
することで、人道的活動に従事している人々が、危機の際に対応をより適切に調整し、また被災者
に絶えず最新情報を提供することができるようになっている（31ページの「故郷のはるか遠方から
つながりを保つ」のコラムを参照）。

携帯電話データは、国が
より効果的に対策を講じ、
発生を完全に防ぐために
役立っている。
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危機の管理を改善し、警報を出すとともに必要
な対応や復旧を支援する。

教育、緊急事態及び ICT

今日では全世界において、紛争地帯に暮らす
2,700 万人の子どもたちが学校に通っていない
と推定されている79。本、十分な教室、訓練を
受けた教師などのリソースの不足が、緊急事態
の際の子どもたちの教育に対する主要な障害で
ある。

デジタル技術は、子どもたち及び教師のため
の遠隔学習の機会創出の促進、緊急事態の際の
教育活動の調整の改善、教育情報の拡散、デジ
タルカリキュラムの開発及び普及の支援を通じ
て、こうしたギャップを埋めることに役立つ。

また ICT は、政府や地方自治体が、緊急事態
や慢性的な危機の際に教育制度をより適切に管
理するのにも役立つ。例えば、暴力と混乱のた
めに多くの子どもたちが非就学を余儀なくされ
ている中央アフリカ共和国では、政府が携帯電
話ベースのデータ収集システム EduTrac を利用
して、到達しづらい地域もすべて含め、どの学
校が機能していて何人の生徒が学校に通ってい

るかなどの基本情報を収集している。

生体認証、難民及び社会的保護

近年の人道的状況において際立った ICT の応
用のひとつが生体認証を利用した難民の身元登
録であり、これは難民に必須サービスを提供す
るために利用される。生体認証では、顔、虹彩、
指紋など各個人の身体的特徴を利用して、固有
の身元記録が作成される。人道的活動において
は、すでにアフガン難民の本国送還やヨルダン
のシリア難民への送金のために虹彩スキャンが
利用されている80。

実際のところ、生体認証にサポートされてい
るか否かにかかわらず、送金システムが、ICT
によって大きな恩恵を受けている人道支援のも
うひとつの側面となっている。こうした送金は
モバイルマネー・システムを通じて管理される
ようになってきており、その範囲が拡大すると
ともに効率性も向上している。

モバイルネットワーク事業者の業界団体であ

ICT は、2014 年のリベリアでのエ
ボラ出血熱発生などの人道的危機の
際に、次第に大きな役割を果たすよ
うになってきている。©	UNICEF/
UNI176804/Ryeng

デジタル決済により、送
金プログラムの範囲が拡
大するとともに効率性も
向上している。



41

41第1章　デジタル機会：特集

るGSMAのデータによれば、難民を受け入れて
いる国の多くでは、正規の銀行制度よりモバイ
ルマネー・ネットワークの方が発展している81。
人道的状況における送金は、さまざまな形で子
どもたちの生活を向上させる。その理由のひと
つとして、支払いを受ける家庭が、食べ物、住居、
保健、教育など子ども特有のニーズへの支出を
優先させることが挙げられる82。また、デジタ
ル決済では、受取人に基本取引口座が提供され
ることで、より長期的な経済的インクルージョ
ンも促進されることになる83。

非常事態の際のデータの収集や共有
における倫理とプライバシー

非常事態の際のデータの収集や共有にデジタ
ル技術を利用することには、明らかなメリット
がある。しかし一方で、重要な倫理的問題も生
じてくる。そこには、デジタル革命によって、
増え続ける大量のデータの生成、アクセス、伝
送を行うことができる人が変わりつつある現状
が反映されている84。

難民（その権利、安全及び尊厳）の保護と同
様に、リスクが正当な適時の介入によって適切
に対処されていることを確実にすることも人道
的原則の基礎である。人道的状況においては、
特に子どもたちや青少年期の少女など弱い立場
にあるグループが、暴力、虐待及び搾取のリス
クにさらされる。技術によってデータと個人の
身元が結びつけられることで、意図的であろう
と不注意からであろうと、危害をもたらすよう
な形でデータが漏洩したり悪用されたりし得る
リスクが必然的に高まる。

難民や移民の場合には、データ漏洩によって
もたらされる結果は、生死に関わる重大な問題
となる可能性がある。悪意を持った人間の手に
渡ると、データが、民族性、移民ステータス、
あるいはその他の身元を示す情報に基づいて
人々を特定し、標的にするために利用される恐
れがある。

データサイエンスのガバナンスに対する、よ
り広範で理にかなった倫理的枠組みがなければ、
子どもたちが最も深刻かつ長期的に苦しむこと
になるかもしれない85。プライバシーの侵害が
その後の人生に及ぼす総合的な影響が、現時点

ではほとんど予測できないためである。人道問
題担当国連事務次長のステファン・オブライエ
ンが主張しているように、「とりわけ紛争状況下
では、プライバシーの保護及び機密データの適
切な取扱いを確実にすることは、私たちのコミュ
ニティにとって、データ主導になるにつれて重
大な問題となっている」86。

データの収集、使用及び管理に対する共通基
準を確立することは、人道分野全体の任務であ
る。文書では、同分野における強固な枠組みの
構築に着手するために最低限の基準を確立すべ
き領域として、以下の 3つの領域が提案されて
いる。

	権利、プライバシー及び同意。データの使用
とプライバシー保護を律するための、共通の倫
理基準が必要とされる。

	データの共有及び保持。誰がいつデータを共
有すべきかについての明確な指針が必要とされ、
またどのようなソースからのどのようなデータ
を、どのような目的でどれだけの期間にわたっ
て保持すべきかに関する規約が必要である。

	弱い立場にある人々の保護。特定のタイプの
データの共有や使用によって、特定のグループ
が直面するリスクがいかにして高まり得るかに
対する、共通の理解が必要とされる87。

現地の人道的組織が、データの収集や共有に関
する法的な具体性への取り組みより、緊急事態
への対応に大きな重点を置くのは無理もないこ
とである。しかし、緊急事態やその他の状況下で、
デジタル技術の潜在能力から十分な恩恵を受け
るためには、とりわけ子どもたちや青少年を含
む世界で最も弱い立場にある人々の、プライバ
シーや基本的権利をどのように尊重するかに関
する懸念に、国際社会が同時に取り組まなけれ
ばならない。

データ漏洩によってもた
らされる結果は、生死に
関わる重大な問題となる
可能性がある。
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「�ベナンには、デジタル技術やイン
ターネットにアクセスできない若者
や子どもたちが大勢います。こうし
たデジタル世界へのアクセスの欠如
のために、若者たちが著しく不利な
立場に置かれています。私は、イン
ターネットアクセスの欠如が深刻な
問題となった状況に何度も陥ったこ
とがあります」

世界子供白書2017に登場する若い寄稿者たちの意見の全文は、
以下のウェブサイトでご覧いただけます：
<www.voicesofyouth.org/en/sections/content/pages/sowc-2017>

エマヌエラ・アイビ
（Emmanuella Ayivi）さん（15歳）

ベナン

デジタル・ディバイド：
すり抜けていく機会

第2章
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アクセスの格差は、低所得国において特に顕
著である。バングラデシュとジンバブエでは、
15歳未満の子どもたちの中でインターネット
を利用しているのは、わずか5%にも満たない。

こうしたデジタル・ディバイドには、富裕層
と貧困層、男性と女性2、都市部と農村部、なら
びに教育を受けた人々と受けていない人々との
間の、より幅広い社会経済的格差が反映されて
いる3。例えば、先進国では 81%の人々がイン
ターネットを利用し、開発途上国の割合（40%）
の 2倍を上回っており、一方で開発途上国の利
用者の割合は、後発開発途上国の割合（15%）
の 2倍を上回っている4。

しかし、デジタル・ディバイドは、単にインター
ネットとつながっている人々とつながっていな
い人々を区別するだけのものではない。より深
く掘り下げた、人々（子どもたちを含む）がど
のように情報通信技術（ICT）を利用している
かということ、さらにはオンライン体験の質に
も関係するものである。これらはいずれも、ユー
ザーのスキルや教育の水準、使用している機器
のタイプ、家計所得、自分たちの言語のコンテ
ンツの有無などの要因を反映して、大きな相違
が生じる可能性がある。初めてインターネット
に接続する子どもたちの一部は、自分たちが入
り込んだデジタル空間において、彼らの言語、
文化及び関心事項が見当たらないことによって、
これらが特異であることに気づく。

こうしたことがなぜ問題なのだろうか。子ど
もたちが常にインターネットに接続しているか、
時々接続しているか、あるいはまったく接続し

ていないかにかかわらず、今日の子どもたちは、
誰もが技術と情報を原動力とするデジタル世界
の中で成長しているのである。短期的には、イ
ンターネットにつながっていない子どもたちは、
豊富な教育リソース、全世界の情報へのアクセ
ス、及びオンラインでの学習の機会を逃してお
り、また新たな交友や自己表現を探究する道も
断念していることになる（「特集：インターネッ
トにつながった子どもたち」を参照）5。

障がいのある子どもたちなどの恵まれない子
どもたちにとって、インターネット接続が意味
するものは、社会的疎外と平等な機会との差で
あるだろう。また移動を余儀なくされている子
どもたちにとっては、より安全な道のり、家族
と連絡を保つチャンス、及び外国で仕事や教育
の機会を見つけるより良いチャンスとなるだろ
う6。

子どもたちがおとなになって労働の世界に入
ると、インターネット接続は次第に、生計を立
てられるか否かの違いを意味するようになる。
デジタル技術にアクセスでき、それらを最大限
に活用するスキルを持っている人たちは、イン
ターネットにつながっておらずスキルもない人
たちよりも有利な立場に立つことになる。おと
なたちの状況から得られたエビデンスにおいて、
デジタル技術の恩恵は、それを活用するスキル
を持った人々にもたらされることが示されてい
る7。

世界で最も裕福な国々から得られた経済協力
開発機構（OECD）のデータによれば、ICT の
経験は、オーストラリアや米国のような国々に

インターネット接続は次第
に、生計を立てられるか
否かの違いを意味するよ
うになる。

デジタル世界においてつながっていないということは、21 世紀の職場に向けた学習、
コミュニケーション及びスキル開発の新たな機会を奪われていることを意味する。こうし
たアクセスやスキルのギャップを特定して埋めていかない限り、インターネット接続は機
会を均等化するどころか、逆に不公平を増幅させ、何世代にもわたって続く剥奪の連鎖を
さらに悪化させることになりかねない。

デジタルアクセスやデジタルスキルが、ますます子どもたちの未来に影響を及ぼすよう
になっている世界において、グローバルな接続性に関する状況は悩ましいものである。全
世界の若者たち（15 ～ 24 歳）の 29% 強（つまり 3 億 4,600 万人）が、インターネッ
トを利用していない1。現在インターネットを利用していない若者の 10 人中 9 人近くは、
アフリカ、アジア太平洋地域に住んでいる。非利用者の割合が最も高いのは、アフリカで
ある。
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ディエンネのこの少年のよ
うに、アフリカの子どもた
ちは、インターネットアク
セスにおいて携帯電話に大
きく依存しており、そのた
めに彼らは、「次善の」オ
ンライン経験しか得られな
いリスクにさらされてい
る。©	UNICEF/UN061732/
DEJONGH



45

45第2章　デジタル・ディバイド：すり抜けていく機会

おいて、労働力への参入と賃金に大きな影響を
及ぼしている。ICT の経験のないおとなたちは、
たとえ雇用されたとしても、ICT スキルを持っ
た人たちより所得が少ないケースが多かった8。
インド9やチュニジア10などの国のおとなたち
を対象にしたその他の調査でも、同様の結果が
示されている。

インターネット接続により、機会が均等化さ
れるのではなく、むしろ不公平が推進される可
能性があるというリスクは、現実的であるとと
もに差し迫ったものでもある。日常生活のあら
ゆる側面に組み込まれるようになり、しかもそ
れが並外れたペースで進行しているモバイル技
術について考えていただきたい。世界銀行の「世
界開発報告2016：デジタル化がもたらす恩恵」
で指摘されているように、「開発途上国では、電
気やきれいな水を利用できる世帯数よりも携帯
電話を保有している世帯数の方が多く、開発途
上国の人口の 5分の 1の最貧困層でも、70%
近くが携帯電話を保有している」。携帯電話を通
じたインターネット接続によって格差が縮小さ
れるのは、まだまだ先のことかもしれない。し
かし、新興経済国を含めた多くの国において、
スマートフォンの採用が急増していることに伴
い11、集約型アクセスがどのようなものになる
か、あるいはすでにどのようになっているかは
容易に想像がつく。

インターネット接続は、単に「現代の新たな
必需品」であるだけでなく12、それにより、他
の手段では最貧困層の子どもたちが逃れられな
いかもしれない、何世代にもわたって続く不利
な立場の連鎖を断ち切る可能性ももたらされ
る13。

インターネットにつながっていない
子どもたちは誰か

子どもたちのインターネットへのアクセスと
その利用に関する世界規模のデータは、入手す
ることが困難である。多くの国では関連データ
の収集が行われておらず、またたとえ行われて
いたとしても、「子どもたち」に含む年齢幅にば
らつきがあることが多く、データの均一性に問
題が生じている。しかし、現存する社会経済的
格差が、どの子どもたちがインターネットに接
続でき、どの子どもたちができないかというこ

とに大きく影響している点は明白である。

現在インターネットを利用していない若者
（15～ 24歳）の 10人中 9人近くは、アフリ
カまたはアジア太平洋地域に住んでいる14。ま
たアフリカは 2017年時点で、インターネット
への接続率が高いと考えられることの多い人口
区分である 15 ～ 24 歳の非利用者の割合が、
最も高い地域でもあった（図2.1 及び 2.2 を参
照）15。

こうしたアクセスの格差は、一部の低所得国
において特に顕著である。バングラデシュとジ
ンバブエでは、15歳未満の子どもたちの中で
インターネットを利用しているのは、20人に
1人未満である（図2.3 を参照）16。これらの国
の子どもたちの場合、インターネット接続の質
の低さという問題に、データ料金の高さが輪を
かけているものと思われる。携帯電話のブロー
ドバンド接続料が最も手に届きにくい価格であ
る国の大半は、アフリカ及びアジア太平洋地域
の後発開発途上国の中に数えられる17。

データ量が十分ではないが、カメルーン、マ
ラウイ、ジンバブエなどの国々の若者たち（15
～ 24歳）の、都市部と農村部の間のデジタル・
ディバイドに関する入手可能なデータにおいて
も顕著な格差が示され、これらの国の農村部の
若者は、極めて低レベルのインターネット接続
しか経験していないことが分かる（図 2.4 を参
照）。

しかし、子どもたちがアクセスの障害に直面
しているのは、低所得国においてだけではない。
たとえインターネット接続率の高い国であって
も、子どもたちが各自のオンラインニーズを満
たせるかどうかは、家計所得に大きく左右され
る。

2015 年に、OECD 生徒の学習到達度調査
（PISA）により、コンピューター及びインター
ネットのアクセスに関して、恵まれている生徒
と恵まれない生徒との間にかなりの相違がある
ことが明らかになった。あらゆる国や経済圏を
含めた全体の平均で見ると、恵まれている生徒
は、88%が自宅に 2台以上のコンピューター
を保有していたのに対して、恵まれない生徒の
場合には55%にすぎなかった。また、インター
ネットアクセスにおける差異も明白であった。

たとえインターネット接続
率の高い国であっても、
子どもたちが各自のオン
ラインニーズを満たせる
かどうかは、家計所得に
大きく左右される。
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図2.1　低所得国の若者のインターネット接続率が最も低い
インターネットを利用していない若者（15～ 24歳）の割合（%）

出典：International Telecommunication Union (ITU) estimates, 2017.
注：この地図には、国または地域の法的地位や国境の画定に関するユニセフの立場は
反映されていない。点線は、インドとパキスタンによって合意されたおおよそのジャ
ム・カシミール停戦ラインを示している。ジャムとカシミールの最終的な状態は、ま
だ両国によって合意されていない。スーダンと南スーダンの間の最終的な境界線は、
まだ確定されていない。アビエイ地区の最終的な状態は、まだ確定されていない。

図2.2　アフリカの若者のおよそ5人に 3人はインターネットに接続していない
地域別の、インターネットを利用していない15～ 24歳の若者のパーセンテージ（2017年）

 出典：International Telecommunication Union (ITU) estimates, 2017.
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接続している 接続していない

世界**
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南北アメリカ大陸

アジアと太平洋諸国

アラブ諸国

アフリカ

* 独立国家共同体
** 「世界」の推定値には、どの地域にも含まれないいくつかの「その他の経済圏」が含まれる。
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47第2章　デジタル・ディバイド：すり抜けていく機会図2.3　最低所得国の子どもたちのインターネット利用率が最も低い
特定の国と地域の、インターネットを利用している 15 歳未満の子どもたちのパーセンテージ（2012 ～ 2016 年）

20 40 60 80 100

注：所得分類は、2017 年 8 月現在の世界銀行の所得分類に準じている。
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40 の国と経済圏の社会経済的に上位 4分の 1
に区分される世帯では、実質的にすべての生徒
（99%）が自宅でインターネットに接続するこ
とができたが、15の国の下位 4分の 1に区分
される世帯では、これに該当する生徒はわずか
2人に 1人であった18。

こうした国々の間におけるアクセスの不平等
は、デジタル時代の需要を満たすことができな
い子どもたちに対する、既存の不平等を増幅さ
せる恐れがある。自宅でブロードバンドにアク
セスできないことで低所得世帯の学齢の子ども
が不利な立場に置かれる、米国の宿題格差のケー
スがその分かりやすい一例である（「宿題格差に
注意」のコラムを参照）。

根強い男女間格差

世界的に男性の方が女性よりインターネット
利用者が多く、さらにこの格差は狭まるどころ
か広がっている。男女間におけるインターネッ
ト利用の世界的な格差は、2013 年の 11%か
ら 2016 年には 12%へと拡大した19。この格
差は、一部の低所得国において特に顕著である
（図 2.5 を参照）。グローバルな観点で見ると、
男女間のデジタル・ディバイドは、デジタル開
発のためのブロードバンド委員会（Broadband	
Commission	 for	 Digital	 Development）の
2015 年の報告書によれば「より幅広い社会的

0 20 10040 60 80
都市部

農村部

出典：UNICEF analysis based on Demographic and Health Surveys and Multiple Indicator Cluster Surveys.
* コソボへの言及は、すべて国連安保理決議 1244（1999 年）の観点に基づく。

ベラルーシ

ボスニア・ヘルツェゴビナ

カメルーン

ギニアビサウ

ガイアナ

コソボ*

ラオス

マラウイ

モンゴル

モルドバ

サントメ・プリンシペ

スワジランド

ウクライナ

タンザニア

ジンバブエ

図2.4　農村部の若者の方がインターネットの利用率が低い
特定の国における、この 1 年の間にインターネットを利用した 15 ～ 24 歳の若者のパーセンテージ（2012 ～ 2016 年）
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な男女不平等を反映しており、克服することは
極めて困難」であることが判明しつつある20。

この格差の背景には何があるのだろうか。22
の低所得国及び中所得国を対象にした 2015年
の GSMアソシエーション（GSMA）の調査に
より、さまざまな社会経済的及び文化的な障害
（特に、社会規範、教育水準、技術リテラシーの
欠如、及び自信の欠如）によって、少女や女性
の携帯電話の利用が妨げられる傾向があること
が判明した21。女性の方が男性より携帯電話の
利用の頻度も集中度も低く、インターネットへ

のアクセスなどさらに高度な利用に関しては特
にその傾向が強く見られた22。

国レベルの事例を見ると、少女や女性が直面
している障害のタイプを感じ取ることができる。
全インターネット利用者の中に女性が 29%し
かいないインドでは、農村部の少女たちは、単
に性別だけを理由に ICT の利用を制限されるこ
とがしばしばある。ラジャスタン州の農村部に
位置するある村の統治組織関係者は、少女には
携帯電話やソーシャルメディアの利用が許され
ていないと述べた。ウッタルプラデシュ州にあ
る別の村では、未婚の少女の携帯電話の使用（及
びジーンズと Tシャツの着用）を禁止してい

インドでは、全インターネッ
ト利用者のうち女性は
29%しかいない。

0 50

少年

出典：UNICEF analysis based on Demographic and Health Surveys and Multiple Indicator Cluster Surveys conducted 2012–2016.
* コソボへの言及は、すべて国連安保理決議 1244（1999 年）の観点に基づく。
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ベラルーシ
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図2.5　インターネット接続率の低い国では、少女たちの接続率が最も低い
特定の国における、この 1 年の間にインターネットを利用した 15 ～ 19 歳の若者のパーセンテージ（2012 ～ 2016 年）
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視  点

デジタル技術が私たちの生活のあらゆる面に
浸透しつつあるのは、言うまでもないことであ
る。しかし、すべての人々に機会をもたらすイ
ンクルーシブな（誰もが受け入れられる）情報
社会への移行は、世界規模の大きな課題である。
新しい技術は、私たちに世界に対する異なった
視点をもたらし、新たな角度から問題に取り組
むことを後押ししてくれる。だからこそ、こう
した技術が極めて重要なのである。

アフリカの人々は、そのことを熟知している。
アフリカにおける技術的進歩のペースは世界の
どこよりも速く、2010 年から 2015 年まで
の間に、携帯電話加入率は 70%も跳ね上がっ
ており、今では大陸の人々のほぼ半数が携帯電
話契約を結んでいる。デジタルや技術の状況が
一様でないにもかかわらず、それらの技術は次
第に日常生活の本質的な要素になりつつある。
これは農村部においてさえ言えることで、農村
部では人々がモバイル技術の受け入れに意欲を
示している。農業、保健、教育といった分野全
体において、新しいアプリが絶えず登場してい
る。その最たる例がFarmdriveである。これは、
携帯電話を利用して、ケニアの農村部の小規模
農家と金融機関とをつなぐイニシアティブであ
る。

モバイルインターネットは、さまざまな分野
で新たな機会の前触れとなっており、銀行分野
に革命をもたらしているモバイルバンキングの
成功が、今度は教育に対する革新的アプローチ
をもたらそうとしている。2050年までに、世
界の人口増加の過半数がアフリカで生じること
が予想され、またある推計によれば、現在小学
校に通い始めている子どもたちの 65%が、ま
だ存在していない仕事（人工知能、機械学習、
ロボット工学、3D印刷、及びナノテクノロジー
分野の仕事）に就くことになる。これらの新し
い職業の登場に伴い、人々には、人生を通して
学習しスキルを習得し続けることが必要とさ
れ、そして私たちは、適応する方法を身に付け
なければならなくなる。またインターネットに
より、遠隔地の人々が単純な活動によって収入
を得る新たな機会も切り開かれつつある。デジ
タル業務の創出を通じて貧困の削減を目指すプ
ロジェクトである Samasource は、エンパワー
メントと基礎的なデジタル教育によって、いか
にして価値創造が推進され得るかを示す最たる
例である。

では、アフリカの子どもたちは、どうすれば
将来成功するために必要なスキルを習得するこ
とができるだろうか。私たちは、今日の技術的
進歩と社会的動乱の中で、どのようにして人々
を教育していくべきだろうか。

技術は、人間的側面がなければ何の意味も成
さない。したがって、もし私たちがすべての人々
にデジタル機器を利用して欲しいと願うのであ
れば、私たちは知識を広範囲にわたって広める
とともに、技術と教育者のそれぞれの役割を再
考する必要がある。インターネットは、知識へ
のアクセスを妨げる障害を着実に崩しつつあ
り、もはや知識へのアクセスは教室でのみ行わ
れるものではない。技術とマルチメディアによ
り、新たな方法で学び、個別化された学習経路
を構築する機会がもたらされている。しかし一
方で、技術によって知識へのアクセスの道が開
かれたことで、そうした新しいツールを使えな
い人々が取り残されるという現実的なリスクが
存在する。それを解決する方法は、教師、起業
家、親、技術業界、慈善団体や非営利団体、公
共政策立案者の全員を関与させることである。
もし子どもたちがデジタル技術の使い方を知
り、なおかつ自分たちが必要とする支援を得ら
れれば、彼らは技術的スキルと個人的スキルの
まったく新しい世界にアクセスし、それを利用
できるようになる。さらに、教育者はこれらの
技術を自らの有利なリソースとして加え、従来
の中央集権的なトップダウン式の公教育モデル
を廃棄することができる。

現時点では、子どもたちには、彼らが潜在能
力のすべてを発揮するために必要な、安全で安
心できる学習機会が欠如している。デジタル革
命は、単に新しいツールや技術の使い方を習得
することのみを指すものではない。これは、人々
の考え方と習慣の大規模なパラダイムシフトを
示すものである。

Open	Society	 Initiative	 for	West	 Africa
（OSIWA）が後援する Jokkokids プロジェクト
では、子どもたちがデジタル技術と、製作（日
曜大工、リサイクル作業など）、自己表現、芸
術などその他の分野とのつながりについて学ぶ
ことができる、課外カリキュラム・ワークショッ
プを設けている。これは、学習は何よりもまず、
優れた指導、質の高い学際的コンテンツ、及び
教師と技術の関係性から始まるという考えに基
づいている。子どもたちが自らの能力に対して

デジタル技術が
どのようにして
明るい未来を導
くか

カリム・サイ
（Karim�Sy）氏と
ローラ・マクレット
（Laura�Maclet）
氏
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私たちの物事の取り組み
方について再考すること
が、かつてないほど切迫
した必要に駆られている。

自信をつけ、そのすべての潜在能力の発揮に向
けて着実に進歩してくれることを望むのであれ
ば、私たちは彼らに、他の教科とともにデジタ
ルスキルを学ぶように促すべきである。これは、
世界規模の教育界からのフィードバックに基づ
く、長期的な継続的能力向上のプロセスである。
その狙いは、最終的にすべての子どもたちに恩
恵をもたらすような取り組みを行うことであ
る。

ジガンシヨルの訓練センターでは、NGOの
Futur	au	Présent が、過去に児童労働に従事し
た経験のある6～ 10歳の少女たちと一緒に活
動をしている。このプログラムは 2014 年に
開始され、2016年までに 60人の少女たちが
働くのをやめて学校に戻った。18カ月後には、
それらの少女たちの 90%がクラスでトップの
成績を収めていた。授業以外に、少女たちは
Jokkokids プログラムに加え、NGOの国境な
き図書館が運営する Ideas	Box プロジェクトに
も参加している。このプロジェクトは、分野横
断的なセッションを通じてデジタル・インク
ルージョンを促進するもので、セッションでは、
子どもたちはフレンドリーで心地よい環境の中
で、デジタル技術、ロボット工学、及び自己表
現について学ぶ。

こうしたプログラムは、子どもたちが理論と
実践のつながりを理解することに役立つ。課外
カリキュラムの時間に自分たちが教室で学んで

きたことをおさらいし、新しいツールや教材に
真剣に取り組み、そして自分自身及び周りの
人々と世界について考えることで、子どもたち
は、絶え間なく変化し続ける、複雑で、不明瞭
で、曖昧な世界に適応するために必要なレジリ
エンス（回復力）を着実に構築していくのであ
る。特に指導と学習において、私たちの物事の
取り組み方について再考することが、かつてな
いほど切迫した必要に駆られている。しかしそ
うした変化は、私たちがすべての子どもたちを
参加させて初めてもたらされ得るのである。

カリム・サイ氏は、成功を収めている連続事業家

である。2010 年に彼は、フランスと 8 カ国のア

フリカ諸国で「クリエイティブスペース」のネット

ワークを運営する、オープン・イノベーション・エ

コシステムの Jokkolabs を創設した。2012 年から

アショカのメンバーであるカリムさんは、一連のデ

ジタル・イノベーション・プロジェクトを始動させ、

アフリカと欧州の起業家エコシステムを活気づけて

いる。彼は最近、フランスのエマニュエル・マクロ

ン大統領から、アフリカのための大統領評議会

（Presidential Council for Africa）のメンバーに任命

された。

ローラ・マクレット氏は、Jokkolabs の Education 

& Training Cluster の調整業務を行っている。彼女

は、政治学、言語学、及び情報科学の学位を保有し、

中等学校の教師の資格を持つ。教育プログラムの設

計、配備、及び普及を専門としている。

一部の国では、インターネット接続
率が極めて低い。ジンバブエでは、
15歳未満の子どもたちの中でイン
ターネットを利用しているのは、わ
ずか 5% にも満たない。©	NICEF/
UN050415/MUKWAZHI
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「インターネットで調べ物をしたいのですが、通
信の状態がものすごく悪いのです」東ティモール
の 16 歳の少年

「接続が遅いです。すぐにシャットダウンしてし
まうから、タブが全部消えてしまいます」チュニ
ジアの 16 歳の少女

一方で、3分の 1の国の参加者は、電力の不安定
さを問題として挙げた。
「電気がありません」バヌアツの 13 歳の少女

接続性の問題は、農村部の方が深刻だった。
「田舎の方に行くと電波が来ていないため、みん
なとコミュニケーションが取れず絶望的になりま
す」パラグアイの 14 歳の少女

自宅や学校にデジタル機器がないことがもうひと
つの障害となっており、相当数の参加者が、デス
クトップコンピューター、ラップトップ、タブレッ
ト、あるいは携帯電話を定期的に利用することが
できないと述べていた。
「家にはコンピューターがありません」ブルンジ

の 15 歳の少女

「技術を利用することができません」ヨルダンの
15 歳の少年

多くの参加者が、家族間でデジタル機器を共用し
なければならないと述べた。
「家では家族全員で iPad を共用しなければなら
ないため、私はほんの少ししか使うことができま
せん」モルドバ共和国の 15 歳の少女

あるいは、十分な性能を備えていない、もしくは
バッテリーの弱った古いデジタル機器を使わなけ
ればならず、それがいら立ちの種となっていた。
「バッテリーがすぐになくなってしまうため、外
出先で携帯電話を使うことができません」ウルグ
アイの 14 歳の少年

参加者は、できるだけ長くインターネットを利用
できるようにするために、機器を切り替えるなど
のさまざまな回避策を取っていた。
「僕のラップトップは、しばらく使っていると動
きが遅くなってしまうため、この問題に対処する
ためにスマートフォンを併用しています」バング
ラデシュの 17 歳の少年

コストがもうひとつの障害となっており、「クレ
ジット切れ」が、参加者から最も多く聞かれた課
題であった。
「携帯電話を持っていましたが、電話をかけるた
めのクレジットがありませんでした」中央アフリ
カ共和国の 14 歳の少年

「お母さんに電話をして、弟が病気にかかってい
ることを伝えたいのですが、クレジットを使い果
たしてしまいました」中央アフリカ共和国の 10
歳の少女

「再チャージするお金がありません」ペルーの
16 歳の少女

多くの参加者が、国がもっと多くのことをすべき
だと考えていた。
「国は無料でインターネットを提供すべきです」

中央アフリカ共和国の 10 歳の少女

「政府はインターネットの利用料を下げるべきで
す」バングラデシュの 17 歳の少年

参加者はインターネット接続に対して、プライバ
シーの喪失に対する懸念など、その他の障害にも
直面していた。
「時々、ハッキングのようなサイバーセキュリ
ティーの問題のために、どこかのウェブサイトに
入ることを怖いと感じることがあります」バング
ラデシュの 16 歳の少年

「自分のプライバシーのことが心配で、インター
ネットに接続することを躊躇してしまいます」タ
イの少女（年齢は未回答）

世界子供白書 2017
ワークショップ * の参
加者の多くが、インター
ネット接続の妨げとな
る障害に直面している
と述べた。中でも、限
られた接続性が、彼ら
が直面している課題の
トップに挙げられた。

青少年が考えていること……
彼らのインターネット接続を 
妨げている障害は何か



53

また校則も障害となっており、多くの参加者が、
私有のデジタル機器を学校に持ち込むことや、あ
るいは授業時間中にそれを使用することを禁止さ
れていると述べた。
「私有の機器の持ち込みは認められておらず、持
ち込むと機器を没収される恐れがあります。だか
ら生徒たちは、技術を利用するにはコンピューター
の授業を待たなければなりません」コンゴ民主共
和国の 16 歳の少年

「学校でデジタル機器を使用するのは問題無いと
思うのですが、それが許されているのは休み時間
と昼休み中だけです」韓国の 15 歳の少年

一部の参加者は、校則を破って機器を使用していた。
「学校でデジタル機器を使用することは許可され
ていません。だから見つからないようにこっそり
と使っています」タイの 18 歳の少女

また一部の参加者は、学校はもっと寛容になって、
生徒たちの要望やニーズに応えるようにすべきで
あるとも感じていた。
「私たちには、学校でデジタル機器を使用できる
場所／時間が必要です」パラグアイの 14 歳の少女

「学校は、生徒が自分の携帯電話やコンピュー
ターを使いたがる理由を分析すべきです」パラグ
アイの 17 歳の少年

家庭内のルールも障害となっており、そのひとつが、
参加者が機器を使用できる時間の制限であった。
「親は、電波が身体に悪いという理由で、夜にな
るとWi-Fi のスイッチを切ってしまいます」チュ
ニジアの 16 歳の少女

「僕があまり長く携帯電話で遊んでいるとお父さ
んが怒ることが不満です」東ティモールの 19 歳
の少年

また、年齢制限もあった。
「家族が私のことをまだ幼いと思っているため、
私はスマートフォンを持っていません」バングラ
デシュの 17 歳の少女

多くの参加者は、たとえ規則が時としてうっとう
しく感じられたり、あるいは衝突を引き起こした
りするとしても、親は子どもたちが技術を適切に
使うように目を光らせておくべきであると考えて
いた。
「禁止されている理由を受け入れ、それについて
考えることができます」パラグアイの 15 歳の少年

「スマートフォンを持つのは7年生になるまで待
つつもりです」タイの 15 歳の少年

一部の参加者は、自分たちのデジタルリテラシー
の欠如が障害になっていると述べた。
「時々インターネットに接続してみたくなります
が、手助けしてやり方を示してくれる人が誰もい
ません」中央アフリカ共和国の 12 歳の少女

「ソーシャルメディアの使い方を知らないこと
が、インターネット接続の妨げになっています」
ブルンジの 15 歳の少女

また、時間がないことも障害として挙げられた。
「学校に通っていますし、家に帰れば、勉強や皿
洗いなど、他にまずやるべきことがあるからです」
ウルグアイの 14 歳の少女

「宿題がたくさんあったり、家の雑用で忙しかっ
たりします」キリバスの 15 歳の少女

「ほとんどの時間を勉強や仕事に使っているた
め、インターネットを利用できるのは夜しかあり
ません」グアテマラの 17 歳の少年

最後に、多くの参加者が、デジタル技術の利用に
対する複数の障害に直面していると述べていた。
「僕が直面している障害は、まず携帯電話を貸し
てくれる人を見つけることで、次にプリペイドカー
ドをチャージするためのお金を工面すること、そ
して最後に電気が来ていないことです」ブルンジ
の 17 歳の少年

*		参加者の回答は必要に応じ
て短縮され、また分かりやす
いように編集されています。

要約すると
子どもたちがデジタ
ル時代の機会を最大限
に活用するのを妨げて
いる障害は多面的であ
り、その複雑さを、子ど
もたちのオンラインア
クセスを改善するため
の取り組みに反映させ
る必要がある。しかしこ
うした取り組みにおい
ては、斬新なアプロー
チを取ることができる。
例えば、裕福な国で一
般的となっている「一人
一台」モデルを必ずし
も用いる必要がない場
合もある。また最後に、
学校やその他の環境で
の技術の利用を律する
規則は、子どもたちがそ
れに従う可能性を高め
るために、可能であれ
ば子どもたちと一緒に
策定すべきであるとい
う洞察を得た。



54

54 ユニセフ – 世界子供白書2017

た30。この村の議会では、携帯電話を使用する
と少女や女性に対する犯罪が増加すると考えら
れていた。スリランカでは、11～ 18歳の男女
を対象にした 2015 年の全国調査31で、コン
ピューターや携帯電話を使ってインターネット
に接続している青少年のうち、少女が占める割
合はわずか3分の1にすぎないことが判明した。
フォーカスグループのディスカッションの中で、
子どもたちの親が、しばしば少女たちのインター
ネットへのアクセスを制限していることを打ち
明けた32。

低所得国及び中所得国から得られたエビデン
スの 2017年のレビューにより、青少年の間に
おける男女間の相違点の重要なパターンが明ら
かになった。これは、親や養育者が子どもに技
術を与えた場合、少女の方が少年よりもアクセ
スさせてもらえる年齢が遅いということ、また
少女のアクセスの方が時間制限や監視も厳しい

ということ、及び ICT 関連の職業という考えは、
少女よりも少年の方が強く関連付けられるとい
うことである33。

デジタル時代から取り残された少女たちには、
潜在的に深刻な結果がもたらされる。彼女たち
は、HIV や思春期など自分たちの健康や性につ
いての問題に関するオンラインのサービスや情
報にアクセスできなかったり、自らの教育の推
進や 21世紀のグローバル経済において必要な
スキルの構築を妨げる障害に直面したり、自分
たちに影響する社会的、政治的情報にアクセス

宿題格差に注意：米国の最低所得層の子どもたちが直面している格差

米国では、インターネット接続率の高い
国において子どもたちが直面し得る、デジ
タル不平等のひとつの形に関するとりわけ
説得力のある事例が見られる。2015年には、
米国の学齢の子ども（6～ 17歳）のいる世
帯の大半が、自宅でインターネットにブロー
ドバンド接続できるようになっていたが、お
よそ 500万世帯ではそれができなかった23。

一部の世帯の場合には、接続基盤が確立
されていないか、または非常に低速の接続基
盤しかない地域に住んでいることがその理由
であった。また費用も重要な一因となってお
り、インターネットに接続できない世帯は、
年間所得が 5万米ドルを下回っているとこ
ろが多かった。さらに、アクセスの断絶の要
因は所得だけにとどまらなかった。低所得世
帯の中でも、黒人系とヒスパニック系の世帯
の方が、同水準の所得の白人系世帯よりブ
ロードバンドの導入が10%遅れていた24。

これは学齢の子どもにとって何を意味す
るだろうか。国内全域において、自宅に高
速インターネット接続のない世帯の子ども
たちは、政策立案者や教育者が「宿題格差」

と呼んでいる問題に直面している25。学校の
カリキュラムに、インターネットベースの
学習やオンラインテストが次第に組み込ま
れるようになるにつれて、インターネット
の接続状況の悪い地域に住んでいる生徒や、
ブロードバンドを利用するだけの金銭的余
裕がない家庭の生徒は、著しく不利な立場
に置かれる。高校生たちからは、自宅から
インターネットにブロードバンド接続でき
ないために、学業を完遂することができな
い、あるいは成績が下がったという報告が
寄せられている26。

格差の現実が、一般紙によって雄弁に語
られている。例えば、「子どもたちが勉強の
ためにインターネットに接続できるよう、
サービスが十分に行き届いていない地域で
は、Wi-Fi を装備したスクールバスが一晩中
駐車されている27」、「無料のホットスポット
にアクセスするために、地元の図書館やファ
ストフード・チェーンに向かう子どもた
ち28」、「家庭で唯一の携帯電話を手にした子
どもたちが、夕方になっても地元の小学校
の歩道上で、宿題をダウンロードしようと
している29」といった内容である。



55

55第2章　デジタル・ディバイド：すり抜けていく機会

できなかったり、また自分たちの意見を聞いて
もらう機会から遠ざけられたりする場合がある。

インターネットに接続したら、それ
をどのように利用するか

デジタル・ディバイドは一般に、インターネッ
トに接続できるかできないかというアクセスの
観点から考えられる。しかし 1990 年代以降、
調査員や調査機関は、アクセスだけにとどまら
ない「二次レベル」34の格差をより注視している。
二次レベルの格差という観点は、人々のオンラ
インスキルやオンライン能力、遂行されるオン
ライン活動のタイプ、インターネットの利用パ
ターン、及びインターネットに接続するために
使用される機器の違いを幅広く含んでいる35。
言い換えれば、スキルや教育など人々の個人的
状況が、各自のインターネットの使い方に影響
を及ぼすということである。

例えば、教育水準の高いインターネットユー
ザーの方が、教育水準の低いユーザーと比べて
より高度なサービスを利用していると見られる。
前者は電子商取引や金融活動などを行っている
のに対して、後者はオンラインでの活動をコミュ
ニケーションや娯楽だけに限定している傾向が
ある36。そのため、たとえアクセスという一次
デジタル・ディバイドが縮小されているとして
も、デジタル・ディバイドは、デジタルスキル
やインターネットの利用法における不均衡の拡
大に基づく、二次レベルの格差へと移行してい
く可能性がある37。

子どもたちの間における二次レベルの格差に
関する調査は、少数ながらも実施されている。
調査ネットワークである EU	Kids	Online が
2011 年に行った、25カ国の欧州諸国の 2万
5,000 人の子どもたちとその親を対象にしたイ
ンタビューにより、裕福な家庭の子どもたちの
方が、あまり裕福でない家庭の子どもたちより
も幅広い範囲の活動に携わっていることが明ら
かになった38。より最近では、2015 年の
OECDによる PISA 調査によって、いずれの国
においても、より高い社会経済的環境の中で暮
らしている生徒の方が、インターネットを利用
して実用的情報を入手したりニュースを読んだ
りする傾向が強いことが示された。一方で、低
所得世帯の子どもたちは、インターネットでは
チャットをしたりゲームで遊んだりする傾向が
強かった。

この調査により、こうした相違はおとなを対
象にした調査で示された相違と類似しているこ
とが明らかになり、二次レベルの格差とより幅
広い社会的不公平や文化的嗜好との間に強力な
相関性があることが示唆された39。

これらすべてが、最も社会から疎外されてい
る子どもたちや世界全体に対する憂慮すべき展
望を指し示している。デジタルを「持っている
人々」は、「持っていない人々」よりも、インター
ネット接続、さまざまなデジタル機器へのアク
セス及び高度なデジタルスキルに関して、引き
続きさらに多くのものを人生のより早い段階で
手に入れていく可能性が高く、それにより他方
の不利な状況が維持され、「持っている人々」の
特権が強化されていくことが予想される40。

二次レベルの格差の出現

その他のデジタル・ディバイドはどのように
して出現し、また、それらが新たなデジタル・
サイロを作り出したり、あるいはデジタル・エ
クスクルージョン（デジタル社会からの排除）
につながったりし得るのかということへの関心
が高まりつつある。特に二つの格差が子どもた
ちの生活に影響を及ぼす可能性がある。ひとつ
は、低所得国では初めてインターネットにアク
セスする人が最初からモバイル機器を利用して
いることで、もうひとつは、少数派言語のオン
ラインコンテンツの相対的欠如と、特に低所得
国及び中所得国をはじめとする世界の大部分の
地域に関するコンテンツの欠如である。

パーソナルコンピューターから恒常的にイン
ターネットにアクセスすることができない、低
所得国及び中所得国の多くのユーザーは、携帯
電話を介して一気に情報時代に飛び込んできて
いる（図2.6 を参照）。しかし、携帯電話はパー
ソナルコンピューターの「機能的に同等の代用
品」ではなく、あくまでもユーザーに「次善の」
オンライン経験をもたらしているにすぎない41。
低所得国の新規ユーザーたちは、長文の作成、
動画編集、デザイン42など情報の生成に関連す
る作業における制約をはじめとする、モバイル
インターネットにおける制約を理解していない
場合がある。多くは最初から携帯電話だけを使っ
てインターネットにアクセスしており、「自分の
オンライン経験が PCベースのオンライン経験
と比べてどれだけ不十分なものであるか」とい
うことに気づかない可能性がある43。

たとえアクセスにおける
格差が縮小されていると
しても、デジタル・ディバ
イドは二次レベルの格差
へと移行している可能性
がある。
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米国では、青少年のスマートフォンの保有状
況に関する調査により、低所得世帯の青少年ほ
ど、主にモバイル機器からインターネットに接
続する傾向が強いことが示された44。さらに、
モバイル機器からしかインターネットにアクセ
スできない低所得世帯の子どもたちは、相対的
にインターネットを利用する頻度が低く、また
オンラインで行う活動の幅も狭かった45。

また、Global	Kids	Online による調査の結果
（次のページのコラムを参照）では、携帯電話か
らしかインターネットにアクセスできない子ど

もたちのユーザー体験は、「小さな画面では、容
易に閲覧できるコンテンツの量も複雑さも制限
される」ために、その他の子どもたちの体験と
は異なる場合があることも示唆されている。例
えば、オンラインで情報を検索する場合に、「携
帯電話からのインターネット利用者は、コンテ
ンツをより深く処理して分析するよりも、それ
らにざっと目を通すだけで済ませてしまう傾向
がある」46。

世界で最もインターネット接続率の低い地域
の一部に住む子どもたちのインターネット接続
を可能にする上でのモバイル技術の役割を考え
ると（「アフリカの若者をインターネットの世界
につなげる」のコラムを参照）、子どもたちが次
善の経験しか得られない場合、新たな形態の不
公平が助長されるリスクが生じるという明白な
懸念がある。
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図2.6　子どもたちは、インターネットに接続するのにスマートフォンに大きく依存している
少なくとも月に一度はそれぞれの機器を利用している子どもたちのパーセンテージ（2016～ 2017年）

南アフリカ ガーナモンテネグロチリ ブルガリアアルゼンチン

出典：Global Kids Online partner countries 2016–2017, aggregated by UNICEF Office of Research – Innocenti.
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最低所得または最低接続率市場の一部におけ
るアクセスの問題を受けて、何社かの世界的な
コンテンツプロバイダーが、無料または低料金
のデータプランを提供している。特定のサイト
を顧客のデータ制限の対象から除外する一般的
な「ゼロレーティング」プログラムと同様に47、
これらのイニシアティブの下では、データ料金
が高すぎて手が出ないと考えている顧客が、特
定のサービス・プロバイダーと契約を結ぶこと
で、所定のコンテンツに無料または低料金でア
クセスできるようになる。その例としては、フェ
イスブックの「フリー・ベーシックス（Free	
Basics）」、ウィキペディアの「ゼロ（Zero）」、グー
グルの「フリー・ゾーン（Free	Zone）」48の他、
ユニセフの「良いモノのインターネット
（Internet	of	Good	Things）」（IoGT）も挙げら
れる。IoGT では、モバイルネットワーク事業者
のグループ及びフリー・ベーシックスと連携し
て、子どもたちの権利、インターネットの安全性、
母性保健、衛生、伝染病、HIV/ エイズ、前向き
な子育てなどの問題に関する情報を、60の国
と地域の貧困世帯の人々に 12の言語で提供し
ている。こうしたプログラムによって、さもな
ければ完全にインターネットなしで生活せざる
を得ないであろうユーザーに、手頃な料金のイ
ンターネットサービスと重要情報へのアクセス
手段がもたらされる。

しかし、ゼロレーティング・プログラムに対
して批判的な意見がないわけではない。一部の
声として、おとなも子どもも含めてこの次の
10億人のインターネットユーザーは、彼らが
貢献できるインクルーシブな（誰もが受け入れ
られる）参加型のインターネットではなく、数
少ない国々の「少数の大企業が開発したアプリ、
サービス及びプラットフォームを利用して、ソー
シャルネットワークに投稿してメディアを視聴
する以外にはほとんどすることのない」インター
ネットへと導かれかねないという懸念が提起さ
れている49。

関連のあるコンテンツや言語の欠如

手に届く料金であるかという点とアクセシビ
リティーの問題に加えて、デジタル空間とつな
がっていない何十億人もの人々の多くにとって
は、もうひとつ別の障害がある。母語での有益
なオンラインコンテンツの欠如である50。これ
が原因で、潜在的利用者がインターネットに接

続してみようという意欲を失ってしまう場合や
インターネットの潜在的な有用性や妥当性を自
分で直接判断できない場合がある51。しかし、
さらに大きな懸念は、子どもたちの多様な文化
的背景や経験に直接語りかけるコンテンツの欠
如により、知識格差がさらに拡大する恐れがあ
るということである。

今日のインターネットは、言うまでもなく今
世紀の始まりの頃と比べてはるかに多言語で構
成されるものになっている。しかし、2016 年
時点で全ウェブサイトの大半がわずか 10の言
語で占められており、そのうち 56%が英語で
あったということも事実である52。

Global Kids Online

Global�Kids�Online（GKO）は、子ども
たちのデジタル技術の利用状況に関する綿
密で比較可能な調査を実施するための世界
的取り組みを支援する、調査プロジェクト
及びネットワークである。この事業は、ユ
ニセフ・イノチェンティ研究所が、ロンド
ン・スクール・オブ・エコノミクス及び
EU�Kids�Online と連携して進めている。
GKO は、基礎調査、方法論的指針、定量
プロトコルなど十分にテストされた強固な
調査ツールを提供して、政策やプログラム
の策定に影響を及ぼしたり、キャンペーン
やアドボカシー（政策提言）の取り組みに
必要な情報をもたらしたりするために利用
できる、子どもたちのオンライン経験に関
する質の高い調査の実施をサポートしてい
る。

GKO の各プロジェクトは、状況に対す
る妥当性と全国的な影響を確実にするため
に、現地のパートナーによって実施される。
2016 年以降、アルゼンチン、ブラジル、
ブルガリア、チリ、ガーナ、モンテネグロ、
フィリピン、セルビア、南アフリカ及びウ
ルグアイのユニセフ現地事務所と調査機関
の取り組みを通じて、これら 10カ国でお
よそ 1万人の子どもたちと 5,000 人の親
に対して調査が実施されている。

2016年時点で、上位10
言語のウェブサイトのうち
56%が英語であった。
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現在 103 の言語をサポートしているグーグ
ル翻訳などの翻訳ツールは役に立つものだが、
そうしたツールによりサポートされていない言
語を話す人々が、まだ世界中に大勢残されてい
る53。特に低所得国のユーザーがそうである54。
しかし、グーグル翻訳の流暢さと正確さを向上
させることを目的としたグーグルのニューラル
機械翻訳システムは、将来の機械翻訳に対する
基準を築く可能性がある。このシステムでは、
話し言葉がより適切な文章に翻訳されるだけで
なく、ハイチのクレオール語や日本のアイヌ語
など、めったに文字で書かれることのない言語
の翻訳も可能となっている。これにより、例え
ば支援スタッフが、助けを必要とする子どもた

ちや家族とのコミュニケーションに苦労する可
能性があるような人道的状況において、大きな
変化がもたらされるであろう55。あるいは、ス
キルや学習との関連においては、新たなスキル
を習得するための無料の柔軟な方法を提供する
大規模オープン・オンライン・コース（MOOC）
の即時翻訳が、恵まれない人々や遠隔地の人々
の助けになる可能性がある。

コンテンツの格差には、単にユーザーの生活
や懸念がオンラインでどれだけ取り上げられて
いるかだけでなく、誰がコンテンツを作成でき
るかということも反映されている56。ウィキペ
ディアの例を用いて、オックスフォード・イン
ターネット・インスティテュート（OII）が、コ
ンテンツ及びコンテンツ作成におけるこうした
格差の規模を示している。「世界で最も大規模で

人工知能と、それが子どもたちに及ぼし得る潜在的影響 
執筆：サンドラ・コルテシ氏、ウルス・ガッサー氏

過去数年間にわたり、人工知能（AI）を基盤とする技術が、
専門的な労働環境だけでなく家庭や学校においても加速度的
に展開されていくにつれて、私たちの日常生活に変化がもた
らされ始めている。

すでに一部の子どもたちの家庭に届けられているAI 対応
のおもちゃの例として「ハローバービー人形」（Hello�
Barbie）と「グリーンダイノ」（Green�Dino）の 2つが挙げ
られるが、その他にも、マイク、カメラ、センサー及びその
他のネットワーク化技術が埋め込まれたインターネット接続
型のテディベアをはじめ、全世界で数多くの製品の開発が進
められている。こうしたAI 対応のおもちゃは、子どもたち
が遊んでいて楽しいだけでなく、言語の発達や社会情緒的学
習を促進することも考えられる一方で、特にインターネット
に接続されている場合には、深刻なプライバシーや安全性の
懸念ももたらす。

年長の子どもたちにとっては、彼らが正規の教育機関で学
習しているか、あるいは個人的及び社会的学習環境の中で双
方向型のオンラインプラットフォームや高度なゲームなどと
やりとりしているかを問わず、AI を基盤とする技術が学習
において次第に重要な役割を担いつつある。AI を原動力と
するデジタルチューター、ラーニング・アシスタント、個別
化された教育プログラムなど、AI によって促進される「エ
ドテック」は、若い学習者たちに素晴らしい機会をもたらし

て、より優れた学習成果を導き出すことができる。その一方
で、こうした「ブラックボックス」のAI システムの動力源
となるデータセットとアルゴリズムの複雑な相互作用によっ
て、偏見や差別に関する差し迫った問題はもとより、透明性
や説明責任に関する懸念も生じる。さらに、おそらく最も根
本的なこととして、適切な防護対策、法的保護及び健全な政
策がない場合、AI を基盤とする技術によって子どもたちや
若者の間の既存の不平等がさらに悪化し、学習成果や、若い
人たちが成長して活躍するための将来的な機会を左右する、
さらに深刻で、おそらくより決定的なデジタル・ディバイド
につながる可能性がある。

潜在的なメリットとリスクのいずれの観点からも影響は大
きいため、子どもたちが利用するAI ベースのアプリケーショ
ンが、優れた資質を備えていると同時に落とし穴を避けるよ
うに設計され使用されるよう尽力することは、AI 関連企業、
養育者、教育者及び政策立案者の共同責任である。

サンドラ・コルテシ氏は、Youth and Media のディレクターで、

ウルス・ガッサー氏は、ハーバード大学バークマン・センターの

エグゼクティブ・ディレクターである。2010 年から、バークマン・

センターとユニセフが協力して、デジタル技術が子どもたちの生

活に及ぼす影響の総体的な理解を推進している。詳細については、

以下をご覧いただきたい：http://www.digitallyconnected.org/
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スーダンのこれらの少女たちのような、アフリカやアジアの多くの地域に住んでいる若者たちは、自分たちの言語で書かれた自分たちの生活に関連する情報を、
オンラインで見つけるのに苦労することが多い。©	UNICEF/UNI166091/NOORANI
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最もよく利用されているユーザー生成コンテン
ツのリポジトリー」57であるウィキペディアは、
平均で月に 180 億件のページビューを記録し
ている58。これは技術的に、インターネットに
接続できる人なら誰でもコンテンツを書いたり、
あるいはそれに変更を加えたりできるプラット
フォームである。

注目すべき点として、OII によるウィキペディ
アの記事のマッピングでは、コンテンツに著し
い地理的不均一があることが示されている。
2014 年には、マッピングされた 44言語版の

記事の大半が、主に北米、欧州、オーストラリ
ア及びインドや日本などアジアの一部における、
場所、出来事及び人物に集中していることが判
明した。アフリカなどの地域が取り上げられて
いる記事は、大幅に少なかった。また実際のと
ころ、アフリカやアジアの多くの国に関する情
報は非現地語で、主に英語で書かれ、フランス
語やドイツ語による記事もあった。調査員たち
は、ウィキペディアにおいて、「南の開発途上国
については、大部分が他者によって定義や記述
が行われている」と主張した59。

情報貧困

デジタル・エクスクルージョンは、短期的及び長期的に、
子どもの人生の中にさまざまな形で現れる。新聞、テレビ、
あるいはインターネットのいずれを通じたものであれ、情報
へのアクセスを奪われている子どもは、健全に成長して自ら
の状況を改善する公平なチャンスを得ることができない。世
界のどこかの貧しい農村部の世帯で暮らしている少女を想像
していただきたい。もし彼女に、他の人たちと同じように世
界に関する情報にアクセスする手段がなければ、彼女は教室
の中で、あるいは後に仕事をめぐって、有利な立場にある相
手とどのように競い合うことができるだろうか。ソーシャル
ネットワーキング・サイト、学習プラットフォーム及びオン
ライン求人情報への同等のアクセス手段がなければ、彼女の
就職の見通しはどのようなものになるだろうか。

ユニセフのイノベーション開発班は、「情報貧困」という
極めて現実的な問題の解決策に関する調査に貢献している。
そのアプローチは、情報へのアクセスは子どもたちやそのコ
ミュニティにとっての機会やより良い結果につながる、ひと
つの権利であるという考えに基づいて構築されている。その
権利を受けられないことは、子どもたちの間の機会における
格差を拡大させ、最も恵まれない子どもたちの生活をさらに
困窮させ、何世代にもわたって続く貧困の連鎖を助長する一
因となる。

しかし、子どもたちの情報貧困はどのようにして測定すれ
ばよいのだろうか。それには絶え間なく変化し続ける何百と
いう変数を考慮しなければならず、その上データが不十分で
ある。第一に、最も情報を奪われている子どもたちはどこの
誰であるか。その根底にある原因とアクセスへの障害は何で
あるか。また、アクセス手段のある子どもたちでも、一部が
それを利用していないのはなぜか。これまでのところ、情報
貧困の側面には、利用可能性、アクセス、使い方、レジリエ

ンス（回復力）、ソーシャルグラフ、コンテンツ及びスキル
が含まれる。

機械学習、及び衛星画像、携帯電話データ、ソーシャルメ
ディア、オンライン検索分析といった新しいデータソースと
従来のデータソースとの組み合わせが、測定に役立つ可能性
がある。そうした貧困を定量化すれば、プログラム開発や政
策及びリソース配分への影響力行使に向けた有益なアドボカ
シー（政策提言）ツールになる。

ブラジル、リベリア及びモザンビークでは、情報貧困に関
するパイロットプロジェクトが進められている。例えばリベ
リアでは、エボラ危機から学んだ教訓、つまりこの病気に関
する情報の欠如がいかにしてその蔓延を助長したかというこ
とを足掛かりにして、ユニセフのイノベーション開発班が
パートナーと協力し、健康とレジリエンス（回復力）に特に
重点を置き、各分野全体にわたる情報へのアクセスの影響の
測定に取り組んでいる。

弱い立場にあるコミュニティの若者のニーズをより明確に
理解するために、モザンビークにおけるパイロットプロジェ
クトでは、彼らの主要な情報チャネル（テレビ、ラジオ、家
族及び携帯電話）へのアクセスが、マラリアや児童婚など生
死に関わる問題における彼らの決定や結果にどのような影響
を及ぼすかを関連付けている。

情報貧困の根絶のメリットを数例考えてみると、感染症の
蔓延が減少し、最も恵まれない子どもたちの学習成果がデジ
タル教育によってどのように改善及び加速され得るかがより
明確になり、男女不平等が軽減され、経済的インクルージョ
ンが向上した世界の実現が見えてくる。
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ウィキペディアは、インターネットのごく一
部分にすぎない。しかしそのコンテンツの格差
により、インターネット接続率が向上した場合
でも必ずしも情報へのアクセスやその生成にお
ける不平等が軽減されるとは限らないことが示
されている60。また、デジタル・ディバイドに
関する政策をアクセスの問題以外にまで広げる
必要性と、子どもたちがコンテンツの単なる消
費者ではなく作成者としてデジタル領域に参加
できるようになるためのスキル、教育及びツー
ルを彼らに提供する必要性も強調されている。
子どもたちを、ソーシャルメディアや「歌う犬
やいびきをかくラクダ」の動画が渦巻く中で立
ち往生する代わりに、将来を見据えることがで
きるようにさせるためである61。

前進への道を示す

子どもたちがデジタル世界の中で生き残り、
さらに成功するためには、彼らに一連の新たな
ツールが必要とされる。「デジタルリテラシー」
あるいは「デジタル市民権」とも呼ばれるそれ
らのツールは、使用スキルなどの単純な技術的
能力をはるかに超えたものである。子どもたち
はこれらのツールによって、自分たちがオンラ
インで見つけた情報を評価し、オンラインでの
交流とはどういうものかを理解し、オンライン
で責任ある行動を取るとともに自らの安全を守
り、自分たちやそのコミュニティの利益に対す
る擁護者となり、自分たちの学習を向上させ、

キューバで最初のオンライン世代

キューバの街路では何かが変化している。放課後や週末に
なると、子どもたちのグループが駐車場や大通りに姿を現し、
テレビ電話で親せきや友人たちと雑談をしたり、世界中のい
たる所で子どもたちがプレイしているような類のオンライン
ゲームで遊んだりしている。こうした光景は世界の大半の地
域ではありふれたものであるが、キューバではわずか 2年前
まではまったく想像できないものであった。

政府が島内全域の公共の場に有料のWi-Fi ホットスポット
を設置し始めたのが、2015年になってようやくのことだった
ためだ。そして2016年末までに、600を超える集合的な「ネッ
トサーフィン空間」と300を超える公共のWi-Fi ホットスポッ
トが設置された。このイニシアティブによって、おとなや子
どもたちのインターネットへのアクセスが一変している。公
表されている数値によれば、毎日Wi-Fi ホットスポットから
およそ25万件のインターネット接続が行われている62。

国際的なサイトにアクセスできるホットスポットは、
キューバの若者たちの人気を集めている。「インターネット
に接続することは、今最も格好いいことです」と、ハバナの
14歳のディエゴ（Diego）さんは言う。「新しい Tシャツよ
りも、インターネットカードを買うためのお金を持っている
方がいいのです。インターネットに接続しなければ時代に乗
り遅れ、楽しい出来事を逃してしまいます」

しかし、これはキューバの子どもたちにとってオンライン
世界との初めての接触ではない。1987年以降、Joven�Club（青
少年クラブ）のシステムが、PCやインターネットアクセス
が一般的ではない国の若者たちに、デジタル世界の技術への

入口を提供している。現在では、約 4,000 人の子どもたちや
青少年63が毎日600を超えるクラブを訪れて、コースに出席
したり、承認された教育コンテンツを備え児童保護対策が組
み込まれた国内サイトでネットサーフィンをしたり、娯楽コ
ンテンツや教育コンテンツにアクセスしたりしている。

17歳のジェニファー（Jennifer）さんもその一人である。「オ
ンラインでは、EcuRed（キューバの百科事典）で学校のため
に必要な情報を見つけることができ、また人々とチャットをす
ることもできます。インターネットにより、私たちには見えな
いもうひとつの世界が開かれるのです。とてもワクワクします」。

またそうした公式のアクセスポイントから離れたところでは、
島の「自分たちでどうにかする」文化を反映して、大勢のキュー
バの若者たちがオフラインでも「つながり」を持ち、ブルートゥー
スによってコンテンツを交換したり、テラバイト・サイズの
「Paquete」（ハードドライブやUSBに格納されている、テレビ
番組、映画、ビデオクリップ、雑誌及びアプリのパッケージ）
を購入したりしている。それらのパッケージに時々不適切なコ
ンテンツが含まれていることを懸念して、Joven�Club では、
「Mochila」という独自の情報と娯楽のパッケージを配布してい
る。このパッケージは、健全なライフスタイルと精神的成長の
促進を目指した、安全なコンテンツを配信している。

キューバはまだ独自のデジタル時代の幕開けを迎えたとこ
ろであり、政府は引き続きインターネット接続を増加させて
いくことを約束している。これからの子どもたちにとっての機
会と潜在的なリスクを予測するために今すぐ行動を起こすこ
とが、キューバのすべての人々にとっての重要な務めである。
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新たな才能やスキルを構築する能力を身に付け
る。これらのツールを持った子どもたちは、知
識ベースの社会において有利な立場に立つこと
になる。

また、教育を改善し、識字能力を高め、ある
いは別の形で子どもたちの非デジタル的基盤を
強化して、彼らがインターネットにつながって
いることを最大限に活用できるようにするため
に、政策的措置も必要とされる。世界銀行の「世
界開発報告2016：デジタル化がもたらす恩恵」
とフェイスブックの「2015 年インターネット
接続状況」のいずれにおいても、インターネッ
ト導入の拡大に加えその利用の質の改善に向け
た状況を作り出すための、教育、学習及び指導
の質などの基礎的スキルの重要性が強調された。

識字能力も鍵となる。2015 年の OECD の
PISA 調査において示されたように、「すべての
子どもたちが読み書き算数における基準レベル
の能力を確実に習得するようにすることは、ハ
イテク機器やハイテクサービスへのアクセスの

拡大や助成による成果以上に、デジタル世界に
おける平等な機会の創出に大きく役立つことに
なる」64。

しかし、コミュニケーションの格差を埋める
ために、技術は間違いなくその一助となり、国
の対策も必要となる可能性が高い。最もインター
ネット接続率の低いコミュニティの一部に公平
なオンラインアクセスを提供することは、困難
なことである。例えば、インドやタンザニアの
ような国において、1日 2米ドル未満で生活し
ている人々にとって、スマートフォンの平均使
用料金は年間所得の 16%になる65。たとえイ
ンターネット機能を備えた携帯電話がより手頃
な価格になったとしても、極貧世帯の人々は、
依然として高い通話料やデータ料金と闘わなけ
ればならない66。GSMA は、2020 年までに見
込まれる10億人の新規携帯電話加入者の90%
は、「発展途上にある市場」から生じると推定し国家主導の関与がなけ

れば、子どもたちはさら
に取り残されることになる
であろう。

これらの少女たちは、ハウラの西ベンガル市でコンピューターの授業に出席している。インドのインターネットユーザーの中で、女性と少女が占める割合はわず
か29%にすぎない。©	UNICEF/UN063162/ALTAF	AHMAD
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ており、手頃な料金の普遍的なアクセスへの道
のりの中で、農村部の貧困世帯のための手頃な
料金のモバイルサービスやネットワークの対象
範囲の拡大が、格別に困難であることを認めて
いる67。

世界銀行の「世界開発報告 2016：デジタル
化がもたらす恩恵」で指摘されているように、
主に民間セクターによって構築されたモバイル
ネットワークに基づく低所得国での通信ネット
ワークの拡大においては、とりわけ農村部にお
いて、普遍的な高速ネットワーク接続を提供す
るための国の「基幹インフラ」に格差が残るこ
とになる可能性がある。この経路は、まず国家
主導の電話インフラへの投資を基盤とし、その
後民間セクターの参入やモバイル及びインター

ネット・ネットワークが続くという、大半の高
所得国が辿った経路と異なる。市場ベースや民
間セクターのソリューションを補完するという
国家主導の関与がなければ、デジタルでつながっ
た世界で取り残されている子どもたちが、さら
なる社会的疎外や排斥を受ける大きなリスクに
さらされることになる68。

最後に、デジタル時代における子どもたちの
生活のさまざまな側面を捉えるための、さらに
掘り下げたデータの必要性は、いくら強調して
もしすぎることはない。子どもたちがどのよう
に ICT にアクセスし、利用しているかについて
の、国、地域及び世界レベルでの包括的なデー
タ照合が、深刻なほど欠如している。そうした
エビデンスに基づく情報が文書化されない限り、
政策立案者を含めた利害関係者は今後も引き続
き、子どもたちが直面しているデジタル不平等
への理解が十分に深まらず、効果的な対策を講
じられないままとなるであろう。

アフリカの若者をインターネットの世界につなげる

アフリカでは若者人口が、2016 年の 2億 4,000 万人から
2050 年には 4億 6,000 万人へと、ほぼ倍増することが予想
される69。彼らは、本格化する世界規模のインターネット接
続革命に直面することになる。この絶好の機会を捉えると、
潜在的にどのような結果がもたらされるのだろうか。この地
域で高い割合を占める若者たち（15 ～ 24 歳）は、ブロー
ドバンドの拡大を活用して、世界規模のデジタル経済の中で
働くことができるようになるかもしれない。

しかし、現在の動向とこれまでのエビデンスを踏まえ、そ
れが実現する可能性はどれぐらいあると考えられるだろうか。

これは、若者たちが、インターネットに接続する能力（及
び手段）、インターネット世界において自らの道を進んでい
くためのデジタルスキル及びそこで見つけた機会を利用する
ための教育基盤を持ち得るかどうかにかかっている。また、
雇用そのものや、起業家精神を促進する風土が存在する状態
でなければならない。

まず必要なのは、インターネット接続である。今日では、
3Gネットワークが利用できる地域に住むサハラ以南のアフ
リカの人々のうち、実際にモバイルブロードバンドに加入し
ているのは 10 人に 1人にすぎない70。また推定によれば、

2020 年までにブロードバンドに接続するようになるアフリ
カ人は 5人中 2人ほどにすぎず、さらに彼らは主にモバイ
ル機器を通じて接続すると考えられる。アフリカでは 1カ国
（ナイジェリア）だけが、2020 年までに携帯電話加入者が
最も増加する 10カ国の中に含まれている71。

急速な都市化によって、アフリカの若者たちのインターネッ
ト接続能力に対しておそらく複雑な影響がもたらされると考え
られる。2013年には、アフリカの人々の5人中2人が都市に
住んでおり72、2050年までにそれが 5人中3人になることが
予想される73。都市部の若者たちにとって、3Gのサービスに
アクセスできる可能性は高まるものの、接続技術の購入資金
を賄う仕事やその他の手段を得る機会は、少なくなる可能性
がある。現在アフリカの多くの若者は非公式経済の中で仕事
をしているため、モバイル機器を利用して雇用機会にアクセス
するためには、現在のパラダイムのシフトが必要とされる。

インターネットに接続できるアフリカの若者たちには、教
育を受けた都市の若者が自分たちの声を聴いてもらうための
手段と、政府に自分たちの懸念への対応を要求するためのプ
ラットフォームがもたらされる。アフリカの若者たちに、明
日の世界を方向付けるためのデジタルスキルを今すぐ身につ
けさせることが、彼らの未来にとって極めて重要である。
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多くは常時インターネットに接続している：
高所得の環境では、子どもたちの生活の中での
「オフラインとオンラインとの間の線引き」が困
難になりつつある76。例えば米国では、13 ～
17 歳の子どもたちの 92%が、毎日インター
ネットに接続していると報告している。モバイ
ル機器（特にスマートフォンが多く、この年齢
層の 73%がスマートフォンを保有している）
により、一部の子どもたちはほぼ常にインター
ネットにアクセスできている77。こうした状況
は欧州でも同様で、子どもたちはさまざまな場
所からさまざまな機器を使ってインターネット
にアクセスしている78。使用される機器は特に
スマートフォンが多いが、デスクトップやラッ
プトップ、タブレット、ゲーム機も使用されて
いる。

彼らの間では低年齢化及びモバイル化が進み
つつある：接続率の高い国から得られたエビデ
ンスでは、インターネットに接続する子どもた
ちは次第に低年齢化していることが示唆されて
いる。例えばブルガリアでは、子どもたちが初
めてインターネットを利用する年齢は、2010
年には一般に 10歳だったのが、2016 年には
7歳にまで低下していた79。中国では、2016
年には 10歳未満の子どもたちがすべてのイン
ターネットユーザーの 2.9%を占め、2015年
の 2.7%から増加していた80。ブラジルでは、
インターネットを利用している 9～ 10歳の子
どもたちの割合は、2012 年の 35% から
2013 年には 37% にまで増加した81。まだ
ティーンエイジャー（13歳）にもなっていな
い子どもたちが自分の携帯電話を持つことも、
決して珍しくはない。2013年のアルジェリア、
エジプト、イラク及びサウジアラビアにおける
調査により、10歳または12歳が、初めて自分
の携帯電話を持つ最も一般的な年齢であること
が判明した82。2015 年には、フィリピンでは
10歳が、またホンジュラスでは12歳が、子ど

もが初めて携帯電話を所有する一般的な年齢で
あることが明らかになった83。

それらは次第に「ベッドルーム・カルチャー」
の一部になってきている：スマートフォンやタ
ブレットのような機器により、子どもたちがど
こでどのようにしてインターネットに接続する
かが変化しつつある。携帯電話があれば、子ど
もたちは他に誰もいない自分の寝室や、あるい
は友人の家からでもインターネットにアクセス
することができる84。その結果、オンラインア
クセスが、より個人的かつプライベートで、監
視の目が届きにくいものとなっている。

彼らは、交友関係を強化したり新たな友人を
見つけたりするためにインターネットにアクセ
スする：交友関係の拡大におけるソーシャルネッ
トワーキングの役割は、エジプト、インド、イ
ンドネシア、イラク、サウジアラビアといった
さまざまな国で見ることができ、これらの国で
は、携帯電話を利用している子どもたちの
90%以上が、ソーシャルネットワーキングに
よって親しい友人たちとの関係が強化されると
述べた。また子どもたちは、ソーシャルネット
ワーキングは、それほど親しくない友人や、友
人の友人との関係を築くのに役立つとも述べ
た85。しかしこれらのプラットフォームは、友
人たちの間で衝突やドラマが展開される場所に
もなり得る。また一部の子どもたちにとっては、
それらがプレッシャーのもとになる可能性もあ
る。例えば青少年が、自分自身に関する「魅力
的な」コンテンツや、あるいはみんなから「い
いね」がもらえるコンテンツを投稿しなければ
ならないと感じてしまう（伊藤瑞子氏によるコ
ラムを参照）86。

また彼らは、情報や学習にアクセスするため
にもインターネットに接続する：インターネッ
トを利用して宿題をすることは、高所得国では
次第に一般的になってきているが87、これは一
部の中所得国でも主要なオンライン活動となっ
ている。

特集：�インターネットにつながった子ども
たちはオンラインで何をしているか

世界でインターネットにつながった子どもたちは、デジタルの先駆者である。相対的に接続レベ
ルの高い国では、一般に 15～ 24歳の若者の間でのインターネット利用者の割合が人口全体にお
ける利用者の割合を上回っている74。15歳未満のユーザーについてはデータが不足しているが、数
多くの国から得られたエビデンスでは、それらの子どもたちは25歳以上のおとなたちと同程度か、
もしくはそれを上回る割合でインターネットを利用しているケースが多いことが示唆されている75。
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ブラジルでは 2013 年に、学業がインター
ネット上での子どもたちの主要な活動の第 1位
にランキングされた88。アルゼンチンでは、青
少年のおよそ 80%が、数学や歴史などの科目
についてウィキペディアやグーグルで調べ物を
したり、指導動画を利用したりしていると報告
した。「数学で赤点を取ってしまったため、何を
勉強すべきかを説明してくれる動画をいくつか
見ました」と、アルゼンチンのある少年は述べ
ていた89。子どもたちは、自分たちがオンライ
ンでアクセスできる情報を高く評価している90。
それには、さまざまなレクリエーション活動91

や健康問題92に関する情報が含まれる。南アフ
リカのある青少年が述べたように、インターネッ

トの付加価値は、「自分があまりよく知らないこ
とについて、より詳しく知ることができること」
である93。

しかし、全体的に見ると、彼らのオンライン
活動の幅は狭い：世間では一般に、子どもたち
や青少年は、デジタル技術の扱い方や活用法に
おいておとなたちに大きく勝っていると考えら
れている。しかし、子どもたちがオンラインで
行っている活動の幅は、かなり狭いようである
ことが多い。

そのエビデンスは、Global	Kids	Online	94

（GKO）の国際調査プロジェクトによって示さ

ドイツのアフマド・アブドゥルハリム（Ahmad	Abdul-Halim）さんのような接続率の高い国に住む子どもたちの場合、「オフラインとオンラインの間の線引き」
が次第に困難になってきている。©	UNICEF/UN043764/GILBERTSON	VII	PHOTO
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れている。図2.7（「子どもたちはオンラインで
何をしているか」）に、GKOによって収集され
たデータが示されており、そこでは子どもたち
の17のオンライン活動が、「社交・娯楽・学習」、
「情報・探究」、「市民的社会参画・創造性」とい
う 3つの大まかなカテゴリーにグループ分けさ
れている。

ここで取り上げられている、ブルガリア、チリ、
南アフリカの3カ国では、いずれもたった5～
9のオンライン活動にしか従事していない子ど
もたちの数が最も多かった。また、これらの子
どもたちの過半数の活動は、「社交・娯楽・学習」
というたったひとつのカテゴリーに分類された。
逆に最も少人数のグループとなったのは、15
以上の活動に従事している子どもたちであった。
このグループのユーザーは、動画の制作やブロ

グの作成といった創造的活動に加え、オンライ
ンでの政治問題についての議論など市民的社会
参画に関連する活動にもより多く従事していた。
グラフには示されていないが、年齢がひとつの
要因となっており、年長の子どもたちほど多数
の活動に従事している傾向が強かった。

これら 3カ国から得られたデータにより、イ
ンターネットにつながった子どもたちは数多く
のオンラインの機会を利用しているものの、イ
ンターネットとのより十分な関わり合い（より
多様な、あるいは複雑な活動を行うこと）は必
ずしも当然のものではないことが浮き彫りにさ
れている。調査や政策における課題は、子ども
たちがより創造的な参加型の活動に携わるよう
サポートするための方法を見出すことである95。

なぜ 10 代の子どもたちは携帯電話やソーシャルメディアに夢中になるのか 
執筆：伊藤瑞子氏

1990 年代後半における私の研究の重点は、テキストメッ
セージ及びモバイルインターネット革命の最前線にいた、東京
の10代の青少年たちに置かれていた。ちょうど携帯電話が、
企業重役のステータスシンボルから、女子高校生たちのファッ
ションアイテムへと変わった頃であった。おとなたちの世界は、
携帯電話をくだらない無駄話のために使用している10代の若
者に憤慨し、彼らを「親指族」や「ながら族」と呼んだ。なが
ら族の子どもの象徴が、歩行中あるいは自転車に乗りながら
メールを打つ10代の若者たちであった。

研究者たちは、なぜ10代の若者たちがモバイル通信にそれ
ほど夢中になっているのかと頭を悩ませた。多くはその理由を、
新しい技術に対する生来の親近感と、仲間とのコミュニケー
ションに対する10代特有の執着であると考えた。しかし幅広
い調査を行った結果、私たちは違う結論へと達した96。10代
の若者は、仲間たちと安心してコミュニケーションを取れるよ
うに、携帯電話やソーシャルメディアに頼っているのである。

おとなたちと違い、10代の若者にはプライベートなコミュ
ニケーションを取れる空間が少なく、特に東京のような都市
環境ではそうした傾向が強い。日常生活の中では、彼らは仲
間たちと接触できない自宅と、仲間たちと一緒にはいるがプ
ライベートなコミュニケーションが取れない学校との間を行
き来している。固定電話は家族と共用されているため、真に
プライベートなものではない。携帯電話の登場により、彼ら

は初めて仲間たちや恋人と容易に直接コミュニケーションを
取れるようになったため、携帯電話は年長者よりも 10代の
若者たちにとってより革命的なものであった。こうした 10
代の若者は、恋人と一緒に暮らすようになるとテキストメッ
セージの量が劇的に減少した。

10代の若者の行動の奇抜さは、彼らの発育段階や世代的ア
イデンティティに起因するものと考えるのが一般的である。
しかし多くの場合、彼らは同じ状況下であれば他の誰もがす
るであろうと考えられる行動をとる。彼らには特定の習慣が
ないため、新しい技術に対する抵抗感がより小さいが、彼ら
はしばしば、他の年齢層の人々がどのようにして新しい技術
を導入していくかということに対する予告を見せてくれる。
今ではすべての年齢の人々がテキストメッセージやフェイス
ブックに群がっていることから、私は自分たちの初期の研究
の正当性が立証されていると考えている。10代の若者は、そ
の他の人々がやっているのと同じ理由で携帯電話やソーシャ
ルメディアを利用しているのである。つまり、自分たちが気
に掛けている人たちとつながりたいという理由である。

伊藤瑞子氏は、文化人類学者、教育研究者、起業家及び提唱者で

ある。カリフォルニア大学アーバイン校の Connected Learning 

Lab のディレクターを務め、あらゆる社会階層の子どもたちを対象

にオンラインプロジェクト・ベースのソーシャル STEM 教育を提

供する非営利団体、Connected Camps の共同創設者である。



67

67第2章　デジタル・ディバイド：特集

チリブルガリア 南アフリカ

出典：Global Kids Online partner countries 2016–2017, 
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図2.7　子どもたちはオンラインで何をしているか
オンライン活動に従事していると述べた9～ 17歳の子どもたちのパーセンテージ（2016～ 2017年）

ユニセフ・イノチェンティ研究所による集計
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視  点

父親である私の願いは、自分の子どもが成長
して頑張っている姿を見ることである。これは全
世界の親の共通の願いであろう。どうすればす
べての子どもたちが、弊害や病気に苦しむこと
なく幸せに成長することができるだろうか。彼ら
に必要なのは新鮮な空気なのか、きれいな水な
のか、美しい環境なのか、仲睦まじい家族なのか、
協力的な社会なのか、それとも豊かで強い国家
なのか。子どもたちにはこれらすべてが必要で
あり、それでもまだ足りないと私は考える。

私の子どもは、生まれながらの「デジタル」
である、「デジタルネイティブ」と呼ばれる世
代に生まれた。彼らは最も幸せな世代である。
彼らは、便利に、すばやく、効果的に情報にア
クセスでき、過去になかった新しい形で自分た
ちの生活を楽しむことができるためだ。

一方で、私たちは次第に、必ずしもすべての
子どもたちがその権利を実現しているわけでは
ないことに気づきつつある。そして、インター
ネット時代の中で、子どもの権利を否定するこ
とがどのように新たな意味を帯びるようになる
のかが、明らかになってきている。それぞれの
地域、財産、あるいは立場に関わらず、子ども
たちには、健やかに成長し、家庭、文化及び社
会生活に全面的に参加し、情報、自己表現及び
教育に平等にアクセスする権利がある。

しかし、たとえ技術の進歩や生産性の向上が
成し遂げられても、コンピューターやインター
ネットを利用できる子どもたちとできない子ど
もたちとの間の格差は拡大を続けている。
2016年 12月に、19歳未満の「ネット市民」
の数は、中国国内だけで 1億 7,100 万人にま
で達した。それでもなお、中国国内及び世界各
地の多くの子どもたちが、経済的または社会的
な理由でそれらを利用できずにいる。こうした
デジタル・ディバイドを埋めるために、公共財
産としてのインターネットを活用することがで
き、またそうすべきである。

中国の農村部の人々をインターネットにつな
ぐために、2015 年に私たちは、WeCountry
と呼ばれるモバイルインターネット・プログラ
ムを立ち上げた。その2年後、まだ解決される
べき問題は残されているものの、このプログラ
ムがインターネットを知らない人たちにその使
い方を教えるのに役立っており、また多くの恵
まれない子どもたちに情報や学習機会へのアク
セスをもたらしていることを知って、私たちは
嬉しい驚きを味わっている。

しかし、デジタル時代における子どもの権利
の実現は、デジタルの格差を埋めることだけを
意味するものではない。中国で最大規模の包括

的インターネットサービス・プロバイダーのひ
とつとして、テンセントは大きな責任を負って
いる。何百万人もの子どもたちが、毎日私たち
の製品を利用してコミュニケーションを取り、
学習し、楽しんでいる。子どもたちとその親は、
こうした機会の裏にリスクが潜んでいることを
理解する必要がある。インターネット上の偽情
報や悪意のある情報、あるいは暴力的またはわ
いせつな素材によって、子どもたちが危害のリ
スクにさらされる。子どもたちの搾取を目的と
して、彼らの写真や身元などの個人情報や私的
情報を開示するデータ漏洩が利用される可能性
があり、それが重大な結果につながる恐れがあ
る。また、サイバー暴力やネットいじめが世界
的な問題になっている。さらに、インターネッ
ト詐欺、組織犯罪及び児童売買によって、オン
ラインの影がオフラインの悪事へと変わる恐れ
もある。

一人の父親として、私は子どもたちが毎日直
面するオンラインのリスクを非常に心配してい
る。そして一人のインターネット企業家として、
私は自分の肩にかかっている責任を重々承知し
ている。

テンセントは、すべての子どもたちのオンラ
インの安全を守る責任を負っている。そのため
に、テンセントは自社のビジネス慣行のすべて
の側面においてオンライン児童保護を取り入れ
ている。例えば、2016 年 11月に、当社は
「Tencent	for	children	–	Child	rights	protection	
in	a	digital	world」イニシアティブを立ち上げ
るとともに、ユニセフとの協力に基づくChild	
Online	Protection	Projectを発表した。このパー
トナーシップでは、サイバー暴力、ネットいじめ、
不適切なコンテンツとの接触、オンラインゲー
ムをはじめとする、さまざまな問題に切り込ん
でいく予定である。その目的は、アドボカシー（政
策提言）のために、子どもたちのインターネッ
ト利用に対するバランスの取れた理解を形成し
て、国民の意識を高めるとともに各種業界間の
連携体制を構築することである。このプロジェ
クトによって、政府、情報通信技術（ICT）業界、
学術界及び市民社会団体という各種部門全体に
わたるオンライン児童保護のアジェンダの進展
と、子どもたちに対するインターネットの良い
影響の探究が促進されることが予想される。

インターネット時代は、技術や人間とコン
ピューターの相互作用の急速な革新的変化を特

将来への展望：
デジタル時代に
おける子どもた
ちの権利につい
ての考察

ポニー・マー�
（馬化騰）氏
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徴とし、子どもたちの経験や発育の幅を広げる
潜在性を秘めている。画像認識、人工知能（AI）、
拡張現実、遺伝子配列解明技術、さらにはニュー
ロテクノロジーまでもが、子どもたちの生活を
どのように向上させることになるかは、容易に
想像がつく。

一方で、新しい技術は、その潜在的リスクに
関して私たちに十分な注意を求めることにな
る。例として、AI のアルゴリズムによる潜在的
な偏見や差別をめぐる議論について挙げたい。
アルゴリズムによって、意思決定に性差や人種
による偏見がもたらされ得るかどうかは、まだ
はっきりと分かっていない。

技術革新に向けた原動力として、ICT 業界は、
子どもの権利と保護を技術や製品のイノベー
ションに向けた取り組みの中心に据える義務を
負っており、そうした取り組みを通じて、法律
制定や政策立案に対する影響力の行使、国民の
意識の向上、及び世界規模の Child	Online	
Protection	 Initiative を守るための業界標準の
制定を後押ししていくことになる。

すべての子どもたちをあらゆる形態のオンラ
インの弊害から守ることが、私たちの共通の願

望である。

また子どもたちには、親の忍耐と適切な指導
も必要とされ、それによって子どもたちは、現
実であれ仮想であれ自分の周りの世界に好奇心
を抱き、常に探究を続けて、健全、幸福、かつ
自律的に成長していくことができるのである。

中国の古いことわざは、「まず自分の子ども
たちの世話をして、次に他人の子どもたちも同
じように世話をせよ」とアドバイスしている。
子どもたちの権利の保護は、業界、組織及び国
の境界を越えて行われなければならない。みん
なで協力し合うことによって初めて、私たちは
自らに責任を課し、すべての人類のために子ど
もたちを守ることができる。ぜひ私たちと力を
合わせて、次世代以降の子どもたちのために前
進していただきたい。

ポニー・マー氏は、中国で最大規模のインターネッ
ト企業のひとつであるテンセントの共同創立者であ
り、現在は同社の業務執行取締役、取締役会会長及
び最高経営責任者を兼務している。同氏は、テンセ
ントの戦略策定、全体的方向性及び経営を監督して
いる。同氏は、1993年に深圳大学でコンピューター
サイエンスの理学士号を取得した。

ICT業界は、子どもの権
利と保護を技術や製品の
イノベーションの中心に
据える義務を負っている。

フィリピンのセブ島では、16 歳の
ジャン（Jan）さん（後列中央）がネッ
トいじめに苦しみ、つらい時期には
自傷行為に関する投稿を読んでいた。
現在彼女は、オンラインの安全性に
関する仲間たちの教育に取り組んで
いる。©	UNICEF/UN014975/ESTEY
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「�僕はハッキングについてもっと詳し
く調べるために、それに関する本を
読み始めました。もし誰かが不正に
僕のアカウントにアクセスして、僕
のプライベート・メッセージを読み
始めたらどうなるだろうか。僕は自
分のプライバシーが最優先であると
判断し、自分のアカウントと自分自
身を守るために、携帯電話とコン
ピューターのオペレーティングシス
テムをアップデートするとともに、
さらなるセキュリティーレイヤーを
追加しました」

世界子供白書 2017 に登場する若い寄稿者たちの意見の全文は、
以下のウェブサイトでご覧いただけます：
www.voicesofyouth.org/en/sections/content/pages/sowc-2017

ユスフ・アル・ヘレク
（Yousef Al Herek）さん（17歳）

シリアアラブ共和国

第3章
デジタルの危険性：
インターネットがもたらす�
生活への危害
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マダガスカルでは、17 歳の少女が担任の教
師から、合格点と引き換えに約 300 米ドル相
当の金銭を要求された。どうしてもお金を手に
入れる必要があった彼女は、6 カ月前からオン
ラインで連絡を取り合っていた一人の男性に接
触した。「私は彼に誘拐され、2 カ月間も彼の自
宅に閉じ込められました。彼に何度もレイプさ
れました」と彼女は言った。新設のサイバー犯
罪警察部隊によって救出された後、彼女はユニ
セフの支援の下で政府が管理するワンストップ・
サービス・センターで、治療、アドバイス及び
精神的支援を受けた。誘拐した男と教師はいず
れも逮捕された。「今はもう大丈夫です。私は復
学しています」と彼女は言った。「誰かに助言を
仰げばよかったと思っています。両親は、私が
見知らぬ人と話していることを知りませんでし
た」1

ほとんどの親や養育者にとって、この少女の
話は子どもがインターネットに接続したときに
起こり得る最悪の悪夢を象徴するものである。
彼女の体験は、インターネットによって被り得
る危害の極端な例ではあるが、インターネット
上で子どもたちが直面する脅威に関して広がる
懸念の核心に触れるものである。つまり、イン
ターネットに接続すると、大半の社会が子ども
たちの周りに張り巡らそうとする従来の保護対
策がはぎ取られ、子どもたちが、好ましくない
コンテンツ、好ましくない行動及び潜在的に危
険な外部世界との接触の危機にさらされる可能
性が生じる。

こうしたリスクは、決して新しいものではな
い。子どもたちは、昔からいじめたりいじめら
れたりし、暴力的や性的な素材にさらされ、ま
た常に性犯罪者から狙われる危険にさらされて
いた。しかし、おそらくほとんどの親は、これ
までの世代の子どもたちをそうしたリスクから
守ることのほうが容易だったと感じているであ
ろう。かつては玄関のドアが、学校でのいじめっ
子の侵入を防ぐ防護壁であった。しかし現在は、
ソーシャルメディアを利用することで、そうし
たいじめっ子が被害者を家の中まで追いかける
ことができる。

こうしたリスクは、状況に応じて捉えられな
ければならない。インターネット技術によって、
すべての子どもたちが危害に遭遇する可能性に
直面している。しかし大半の子どもたちの場合、
可能性は単なる可能性のままとどまるのである。
なぜリスクが、特定の子どもたちの場合には実
際の危害に変わり、その他の子どもたちの場合
にはそうならないのかを理解することが極めて
重要である。それによって私たちは、デジタル
時代の中で子どもをより大きなリスクにさらす
恐れのある、子どもの生活の根底にある脆弱性
に気づくことができる。脆弱性をより正確に把
握して対処することにより、私たちはオンライ
ンとオフラインの双方において子どもたちをよ
りしっかりと守り、デジタル時代の中でつなが
ることによってもたらされる機会を、子どもた
ちにより確実に享受させることができる。

いじめっ子、性犯罪者、人身売買業者及び子どもたちに危害を加える者たちが、全世界
の潜在的被害者と接触し、彼らの虐待の画像を共有し、互いにさらなる犯行を促し合うこ
とが、かつてないほど容易になっている。インターネット接続により、無防備なソーシャ
ルメディアのプロフィールやオンラインゲーム・フォーラムを通じて、犯罪者が子どもた
ちによりアクセスしやすい状況なっている。またインターネット接続により、犯罪者が匿
名性を利用して身元特定や起訴のリスクを軽減させたり、自分たちのネットワークを拡大
したり、利益を増大させたり、一度に大勢の被害者を追跡したりすることもできる。

また、子どもたちのプライバシーも危険にさらされている。ほとんどの子どもたち及び
多くの親は、自分たちがどれだけ多くの個人データをインターネットに供給しているかを
自覚しておらず（仮に自覚しているとしても十分ではない）、ましてやそのデータがどの
ように利用され得るかについての認識はさらに低い。

オンラインのリスクにさらされない子どもは一人もいないが、最も弱い立場にあるのは、
危害を受ける可能性が最も高い子どもたちである。

インターネットに接続する
と、大半の社会が子ども
たちの周りに張り巡らそう
とする従来の保護対策が
はぎ取られる可能性が生
じる。
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3 つの形態のリスク：コンテンツ、
接触、行為

現在、研究者たちは一般に、子どもたちがオ
ンラインで遭遇するさまざまなリスクを、「コン
テンツ」、「接触」、「行為」という3つのカテゴリー
にまとめている2。

コンテンツ・リスク：子どもが、望ましくな
い不適切なコンテンツにさらされるケースであ
る。性的、わいせつ及び暴力的な画像や、一部
の形態の広告、もしくは、人種差別的、差別的な、
またはヘイトスピーチを含む素材、そして自傷、
自殺、拒食症といった不健全または危険な行動
を擁護するウェブサイトなどが含まれる。

接触リスク：子どもが、危険なコミュニケー
ションに参加するケースである。例えば、不適
切な接触を求めていたり、性的目的で子どもを
誘ったりしているおとなとのコミュニケーショ
ンや、子どもを過激主義者にしようとしたり、
不健全または危険な行動に参加するよう扇動を
試みたりしている者たちとのコミュニケーショ
ンなどである。

行為リスク：子どもが、危険なコンテンツや
接触の一因となるような行動を取るケースであ
る。子どもが他の子どもたちに関する憎しみに
満ちた素材を書いたり作成したりする行為、人
種差別を煽る行為、または自ら制作している素
材を含め、性的な画像を掲示したり配信したり
する行為などが含まれる。

ウ ィ ニ ー・ モ レ イ ラ（Winny 
Moreira）さん（真ん中）は、ネッ
トいじめに遭った自らの体験を利用
し て、 画 面 に 映 し 出 さ れ て い る
YouTube 動画を制作した。この動画
の目的は、ブラジルの他の少女たち
がインターネット上で自分自身を守
るのを支援することである。
© UNICEF/UN017649/UESLE I 

MARCELINO
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一般にさまざまな形態のリスクを分類するこ
とは比較的容易であるが、例えば特定のオンラ
インの画像や活動と個々の子どもたちとのリス
ク関係を見極めることは、はるかに難しい。そ
の理由のひとつは、リスクを構成している要素
に対する考え方が、文化によって大きく異なっ
ている点である。例えば、テキストメッセージ
や「セクスティング」を含め、オフライン及び
オンラインメディアを利用した子どもたちの間
での合意に基づく性的探究は、容認されている

文化とそうでない文化がある。したがって、リ
スクは必ずしも行動そのものの作用ではなく、
場合によっては社会がその行動をどのように捉
えているかの表れである場合もある3。

同様に、別々の子どもたちがオンラインで同
じ経験をしていながら、まったく異なる結果に
遭遇する可能性もある4。欧州全域を対象とした
2009 年のある調査では、オンラインで閲覧で
きるわいせつなコンテンツに対して、子どもた

ICT 関連の危害の類型

コンテンツ・リスク
受信者である子どもたち

接触リスク
おとな主導の活動への
参加者である子どもたち

行為リスク
被害者／行為者である
子どもたち

攻撃及び暴力 ◦自己非難及び自傷
◦自殺に関するコンテンツ
◦差別
◦  過激主義的／暴力的／凄惨

なコンテンツにさらされる
こと

◦過激主義化
◦イデオロギーの扇動
◦ヘイトスピーチ

◦  ネットいじめ、ストーカー
行為及びハラスメント

◦  敵対的で暴力的な仲間との
活動

性的虐待 ◦  わいせつなコンテンツに、
好ましくなく／有害な形で
さらされること

◦セクシャルハラスメント
◦性的行為の勧誘
◦セクシャル・グルーミング

◦児童性的虐待
◦  児童虐待素材の制作及び消

費
◦  子どもが作成したわいせつ

画像

商業的搾取 ◦埋め込みマーケティング
◦オンラインギャンブル

◦  個人データの違反行為及び
悪用

◦ハッキング
◦詐欺及び窃盗
◦ セクストーション（性的脅

迫）

◦児童性的虐待のライブ配信
◦子どもたちの性的搾取
◦  性的搾取を目的とした人身

売買
◦  旅行者や観光客による子ど

もたちの性的搾取

 
出典: Burton, Patrick, Brian O’Neill and Monica Bulger, A Global Review of Evidence of What Works in Preventing ICT-related Violence, Abuse and 
Exploitation of Children and in Promoting Digital Citizenship, forthcoming.
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ちの間にさまざまな反応が見られることが明ら
かになった。一部の子どもたちはまったく関心
を示さず、一部は面白いと思い、その他は見な
ければよかったと感じた5（通常、この反応はそ
の子どもが危害を受けたことを示すものと解釈
される）。調査対象となった子どもたちの大半は、
これらのタイプのリスクに直面したとき、積極
的（誰かに助けを求める）または中立的（リス
クを無視する）な戦略によって対応した。その
他の子どもたちは、リスクを軽減させることが
できなかったと思われ、最終的に自らその他の

「行為」リスクを引き起こしていた。

最後の要点：リスク自体は、本質的に悪いも
のではない。発達心理学者は、子どもたちがリ
スクへの適応の手法を学びレジリエンス（回復
力）を身につけるためには、ある程度のリスク
にさらされることが不可欠であると考えてい
る6。オフラインの世界では、この考え方は極め
てありふれているため、通常は当然のことと捉
えられている。子どもが初めて泳ぎや自転車の
乗り方を習う場合が良い例である。しかし、リ
スクに対する寛容さは、社会、文化、コミュニ
ティ、個々の家庭によってさまざまに異なって
いる一方で、一部のリスクは危害へと変わる境
界線との距離が、不安を感じさせるほど近いこ
とは、大半の人々が同意するところであろう。

リスクが危害になるとき

リスクがどの程度実際の危害へと変わるのか
を評価することは、極めて困難である。類型表
が示すとおり、リスクの説明に用いられるコン
テンツ・接触・行為の枠組みは、子どもたちが
オンラインで経験し得る実際の危害についての
考え方も提示している。

しかし、この分野におけるエビデンスに関す
るレビューによれば、たとえ重大な危害に苦し
む子どもたちの数はそれほど多くないとしても、
いざ危害が発生した場合、子どもに及ぼす影響
は極めて大きくなる恐れがある。そのため、十
分なリソースと注意を向ける必要がある7。長年
にわたり蓄積された膨大な事例によって実証さ
れているように、重大な危害は、自傷や自殺を
はじめ、現実の肉体的な外傷として現れるのと
同様に、精神的苦痛としても現れる。危害に対
する主要な懸念には、摂食障害や自殺を擁護す
るウェブサイト8 をはじめ、ネットいじめやオ

ンラインの児童性的虐待及び搾取などが含まれ
る。

ネットいじめ：「こんな仕打ちを受
けるべき人など誰もいない」

カナダのアマンダ・トッド（Amanda Todd）
さんが 13 歳の頃、ビデオチャット・ルームで
出会った男が、カメラの前で胸を露出するよう
に彼女を説得した。男はその画像を取り込み、
それを利用して、画像を彼女の友人や家族に送
ると言って、彼女を脅かした。彼女が脅しを無
視したところ、それから 2 年間にわたり、彼女
はいじめ（オンラインとオフラインの両方で）、
ハラスメント及び身体的暴行にさらされること
となった。彼女は苦しみから逃れようと試みた
が（彼女は転校し、引っ越しもした）、それでも
なお、オンラインの犯罪者とクラスメートの双
方による攻撃が続いた。この間彼女は、鬱、薬
物やアルコールの乱用、孤立、寂しさ及び自傷
行為に苦しんだ。そして 2 年後の 2012 年 10
月、アマンダさんは 15 歳で自殺した。

Cyberbullying Research Center では、ネッ
トいじめを、「コンピューター、携帯電話及びそ
の他の電子機器の使用を通じて加えられる、意
図的で何度も繰り返される危害」と定義してい
る。過去の世代であれば、いじめを受けている
子どもたちは、家に帰ったり一人になったりす
ることで、虐待やハラスメントから逃れること
ができたが、デジタル世界の子どもたちに安全
な避難場所はない。携帯電話、ラップトップ、
あるいはその他のインターネット接続機器を
持っていることにより、テキストメッセージ、
電子メール、チャット及びソーシャルメディア
への投稿が、昼夜を問わずいつでも届く可能性
がある。そしてオンラインでのいじめが続き、
仲間たちの間に広まり、被害を受けている子ど
ものオンラインとオフラインの両方の生活で、
風評被害がもたらされる。

いじめの加害者が、匿名のプロフィールの陰
に隠れ、自分たち以外の誰かになりすまし、そ
してワンクリックで、暴力的、中傷的、あるい
は屈辱的な言葉や画像を瞬時に拡散できる可能
性は、かつてないほど高まっている。

いじめの加害者が、暴力
的、中傷的あるいは屈辱
的な言葉や画像を瞬時に
拡散できる可能性は、か
つてないほど高まってい
る。
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さらに、一度そうしたコンテンツが投稿され
てしまうと、それを削除することは困難なため、
被害者が再び被害に遭うリスクが増大し、彼ら
が立ち直ることが難しくなっている。

ネットいじめの被害者は、その他の子どもた
ちよりも、アルコールや薬物を使用したり、学
校に通わなくなったり、直接のいじめに遭った
り、成績が落ち込んだり、自尊心の低下や健康
問題の増加に直面したりする可能性が高い。そ
うした虐待を乗り越えた人々が、時に自殺やそ
の願望につながる虐待の影響の重大さを語って
いる9。

先に述べたアマンダさんの話は、潜在的に過
酷なネットいじめの影響と、一度コンテンツが
オンラインで公開されてしまった場合の、制御
不能性を例証している（「当事者本人が作成した
露骨な性描写の素材」のボックスを参照）。強力
なエビデンスが示すところによると、少女の方
が、露骨な性描写の画像の送付をはるかに強く
強要され、またそうした画像が意図された受信
者以外に共有された場合に、はるかに過酷な批
判に苦しむ10。

またアマンダさんの体験は、ネットいじめと
従来のいじめとの間の流動性も示している。

自殺の 1 カ月前に、アマンダさんは 73 枚の
フラッシュカードを使い、YouTube に投稿した
9 分間の動画の中で自らの体験を話した。彼女
のカードには、クラスメートとのある厳しい直
接的衝突について記述されていた。「新しい学校
の 50 人の生徒たちの前で……／一人の男の子
がさっさとその子を殴れと大声で叫んだ／そし
て彼女はそうした……私を地面に投げ倒し、何
度も殴った／他の子がその様子を撮影していた。
たった一人地面の上に取り残された／私は、世
界中の笑い者になった気がした……こんな仕打
ちを受けるべき人など誰もいないと思った／」

アマンダさんの動画の話題は急速に広まり、
この報告書を書いている時点でおよそ 4,000 万
回も視聴されていた。彼女やその他の被害者の
話がきっかけとなり、2014 年にカナダ政府は、
本人の同意なしで人の私的な画像を配信するこ
とを違法として、オンラインハラスメントを撲滅
することを目的とした法案を提出した。この法案
は、潜在的なプライバシーの侵害であるとして
批判されている。もしこの法律が施行されると、
警察が、オンラインデータ、通話記録及びデジ
タルの足跡にアクセスできるようになってしま
うというのがその理由である。しかしこうした批
判を受けて、アマンダさんの母親で、青少年の
精神衛生の問題に重点を置いてアドボカシー（政

マダガスカルに住む 16 歳のシャル
メラ（Charmela）さんの家庭には、
彼女を学校に通わせるだけの経済的
余裕がない。そのため彼女は多くの
時間をインターネットに費やしてお
り、そこでオンライン勧誘に遭遇し
たことがある。
© UNICEF/ UN015588/PRINSLOO
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策提言）やアウトリーチ活動に参加している
Amanda Todd Legacy Society の創設者キャロ
ル・トッド（Carol Todd）さんは、連邦議会の「正
義及び人権に関する常任委員会」に対して次の
ように述べた。「プライバシーと安全は、二者択
一にすべきものではないと思います」

オンラインの児童性的虐待及び搾取

子どもを狙った性犯罪者が、全世界の潜在的
被害者と接触し、彼らの虐待の画像を共有し、
互いにさらなる犯行を促し合うことが、これま
でになく容易になっている。「この犯罪の規模は
衝撃的なものである」と国際刑事警察機構

（ICPO）の事務総長であるユルゲン・ストック
（Jürgen Stock）氏は述べ、次のように続けて
いる。「そしてこうした画像はボタンひとつで世
界的にオンラインで共有され、永遠に残り続け
得るという事実により、状況はさらに悪化して
いる。画像やビデオクリップが共有されたり閲
覧・視聴されたりするたびに、被害者の子ども
は繰り返し被害に遭うことになる」

技術の進歩によって、犯罪者が匿名性を保っ
たり、自分たちのデジタルの足跡を隠したり、
別人になりすましたり、一度に何人もの被害者
を追跡して彼らの居場所を監視したりできるよ
うになっている。モバイル機器の利用増加やブ
ロードバンド・インターネットへのアクセスの
増大により、犯罪者が、無防備なソーシャルメ
ディアのプロフィールやオンラインゲーム・
フォーラムを通じて、かつてないほど子どもた
ちにアクセスしやすくなっている。犯罪者はし
ばしば、まずこれらのプラットフォームで言葉
巧みに潜在的被害者に近づいて彼らの関心や信
用を獲得し、コミュニケーションの場を動画や
写真の共有プラットフォームへと移す。そして
そこでのやりとりが、コンテンツや金銭目当て
の恐喝や、オフラインでの接触につながる恐れ
がある11。

昔からある犯罪、そして新たな犯罪

隣人の家から性行為をライブ配信するよう強
要されたフィリピンの 12 歳の少女が、自らの
体験について語った。「外国人が『裸になろう』
と言い、私たちは服を脱ぎます……外国人は、

米国、オーストラリア、英国、中国の人たちで
した。私が『ショーを買いますか』と聞いて、
外国人が『イエス』と答えます」。彼女は、1 回
の「ショー」ごとに 3 米ドル相当の報酬をもら
えることになっていた。あるとき、彼女に対す
るオンライン虐待者の一人が米国から彼女に会
いに来ていたが、彼女はその人物との接触から
逃れることができ、その後踏み込んだ警察によっ
て救出された。「両親は、私がそうしたショーを
行っていることを知りませんでした。私は両親
に嘘をついていました。でも私はそのことを後
悔しています」。彼女は、隣人が裁判所で裁かれ
るまで保護施設で暮らさなければならない12。

オンラインの世界が児童性的虐待及び搾取と
いう犯罪を作り出したわけではないが、オンラ
インによって二つの点で著しい変化が生じてい
る。従来の「一般的な」犯罪が容易になってい
ることと、まったく新しい形の犯罪が生まれて
いることである。

これらの影響は、国際連合薬物犯罪事務所
（UNODC）による最近の調査において示されて
いる13。それによると、新たな ICT によって、
被害者や児童性的虐待に関する素材へのアクセ
スが増大し、組織的に犯罪を行う者はより大き
な利益を得ることになり、また加害者にとって
は、身元が特定されて起訴されるリスクが軽減
され、犯罪者が社会的支持を獲得でき、被害者
に対する危害のレベルは上昇する可能性がある
ことが示されている。結果として、現在子ども
たちに対する「一般的な」形の犯罪の機会が増
大し、危害が生じる潜在的可能性が高まってい
る。UNODC が指摘している新しい形の児童虐
待及び搾取については、「オーダーメイド型」の
児童性的虐待に関する素材、当事者本人が作成
したコンテンツ、性的虐待のライブ配信などが
含まれる。

また UNODC の調査では、子どもたちの性的
搾取（性的搾取を目的とした子どもたちの人身
売買や、旅行者や観光客による子どもたちの性
的搾取）についても検証している。調査では、
ICT によって人身売買活動のコストが低下して
いることが示されている。人身売買業者は、「主
に携帯電話や、タブレットなどのモバイル機器
を通じて、あるいはそれだけを用いて、募集、
宣伝、組織化、及び意思疎通を行うことができ、
自分たちの活動の合理化やネットワークの拡大
を効果的に行うことができる」。これにより、現

人身売買業者は、主に携
帯電話を通じて、あるい
はそれだけを用いて、募
集、宣伝、組織化及び意
思疎通を行うことができ
る。
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代の奴隷制度のための新たなデジタル市場が作
り出されている14。また、犯罪者による、被害
者の動きに対する掌握力も強化されている。彼
らは被害者に対して、顧客と会う前と後に必ず
自分に電話をするよう命じることができるだけ
でなく、GPS 対応の機器を使って被害者の動き
を追跡することもできる15。

国境のない犯罪

インターネット監視財団（IWF）によれば、
2016 年には、5 万 7,335 のユニフォーム・リ
ソース・ロケーター（URL）に、児童性的虐待
に関する素材が含まれていた。そのうち 60%
は欧州、37% は北米にあるホストコンピュー
ターから配信されていた。IWF が特定した児童
性的虐待に関連する全 URL の 92% が、オラン
ダ、米国、カナダ、フランス及びロシア連邦（URL
の多い順に記載）の 5 カ国にあるホストコン
ピューターから配信されている16。

そうした虐待の被害者の 53% は、10 歳以下
の子どもたちであった。驚くような数字である

が、それでも 2015 年の 69% からは低下して
いる。しかし、11 ～ 15 歳の子どもたちの画像
の 数 は、2015 年 の 30% か ら 2016 年 に は
45% に増加した。こうした変化の理由のひと
つは、オンラインで共有される当事者本人が作
成したコンテンツが増えていることである（「当
事者本人が作成した露骨な性描写の素材」のコ
ラムを参照）。

2016 年に、26 カ国の警察官を対象とした
調査に関する NetClean 社の報告書により、そ
れらの警察官が各自の捜査の中で取り扱う素材
には、主に欧州と北米の子どもたちが描写され
ていることが示された。この調査においてある
回答者は、被害者になる可能性が高いのは、「一
人当たりのインターネット接続機器保有台数が
多く、なおかつ信頼できるインターネットサー
ビスが提供されている国」か、「子どもたちに対
する性犯罪を禁止する法律がほとんどあるいは
まったくなく、なおかつ子どもたちに容易にア
クセスできる国」に住んでいる子どもたちであ
ると説明した17。

欧州刑事警察機構の 2016 年の報告書では、

当事者本人が作成した露骨な性描写の素材

児童性的虐待に関連する素材特定におけ
る新たな課題は、当事者本人が作成した露
骨な性描写の素材が出現してきたことであ
る19。これは合意に基づく「セクスティング」
と結びつけられる場合が多いが、オンライン
での勧誘やグルーミング、セクストーション
（性的脅迫）などを通じた、合意なしで作成
された素材が含まれている場合もある20。

この傾向についてはさらなる調査が必要
とされるが、若者が作成した性的コンテン
ツに関する 2015 年のインターネット監視
財団（IWF）の報告書では、一度コンテン
ツがインターネット上に投稿されてしまっ
た場合に、それを制御する能力がどれだけ
失われるかが明らかになった。同財団の調
査の一環として評価された画像及び動画の
89.9% が、「最初にアップロードされた場
所から抽出され、第三者のウェブサイトを

通じて再配信されていた」。

当事者本人が作成した性的コンテンツの
素材は、モバイル機器を使って生成されて
いると考えられる場合が多いが、15歳以下
の子どもたちを描写したコンテンツの
85.9%は、ウェブカメラを利用して作成さ
れていた。

この調査で明らかになった 3つ目の重要
な点は、13歳以下の子どもたちを描写した
コンテンツの割合の高さであった。IWFは、
「子どもたちをそうしたコンテンツの作成及
び配信へと突き動かしている原動力を理解
するための、さらなる調査」と、「幼い子ど
もたちとその親に対して、子どもたちがオ
ンラインで負っているリスクを強調するた
めの、若年層を対象とした意識向上キャン
ペーンの必要性」を呼び掛けている21。

児童性的虐待に関連する
全URLの92%が、オラ
ンダ、米国、カナダ、フラ
ンス及びロシア連邦の5
カ国にあるホストコンピュー
ターから配信されている。
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オンラインのリスクに対する子ども
たちの考え方は、おとなとは異なっ
ている可能性がある。おとなは、オ
ンラインで見知らぬ人と出会うこと
を大いに危険であると考えることが
あるのに対して、子どもたちはそう
した出会いを、新しい友人を作る機
会と捉える場合がある。© UNICEF/

UNI190722/D’AKI
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2012 年から 2017 年までの間に、「1 億人も
の子どもたちが初めてインターネットに接続す
ることになり……そのうち 80% はモバイル機
器を通じて接続することが予想される。これら
の子どもたちの多くは、アフリカ及び東南アジ
ア諸国から接続する」と指摘されている。適切
な保護対策が整備されなければ、新たに ICT が
利用できるようになった国や地域では、より多
くの子どもたちがインターネット上で危害を受
けるリスクにさらされることになる。

新たな課題

子どもたちに対するオンラインの性犯罪と闘
う上でのひとつの課題は、絶えず進化を続ける
というデジタル技術の性質である。従来通りピ
アツーピア・ネットワーク（P2P）によって、
また徐々にダークウェブ（Dark Web）（右図を
参照）によっても児童性的虐待素材（CSAM）
の交換が助長されているが、児童性的虐待のラ
イブ配信や当事者本人が作成した露骨な性描写
の素材（「当事者本人が作成した露骨な性描写の
素材」のコラムを参照）など比較的新しい課題
も存在しており、それらにより CSAM の量が増
加しつつある18。

デジタル通貨とダークウェブ

児童虐待のライブ配信の増大を助長している
もうひとつの要因は、暗号通貨すなわち匿名決
済システムの利用や、メディアを共有するため
のエンド・ツー・エンドの暗号化プラットフォー
ムの利用の増大である。これらは、コンテンツ
をダウンロードする必要がなく、またたとえダ
ウンロードしたとしても、プリインストールさ
れたソフトウェアによってアクセス不能にした
りすばやく痕跡を消去したりすることができる
ため、児童虐待の証拠を集めようとしている法
執行機関にとって深刻な問題をもたらす22。
P2P ネットワークを通じたファイル共有によっ
て、表層ウェブ上で行われるものであれ深層ウェ
ブ（検索エンジンによってインデックスされず、
大半のユーザーからは見えないインターネット
の一部）を通じて行われるものであれ、CSAM
の配信が大きく形を変えて拡大されている23。

深層ウェブの中にあるのが「ダークウェブ」で、
そこには意図的に隠されたコンテンツが含まれ

ている。アクセスするために、特別な匿名性付
与ウェブブラウザが使用される。その一例が
Tor（The Onion Router）である。インターネッ
ト・ガバナンス・グローバル委員会（Global 
Commission on Internet Governance: GCIG）
による調査で指摘されているように、「ダーク
ウェブはジレンマを引き起こす。Tor やその他
の類似システムの技術により、非合法市場、荒
らし及びオンラインの児童虐待組織が急増する。
その一方で、そうしたシステムによってもたら
される匿名性は、ネットサーフィンをしたり、
検閲されたコンテンツにアクセスしたり、その
他の手段で自由な表現における真の権利を行使
したりするために技術の保護を必要とする、抑
圧的な管理体制の下に置かれている人々を守る
役目も果たしている」24。

GCIG の報告書は、「人間社会の他のすべての
側面のように、ダークウェブに対しても取り締
まりが必要である」と提言して締めくくられて
いる25。

人間社会の他のすべて
の側面と同じく、ダーク
ウェブに対しても取り締ま
りが必要である。

図3.1　インターネットの構成要素

表層ウェブ
グーグル、YouTube、フェイスブック、
スナップチャット、インスタグラムなど

深層ウェブ
データベース、記録、文書（医療、学術、

法務、財務）など
標準の検索エンジンではインデックス

されないその他のコンテンツ

ダークウェブ
TOR、P2P ネットワーク、児童性的虐待

素材、違法なコンテンツや活動など
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これはつまり、サイバー犯罪に対するリソー
スを増やしたり、法執行官を訓練してサイバー
犯罪に対処する能力を強化したりするなどして、
全世界の犯罪者を突き止めて裁きを受けさせる
ための、地域の法執行機関の取り組みをサポー
トするということである。

どの子どもたちが最も危害を受けや
すいか

インターネットに接続するすべての子どもた
ちが、ある程度のリスクに直面するが、必ずし
も全員が同じレベルのリスクに直面するわけで
はない。同様に、一部の子どもたちは他の子ど
もたちより危害を受ける可能性が高い。なぜだ
ろうか。驚くことではないが、オフラインで危
害を受けやすい子どもたちは、オンラインでも
危害を受けやすいことが調査によって次第に明
らかになっている。子どもたちからの報告では、
オフラインでより大きなリスクにさらされてい
る子どもたちは、オンラインでもより大きなリ
スクにさらされているだけでなく、リスクに由
来する危害を受ける可能性も高い26。オンライ
ンでの脆弱性とオフラインでの脆弱性との間の
こうした関連性は、世界で最も弱い立場にある
子どもたちや社会から取り残されている子ども
たちの一部が直面している課題を、さらに複雑
なものにする要因となり得る。

最も危害を受けやすい子どもたちは誰なのだ
ろうか。最も社会から取り残されているコミュ
ニティやグループの一部についての調査は残念
ながら不十分であるものの、現存するエビデン
スからは、オンラインで最も危害を受けやすい
子どもたちには、少女、貧困世帯の子どもたち、
子どもに対するさまざまな形態の性的虐待や性
的搾取に対する理解が不十分なコミュニティに
暮らす子どもたち、学校に通っていない子ども
たち、障がいのある子どもたち、鬱病や精神衛
生上の問題に苦しんでいる子どもたち及び社会
から取り残されているグループの子どもたちが
含まれることが示唆されている。また、デジタ
ルアクセスに関する指導や認識の欠如も、子ど
もたちを危険にさらす要因となる27。

オンラインとオフラインのリスク：「表
裏一体」

ネットいじめと現実世界でのいじめとの間の
関連性は、特に顕著である。10 万人を超える子

どもたちから回答を得た英国の大規模調査によ
り、オフラインでのいじめを受けずにネットい
じめだけを経験したという子どもたちは、ほと
んどいないことが明らかになった28。「ここでの
主要な要点は、ネットいじめを単独の事柄とし
て考えても意味がないということである」と、
調査報告書の共同執筆者であるオックスフォー
ド・インターネット・インスティテュートのア
ンドリュー・プシビルスキ（Andrew Przybylski）
氏は BBC に語った。「子どもたちの親、学校の
運営者あるいは支援策の立案者は、ネットいじ
めと現実世界でのいじめが、表裏一体であると
考えるべきである」29

また、ネットいじめやオンラインハラスメン
トにおける、ジェンダーの影響も明白である。
あるオーストラリアの調査報告書の執筆者によ
れば、オンラインでの、特に 30 歳未満の女性
へのハラスメントは、「確立した規範」になる危
険性がある30。オンラインでのハラスメントは、
オフラインでの性差別や女性嫌悪の明らかな延
長である。「女性と少女に対するサイバー暴力：
全 世 界 へ の 警 鐘（Cyber Violence Against 
Women and Girls: A world-wide wake-up 
call）」というタイトルの、国連のデジタル開発
のためのブロードバンド委員会による 2015 年
の報告書では、「オフラインでの暴力とオンライ
ンでの暴力、すなわち『物理的』VAWG（女性
と少女に対する暴力）と『サイバー』VAWG は、
互いに煽り合っている」と述べられている。

さらに、子どもたちの性同一性もひとつの要
素になっていると考えられる。米国の 13 ～ 18
歳のインターネットユーザー 5,907 人を対象
にした 2013 年の調査により、自分を女性同性
愛者、男性同性愛者、両性愛者またはトランス
ジェンダーと認識している子どもたちは、オン
ラインでセクシャルハラスメントを受けるリス
クが不相応に高いことが判明した31。同様に、
スウェーデンの子どもたちを対象にした 2008
年の調査では、同性愛や両性愛が、オンライン
での性的行為の勧誘を予測する上での重要な要
因であることが明らかになった32。

もうひとつの重要な要因は、障がいである。
10 ～ 17 歳の子どもたちを対象にした、Youth 
Internet Safety Survey の一環として収集され
たデータにより、特別な教育ニーズのある子ど
もたちは、オンラインのリスクにさらされる可
能性がより高いことが示された33。ここでもま
た、明白な性差が見られた。特別な教育ニーズ

オンラインでの、特に30
歳未満の女性へのハラス
メントは、「確立した規範」
になる危険性がある。
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のためのサービスを受けている少女たちの方が、
同様の少年たちよりも、オンラインでの性的行
為の勧誘を受ける可能性が 3 倍も高いことが報
告されている。

具体的証拠はないものの、移民の子どもたち
はもとより、移動を余議なくされている子ども
たちや難民キャンプで暮らしている子どもたち
についても、潜在的なオンラインでの脆弱性が
懸念されるいくつかの理由がある。

イタリアにおける調査により、移民の子ども
たちは、元々そこに住んでいる子どもたちより
いじめに遭うリスクが高くなりがちであること
が示されている34。さらに、移動を余議なくさ
れている子どもたちや難民キャンプで暮らして
いる子どもたちにも特別なリスクがあり、国際
連合難民高等弁務官は、一部の子どもたちが「暴
力や虐待を受けるひときわ高いリスク」にさら
されていると警告している。オフラインとオン
ラインのそれぞれの暴力の間に実証された関連
性があることと、移動を余儀なくされている子
どもたちが、コミュニケーション、娯楽及び情
報へのアクセスの手段としてデジタル技術を利
用していることを考えると、これらの子どもた
ちが直面している潜在的なオンラインリスクに
ついては、さらなる調査を行う価値がある。

少数派グループの子どもたちは、オンライン
での暴力や搾取による危害を特に受けやすい立
場にある可能性がある。オンライン空間は、自
分が「みんなと違う」ために交友や情報を求め
ている子どもたちにとっての避難所となり得る。
これは、文書で十分に立証されているインター
ネットの利点である35。しかし、自分たちの助
けになると認識されている空間が、一転してハ
ラスメントやいじめの場になり得るという事実
により、その出来事に付随するトラウマや危害
がさらに悪化する恐れがある36。

オンラインの性的虐待及び搾取への脆弱性

2014 年にはオンラインの児童虐待がサイ
バー犯罪の主要な形態であったフィリピンで、8
歳の少女が、有料での視聴を希望する外国人向
けに、隣人のウェブカメラの前で 1 日 3 回性的
行為を行うよう強要されていた。「もらったお金
で食べ物を買いました。もらえたのは約 300 ペ
ソ（6 米ドル）でした」と彼女は言った。「お母
さんは、そのことについて何も知りませんでし

た」。その後、警察の作戦によって救出された彼
女は、現在その隣人を被告とした訴訟が終わる
まで、保護施設で暮らすことを強いられている。

「お母さんや家族に会いたいです」。自分が体験
したことを振り返って彼女は言った。「怒りを感
じています。あのことはもう忘れたいです」37

オンラインの性的虐待及び搾取において、被
害の受けやすさは子どもの年齢によって異なる
可能性がある。例えば幼い子どもたちの場合、
家庭内や、または信頼される地位にある、ある
いは信頼関係があるおとなや年上の子どもから
特に虐待を受けやすい。

対照的に、青少年の場合には、デジタル領域
の犯罪者からの虐待をはじめ、家族以外の虐待
者からのより広範なリスクにさらされることが
多い。14 歳のときに、まったくの他人ではな
く昔付き合っていた恋人からオンラインで性的
搾取を受けたエルサルバドルの少女は、彼から

「衣服をあまり着ていないかまったく身につけて
いない」自分の写真を要求されたと説明した。「嫌
な気持ちが増しました」と彼女は話す。それか
ら数カ月後に彼女がその恋人と別れると、別れ
た恋人は彼女の裸の写真を掲載したソーシャル
メディアのプロフィールを作成した。「そのプロ
フィールから友達申請が届いたとき……私は自
分の世界が崩壊していくように感じました。私
の友人全員、母親、それに姉妹にまで友達申請
が送られたのです」。プロフィールが公開される
と、彼女は警察へ駆け込んだ。「警察には、写真
を送った私のせいだと言われました」。その出来
事のあと、「虐待されたように感じました。精神
的に本当に傷つきました。でも彼は何の処罰も
受けませんでした」と彼女は言った。彼女は、
他の子どもたちが自分のこの体験から学んでく
れることを願っている。「私は、他の少女たちが
自分と同じ目に遭わないように、自分の体験談
を語る決心をしました」38

リスクに対する子どもたちの意識

脆弱性を評価する際には、しばしばおとなた
ちとは大きく異なる、オンラインのリスクに対
する子どもたち自身の考え方を考慮することも
重要である。

おとなは、オンラインで見知らぬ人と出会う
ことを、自分の子どもたちがインターネット上
で遭遇し得る最大の危険のひとつと見なすこと

私は、他の少女たちが自
分と同じ目に遭わないよう
に、自分の体験談を語る
決心をしました。
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しかしながら、彼らの最大の懸念はオンラインの
プライバシーで、特に見知らぬユーザーが自分の
個人情報にアクセスする可能性を心配していた。
「プライバシーを侵害されないように注意してい

ます」ブラジルの 17 歳の少女

「自分のプライバシーには注意を払い、自分が共
有しているものや、自分の写真とステータスを、
誰でも見られる設定にはしないよう気をつけてい
ます」グアテマラの 15 歳の少年

「ソーシャルメディアには負の側面があります。
他人が私のプロフィールを利用して、別のアカウ
ントを作ることができるからです。これは絶対に
悪いことです」ポルトガルの 15 歳の少女

彼らは、プライバシーの侵害が、なりすましや画
像の不正利用など、さらなる問題につながり得る
ことを理解していた。
「個人情報の漏えいを心配しています。そうなる

と僕のお金や個人情報が漏れることになるからで
す」韓国の 14 歳の少年

「私は、悪い人たちがそれにより私たちの不快な
動画を制作できるような写真はアップロードしま
せん」ブータンの 16 歳の少女

一方で、何人かの参加者からは、親や養育者が、
自分がインターネット上に投稿したものを閲覧す
るかもしれないという懸念も報告された。
「自分の両親が私のメッセージを読むのではない

かと心配になります」ブルンジの 15 歳の少女

彼らは、さまざまなプラットフォームや機器全体
にわたってプライバシーを守るための、幅広い戦
略を挙げた。
「特にチャットをしているときに、個人情報を開

示しないように注意しています」コンゴ民主共和
国の 16 歳の少女

「自分のツイッターのアカウントをロックして、
実生活の中で知らない人たちはフォローしないこ
とにしています。顔や場所の写真をアップロード
する前に、一度立ち止まってよく考えます」日本
の 17 歳の少女

参加者のもうひとつの懸念は、オンラインでの不
愉快なまたは悪い出会いや、不適切または怪しい
ウェブサイトへのアクセスであった。
「ウェブサイトのコンテンツには注意を払いま

す。ウイルスの問題と、そのウェブサイトが私の
情報をインターネットに送信しようとするかもし
れないからです。」ブラジルの 16 歳の少女

「性的な写真や不快な広告がアップロードされて
いることが理由で……フェイスブックの利用を避
けるようになっています」韓国の 14 歳の少年

プライバシーやネットいじめに対する懸念により、
一部の参加者はデジタル技術の利用を躊躇するよ
うになっていた。
「個人的に、ネットいじめ、その他のやり方でのハ

ラスメント、オンラインでの差別などを最も心配し
ており、そうした行為を見かけるたびに、やめさせ
るように努めています」ウルグアイの 14 歳の少女

「ネットいじめです。フェイスブックに投稿した
私の写真について、友人がコメントすることを恐
れています」ソロモン諸島の 16 歳の少女

「友人たちからネットいじめを受けています……
アニメなどの奇妙な趣味があると言って非難され、
これまでずっとからかわれてきました」マレーシ
アの 17 歳の少女

また、暴力、しつこいポップアップ画面、一方的
に表示される広告など、迷惑あるいは不穏なコン
テンツに遭遇する可能性も、利用を躊躇させる原
因となっていた。
「時々、ラップトップでグーグルやソーシャルメ

ディアを利用しているときに、ポップアップ広告
のようにポルノサイトが表示されることがありま
す」マレーシアの 16 歳の少女

世界子供白書 2017
ワークショップ * の参
加者に、オンライン世
界における各自の懸念
について尋ねたところ、
参加者からはさまざま
な回答が聞かれた。一
部の参加者は、コンテ
ンツ、接触及び行為リ
スク（「ICT 関連の危害
の類型」の表を参照）
に関する懸念を指摘し、
おとなたちと同じよう
な意見を示したが、そ
うでない参加者もいた。
例えば、一部の参加者
は懸念すべき事項とし
て、技術的問題や自分
たちのオンライン生活
への親の立ち入りを挙
げた。

青少年が考えていること……
オンラインのリスク及び危害



83

*  参加者の回答は必要に応じ
て短縮され、また分かりやす
いように編集されています。

要約すると
青少年たちは、自分

たちの日常生活におけ
るデジタル技術の影響
について現実的な懸念
を感じている。彼らは、
オンラインで関わりた
いという願望と、自分
たち自身を守る必要性、
自分たち及び他者に対
する自らの責任、及び
自分たちがデジタル時
代の中で健全に生活し
成長できるよう手助け
するというおとなたち
の責任とを天秤にかけ
ることになったときに、
葛藤を感じやすい。

参加者は、ハッキング、ウイルス及びマルウェア
の被害に遭う可能性を特に心配していた。
「もし自分のアカウントがハッキングされた場合

に、誰かに私の名前で変なものを公開される恐れ
があることを心配しています」ブルンジの 16 歳
の少女

「自分の PC に悪影響を及ぼす恐れのあるサイト
上の広告に注意しています。ウイルスによって、
自分の PC に悪影響が及ぶことが心配だからです」
モルドバ共和国の 16 歳の少女

参加者は、青少年のデジタル技術の利用に対する
親たちの懸念について議論した。彼らは、そうし
た懸念は時として自分たちの懸念とは異なってい
ることに言及し、親たちは主に、インターネット
が自分の子どもに及ぼし得る悪影響を心配してい
るようであると述べた。
「両親は、僕がオンラインで喫煙や飲酒のような

悪いことを覚えてしまわないか心配しています」
マレーシアの 17 歳の少年

「両親は大抵、インターネット上の相手が僕の知
らない人である場合に慎重になります。こうした
接触には危険が潜んでいるため、警戒することは
理にかなっていると思います」ブラジルの 16 歳
の少年

また、こうしたオンラインコンテンツが深刻な結
果をもたらし得ることについても、心配している
ようであると述べた。
「おとなたちは、僕たち自身のためを思って心配

してくれていると思います。大勢の若者たちがテ
ロリスト集団に参加しているのも、やはりインター
ネットを通じて行われているからです」中央アフ
リカ共和国の 15 歳の少年

数名の参加者は、親や養育者は自分たちがオンラ
インで適切に振る舞うことを信用していないと感
じていた。
「彼らは、みんなが私の悪口を言っていないかど

うかよりも、私が他人の悪口を言っていないかど
うかを心配しています」日本の 16 歳の少女

あるいは、意図的か否かは別にして、子どもたち
が性的コンテンツをはじめとした不適切なコンテ
ンツを閲覧することを心配していると感じていた。
「わいせつなコンテンツを見るためにインター

ネットを利用していると親に思われていないか、
心配しています」東ティモールの 13 歳の少年

また参加者からは、おとなたちは、子どもたちが
デジタル機器に多くの時間を費やしすぎて、学業
に集中できなくなることを心配しているという意
見も聞かれた。実際に、参加者も同様の懸念を抱
いているケースが多く見られた。
「学校の成績が下がることを恐れています」タイ

の 16 歳の少女

「先生は、僕が先生から与えられた宿題をやらな
くなり、オンラインで時間を浪費するようになる
ことをとても心配していました」マレーシアの 17
歳の少年

時として旧世代の人たちの考えに不満を抱くこと
はあるものの、参加者は親たちの懸念を、子ども
に対する心からの愛情と、子どもを守りたいとい
う強い願望から生じているものであると感じてい
た。
「おとなたちは明らかに、私たちのことを気にか

け愛しているからこそ、こうしたことを心配して
いるのだと思います。私たちに、何らかの問題に
巻き込まれて欲しくないのです」ブータンの 16
歳の少女

「彼らは私たちのためにできる限りのことをした
いと思っています。私たちのより良い将来を望ん
でいるからです」グアテマラの 16 歳の少女

「おとなたちがこうした心配をしているのは、子
どもたちのことを、繊細でだまされやすく、悪い
ことに巻き込まれたり誘拐されたりする恐れのあ
る弱い存在であると考えているからです」ブルン
ジの 17 歳の少年
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があるが、子どもたちや 10 代の若者たちはそ
れを、新たな人々と出会い、さらにはロマンチッ
クな関係までも築くような機会と捉える場合が
ある39。また子どもたちは、インターネット上
での自分たちのプライバシーを重視しているが

（「特集：インターネット上における子どもたち
のプライバシーの保護」を参照）、自分のプライ
バシーに対するリスクには、企業や政府機関な
ど自分たちの領域の外部からもたらされるもの
と、自分が所属する集団の内部から生じるもの

（過保護な親、おせっかいな親、こっそりと監視
する親）があると考えている40。

南アフリカの 13 ～ 17 歳の子どもたちを対
象にした 2012 年のある調査では、ほとんどの
子どもたちが、リスクがいかにしてオンライン
空間からオフライン空間へと移行するかを含め
て、自分たちがオンラインで遭遇し得るリスク
を認識していた。また彼らは、自分たちにはそ
うしたリスクに対処する能力があると感じてお
り、また重要なこととして、インターネットに
接続することによる恩恵（特につながっている
という感覚）を得るためには、リスクを負って
も構わないとも述べていた41。

しかし、この行為主体性の感覚がどのように
展開しつつあるかについては、各国間や子ども
たちの年齢の間でばらつきがある。アルゼンチ
ン、フィリピン、セルビア及び南アフリカで行
われた最近の Global Kids Online の調査では、
自分のプライバシー設定の有効化や変更の方法
を知っている 15 ～ 17 歳の子どもたちのパー
センテージに、68% から 98% までの幅があっ
た。より幼い子どもたちを対象にした、フィリ
ピン、セルビア及び南アフリカでの調査では、
そのパーセンテージは著しく低く、5% から
40% までにすぎなかった42。

デジタル時代における危害の防止

子どもたちがオンラインで直面し得る幅広い
リスクに対しては、子どもたちの行動に着目し
たものや技術的ソリューションに重点を置いた
ものなど、極めて多様な対応策が必要とされる。
しかし、そうした対応策のすべてに共通してい
るのは、広い視野の必要性である。どのような
リスクに直面しているかにかかわらず、オンラ
インの子どもたちを守るには、子どもの生活の
あらゆる状況と幅広い関係当事者を考慮した、

総体的で調整された対応策が必要とされる。こ
の関係当事者には、子どもたちを守る役割を担
う、親、教師、政府機関、企業、そして子ども
たち自身が含まれる。

子どもの生活のあらゆる状況の理解

子どもたちのオフラインとオンラインそれぞ
れの脆弱性には極めて強い関連性があるため、
彼らがオンラインで直面するリスクに対しては、
オフラインのリスクも含めた子どもの総合的状
況に照らして取り組む必要がある。世界保健機
関とユニセフ、子どもに対する暴力撤廃のため
の グ ロ ー バ ル・ パ ー ト ナ ー シ ッ プ（Global 
Par tnersh ip to End V io lence against 
Children）その他との協力の下で策定され、子
どもに対する暴力に関する国際連合事務総長特
別代表によって促進されている、子どもたちに
対する暴力の防止と対応に向けた枠組みである
INSPIRE では、暴力、虐待及び搾取への取り組
みのための 7 つの戦略が示されている。

	法律の施行及び執行
親、教師、あるいはその他の養育者による子

どもへの体罰を禁止する法律、オンラインを含
めてあらゆる形態の子どもの性的虐待及び搾取
を犯罪とする法律、アルコールの乱用を防止す
る法律、銃器やその他の武器への若者のアクセ
スを制限する法律

	規範及び価値観
制限的及び有害なジェンダー規範や社会規範

への固執を見直すこと、コミュニティ動員プロ
グラム、第三者の介入

	安全な環境
「危険な地域」を注視することによる暴力の削

減、暴力拡大の遮断、構築された環境の改善

	親や養育者の支援
家庭訪問を通じた支援、グループ内での支援、

コミュニティ環境の中での支援、包括的プログ
ラムを通じた支援

	所得及び経済力の強化
送金を通じた強化、ジェンダー公平性研修と

組み合わせたグループ預金及びグループ融資、
ジェンダー規範研修と組み合わせたマイクロ
ファイナンス
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	対応及び支援サービス
カウンセリング及び治療的アプローチ、介入

と組み合わせたスクリーニング、刑事司法制度
の中での少年犯罪者に対する治療プログラム、
社会福祉サービスを伴う里親制度による介入

	教育及びライフスキル
幼稚園／保育園、小学校、中学校への入学者

の増加、能力を育む安全な学校環境の確立、性
的虐待について及び性的虐待から自分を守る方
法に関する子どもたちの知識の向上、ライフス
キル及びソーシャルスキルの訓練、青少年向け
の、親密なパートナーによる暴力の防止プログ
ラム

これらの戦略は、実際にはどのように機能す
るのだろうか。規範及び価値観を変えることが
一例として挙げられ、今後その下で暴力的行為
が許されたり見逃されたりしないようにして、
ネットいじめを防止することができる。何が許
容され、何が許容されないかに影響を与えるこ
とで、仲間のいじめ加害者たちの行動にも影響
を及ぼすことができる43。

例えば、主にスペインで活用されている
ConRed Cyberbullying Prevention Programme
では44、学校環境の中で何が社会的に容認され、
望ましいのかを議論するための若者たちの
フォーラムを開催している。そこで生徒たちは、
いじめの被害者の気持ちになって考え、ネット
いじめがもたらす破壊的な結果を予測する。こ

エルサルバドルでは、この少女の元
恋人が、別れたあとにインターネッ
ト上に彼女の裸の写真を投稿した。
その後それらの画像は別の複数の
ウェブサイトにも掲載された。© 

UNICEF/UN018651/ZEHBRAUSKAS
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のプログラムの擬似実験的評価では、プログラ
ムによってネットいじめ（及びインターネット
への依存）が減少するとともに、安全に対する
生徒たちの認識が向上することが明らかになっ
ている45。

いくつかのプログラムでは、子どものインター
ネット上での安全性への入口として、子どもた
ちの親に焦点が合わせられている。EU の生涯
学習プログラムの一環である Cyber-Training 
for Parents Programme はオンライン研修と従
来の教室での講習を組み合わせた混合型学習イ
ニシアティブで、親たちはオンラインプラット
フォームにアクセスして自らのデジタルスキル
を向上させると同時に、ネットいじめを防止あ
るいは特定する方法に関する安全上の重要な情
報を提供される。

オンラインの児童性的虐待及び 
搾取の防止

WePROTECT Global Alliance to End Child 
Sexual Exploitation Online などの世界的取り
組みを通じて、主要な技術関連企業、国際組織
及び 77 カ国が、協調的対応を通じた児童性的
虐待及び搾取の撲滅に向けて、緊急的なコミッ
トメントを行っている。

WePROTECT イニシアティブの一翼を担うユ
ニセフは、オンラインの児童性的搾取に取り組
むために必要な、政府機関、市民社会及び民間
セクターの能力を構築するための、世界規模の
プログラムを実施している。2013 年以降、12
カ国の 6 万人を超える子どもたち、親及び教師
に、子どもたちにとってのオンラインリスクを

インターネット安全性キャンペーン

インターネットの安全性の問題に対する認識を向上させる
ため、オンラインでの責任ある行動を促すため、及び政策変
更を促進するために、全世界で数多くの国家的キャンペーン
が企画されている。例えばアルゼンチンでは、ユニセフとブ
エノスアイレスの州政府が、インターネット上での子どもた
ちの権利を促進する目的で、Digital�Coexistence プログラ
ムを立案した。インターネットの安全で責任ある利用方法を
子どもたちに示すとともに、親が自分の子どもたちをサポー
トできるよう手助けするための情報ガイドが作成された。ま
た、ユニセフ・アルゼンチン事務所は司法人権省と協力して、
#nodacompartir（「共有することはかっこいいことじゃな
い」）というハッシュタグを使い、攻撃的、侮辱的及び差別
的なコンテンツをオンラインで共有することによってもたら
される結果に対する、青少年たちの認識を向上させるための
キャンペーンを企画している。

ブラジルでは、ユニセフの Surf�Safe キャンペーンによっ
て、青少年たちのオンラインでの安全な行動を促進するとと
もに、ネットいじめとセクスティング、オンラインでの交友
とプライバシーなどの問題に取り組んだ。2015 年に立ち上
げられたこのキャンペーンは、おおよそ 1,450 万人の人々の
関心を集め、ソーシャルメディアで 100 万件を超える閲覧
数を獲得した。またユニセフの実施パートナーである
Safernet は、オンライン暴力の被害に遭っている子どもたち、
青少年及び若者を支援するためのヘルプラインも維持してい
る。2016年にこのヘルプラインが対処した主なトピックは、

ネットいじめが 312 件、セクスティングが 301 件、そして
個人データに関連する問題が 273件であった。

アルバニアでは、インターネットの安全性の問題に対する
認識の向上と、子どもたちとその親、教師及びサービス・プ
ロバイダーへの情報提供を目的として、2016 年 12 月に
#openyoureyes キャンペーンが立ち上げられた。英国政府
から資金援助を受けてユニセフが展開したこのキャンペーン
では、テレビコマーシャル、広告板及びポスターを併用して、
「インターネットに接続すると、時に危険なコンテンツや行
動に遭遇することになるであろうが、お互いに支え合い、ま
た親や先生に相談することで、こうしたリスクに対処できる」
ということを子どもたちに教えた。またアルバニアでは、オ
ンラインでの虐待や犯罪を報告するための、オンラインプ
ラットフォーム <www.Isigurt.al> も立ち上げられている。

またインドでも、#staysafeonline キャンペーンを通じて、
オンラインの世界を安全にナビゲートする方法や、オンライ
ンで安全を守るためにお互いに助け合う方法に関する、少年・
少女たちの認識の向上に向けた取り組みが実施されている。
ユニセフの報告書「Child�Online�Protection� in� India」で述
べられている所見や提言に沿って立案され、2016 年 9月に
立ち上げられたこのキャンペーンでは、子どもたちの間に、
「困っている友人の力になる」、「敬意を持って他者に接する」、
及び「真の友人になるために他者に助言をする」という 3つ
の中核的メッセージを広める取り組みが進められている。
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軽減する方法に関する情報が提供されている。
23 カ国の 1,000 人を超える ICT 業界の代表者
が、オンライン保護に関連する自分たちの役割
と責任についての協議会に参加した。また、14
カ国の 1,000 人を超える法執行官、検察官及
び裁判官が、オンラインの児童性的搾取という
犯罪に対する捜査能力や起訴能力を向上させ
た46。

9 カ国において、法執行機関や検察庁の中の
専門部署が、そうした犯罪に対する国家の捜
査能力や起訴能力を強化しつつある。例えば
グアテマラでは、サイバー犯罪捜査課と検察
庁が、オンラインの児童性的虐待に関する素
材を作成した二つのネットワークを解体した。
ヨルダンでは、子どもたちに対するオンライ
ン犯罪対策を専門とする新設の警察部隊が、
特別訓練を受けて学校を訪問し、オンライン
での搾取や虐待のリスク、自分の身の守り方
及びこうした犯罪の届け出方法に関する、子
どもたちの認識の向上を図った。この警察部
隊は、2016 年 11 月の始動以降、21 件の事
案に対処している。

「子どもたちが、安全にインターネットを利用
する方法を認識することが重要である」と、ヨ
ルダンの公安庁に所属するサイバー犯罪部隊の
アル・レファイエ（Al-Refaie）隊長は説明する。

「学校は、教育の一環として、子どもたちに基本
的なルールと認識を身につけさせるべきである。
親も不可欠な役割を担い、子どもたちとの率直
な対話を促進すべきであるが、時として親たち
には、何が安全な利用であるかという知識が欠
如している場合がある。子どもたちが、学校の
先生や自分の親から安全な利用について学んで
いない場合には、我々警察が必要な認識を身に
つけさせるように努めている」47

今後の課題の中で、欧州刑事警察機構は、デ
ジタル通貨や匿名決済システムの利用の増加や、
新たなソフトウェア暗号化方式の開発によって、
オンラインとオフラインのいずれの児童性的虐
待及び搾取に関しても、搾取者や人身売買業者
がその犯行の痕跡を隠すことが容易になると指
摘している。また、顔認識や位置情報ソフトウェ
アも、それによって犯罪者が潜在的被害者の身

元や居場所を特定できるようになることから、
被害を受けやすい子どもたちのリスクを高める
可能性があるものの48、一方でこれらの技術は
法執行機関が被害者を特定して救出するのにも
役立つ。

人工知能を利用したソリューション

10 年を超える調査により、毎秒何百件もの
児童虐待画像の検索が行われ、毎年何十万もの
児童性的虐待素材（CSAM）がピアツーピア

（P2P）ネットワークを通じて共有されているこ
とが示されている49。素材の量が莫大なため、
手作業での検出や特定はほぼ不可能となってい
る。幸いなことに、人工知能を利用したいくつ
かの新しいツールが、この切迫した課題への対
処に役立つかもしれない。

RoundUp や 子 ど も 保 護 シ ス テ ム（Child 
Protection System）などのデジタル・フォレ
ンジック・ツールは、P2P ネットワーク内の活
動を監視して、CSAM の共有に関与しているコ
ンピューター・ネットワーク内の地点の位置特
定と身元確認を可能にする。

マイクロソフトは、行方不明児童及び搾取被
害 児 童 問 題 対 策 国 際 セ ン タ ー に、 自 社 の
PhotoDNA 技術を寄贈した。国際刑事警察機構

（ICPO）の国際児童性的搾取（ICSE）データベー
スに統合されたこの技術の下では、1 枚の画像
から一意的なシグネチャー（デジタル「指紋」）
が生成され、それを比較することで、たとえ画
像に修正が加えられていたとしても一致する画
像を見つけ出すことができる50。

デジタル指紋は写真や動画のバイナリデータ
から生成され、それを利用することでインター
ネット上のどこにある画像でも見つけ出すこと
ができる。これにより、法執行機関はデータベー
スを保持して、既知の CSAM に修正が加えられ
たものも検出できる。データベースを利用する
ことにより、これまでに 50 近い国々から約
7,800 人の被害者が特定され（平均で 1 日当た
り 7 件の特定）、3,800 人を超える犯罪者が逮
捕されている51。

学校は、教育の一環とし
て、子どもたちに基本的
なルールと認識を身につ
けさせるべきである。
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搾取者と闘うR.AGE

2015 年時点で 10人中 7人を超える人々がインターネットに
接続していたマレーシアでは、インターネット接続の急速な伸び
が見られる。しかし、インターネット関連の犯罪に対する国内法
の改正や社会的理解の変化のペースは、必ずしもそれほど速くは
ない。青年ジャーナリスト集団の R.AGE は 2016 年に、主にユ
ニセフの支援を受けたキャンペーンを通じて、これらの問題の一
部に目を向けさせる取り組みに着手した。その目的は明白であっ
た。チャットアプリを利用して言葉巧みに子どもたちに近づく性
的搾取者を録画し、デジタル技術を利用して子どもたちを性的に
虐待しようと試みる犯罪者に対して子どもたちがどれだけ脆弱で
あるかを示すことであった。当時のマレーシアには、セクシャル・
グルーミングを取り締まる包括的な法律はなかった。

隠し撮りされたあるおとり捜査の中で、26歳のレポーターが
15歳の少女を装い、携帯電話のチャットアプリで知り合った一
人の男と会おうとした。男は、彼女をホテルの自室に来るよう説
得しようとして、彼女にこう告げた。「私が知っている若い女の
子は君一人じゃない。たくさんいるよ」

R.AGE グループの動画のうわさは急速に広まり、わずか 6カ月
強の間に 370 万回も視聴され、それがきっかけで法律の強化を
求める国民的議論や運動が行われるようになった。マレーシアで
はグルーミングやオンラインの児童性的虐待が行われており、そ
れがマレーシア国民の手によるものであるという事実は否定でき
ないものであった。「マレーシアでこの問題がどれだけ蔓延して
いるかを知って、ショックを受けました」と、R.AGE のレポーター
のサマンサ・チャウ（Samantha�Chow）さんは述べている。

マレーシア法務大臣のアザリナ・オスマン・サイド（Azalina�
Othman�Said）氏によって始められた立法の取り組みを後押しす
るために、青年ジャーナリストたちはソーシャルメディアとイン
タラクティブ・マッピングを利用して、#MPsAgainstPredators
というハッシュタグの下で国会議員を一人ずつ動員しようと試
み、成功した。2017 年 4月にマレーシア議会は、画期的な「子
どもへの性犯罪法（Sexual�Offences�Against�Children�Act）」を
可決させた。現在では、オンラインとオフラインの双方における
子どもたちの安全を守るために、子どもたちに対するオンライン
のグルーミングやポルノによる子どもたちの搾取などの新たな犯
罪も対象とされている。

ネットいじめに遭った経験のある 17 歳のアンジェリン・チョ
ン（Angeline Chong）さん（中央）は最近、R.AGEの青年ジャー
ナリスト・プログラムに参加した。アンジェリンさんとR.AGE
の詳細については、<www.unicef.org/sowc2017> をご覧
いただきたい。© UNICEF/UN0140092/HUMPHRIES
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P2P ネットワークで共有されている、新たな
またはこれまで知られていなかった CSAM を特
定するために、欧州の研究者たちは、「iCOP」
と呼ばれる新たなソフトウェアツールを開発し
ている。このツールは、機械学習を利用して何
千ものファイルにトリアージ方式で優先順位を
つけ、ファイルを既知の素材と一致させるだけ
でなく新しいファイル名の検索も行う。人間の
能力の及ばない領域でライブ・フォレンジック
分析が行われることに加えて、このソフトウェ
アによって検出される素材（CSAM）は極めて
重要な意味を持つ。それらは最近の児童虐待や、
さらには現在進行中の児童虐待とも結びつく可
能性があるためだ52。

前進への道を示す

デジタル時代に子どもたちが直面するリスク
や危害に関するいかなる議論においても、さら
に二つの点を必ず考慮に入れなければならない。
ひとつは、最近の調査において、インターネッ
トを利用している子どもたちの大半が、それを
自分たちの生活における真に有益なものと捉え
ていることが明らかになったという点である53。
したがって、インターネットに接続している子
どもたちを守ろうとする際には、制限すること
よりも、子どもたちと養育者の間のオープンな
コミュニケーションや、デジタルに対する子ど
もたちの認識、レジリエンス（回復力）、及びリ
スクを管理する能力（現在だけでなく彼らの今
後の人生も視野に入れる）の構築に重点を置く
べきである。

もうひとつは、インターネットに接続してい
る子どもたちの保護と、情報へのアクセスや自
分たちの意見の表明に対する子どもたちの権利
の擁護との間に、本質的な緊張が存在するとい
う点である。ユニセフは最近の報告書の中で、「現
在の公共政策は次第に、インターネット上で子
どもたちが直面する、現実的ながらも過度に強
調されたリスクに基づいて決定されるように
なっており、表現の自由や情報へのアクセスと
いった子どもたちの権利に対する潜在的な悪影
響は、ほとんど考慮されていない」と主張し
た54。こうした緊張は多くの国において、情報
へのアクセスや表現に対する統制という根深い
政治的問題を反映しており、簡単に解決できる
方法はない。

共同責任

インターネット上で子どもたちの安全を守る
という任務は、いずれかひとつの部門や当事者
グループに課せられるべきものではなく、養育
者、教師、学校、政府機関、法執行機関、市民
社会及び民間セクターの間の協力と連携が不可
欠である。

例えば、性的虐待及び搾取の領域では、性的
暴力を取り巻く沈黙を破ることが極めて重要で
ある。これはつまり、子どもたち、家族、教師
及びコミュニティ（宗教団体、メディア、旅行・
観光部門、ICT 部門などを含む）の間における
動員、教育及び認識向上を通じて、児童性的虐
待及び搾取を支持する態度、規範及び振る舞い
に挑むということである。

また、法執行機関に十分なリソースと頻繁な
訓練を提供し、法執行官たちが、子どもたちを
巻き込んだサイバー犯罪の絶え間ない進化に後
れをとらないようにすることも不可欠である。
急速な技術の変化についていくことは、彼らに
とって不可能とは言わないまでも困難であるた
めだ。彼らが技術の変化についていけるように
するためには、とりわけ政府機関と民間セクター
による支援が必要とされる。革新的ツールの導
入に伴い、技術産業及びその研究者たちが、
CSAM の検出、特定及び削除をはじめ、被害者
の身元特定や犯罪者の発見においても、極めて
重要な役割を果たすことになる。

世界規模で相互接続されているインターネッ
トの性質上、子どもたちの保護は 1 カ国が独力
で 対 処 で き る 課 題 で は な く、 だ か ら こ そ、
WePROTECT Global Alliance Against Child 
Sexual Abuse Online が主導しているような国
際的取り組みに対するサポートが必要とされる。
こうした要求の緊急性は、インターネット上で
より多くの時間を費やす子どもたちが世界中で
増加するにつれて高まる一方である。適切で統
一された対策を講じることにより、まさに今日
初めてインターネットに接続する者もいるであ
ろう最も恵まれない子どもたちにとって、イン
ターネットが虐待や搾取により破壊される幼年
期をもたらすものになるか、あるいは人生にお
ける大きなチャンスへの入口となるかの違いが
生じるであろう。

技術産業が、児童性的
虐待素材の削除、被害
者の身元特定及び犯罪
者の発見において、極め
て重要な役割を果たす。
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エルサルバドルでは、インターネットの安全性に関する授業中に、この画面で「サイバー犯罪の被害者になってはならない！」と警告している。© UNICEF/

UN018678/ZEHBRAUSKAS
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オンラインあるいはその他の活動から収集さ
れたデータの処理は、すべての人々に影響を及
ぼし、それは必ずしも悪い影響であるとは限ら
ない（「特集：ICT が人道的活動をどのように支
えているか」を参照）。しかし、特に企業や国に
よる産業規模のデータ処理が若者たちにどのよ
うな影響を及ぼし得るかについて、重大な懸念
が存在する。時に子どもたちはそうした処理に
よってもたらされるリスクについてほとんど理
解しておらず、自分たちがインターネット上に
供給するあらゆる情報の断片に関して、ほとん
どあるいはまったく制限を設けていないことが
ある。また、「ビッグデータ」によってインター
ネットが「モノのインターネット」（IoT）に変
わり、最終的には「あらゆるモノのインターネッ
ト」（IoE）へと変わって、あらゆる情報が誰か
にとって有益なものとして利用され得るように
なると、子どもたちの権利が侵害されたり悪用
されたりするリスクもある55。同様にそうした
子どもたちの親も、自分たちの子どもからどの
ようなデータが収集されているのかを理解して
いないことが多い56。

個人データの収集は、今や企業から「ビジネ
スに不可欠なこと」と見なされている57。最近『エ
コノミスト』誌でコメントされたように、今日
のビジネスにとって最も貴重なリソースは、オ
イルではなくデータである58。企業にとって、
子どもたちはデータソースとして重要なター
ゲットになり得る。子どもたちは、その友人や
家族の消費者としての意思決定に影響を与える
ためである59。また一部の子どもたちは、彼ら
自身が現在重要な消費者であるか将来的にそう
なる可能性があり、とりわけ将来においては、
彼らのブランド・ロイヤルティーの確保に向け
ての投資が非常に有効となる可能性を秘めてい
るのである。

オンライン広告の対象を特定の行動に絞り込

んだ「行動ターゲティング」広告をはじめ、そ
の他の広告手法も、拡大しつつある幼年期の商
業化に寄与し得る60。しかし、消費者としてター
ゲットにされるだけにとどまらず、企業がオン
ラインでの子どもたちの行動に関心を抱くよう
になると、子どもたちはさらに大きなリスクに
さらされることになる。つまり、彼らのプライ
ベートな世界全体がマーケティング・マシンに
さらされ、それによって子どもの行動が監視さ
れ記録されるだけでなく、オンラインのソーシャ
ル環境が、その子どもの自己意識や安心感に影
響を及ぼすような形で再構築され、操られるこ
とになる可能性もある。

また、子どもたちのプライバシーは、国から
ターゲットにされる場合もある。政府は、子ど
もたちに関する膨大な量のオンライン個人デー
タを収集することができる。これは、インター
ネット時代の前にはほとんど想像できなかった
タイプの監視である61。今では多くの国におい
て、しばしば合法的でもなければ公式に認めら
れることもなく、大規模な監視が国の安全保障
の取り組みの重要な一部となっている。これは
プライバシーの基本概念をむしばむだけでなく、
表現の自由などその他の基本的人権を脅かし、
潜在的な国家権力の乱用への道を開くことにも
なる。ユニセフの最近の討議文書で言及された
ように、政府がどれだけの量のデータを収集し、
どれだけの期間にわたって保有しておくのかに
ついての情報が不足していることを考えると、
子どもたちに対する大規模な監視の総合的影響
は不明瞭であるものの、潜在的な結果が懸念さ
れる。つまり、「多くの人々が実行可能と考えて
いる通りに、もし政府が各個人のプロフィール
を大規模な監視により傍受されたデータと関連
付けることができれば、当局者は、子どもたち
のインターネット上での存在すべての記録を作
成し、保持できるようになる」62。

特集：��インターネット上における子どもた
ちのプライバシーの保護

子どもがソーシャルメディアに写真を投稿したり、オンラインで製品を閲覧したり、あるいは何
かを検索したりするたびに、その子どもに関するデータが生成される。そうしたデータはその後、
子どもの身元、所在地、嗜好などさまざまな詳細を含む個人情報を処理する業界に供給される。

今日のビジネスにとって最
も貴重なリソースは、オ
イルではなくデータであ
る。

インターネットがもたらす生活への危害：
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子どもたちのデータの乱用を引き起こす他の
潜在的要因は、彼らの親の行動である。2010
年のある調査により、10 の高所得国（オース
トラリア、カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、
日本、ニュージーランド、スペイン、英国及び
米国）における 2 歳未満の子どもたちの 81%
が、インターネット上に足跡を残していること
が明らかになった。つまり、それらの子どもた
ちが、自分のプロフィールや画像をインターネッ
ト上に投稿されていたということである63。

親が自分の子どもに関する情報を過剰に公開
するというのは、今に始まったことではない。
しかし、現代のデジタルなライフスタイルにお
いては、その行動が新たなレベルに引き上げら
れ、親が「自分の子どもに関する情報の大衆へ
の潜在的拡散者」に変わる可能性がある64。ま
すます一般化しつつあるそうした「シェアレン
ティング」は65、子どもの評判を傷つけかねない。
この行為は、小売業者、保険会社及びサービス・
プロバイダーにとって各個人のオンライン履歴
の方がクレジットヒストリーよりも重要になり
つつある経済において、潜在的に深刻な結果を
招く恐れがある66。デジタル資産において、衣
服を身につけていない子どもの姿が映し出され
ている場合、それらが子どもを対象にした性犯
罪者によって悪用されてしまうことが考えられ、
親の認識の欠如によって子どもの幸せが害され
る可能性がある。またそれにより、子どもたちが、
自己の潜在能力を最大限に発揮し、自らの独自
性を創り出し67、また職を見つける68 能力を妨
げられることで、より長期的にも幸せが害され
る恐れがある。

子どもたちのプライバシーの規制

脅威が大きく拡大しているにもかかわらず、
国内法では必ずしも子どもたちのプライバシー
権が十分に保護されているわけではない。同様
に、国際的な文書においても、このトピックに
ついてはほとんど触れられていない。まれな例
外として、国際連合人権理事会が 2017 年初め
に、デジタル時代におけるプライバシー権の侵
害は、特に子どもたちをはじめとする特定のグ
ループに「特別な影響」を及ぼし得ることに言
及した決議案を可決した69。

インターネット上での子どものプライバシー
の保護に対する大半の規制アプローチは、親の

同意という原則に基づいている。アプローチは
国によってさまざまであるが、一般的にはサー
ビス・プロバイダーに対して、特定の基準年齢（例
え ば、 米 国 で は 13 歳70、 ス ペ イ ン で は 14
歳71、南アフリカでは 18 歳72）に満たない子ど
もたちにサービスを提供したり、あるいはそう
した子どもたちからデータを収集したりする場
合には、事前に実証された親の同意を得ること
が義務付けられているか、そうするように勧告
されている。

この種のアプローチに対しては、子どもたち
の表現の自由、情報へのアクセス及びデジタル
リテラシーの構築に影響を及ぼす可能性が指摘
されるなど、批判もある73。多くの場合、子ども
たちは自分のオンライン体験を親と共有しよう
とはしないため、子どもたち側のあらゆるデー
タ共有に対して親の同意を義務付けることも、
実質的にはインターネット上での子どもたちの
自主性や自由を低下させ74、子どもたちが各々の

「シェアレンティング」は、
子どもの評判を傷つけ、
潜在的に深刻な結果を招
く恐れがある。

ルールの簡素化

規約や約款を、長々と書く必要があるの
だろうか。おそらく、その必要はないだろう。
多くのオンラインサービス・プロバイダー
がユーザーに署名を求める規則のページは、
多くの場合、もっと子ども向けに作られ、
子どもたちのデジタルリテラシーの構築を
促すものにできると考えられる。これをい
かにして実現できるかを示すために、プラ
イバシーを専門とする弁護士であり、
Children’s�Commissioner�for�England 作業
部会のメンバーを務めるジェニー・アフィ
ア（Jenny�Afia）氏は、「ユーザーは、自分
のアカウントを通じて行われるあらゆる活
動に対して責任を負い、自らのアカウント、
フォロワー、ユーザー名または当該アカウ
ントに伴ういかなる権利の売却、移転、ラ
イセンス付与または譲渡も行わないことに
合意するものとする……」で始まる、ある
サービス・プロバイダーの文書の 1パラグ
ラフを検証した。そして同氏は、この 112
ワードの項を次のように書き直した。「本人
の許可なく他者のアカウントを使用したり、
ログインの詳細情報を見つけ出そうとした
りすることを禁ずる」77



93

93第3章　インターネットがもたらす生活への危害：特集

能力の進化に基づいて行為主体性を行使できる
ようにするという、子どもの権利条約のコミット
メントに反することになる。いかなる規制アプ
ローチも、インターネット上における子どもたち
の保護と、成長に伴うそれぞれの独立性の尊重
との間のバランスを取ることが必要とされる。

また親の同意の必要性は、子どもたちがプラ
イバシーの脅威についてある程度認識していて、
なりすましやデータマイニングに対する懸念な
どおとなたちと共通する部分があることを示す、
いくつかの最近のエビデンスとも相反している
ものと考えられる75。Global Kids Online の調
査では、子どもたちの認識がデジタル領域でど
のように表れているかが示されており、調査対
象となった子どもたちの間では、年長の子ども
たちは一般にオンラインにおける自分のプライ
バシー設定の管理方法を知っているのに対して、
年少の子どもたちの場合にはそれを知らない
ケースが多いことが判明している76。

2018 年に発効する、欧州連合の一般データ
保護規則における 16 歳という年齢（ただし、
加盟国はこれを 13 歳まで引き下げることがで
きる）のように、同意に対して特定の基準年齢
を設けることにも批判はある78。基準年齢の設

定により、子どもたちはほぼ間違いなく、オン
ラインサービス・プロバイダーに対して年齢を
偽ろうとするだろう。こうした現象がすでに広
範囲にわたって見られることが、いくつかの調
査によって示されている79。また、これによっ
て潜在的な児童グルーミング犯に、ソーシャル
メディア・サイトを通じて連絡を取っていた相
手を、当然 16 歳（多くの国において性交渉へ
の合意が認められている年齢）以上だと思って
いたという、もっともらしい弁解の余地が与え
られるとも指摘されている80。

一部の提唱者は、子どもたちのプライバシー
権を守ると同時に、彼らのその他の権利も保護
することができる、親の同意の義務化よりも優
れた方法があると主張している。これには、教
育イニシアティブやプライバシーの初期設定の
変更などが含まれる81。しかし、子どもたちの
データの収集、処理及び保持に対する明確な制
限の設定に関して、オンラインサービス・プロ
バイダーにより大きな責任を負担させる必要が
ある。また、ポリシーに「データの収集方法の
透明性と、収集されたデータの利用法について
の明確な説明」も盛り込まれるべきである82。
さらにそうした説明は、子どもたちの情報に対
するニーズや理解にも適合しているべきである。

オンラインサービス・プロ
バイダーにより大きな責
任を負担させる必要があ
る。

インターネット上での子どもたちの
プライバシーの保護に対する規制ア
プローチは、親の同意という原則に
基づくものになりがちである。一部
の人々は、このアプローチでは、イ
ンターネット上での子どもたちのプ
ライバシーや身元の保護に対する、
オンラインサービス・プロバイダー
の責任が軽減されすぎると主張して
いる。
© UNICEF/UN055396/ROMANA
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親愛なる読者の皆さんの大半は、最初この質
問に力を込めて「ノー」と答えようとしたかも
しれない。タトゥーは入れるのに痛みを伴い、
ほぼ一生消えることがなく、しばしば後の人生
においてきまりの悪い思いをするものである。
ほとんどの親は、断固として言う。「タトゥー
なんか入れてはいけません。以上」。もしあな
たがどうしても入れたいのなら……長い間ずっ
と待ち続け、そして何を選ぶかを極めて慎重に
考えなさい。これは良いアドバイスのように思
われる。それではなぜ、ほとんどの親は自分の
子どもがコンピューター上でタトゥーを入れる
ことを許すのだろうか。これがどういう意味か、
以下で説明していきたい。

あなたが、フェイスブック、ツイッター、イ
ンスタグラム、グーグル、リンクトインまたは
その他多数のサービスを利用するとき、あなた
は自分自身の一部を共有する。写真、活動、考
え、引用句、つぶやき、友人、コメント―これ
らはすべて、インターネット上で、あなた自身、
あなたの考え、関心事項、活動、才能、功績、
恋愛、破局及び生活を集合的に反映させたパン
くずリストになる。これらの画像や言葉には、
あなたが何を重要と考えているか、何を気に掛
けているかが反映されている。まるでタトゥー
のように。したがって、ある意味でこれらを電
子タトゥーと見なすことができるが、あなたの
肌の上のどんなインクよりもプライベートで、
描写的である。

あなたが自分の顔や手にインクを入れること
を選択したのでない限り、例えば就職の面接を
受けに行く場合やデートでそれを見られたくな
い場合には、大半のタトゥーは簡単に隠すこと
ができる。しかし、電子タトゥーの場合そうは
いかない。隠すことはほぼ不可能だ。本物のタ
トゥーを消すことは、痛みを伴う厄介なことで
はあるが、可能である。電子タトゥーを消し去
ることは、ほぼ不可能である。インターネット
に接続すれば、あなたはほぼ誰のことについて
もすべて見つけ出すことができる。ある意味、
私たち全員が、永久に消えないタトゥーを入れ
られているのである。そして、たとえ部分的に
であろうと匿名のままでいるためには、かつて
ないほど大変な労力を要する。

極端な状況におけるプライバシーに関する法
律の制定は、日常生活に関する法律の制定より
もはるかに容易である。プライバシーに関する
議論の大半は、怒りに満ちた昔の恋人や配偶者
が、別れた恋人や配偶者の恥ずかしい写真や動
画をインターネットに投稿する「リベンジポル
ノ」に集中している。しかしそれは、私たちや
その友人が、健全なパーティー、サイト訪問、
仕事のコメント、あるいは家族との交流の後に

自発的に共有する情報に比べれば、はるかに一
般的ではない。こうしたデータは、数十年後で
もいとも簡単にアクセスできるため、また極め
て広範囲にわたって拡散されているため、電子
タトゥーの中でも最も害のないものにより、笑
わせられたり、侮辱されたり、立腹させられた
り、驚かされたり、楽しませてもらったりする
であろう人々が最終的に大勢いる。

ある意味、私たちは誰もが有名人である。元
ロンドン市長によれば、「ロンドンの通りを歩
いているとき、あなたは映画スターである。あ
なたは、おそらく想像できないほど多くのカメ
ラによって撮影されている」。一部の推定によ
ると 100 万台を超える有線テレビカメラがあ
なたを見張っていることを考えれば、驚くほど
のことではない。私たちは現在、有名なハリウッ
ドの大物や国家元首が数十年前に暮らしていた
であろうよりも厳しい警戒の下で暮らしている
のである。しかし、昔の裕福な有名人の暮らし
を暴くためには、熟練の腕を持つ調査報道記者
やパパラッチのチームが必要とされたのに対
し、今日では、私たちが何について、誰に、何
を言い、どのような姿でいたのかを、容易に精
査して共有することが可能なのである。

今日の子どもたちや青少年が大人になったと
き、彼らは私たちにはまるで想像のつかない監
視と履歴記録にさらされることになるであろ
う。幸いにも、私たちのほとんどは、自分の若
い頃、恋愛、仕事、考え、行為、意見及び過ち
の一部を忘れたり、考え直したり、あるいは作
り変えることができたが、今日の子どもたちは
まったく異なる状況に置かれると考えられる。
たったひとつの馬鹿げたコメントが、何十年に
もわたる蔑視やネットいじめにつながる可能性
があり、たったひとつの馬鹿げた行動が、何十
年も後になって当局者、有権者または雇用主に
よってレビューされる可能性があるのだ。

今日の子どもたちは、良くも悪くも各々が別
個の歴史上の人物になっていて、かつてないほ
ど強力かつ恒久的な円形刑務所の中に閉じ込め
られている。時にはまだ子宮内にいるときから
すでに、親が超音波データやさらには遺伝子配
列データをも共有することで、各個人の詳細情
報が公開タトゥーになり始めることがある。子
どもたちが 10 代前半の年齢に達して各自の話
題を共有し始める前に、すでに世の中には、そ
れらの子どもが誰であると認識されているかが
明確に分かる、幅広いタトゥーが存在するので
ある。どこに住んでいるのか、両親は離婚した
のか、両親は誰なのか、どこの学校に通ってい
たのか、どのような外見だったのか、スポーツ
をやっていたのかといったことが、すべて簡単
に分かってしまう。

あなたはタトゥー
を入れているか
……それともま
だ？

フアン・エンリケス
（Juan�Enriquez）
氏
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身を隠すということが、実行可能な選択肢で
はない場合がある。デジタルタトゥーがかつて
ないほど広く行き渡り可視化された世界では、
まったくプロフィールのない人物との出会い
は、人に大きな疑念を抱かせることになる。私
たちの子どもが、私たちには経験のない課題に
直面することを考えると、私たちは人の公的人
格とプロフィールについて、また人の歴史と長
期的評判について、早い時期から会話をするこ
とが重要である。親が早い時期から子どもにマ
ナーを教えてきたのと同じように、子どもたち
はルールと、電子的にタトゥーを入れられるこ
とによりもたらされる結果について学ぶ必要が

ある。結局のところ、私たちは誰もがタトゥー
を入れられていて、すでに全員が、カラフルに
装飾されたモーターサイクルギャングよりもは
るかに多くの電子インクを、自分たちの身体に
まとっているのである。

フアン・エンリケス氏は、起業家精神に溢れたラ
イフサイエンス企業とビッグ・データ・プラット
フォームに投資を行うファンド、Excel Venture 
Management の代表取締役である。同氏は、世界
規模で活躍する講演者であると同時に未来学者でも
あり、また政治学、科学及び国際情勢に関する書籍
のベストセラー作家でもある。

「私たちは現在、有名なハリウッド
の大物や国家元首が数十年前に暮ら
していたであろうよりも厳しい警戒
の下で暮らしているのである」とフ
アン・エンリケス氏は述べている。
© UNICEF/UN036674/SHARMA
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私たちは今、子どもたちや青少年のために作
られるおもちゃや技術の開発に対する転換期を
迎え てい る。近 年、ア ッ プル 社の iPhone、
iPod 及び iPad が、その年の最も手に入れたい
おもちゃの一部として挙げられ、おとな向けに
生産された多数のオンライン機能を備えた技術
製品が、子どもたちにとってなくてはならない
おもちゃとして、極めて幅広くもてはやされて
いることが初めて明確に示された。乳児たちは、
歩いたり話したりできるようになる前に、すで
にタブレットやスマートフォン、音声技術製品
で遊んでいる。幼年期における発見は、もはや
子どもたちが触ったり味わったりして理解する
ことのできる、物理世界の中だけに制約されて
いない。彼らの想像力は、デジタルの次元を探
究できるほどのものなのである。学習や情報へ
のアクセスの方法は、無限である。

しかし、おもちゃが新たな技術製品に統合さ
れる中で、生産者と消費者のいずれもが新たな
課題に直面している。子どもたちや青少年が利
用できるおもちゃやソフトウェアの潜在能力
は、その売り込まれた魅力をはるかに超える水
準にまで達している。環境センシングからクラ
ウドへのデータの引き渡しへと、子どもたちの
感覚及び伝達能力は拡張されているが、子ども
たちの思考、信念及び意思決定に対する企業の
影響力も同様に拡張されている。

1980 年代に、米国の子ども向けの広告の規
制解除によって、マーケターや企業が、子ども
たちが製品に対して抱いている感情的なつなが
りを明確に強化する、巨大なフランチャイズを
構築できるようになった。彼らはこれを、漫画
の制作、多額のコストをかけた宣伝キャンペー
ン及び超大作映画を通じて行った。今日では、
おもちゃメーカーや技術産業を抑え込んでいる
規制はほとんどない。彼らは、親たちの理解も、
消費者団体による助言も、政府による立法も追
いつけない速さで、革新と破壊を続けている。

子どもたちが遊んでいるときにその声を聞い
ているスマート・トイから、家庭で利用されて
いるアマゾン・エコー、さらにはその周辺で使
用されているその他多数のソフトウェアやハー
ドウェアに至るまで、子どもたちはインター
ネットで接続された技術によって推進される、
新たに出現してきた生活、遊び及び学習の最先
端領域を探究している。新たな調査により、子
どもたちが遊んでいる間に聴覚情報の収集、記
録及び共有を行うおもちゃによる、子どもたち

のプライバシーの侵害の性質に注目が集まって
いる。こうしたおもちゃにより、家庭内及びイ
ンターネット上でのプライバシーと安全性に関
する重大な問題が引き起こされる。また、企業
には子どもが遊んでいる間に自社製品によって
記録された情報で何ができるのか、それをどの
ように利用できるのか、どのように保護される
べきなのか、そして誰がそれにアクセスできる
のかに関する重要な問題も生じる。

子どもたちは、常に自分のおもちゃやテディ
ベアに秘密を打ち明けているが、それは主に
こっそりと行われているもので、時折ぐちや告
白が漏れ聞こえる程度である。子どもたちのプ
ライバシーをこのように制限することは適切な
のだろうか。あるいは親が自分の子どもの発育
を手助けできるように、子どもたちのプライ
ベートな時間に全面的に立ち入るようにすべき
なのだろうか。設計者や生産者のインセンティ
ブは何であるのか。

私たちのデジタル生活全体にわたって集めら
れるデータは、プライバシーに関する義務なし
で収集されることが多く、私たちのデータの暗
号化を要求することは、私たち自身の責任であ
るように思われる。あらゆる製品の規約や約款
を読むことは、極めて熱心な親にとっても時間
の確保がなかなか難しい。子どもたちのデータ
は、マーケティング目的や、あるいは新たなシ
ステムや人工知能の訓練のためにそれを利用す
る、第三者の手にたやすく渡されてしまうため、
同意は複雑なものとなる。

私たちが収集できる子どもたちの定量的デー
タは膨大な量になるため、親がそれをどのよう
に利用するのかに対する懸念が生じる。子ども
たちは、善意ではあるものの次第に立ち入りす
ぎになっている親の慣行から、どのように守ら
れることになるのだろうか。子どもたちは、自
らの技術的経験に行為主体性を持つべきだろう
か。またもしそうであるなら、どのように行為
主体性を持つのか。

家庭におけるユビキタス技術により、子ども
たち及びその親に対していくつかの課題がもた
らされる。設計者は、未成年者にも利用できる
新たなソフトウェアやハードウェアの開発に伴
う、倫理的問題を認識する必要がある。そうし
た技術製品には、世界や自分自身に関する若い
ユーザーの知識の形成や強化を助長する機会が
あるためだ。

お母さん、見て、
データがない�！

アナブ・ジェイン
（Anab�Jain）氏
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写真キャプ　上揃え

しかし、新しい技術製品は、いじめ、ハラス
メント及びその他のより重大な行動の機会も拡
大させてしまうため、意図的な設計を行うこと
が極めて重要である。子どもたちや若者は、自
分の寝室にいながら、犯罪、虐待及び過激主義
化にさらされる恐れがある。スナップチャット
などのソフトウェアは、ユーザーが選択した時
間を過ぎるとコンテンツが利用できなくなるよ
うにすることで、共有コンテンツの可読性を制
限するように設計されている。WhatsApp や
Signal その他は、暗号化されたコミュニケー
ション・チャネルを提供している。発育の観点
から見て、私たちの生活のライブ配信は私たち
の在り方をどのようにゆがめたり発展させたり
しているのか、また私たちは子どもたちのベス
トプラクティスをどのようにして育てるのか。

私たちがどこへ行くにも携行する技術製品の
中にこっそりと隠されている、次第に自律性を
増しているソフトウェアやハードウェアによ
り、自分たちの機器が実際にどのように機能し
ているのかということや、それらが行っている
ことの範囲について、私たちはこれまで以上に
理解を欠いている。おもちゃメーカーや技術関

連企業は、こうした点を念頭に置いて製品や
サービスの開発を行う必要がある。私たちは、
プライバシー、データの公正な使用及び子ども
たちの親の懸念をより深く理解する必要があ
る。親として、私たちはよりしっかりとそれら
の企業の責任を問い、自分たちの子どもが守ら
れるようにするよう要求する必要がある。私た
ちには、子どもたちのための倫理的で責任があ
り信頼できる技術製品の設計及び構築に向け
て、やるべきことがまだまだある。そして私た
ちには、技術の理解と利用において、また私た
ちを取り巻く技術的状況の乱流を通して自ら舵
を取る術を子どもたちに教える方法の検討にお
いても、やるべきことがまだまだある。

アナブ・ジェイン氏は、ビジネス、文化的及び社

会的目的の下で新たな技術に焦点を合わせている研

究所、Superflux の取締役で共同創設者でもある。

また同氏は、ウィーン応用美術大学で工業デザイン

の教授も務めている。この小論は、Superflux の未

来研究者であるジェイク・チャールズ・リース（Jake 

Charles Rees）氏との協議に基づいて執筆された。

「設計者は、未成年者にも利用でき
る新たなソフトウェアやハードウェ
アの開発に伴う、倫理的問題を認識
する必要がある。そうした技術製品
には、世界や自分自身に関する若い
ユーザーの知識の形成や強化を助長
する機会があるためだ」とアナブ・
ジェイン氏は述べている。
© UNICEF/UN040656/
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世界子供白書 2017 に登場する若い寄稿者たちの意見の全文は、
以下のウェブサイトでご覧いただけます：
www.voicesofyouth.org/en/sections/content/pages/sowc-2017

アシュレイ・タン 
（Ashley Tan）さん（17 歳）

シンガポール

「�ソーシャルメディアに投稿された写
真のような、到底達成できない水準
と比べても意味がありません。その
ような写真は、実際には現実を歪曲
したものが多いからです」

第4章
デジタル技術と子どもの
生活：インターネットに�
つながる暮らし
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ビデオゲーム、テレビ、コミックブック、ラ
ジオ。技術が子どもの健全な生活に及ぼす影響
を、親や社会が懸念することは今に始まったわ
けでないということは、Google で検索してみ
ればすぐに分かる。

ラジオは不眠の原因と考えられた。コミック
ブックは子どもの「犯罪やふしだらな行為」を
煽り、テレビは社会的な孤立を招き、ビデオゲー
ムは現実世界で攻撃的な行動を誘発する原因に
なるとされた1。

16 世紀に戻ると、情報を記述することによ
り記憶に頼らなくなるため、物忘れが助長され
ると危惧する意見があった。また、書物や印刷
機は、今日のいわゆる情報過多につながると懸
念する意見もあった。

しかし、こうした過去の革新的創造物に比べ
ると、インターネットと、子どもたちによるそ
の使い方に対する懸念は桁違いに大きい。イン
ターネットへの接続やインタラクティビティは、
取り上げたりスイッチを切ったりすることが難
しい。子どもがどのように利用しているかを監
視することはさらに難しい。また、子どもがイ
ンターネットに接続した機器を使って、エンター
テインメント、情報、ソーシャルネットワーク
にアクセスするとき、そうした機器も子どもた
ちに関する情報を収集する。

親や教育者、政策立案者、業界リーダーたちは、

インターネット接続やインタラクティビティの
影響に関してさまざまな疑問を抱いている。デ
ジタル技術への関与は子どもの健全な生活に
とって脅威となるのだろうか。子どもたちがそ
れに費やす時間は多過ぎないだろうか。それは
子どもを憂うつにさせていないか。依存症や肥
満を招いていないか。最もリスクが高いのは誰
か。親や養育者は、どうすれば十分な監督を行
いながら、子どもたちに自主的に探求し、成長
する時間を与えることができるのだろうか。

本章ではこうした疑問点について考え、デジ
タルとの関わりが子どもたちの生活面（精神的、
社会的、身体的）に与える影響を示すエビデン
スについて概略をまとめ、この問題に対する子
どもたちの見方を紹介する。

これまでの章で述べたように、デジタル経験
が子どもたちに恩恵をもたらすか、またその恩
恵がどの程度であるかは、彼らの人生の出発点
に大きく関係している。社会や家族と強い結び
つきを持つ子どもたちは、インターネットを利
用してそうした関係をさらに強め、生活を向上
させる。一方で、孤独、ストレス、憂うつ感、
家庭の問題などを抱えた子どもたちの場合、イ
ンターネットはすでに存在する難しい問題をさ
らに悪化させる可能性がある。また、現実の社
会生活で苦労を強いられている子どもたちが、
インターネット上で友人関係を築き、他では得
られない社会的支援を受けられることもある2。

デジタル経験が子どもた
ちにどの程度の恩恵をも
たらすかは、彼らの人生
の出発点に大きく関係し
ている。

子どもたちがデジタル機器を利用する時間が増える中で、家族や教育者、子どもの権利
提唱者は、インターネットにつながることの利点とリスクについて専門家の意見が一致し
ていないことについて、懸念を強めると同時にますます困惑している。また、インターネッ
トの利用時間を制限すべきだという意見がある一方で、子どもたちが遅れをとることのな
いよう最新機器を購入すべきだとする意見もあるなど、相反するメッセージへの対応に苦
慮する親も多い。

この問題をめぐる論議は尽きることがないが、ひとつ明白なことがある。豊富な情報、
エンターテインメント及び社交の機会にアクセスすることは、世界中の子どもたちに恩恵
をもたらす可能性がある一方で、無制限に、特に監視されない状況下でインターネットに
つながることは、弊害をもたらす可能性がある。したがって、子どもたちがインターネッ
トの経験を最大限有効に活かすために必要な支援と助言を与える方法を見つけることが課
題となっている。
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子どもたちがインターネットに接続して費や
す時間の問題については今もさまざまな議論が
行われているが、次第に時代遅れの課題となり
つつある。デジタル技術に費やす時間について、
適度と過度の境界線をどこに引くかに関する明
確に一致した見解がないためである。「どのくら
いが過度か」には大きな個人差があり、子ども
の年齢や個人の性格、及びより広範囲の生活状
況によって異なる。また、良好な通信環境にあ
る子どもたちの多くは、多かれ少なかれ「常時」
インターネットを利用しているため、デジタル
技術にどのくらいの時間を費やしているのかを
把握することは難しい3。

この問題について議論と研究が行われる中で、
基本的な事実がいくつか明らかになっているよ
うである。子どもたちのデジタルメディアの利
用を制限するのではなく、親や教育者がより注
意深くサポートしながら介入することが、子ど
もたちがインターネットの利用から最大限の恩
恵を享受しつつリスクを最小限にとどめる上で
最も有効である。厳密に子どもたちが画面の前
で費やす時間を焦点とするよりも、デジタルで
経験しているコンテンツと活動、つまりネット
上で何を行っているのか、なぜそれを行ってい
るのかに注意を傾けることが求められる。最後
に、今後の研究や政策は、健全な利用と有害な
利用とを区別する境界線をどこに引くかを理解
する際に、子どもの年齢、性別、性格、生活状況、
社会的・文化的環境などを含む生活状況全体を
考慮に入れる必要がある。

新たな世代間ギャップ

親、教育者、及び子どもの健康と健全な生活
に関心を持つ人は、子どもたちがデジタル機器
を利用する時間が増えていることに懸念を募ら
せているようである。インターネットの利用拡
大は子どもたちにとって有害だと主張する記事
や研究結果が新たに発表されるたびに、反証を
挙げてそうした主張を覆そうとする見解が提示
される。

子どもたちがインターネットを使用する時間
が長過ぎると考えるおとなは、子どもたちが人
生の重要な分野、あるいは彼らおとなが子ども
だった頃に自分たちにとって重要だった分野、
すなわち、いたずらをして友だちとふざけ合っ

たり、木登りをしたり、地面を這い回るアリに
魅せられたりといった経験の機会を逃すことを
危惧している。

親の心配は、文化的背景を越えて広がってい
る。例えば、スウェーデン・メディア委員会

（Swedish Media Council）の報告書は、スウェー
デンの親は子どもがデジタルゲームで遊ぶこと
によって得られるメリットを一様に肯定的にと
らえながらも、同時にそうした遊びに費やす時
間について懸念していることを明らかにしてい
る4。同様に、南アフリカにおける親のフォーカ
スグループは、子どもたちがインターネットの
利用に費やす時間やインターネット上で遭遇す
るリスクを心配しながらも、インターネットが
子どもたちにもたらすメリットを認めている5。

社会学者や心理学者は、今日の子どもたちは
相互に交流するよりもスマートフォンを触って
いることの方が多いと述べ、重要な社会的経験
を逃すのではないかと考えている6。デジタル機
器を介して友人関係や仲間とのコミュニケー
ションを行うことが、子どもの社会的なスキル
に悪影響を与えるか、あるいは悪い方向でなく
とも変化させるだろうとの懸念の声もある7。

子どもたちは、今も従来と同じくらい友達同
士で関わり合い、そうした相互交流の質も以前
と変わらないと述べる専門家もいる。変わった
のは、社交的な交流の場がデジタルに移行した
点である8。

デジタル・ディバイドの悪い側、つまりイン
ターネット接続状況が不十分であるか、一切な
い環境においては、親や養育者は子どもたちが
就職競争を勝ち抜くために必要な社会的なリテ
ラシー、デジタル・アイデンティティ、スキル、
知識を得る機会を逃すことを心配している（第
2 章を参照）。

インターネットを利用している子どもたちは、
ワシントン・ポストの「全世界」に関するイン
タビューの中である少女が述べているように、
機会を逃しているのはおとなであると指摘して
いる9。両親がインターネットに非常に長い時間
を費やしているため、両親の注意を引くために
デジタル機器と競争しなければならないと不満
を述べる子どももいる10。

このように見解はまちまちであるが、子ども

子どもたちがインターネッ
トを利用して何を行ってい
るのか、なぜ行っている
のかにもっと注意を払わ
なければならない。
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たちとその親は、インターネット上での思慮深
い責任ある行動について定期的に話し合うこと
によって、ギャップを埋める方法を見い出して

いる（「ペアレンティングにおける新たなデジタ
ル・フロンティア」のコラムを参照）。

今日の子どもたちは、友達と相互に交流するよりもスマートフォンを触っていることの方が多いという意見がある。一方で、変わったのは、子どもたちの社会的
な交流の場がますますデジタルに移行している点だと主張する意見もある。©UNICEF/UN036679/SHARMA
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おとなは、若者たち
が技術面ではつながっ
ていても、社会的なつ
ながりに欠けていると
いうイメージを描くこ
とが多いが、世界子供
白 書 2017 の ワ ー ク
ショップ * の参加者で
さえ、こうしたイメー
ジは一部事実を含んで
いることを認めている。

「インターネットは遠くに離れている人たちを近
づけてくれるが、近くにいる人たちを引き離して
いると思います。家族の中でも全員が同じ部屋に
いながら、それぞれが自分のスマートフォンの画
面にくぎ付けになっているため、一言も話さない
こともあります」コンゴ共和国の 16 歳の少女

しかし全体的に見ると、参加者たちは、デジタル
技術が家族の生活をどのように変化させるかにつ
いてはるかに肯定的な見方をしている。例えば、
技術が以下のことを可能にして、家族関係を支え
る点に大きな期待を抱いている。
相互のつながり、コミュニケーション及び共有
「面白い映画を観ているとき、幸せだと思うのは

みんなと仲良く一緒にいるからです」ポルトガル
の 10 歳の少女

「姉と一緒にデスクトップコンピューターでゲー
ムをするとき、幸せな気持ちになります」ナイジェ
リアの 17 歳の少女

「僕はときどき、おじいちゃんとおばあちゃんに
YouTube の面白いビデオを見せることがありま
す」ペルーの 17 歳の少年

家族への話題の提供
「ソーシャルメディアで面白いことを見つけたと

きは必ず会話の中で取り上げます」チュニジアの
16 歳の少女

また、デジタル技術のおかげで参加者は以下のこ
とを可能にしている。
国外にいる親戚との連絡
「父はシリアにいて、私はヨルダンにいますが、

ソーシャルメディアを通じて父と話すことができ
ます」ヨルダンの 16 歳の少女

「姉がスペインからビデオ電話をかけてきて、家
族をとても喜ばせました」ペルーの 16 歳の少年

人生のひとときの共有
「私が幼かった頃、母はスペインに行ってしまい

ました。でも私は毎日の生活のあらゆる瞬間を母
と共有することができます」パラグアイの 17 歳
の少女

「たとえ電話で誕生日おめでとうと言うだけだと
しても、スマートフォンのおかげで誕生日を祝う
ことができます」東ティモールの 14 歳の少女

また、他の方法では得られない親近感を生み出し
ている。
「兄は国外に住んでいますが、インターネットは

緊密な関係を保つのに役立っています。いつもス
カイプで話をしているので、兄が外国にいるとい
う感じはまったくしません」チュニジアの 16 歳
の少女

「今では国外にいる母と WhatsApp を使って問
題なく会話できます。以前はクレジットを買わな
ければならなりませんでしたが、今は 100 フラン

（0.21 米ドル）あれば接続して母と会話したり、
写真を見たりすることができます。技術のおかげ
で本当に生活しやすくなりました」セネガルの 14
歳の少女

デジタル技術は、緊急時や家族が支援を必要とし
ているときにも役立つ。
「妹が病気になったので、スマートフォンで母に

電話をかけて病院に連れて行ってもらいました」
バヌアツの 17 歳の少女

「南アフリカに住んでいるいとこは手術を受けま
したが、その後、外出できなくなりました。そこ
で妹や世界中のいろいろな場所に住んでいる他の
いとこと一緒にグループを作り、互いに面白い話
をすることによって、いとこの気を紛らせました」
コンゴ共和国の 14 歳の少女

「おばあちゃんは、僕の国では売っていない薬が
必要でした。だから PC を使ってその薬を見つけ
て注文しました」モルドバ共和国の 15 歳の少年

青少年が考えていること……
情報通信技術（ICT）は家族に
どのような影響を与えるか
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しかし一方で、否定的な意見もある。例えば、機
器の利用をめぐって兄弟姉妹の間に敵対意識が生
じたと述べた参加者も多くいた。
「母のコンピューターで映画を観ようとして、

きょうだい喧嘩になるときがあります」バヌアツ
の 17 歳の少女

こうした問題への対応策として、子ども自身の機
器購入に協力するよう親を説得しようとする参加
者もいる。
「欲しい機器を買うのに十分な金額を貯めるた

め、両親にお小遣いの値上げを要求しなければな
りません」タイの 17 歳の少年

しかし、成功の望みは小さいことが多い。
「父を説得しようとしていますが、父は納得しな

いと思います」バングラデシュの 14 歳の少年

情報通信技術（ICT）の影響で学校の勉強や家の仕
事がいかに疎かになっているかについて、親や養
育者と口論になったと述べる参加者もいた。
「デジタル機器に長時間をかけ過ぎて、学校の勉

強に十分な時間を割かなかったため、母と険悪な
ムードになりました」韓国の 13 歳の少女

「ラップトップに集中し過ぎて分担をやらなかっ
たため、家族と言い争いになりました」ウルグア
イの 14 歳の少女

就寝後や不適切なときにデジタル技術を使用して
家族と衝突した参加者もいた。
「祈祷の時間に携帯電話で父の邪魔をしてしまい

ました」ヨルダンの 16 歳の少年

しかし、光り輝く画面に注意を奪われるのは青少
年だけではない。
「母が自宅で仕事をするためにコンピューターの

スイッチを入れると、私たちと話す時間はなくな
ります」ブルンジの 18 歳の少女

「家族揃って外食したとき、父と私がスマート
フォンを見てばかりなので母は気分を害しました」
韓国の 14 歳の少女

緊張が生じる原因はこの他にもある。親がネット
上の活動を監視する中で、誤解することがある。
「私の家族はソーシャルメディアで私の私生活を

密かに監視することがあります。そのため、意見
の相違をめぐって喧嘩になります」チュニジアの
16 歳の少女

「ポルノサイトのポップアップが現れると、両親
は私たちがそれを検索していたと誤解してしまい
ます」グアテマラの 16 歳の少女

世代間で気持ちが行き違いになることもある。
「母がインターネット上で使う絵文字は実際の感

情を表していません。そのため、母がどう感じて
いるのかを理解するのが難しいです」日本の 17
歳の少女

ネット上の安全性についても不安がある。
「父のアカウントがハッキングされたとき、家族

全員が心配しました」ペルーの 16 歳の少年

それが親や養育者の間の論争につながることすら
ある。
「私がフェイスブックで共有した内容について母

はそれを不適切だと考え、そのことで母と父は激
しい口論になりました」パラグアイの 15 歳の少
女

要約すると
青少年は、デジタル

技術が家族の力学に与
える影響には良い面も
悪い面もあると見てい
る。興味深いことに、
この問題に関する参加
者の見方は世界中で驚
くほど類似しており、
技術の有効利用に向け
て家族をサポートする
解決策の策定において、
さまざまな国が協力す
る余地があることを示
唆している。

*  参加者の回答は必要に応じ
て短縮され、また分かりやす
いように編集されています。

ただし、青少年が技術
を利用することだけが
家族間の緊張を招く原
因ではない。
「母が私の写真を許可

なく掲示したので腹が
立ちました」パラグア
イの 15 歳の少女

「親がデジタル機器に
熱中して子どもをほっ
たらかしにするのは間
違っています」フィジー
の 16 歳の少年
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両親は、子どもを保護し、生産的なおとなに
なるための学習や成長を支援する第一義的な責
任を負っている。また、子どもがデジタル世界
の恩恵を享受できるよう手助けする責任もある。
しかし、多くの親はそうした役割を果たす準備
ができていないと感じている。新たに登場し急
速に進化する分野で、親たちは古くからある課
題に直面している。すなわち、子どもに自主的
に探求させながら、親として監督するという課
題である11。

デジタルメディアがより個人的になり、複雑
化し続ける環境において、子どものインターネッ
ト利用に対する親の不安は高まっている。多く
の親や養育者には、子どもたちがデジタルによっ
てもたらされる機会を拡げたり、リスクを最小
限に軽減するために要する時間や知識がなく、
リソースも持っていない。さらに、「インターネッ
トの利用時間を制限」すべきだとする意見があ
る一方で、子どもたちが他の子どもたちに「遅
れをとらない」ように「最新機器を購入」すべ
きだとする意見もあるなど、相反するメッセー
ジへの対応に苦慮する親も多い。

インターネット上で問題に遭遇したとき、子
どもたちは誰に頼るのだろうか。大抵の場合、
おとなには頼らない12。まず他の子どもを頼っ
てインターネット上の経験を相談する傾向にあ
ることが、調査により一貫して示されている。
南アフリカで実施されたある調査は、インター
ネット上でリスクに直面したときに仲間に相談
する件数は、おとなに相談する件数の 2 倍であ
ることを示している13。アルゼンチン、フィリ
ピン、セルビアでの Global Kids Online の調査
も同様の結果を示している14。その理由は、妥
当なものである。アルゼンチンなどの子どもた
ちは、友達の方がおとなよりも、デジタル技術、
ソーシャルメディア、インターネットに詳しい
と考えているためである15。

こうしたペアレンティングの新たなフロン
ティアにおいて、親は無力で、子どもがオンラ
インで行っていることについて無知であると感
じることがある。そのため、インターネット上
の加害者やポルノに対する懸念を誇張する傾向
がある。結果として、多くの親は子どものイン
ターネットへのアクセスを制限することで管理
する。

これに対して子どもたちは、おとなの監督を
避ける方法を見つけ出すことがよくある。例え
ば、ソーシャルメディアに複数のプロフィール
を作成し、そのひとつで親と「友達」になり、
実際には他のプロフィールを利用することなど
がある16。これにより親は実態をはるかに把握
しにくくなり、子どもたちは、親がまさに恐れ
ているような被害に遭う危険性が高まる。

同時に、インターネットに関する親の最も一
般的なしつけの方法である、利用の制限による
親の介入は子どもがネット上で質の高い経験を
する上での制約となり、適切な情報を豊富に盛
り込んだ楽しいコンテンツを幅広く経験する妨
げとなる可能性がある17。

子どものインターネット利用に対する親の心
配は似通っているが、利用を管理する方法はま
ちまちである。親の介入の仕方は、子どもの年
齢によって異なる。欧州 8 カ国で行われた大規
模な調査によると、低年齢の子どもに対しては
比較的厳しく制限する手法を選択し、年長の子
どもには裁量を与える方法を採用しているよう
であった。性別によっても異なる。7 歳から 18
歳までの子どもを対象にバーレーンで行った調
査では、デジタルメディアの利用を制限すると、
女の子は、両親に「認めてもらえない」と思う
オンラインでの活動を隠すようになることが明
らかになっている18。第 3 の変数は、親である。
貧しく、教育水準が低い親ほど「制限」による
介入を好み19、自宅でデジタル技術を更新した
り、駆使するスキルを習得したり、子どもに使
い方を指導したりすることに苦労しているのは
まさにこうした家庭であることを、調査が示し
ている20。

ネット上であれ、現実世界であれ、親の教育
についてひとつ明確なことがある。世界保健機
構（WHO）が 2007 年に策定した、ペアレンティ
ングの基本的項目が現在も有効である。つなが
り、行動の管理、子どもの個性の尊重、正しい
行動の模範と提供及び保護が、青少年の健全な
生活に好ましい影響を与える。

ジャスミーナ・バーン氏は児

童保護専門家で、ユニセフ・イ

ノチェンティ研究所（UNICEF 

Office of Research – Innocenti）

による、デジタル時代の子ども

たちの権利及び家族とペアレン

ティングのサポートに関する研

究を指揮している。ソニア・リ

ビングストーン OBE（大英帝国

勲章・オフィサー）氏は、ロン

ドン・スクール・オブ・エコノ

ミクスのメディア及びコミュニ

ケーション学部教授として社会

心理学の教鞭を執っている。

ジャスミーナ・バーン
（Jasmina Byrne）氏、
ソニア・リビングストーン

（Sonia Livingstone）氏

ペアレンティン
グにおける新た
なデジタル・フ
ロンティア
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インターネットの利用と健全な生活
との関係を示すエビデンス

子どもたちのネット上の健全な生活という絶
えず進化し続ける課題への対応において、調査
も苦心している。本レポートの作成に際して、
ユニセフ・イノチェンティ研究所は「子どもた
ちがデジタル技術の利用に費やす時間は彼らの
生活にどのような影響を与えるか」を明らかに
するため、文献レビューを実施した。さまざま
なエビデンスがある中で、最新の調査は、子ど
もたちのデジタル技術の利用はおおむね好まし
い影響を与えていることを示している。本稿で
概説するエビデンスは、インターネットの利用
時間と、それが精神面の健康、社会的な関係、
身体的活動に与える影響に照準を合わせ、イン
ターネット依存に関する議論について検討し、
最後にインターネット上の経験が子どもの脳に
与える影響を考察する。

インターネット利用時間の制限に関する
思い込み

親や養育者はデジタル技術に費やす時間を制
限することで子どもを守っていると考えている
ようだが、そうではない場合もある。

政府、企業、親などがインターネットの利用
を制限するためにしばしば講じる対策は、親の
統制、コンテンツのブロック、インターネット
フィルターなどの形態であることが一般的であ
る。これらは有意義ではあるが、必ずしも所期
の目的を達成するよう設計されているものでは
なく、意図しない悪影響が生じることさえある。
例えば、こうした制限は、特に青少年が社会的
集団とつながり、情報へアクセスし、遊びによっ
てリラックス効果を得たり学習したりすること
を妨げる可能性がある。制限を巡る対立によっ
て、親と子どもの信頼関係が損なわれる恐れも
ある。また、極端な制限は、子どもが情報を批
判的に評価し、デジタル技術を使って安全で責
任ある方法で、効果的にコミュニケーションを
行うために必要なデジタルリテラシーのスキル、
すなわち将来必要となるスキルの育成の妨げと
なり得る。

インターネットの利用時間について一致した
意見がないことから、親、政策立案者、研究者
及びメディアは、デジタルの健全な使い方と不
健全な使い方について性急に結論を出そうとし
ないことが重要である。子どもたちの生活全体
の状況を考慮し、インターネット利用時間では
なく、コンテンツや経験に注目する方が、イン
ターネットへの接続が子どもたちの生活に与え
る影響を理解する上で有効であると思われる。

ネットに費やす時間によって、対面の付き合
い、読書あるいはエクササイズなど、より価値
が大きいと考えられている他の活動が減ると一
般に考えられている。これは「置き換え理論」（こ
の章にて後述）と呼ばれることもある。当初、
こうした考え方は支持を得て、米国小児学会

（AAP）の過去のデジタルメディア・ガイドライ
ンのような政策綱領の根拠として用いられてい
たが、直近のエビデンスによると、この考えは
極端に単純化されており、誤りである可能性さ
え示唆されている。こうした変化の背景として、
デジタル技術は発育上重要な活動を追求する豊
富な機会を子どもに提供し、またその機会は拡
大し、質も向上しているという認識が広がって
いることがある。例えば、ビデオゲームには、
認知、動機、感情、社会的な発育に良い影響を
与えるものもある21。こうした認識は AAP の最
新の政策にも反映され、インターネットの利用
時間と年齢のいずれに関しても制限を緩和する
ことを推奨している。

最新の研究によると、若者は、大半の政策綱
領が一般的に推奨する基準よりも高い水準（1
日当たり 6 時間まで）のインターネット利用時
間に対してレジリエンス（回復力）があること
が明らかになっている22。しかし、ネットに費
やす時間のみが子どもたちに害を与える要因で
はないことに安堵させられるものの、起きてい
る間の 3 分の 1 もの時間をインターネットに費
やすことにどのような利点があるかを理解する
には、より詳細な調査が必要である。さらに、
子どももおとなも含めてユーザーは、最も恩恵
を得ているのは、ユーザーか、あるいは技術企
業であるかを考えるべきである（「（非）倫理的
な設計が果たす役割」のコラムを参照）。

親、政策立案者、研究者
及びメディアは、デジタ
ルの健全な使い方と不健
全な使い方について拙速
に結論を出そうとすべき
ではない。
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視  点

私は 3 歳の娘、グレース（Grace）に実験す
るため、アマゾン・エコーとも呼ばれる「アレ
クサ」を自宅に設置した。黒い円筒形の機器を
指差しながら、これは会話をするスピーカーで

「Siri」と少し似ているが、違うものだと説明し
た。「何でも好きなことを聞いたり、頼んだり
していいのよ」と言った。

「ねえ、アレクサ。今日は雨が降る？」とグレー
スは尋ねた。スピーカーの周りの青緑色の縁が光
を放った。「現在、60 度（華氏）です」と女性の
声で答え、雨は降らないと言って娘を安心させた。

それから 1 時間が経ち、グレースは映画
「Sing/ シング」のお気に入りの音楽をアレク
サに演奏するよう頼めることを発見した。また、
アレクサが冗談を言い、算数ができ、興味深い
ことを教えてくれることを知った。「ねえ、ア
レクサ、茶色い馬は何を食べるの」。グレース
が気に入ったのは、簡単な命令でこのアシスタ
ントを止めることができると分かったことだ。

「アレクサ、黙って」とグレースは大声で怒鳴っ
た。それから少し恥ずかしそうにしながら、「彼
女」に乱暴な言葉を使っても良いかどうか私に
尋ねた。アレクサは感情を持ち、敬意を払うに
値すると思ったのだろうか。

翌朝、グレースがキッチンに入ってきて最初
におはようと声をかけた「人物」はアレクサだっ
た。未就学児の娘は、まだ自転車に乗ったり、
本を読んだり、良いことと悪いこととを正しく
判断できないが、品物を買えることを即座に習
得した。グレースは「アレクサ、「フローズン」
の映画を買ってちょうだい」と指示した。言う
までもなく、グレースは世界最大の小売業者、
アマゾンがこの有能なアシスタントを背後で支
えるコーポレート・マスターであることを知ら
ない。

この簡単な実験は、大きな技術的変化を明確
に物語っている。マーケティングや技術の専門
家によって巧妙に設計された、この一見「役立
ちそうな」ロボットをおとなに信頼させること
は十分容易である。しかし子どもの場合、即座
に信用することを思いとどまらせる抑制と均衡
はほとんど機能しない。

アレクサと 2 日間過ごしたとき、重大なこと
が起こった。「アレクサ、今日、私は何をすれ
ば良いの」とグレースが平然と尋ねた。そのす

ぐ後に、ファッションの選択について質問した。
「アレクサ、今日は何を着れば良いの」。私はア
レクサの電源を切った。

2017 年 4 月、アマゾンはカメラ機能を搭載
した Echo Look 端末を発売した。つまり、ア
レクサは聞くだけでなく、見ることもできるよ
うになった。「スタイルチェック」機能は機械
学習のアルゴリズムを使って、私たちが選んだ
服装を判断し、全体的に評価する。

この状況に向き合う必要があるのではないだ
ろうか。私たちはもはや機械に対し、何かを「実
行」させるだけでなく、何を実行すべきか、い
つ実行すべきかを「決定」させることまでも任
せているのである。

何世代もの間、私たちの技術への信頼は、技
術が私たちの期待どおりに動作するという確信
に根ざしていた。つまり、洗濯機には衣服を洗
うこと、ATM には現金を引き出すことを任せ
ていた。しかし、例えば私が自動運転車に乗り
込んだ場合はどうだろうか。私は、自動車が左
に行くか、右に行くか、何かを避けるためにハ
ンドルを急に切るか、それとも停止するかにつ
いて、システム自体の「判断」を信用する必要
がある。この例は、技術が、何百万人もの人々
にいわゆる「信頼の飛躍（trust leap：信頼を
飛ばして未知のものを受け入れること）」、つま
り私たちがリスクをとって何か新しいことをし
たり、方法を根本的に変えたりできるようにす
ることを表す際によく挙げられる。

人工知能への信頼の飛躍やその他の類似した
要素は、新たな差し迫った疑問を提示する。自
動化された機械が子どもたちの生活にこれほど
までに大きな威力を持つとき、子どもたちはそ
の意図をどのように信頼すればよいのだろうか。

次世代は、自律エージェントが、家庭、学校、
病院、さらには愛の生活においても意思決定を
行う時代に成長することになる。次世代が直面
する問いは、「どのようにロボットを信頼する
か」ではなく、「ロボットを信頼し過ぎていな
いか」である。古いものを性急に切り捨て、新
しいものを受け入れる中で、結果として子ども
たちが誤った対象にあまりにも簡単に、過度に
大きな信頼を寄せることになる可能性がある。

難しい重要課題のひとつは、信頼をコン

ねえ、アレクサ。
今日はピンク色
か、きらきら光る
ドレスのどっちを
着た方が良い？

レイチェル・ボッ
ツマン（Rachel�
Botsman）氏



107

107第4章　視点

ピューターコードの問題と捉えることが、いつ
どんな場合に適切であるかを判断することであ
る。自動化された機械が、意思決定を行うのに
十分な信頼性（または安全性）があるかどうか
を判断する手段を、子どもたちに与える必要が
ある。セキュリティーの懸念以外に、より重大
な問題はそのロボットが倫理的に行動すると信
頼できるかどうかである。そうしたロボットは、
正しいこと、誤ったことをどのように「学習」
するのだろうか。

自動化が飛躍的に進み、誰を信頼するかの判
断を機械やアルゴリズムのみに頼る世界に生き
ることになるとすれば、残念である。それは人
間の不完全さから生まれる彩りや動きを欠いた
世界であり、あまりにもコントロールを怠ると、
危険な状況に陥る可能性さえある。信頼を可能
にするのは、思いもかけないようなすばらしく
奇抜な行動をとり、変化する機能を備えた人間
であり、技術や数学ではない。

次の世代にこのことを理解してほしいのであ
れば、「信頼の停止（trust pause）」、すなわち
子どもたちが自動的にクリック、スワイプして、
共有したり受け入れたりする前に立ち止まって
考える間合いを設計する必要がある。「本当に
大丈夫か」を問うことが重要である。ある人物、
情報またはモノが信頼に値するかを判断する上
で役立つ知識と教育を、子どもたちに提供する
必要がある。

レイチェル・ボッツマン氏は、信頼に関する世界

的な専門家として、執筆や講演活動及び大学講師と

しての活動を行っている。同氏は、技術が人間関係

をどのように変えているかについて研究している。

Who Can You Trust?（Penguin Portfolio, 2017）の

著者であり、What’s Mine is Yours （HarperCollings, 

2010）の共著者である。オックスフォード大学サイー

ド・ビジネス・スクールにおいて、同氏が設計した世

界初のコラボレーティブ・エコノミーに関する MBA

課程で教鞭を執っている。

「古いものを性急に切り捨て、新し
いものを受け入れる中で、結果とし
て子どもたちが誤った対象にあまり
にも簡単に、過度に大きな信頼を寄
せることになる可能性がある」とレ
イチェル・ボッツマン氏は述べる。
©UNICEF/UN040853/BICANSKI
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ソーシャルメディアが既存の友人関係を
強化

全体的に見て、インターネット上の社会的な
つながりへの影響に関する研究は、この数十年
に変化している。1990 年代の初期の研究は、
インターネットの利用は社会的な生活にとって
有害であると見る傾向があった23。ひとつには、
当時多くの人々の社会的な人脈はインターネッ
ト上に築かれていなかったため、インターネッ
トを使って既存の友人関係を維持したり、新し
い友人を作ったり、古い友人との親交を再開し
たりすることが困難だったためである。最近の
エビデンスは、インターネット上のつながりが
友人関係や社会的資本に与える影響について、
おおむね好ましい状況を示している24。これは
おとなだけでなく、子どもについても言える。

例えば、青少年は SNS を利用することで仲
間との連帯意識を強め25、既存の友人関係を強
化し26、それが友人関係に関する孤独感を軽減
することに寄与していること27 が明らかになっ
ている。その理由のひとつは、この 10 年の研
究が示すように、インターネット上の方が秘密
や個人的な話題について話しやすいためであ
る28。特に少年にとってはそうである29。しかし、
社会的認知能力の不足を補うためにソーシャル
メディアを利用している青少年については、そ
うした利用が孤独感を強めることが分かってい
る30。

ソーシャルネットワーキングと幸福感につい
ては、ソーシャルメディアの受動的な利用（友
人の投稿を閲覧するが、やり取りは行わない）
と健全な生活との間には負の関係があることが、
いくつかの調査から分かっている31。羨望の気

（非）倫理的な設計が果たす役割

かつて、これほど少数の技術設計者が、世界中の十億人の
人々の時間の使い方にこれほど大きな影響を与えたことはな
い。ある場所では、1日に 150 回以上もスマートフォンを
チェックしている人々がいる。知識労働者は、1日の 3分の
1を電子メールに費やしている。1カ月当たり4,000通のメー
ルを送信している 10 代の若者たちもいる。起きている間、
6分ごとに送信する計算になる。

今日の技術は、人間の弱みを利用するよう意図的に設計さ
れていると設計者たち自身が述べている。ユーザーの注意を
引き、心理的バイアスと脆弱性を利用するため、できる限り
長く引きつけておこうとする。そのねらいは、社会的な受容
を求める気持ちにつけ入り、拒絶されることへの恐れを利用
することである。平均的なユーザーは、予定した時間から数
分か数時間後に、ほとんど、あるいはまったく利益を得ない
ままプラットフォームから退出するのに対し、技術企業は広
告主から金銭的利益を得る他、ユーザーの時間、注目及び個
人データを獲得することができる。すでに新しい複雑な感情
を経験している若者たちは、自らのプライバシーや時間の使
い方に及ぼす潜在的な影響に気づかない可能性がある。

技術企業が倫理的な設計について検討を始めるまで、特に
子どもや若者をはじめとするユーザーは、彼らの真のニーズ
ではなく、ソーシャルメディア企業の金銭的インセンティブ
に沿って設計された技術の結果を、引き続き受け入れること
を余儀なくされる。

子どもたちの最善の利益を技術設計に関する議論に反映す
るよう提唱することは、市民社会、特に技術業界と政府の連
帯責任である。

さもなければ、人工知能やモノのインターネット（IoT）と
いった未来の技術は、子どもたちのプライバシーや健全な生
活を犠牲にして実現されることになるだろう。第一歩は、有
機食品や環境対応車の運動から学ぶことである。これらの運
動は、まず消費者を教育し、人々にとっての利益と合致する
企業のインセンティブを新たに生み出すことから始まった。

このコラムは、Google で設計倫理と製品哲学の専門家を務め、
Time Well Spent 運動の共同創設者であるトリスタン・ハリス

（Tristan Harris）氏を迎えて、2017 年 1 月 31 日にユニセフハウ
スで行われた Thought Leaders Series のイベント、「デジタル・
ネ イ テ ィ ブ の た め の 倫 理 的 設 計（Ethical Design for Digital 
Natives）」での討論内容に基づいている。

今日の技術は、人間の弱
みを利用するよう意図的
に設計されている。
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持ちが強まることや32、ユーザー（この調査の
場合は大学学部生）が他の投稿者は自分よりも
幸せそうだとの印象を抱くことに起因する、と
研究者は仮説を立てている33。

インターネットの利用時間：少なすぎず、
多すぎず

主に親や教育者の間には長時間のインター
ネットの利用時間について懸念が広がっている
にもかかわらず（「デジタル依存をめぐる議論」
のセクションを参照）、英国で 12 万人以上の
15 歳の子どもたちを対象に最近実施された大
規模な横断的調査では、子どもたちがデジタル
技術の利用に費やす時間はほとんど影響を及ぼ
さないことが明らかになっている。性別、民族
及び経済的な要因を調整したこの調査では、テ
レビや映画の視聴、ビデオゲーム、コンピュー
ターやスマートフォンの利用について調査した。
活動内容によって影響はやや異なるが、全般的
に、デジタル技術をまったく使用しない場合は
精神的健康が比較的劣っており、中程度の使用

（活動によって 1 日 2 ～ 5 時間程度）は精神的
健康にわずかながら良い影響を与えるようだと
結論づけている34。

多すぎず、少なすぎず、丁度良い程度の「ゴ
ルディロックス効果」35 が子どもたちにとって良
いようである。

インターネットの利用時間と日常生活におけ
る他の活動とを比較した相対的重要性について
は、長時間のゲーム（本調査では 1 日 7 時間以
上とする）が精神的健康に与えるマイナスの影
響は、朝食を規則的にとることや十分な睡眠を
とることによるプラス効果の 3 分の 1 にも満た
ない36。

年少の幼児については、13,000 人以上の 5
歳児を対象として 2010 年に英国で実施された
大規模なコホート調査では、画面の利用時間が
増えることと、多動性障害、仲間関係の問題、
あるいは向社会性の問題など、調査対象の男児
や女児の精神健康上の問題との関連を示すエビ
デンスは見当たらなかった37。

ただし、デジタル技術を使用する日時、例え
ば平日か週末か38 は重要であることが明らかに
なっている。平日に集中的に使用することは週
末の使用より強い悪影響を及ぼす恐れがあり、
一部の子どもにとってインターネットの利用時
間は、宿題など平日の決められた活動の妨げと
なることを示している。

これらの調査結果を総合的に考慮すると、デ
ジタル技術が子どもの生活に及ぼす影響は、活
動の内容や、どの程度の時間をいつ費やすかに
よって異なるようである。ただし、良い影響で
あれ悪い影響であれ、これらは概して小さく、
子どもの健全な生活全体にごくわずかに寄与す
るに過ぎない39。

子どもの精神的健康状態を向上させるために
は、包括的なアプローチをとり、家族の機能、
学校での社会的力学、社会経済的状況など、イ
ンターネットの利用時間より強力な影響を与え
ることが判明している要因に注目する一方で40、
デジタル技術の適度な利用を奨励することが重
要である。

研究の限界

上記のエビデンスはまだ比較的新しいが、こ
れにより、絶え間なく進化する技術が、多様性
に富み、同じように常に進化し、技術をさまざ
まな方法で異なる出発点から利用する若い世代
に与える影響が示されている。

もうひとつの制約は、同分野における多くの
研究で使用されている調査方法である（「調査の
課題」のコラムを参照）。調査結果は、デジタル
技術の利用と健全性の低下との関連性を示して
いる41。しかし、デジタル技術の利用が、健全
性の低下を招く原因であるのか、結果であるの
かは明白ではない。例えば、インターネットに
時間を費やし過ぎた結果として子どもが孤独感
を感じるのか、あるいはすでに孤独感を感じて
いる子どもがインターネット上で長時間過ごす
のかは明らかでない。

家族の機能、社会的力
学、社会経済的状況な
ど、インターネットの利用
時間より強い影響を与え
ることが判明している要
因に注目すること。
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なお、ほとんどの研究は通信状態の良い環境
にいる子どもたちに重点を置いており、通信状
態が劣る環境には当てはまらない可能性がある。

機会費用：ネットに費やす時間は身体的
活動に置き換わっているのか

天気の良い日に家の中で何時間も画面の前に
座っている子どもを見た親は誰でも、ネットに
費やす時間のせいで身体的活動を行う時間が
減っているのではないかと考える。しかし、デ
ジタル技術を利用する時間が身体的活動に及ぼ
す影響を示すエビデンス50 は、明らかにばらつ
きがある。オンラインの活動と身体的活動の減
少との間に関連性があることを示す調査結果も
あれば、両者の間に関連性が見られないとする
調査結果もある51。

残念なことに、いくつかの主要な調査は費や
す時間の推定のみに基づいており、デジタル機
器、活動またはコンテンツ別の時間が重要であ
ることが明らかな場合において、そうした項目
別調査結果がほとんどない。

しかし、答えを見つけようと試みる大規模な
調査もある。欧州と北米で 20 万人を超える 11
歳～ 15 歳の青少年を対象としたデータに基づ
いて 2010 年に実施されたある国際的な調査で
は、1 日に 2 時間以上をインターネット関連の
活動に費やしている子どもたちは、余暇型の身
体活動に費やす時間が 1 週間当たり平均 30 分
少ないことが明らかになっている。しかし、こ
うした関係は、年齢、性別及び国籍によって異
なる52。また、青少年が行うインターネットの
活動の形態も重要であることが分かった。通常
のコンピューターの使用は身体的活動の増加に
つながっている一方で、インターネットでのゲー

調査の課題

精神的、社会的または身体的な健康状態
に関する調査は、相関性を示すか（複数の
変数の関係を明らかにする）、横断的サンプ
ルから導き出される（データをある 1時点
からのみ採取する）ことが多い。こうした
タイプの調査では、何が原因で、何が結果
かを判断することが難しい。またデジタル
技術の利用がもたらす長期的な影響を推定
することも難しい。因果関係と長期的な影
響を信頼できる方法で評価するには、縦断
的な調査や調査方法の改善が必要である。

最近の調査のもうひとつの課題は、デジ
タル技術の頻繁な利用、過度の利用、また
は問題となる利用が子どもたちに与える影
響に関して、年齢、性別、性格、生活状況、
社会的・文化的な環境などの要因によって
大きな個人差があることが実際に調査から

明らかな場合に、限られた数の背景的変数
に重点を置く傾向があることである42。そ
のため、デジタル技術が子どもたちに与え
る影響を過大評価するか、実際には別の原
因がある場合にデジタル技術による影響で
あると思い込みがちである43。

最後にエビデンスに関して忠告したい点
は、調査がどのように集計され、何を調査
対象としているかに注目すべきであるとい
うことである。利用時間のみに重点を置き、
その時間に対応するコンテンツや活動を説
明または評価しない調査は、あまり参考に
ならない。同様に、代表的ではない母集団
を対象とした（インターネット上の行動に
関連する）神経生物学的な調査を、大多数
の青少年に適用すべきではない。
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ムやテレビの視聴は身体的活動の減少につな
がっている。

調査はおおむね、身体的活動の減少は、青少
年がインターネットを利用した活動に過度に時
間を費やしていることの直接的な結果である可
能性は低いと結論づけている。

オンライン活動と身体的活動は、見かけ以上
にそれぞれ独立した活動であることを示唆する
調査結果もある。子どもはインターネット上の
活動をしたいという理由から身体的活動を控え
ることはないとする仮説もある。むしろ、さま
ざまな理由からすでに身体的活動をあまり行わ
なくなっていたことにより、インターネット上
の活動を行う可能性がある53。あるいは、彼ら
は自らの状況から生じる 2 つの個別の結果とし
て、身体的活動をあまり行わなくなり、かつイ
ンターネット上の活動を行っている場合もある。

デジタル機器の利用は、子どもの行動とその
理由の背後にある複雑な状況を反映したひとつ
の現象に過ぎない。近隣地域で遊ぶことが安全
でない、自宅の近くに公園、遊び場またはスポー

ツ施設がない、両親が子どもに付き添って遊び
を促す時間、関心またはリソースがないといっ
た理由から、身体的活動を行うことが難しい環
境にある子どももいる。

最後に、インターネットの利用時間のみに照
準を絞った介入が、身体活動に費やす時間を大
幅に増やすことにつながるとは限らない54。「イ
ンターネットの利用時間は身体的活動にどのよ
うな影響を及ぼすか」を問うのではなく、「子ど
もたちは最適な成長と健全な生活のために、健
康的でバランスの取れた量の活動を行うことが
できる生活を送っているか」を問う方が、適切
であると考えられる。身体的活動と健康的な食
事を推進することが、単にインターネットの利
用時間を減らすよりも有効であるかもしれない。

デジタル依存をめぐる議論

スマートフォンを手放すことができない青少
年や、iPad を取り上げられると自制心を失う
10 代前半の子ども、あるいは他の行動をほと

ネット上の友人関係に関する理論

研究者が提示し、研究対象となっている
3つの主要な仮説は、インターネット上の
行動が若者の友人関係に与える影響につい
ての親の懸念や考え方を反映している。

置き換え理論は、インターネット上の交
流が対面の交流に取って代わり、子どもや
若者の社会関係資本や個人的な知人を減少
させる結果につながるという考え方であ
る44。前述したように、当初こうした仮説
はある程度支持を得ていたが、最新のエビ
デンスはこの考えが過度に単純化されてお
り、誤りである可能性さえ示している。

「富める者はますます富む」理論は、優れ

た社会的能力や現実世界での人脈を持つ人
は、もともと社会的なつながりが希薄な人
に比べ、インターネット上の社交の機会に
よる恩恵を大きく受けると主張する45。こ
れに相反するのが社会的補償の理論で、イ
ンターネット上のコミュニケーションは、
社会的な不安を抱え、孤立している人に恩
恵をもたらすと主張する。そうした人々に
とっては、現実世界よりもインターネット
上で友人関係を築く方が容易であるためだ。

最後に、刺激理論は、インターネット上
のコミュニケーションが既存の友人とのコ
ミュニケーションを促進し、大抵はプラス
に作用すると主張している46。

身体的活動と健康的な食
事を推進することが、単
にインターネットの利用時
間を減らすよりも有効で
あるかもしれない。
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んど何もしていないように見える若いオンライ
ンゲーマーについて、見聞きしたことのない人
はおそらくいないだろう。

多くの親や教育者が心配するような問題行動、
すなわちデジタル技術の利用に非常に長い時間
を費やし、まるで薬物乱用者が特定の薬物に依
存するように、インターネットに依存している
ように見える子どもや青少年の行動をどのよう
な名称で表すかについて、一致した見解はない。

この問題行動を表現するにあたって、「依存性」
が適切な用語だと考える人もいる。そしてこの
用語が的確であろうという恐ろしい可能性が大
きく報道されると、親は懸念を強めることにな
る。しかし、類推は所詮、類推に過ぎない。

実際には、相当数の子どもや青少年がデジタ
ル機器に深く依存し、生活の主な領域に支障を
きたすか（依存症の定義）、結果的に深刻な健康
上のリスクが雪だるま式に膨らんでいることを
示すエビデンスはほとんどない。

研究者はこれまでのところ、デジタル技術の
長時間の利用による生活面のいかなる深刻なマ
イナス結果も、技術の使用のみに直接起因する
ことを示す有力なエビデンスを得ていない55。
技術の過度な使用の結果、どのような問題が生
じるかを詳細に探る調査自体も、ほとんど行わ
れていない56。また、こうした深刻なケースが
社会問題化している兆候もほとんど見られない。

それでもやはり、親の心配は子どもの行動の
変化を直に経験したことに起因するものであり、

子どもは比較的長時間のインター
ネット利用に対するレジリエンス

（回復力）があるようだが、起きて
いる間の 3 分の 1 もの時間をイン
ターネットに費やすことによる影響
を理解するには、より詳細な研究が
必要である。©UNICEF/UN046200/

KLJAJO

スマートフォンを手放せな
い青少年について、耳に
したことがない人はいない
だろう。
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インターネットや移動通信が登場して間もな
い頃から、研究者はこれらの新技術が人々を結
びつけるのか、分離させるのかについて論議し
てきた。おとなは、10 代の若者の現実生活で
のコミュニケーション能力が衰え、ソーシャル
メディアは空虚なやりとりを促進し、最終的に
孤立させ、孤独感を感じさせることになると心
配している。私たちは、これらの新しいメディ
アの良し悪しを性急に問いがちだが、まずは若
者たちの日常的な社会生活の中でどのような役
割を果たしているかを理解することが重要であ
る。

あらゆる年齢層の人々が、携帯電話やソーシャ
ルメディアの虜になっている。いつ、誰とコミュ
ニケーションを行うかを幅広い選択肢から柔軟
に選べるためである。日本で初めての移動通信
に関する調査の一部を実施した松田美佐氏は、
10代の若者の人間関係に「選択的交際」が広まっ
ていると述べている47。高校生にインタビュー
したとき、松田氏は中友（「ちゅうとも」、中学
校時代の友人の意）という、携帯電話が登場す
る前にはなかった新しい言葉に気づいた。以前
は生徒が高校進学で離れ離れになると、中学校
時代の友人とのつながりは失われた。現在は、
同じ学校やコミュニティに所属していなくても
友達と連絡を保つことができる。問題は、多か
れ少なかれつながっているかどうかではなく、
誰とつながっているかである。松田氏は、モバ
イルメディアが家族のコミュニケーションをど
のように変化させているかについても調査した。
その結果分かったことは、親密な関係の家族で
はメールによる親子間のコミュニケーションが
増えているが、結びつきが希薄な家族ではその
反対の結果となった。つまり、モバイルメディ
アによって、親近感を感じる人とのつながりが
より強められている。

2000 年代初頭の最初のソーシャルメディア・
ブームの頃、米国で実施された 10 代の若者を
対象とする調査で、若者たちがインターネット
上の交流を行う中で、さまざまな分野が存在す
ることが明らかになった48。ほとんどの若者は、
学校で知り合った友達との形式張らない社会的
コミュニケーションを行っていた。より少数の
若者は、ゲームやポップカルチャー、その他の
関心事項を中心とする特定のコミュニティとイ
ンターネット上でつながっていた。この 2 つの
状況において若者が育むアイデンティティは、
まったく異なることが多かった。例えば、イン

タビューを行ったある若い男性は、Myspace で
は学校の友達集団に人気のアスリートとしての
アイデンティティを投影しながら、オンライン
ゲームコミュニティの The Sims でも活発に活
動していた。彼は、それぞれのアイデンティティ
とソーシャルネットワークを切り離して維持し
ていた。

現在も唯一変わらないことは、新しいメディ
アを若者の生活においてどう活用するかに対し、
選択肢が豊富で、多様性に富んでいることだ。
若者は、フェイスブックの Cause を通じてオン
ラインコミュニケーションで数百万人を動員し
たり、他愛のないゴシップを交換したりできる。
こうした技術が一般にすべての若者たちにとっ
て良いか悪いかを考えることは、無意味である。
それよりも、どうすれば利点を最大限に引き出
せるかを問う方が重要である。

新たなメディアによって若者たちの経験の幅
が広がっていることを踏まえ、若者たちが賢い
選択を行うことができるよう導く、私たちの責
任も増大している。特定の機器やプラットフォー
ムの良し悪しを判断したり、インターネットの
利用時間を定めたりするだけでは十分でない。
若者たちがつながり、積極的に関わっているデ
ジタルコンテンツやコミュニティの内容や詳細
に目を向けなければならない。私は、「つながる
ことによる学習」を提唱する研究者、教育者及
び技術メーカーで構成するコミュニティに所属
している。これは、若者たちをインターネット
上の生産的な学習と人間関係に導くアプローチ
である49。

若者とおとなの間には、新しいコミュニケー
ション技術の価値をどう評価するかについて、
根強い世代間ギャップがあることが我々の調査
で明らかになっている。若者たちは携帯電話や
インターネットを、メディア、情報、社会的な
つながりの命綱と見ているのに対し、おとなは
若者たちのこれらの技術への関わりを時間の無
駄遣いだと捉える傾向がある。こうした世代間
ギャップは、機会の喪失をもたらす。新しいメ
ディアは、親、教育者及び若者たちを分裂させ
るものではなく、共通の関心事項と懸念の下に
結束させる手段になり得る。

伊藤瑞子氏は、文化人類学者、

教育研究者、起業家及び提唱者

である。カリフォルニア大学アー

バイン校の Connected Learning 

Lab のディレクターを務め、あ

らゆる社会階層の子どもたちを

対象にオンラインプロジェクト・

ベースのソーシャル STEM 教育を

提供する非営利団体、Connected 

Camps の共同創設者である。

伊藤瑞子氏

新しいメディア
は 10 代 の 若
者の社会生活
とアイデンティ
ティをどのよう
に変えるか
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子どもの健全な生活全体に対する当然の懸念で
ある。こうした懸念について検討し、対処しな
ければならない。

この 20 年間に実施されたさまざまな研究は、
子どもが現実世界での困難な状況に対処するた
めに自己治癒の形でデジタル技術を利用する場
合に、問題が生じ得ることを示唆している。例
えば、子どもが悲しみやストレスを感じるとき、
そこから気を逸らすために、オンラインゲーム
やソーシャルネットワーキング・サイトなど、
熱中したり気を紛らわせることができるアプリ
を通じてインターネットに接続することがある。
これは良い結果（一時的に気分が良くなる）を
もたらすこともあれば、悪い結果（真の原因が
解決されない）をもたらすこともある。根本的
な問題が解決されない限り、長期的にはこうし
た対処行動が反復的な習慣となる可能性がある。

研究者は、こうした問題行動を克服するために
は、生活に悪影響を与えるようなインターネッ
トの利用に駆り立てる根本的な問題に対処する
必要があるが、インターネットの利用時間を強
制的に削減することは表面的な介入で、目的を
達成できる可能性は低いとする見方に賛同する
傾向がある57。

過度なインターネットの利用を依存症と見な
すことは、インターネットの利用時間が家族の
力学に及ぼす影響に関する意見の相違への懸念
を、形を変えて表しているに過ぎないのかもし
れない。インターネットにつながっている大半
の子どもたちにとって、インターネット利用時
間に関する見解の相違は、年配者と若者の間に
新たな世代間の緊張を生む原因となる可能性が
ある。またインターネットの利用時間をどの程
度で「長過ぎる」と考えるかについて意見があ

インターネットの利用時間を制限す
る場合は、子どもの年齢、個性、文化、
生活状況をすべて考慮に入れなけれ
ばならない。©UNICEF/UN017636/

UESLEIMARCELINO
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まりに大きく異なることは、家族間の深刻な対
立の引き金となり得る。こうした観点から、親
や養育者は、子どもたちのみならず、自分自身
のデジタル技術の利用を調整するという、困難
ではあるが重要な役割を果たさなければならな
い。

デジタル技術に関するこうした見解の相違は
家庭での議論や争いを招く原因となり、それを
技術依存症の存在を裏づけるエビデンスとする
親や研究者もいるが、実際の議論の原因は、子
どもが自分の時間をどう過ごすべきかについて
の世代間の意見の不一致である場合がある58。

子どもたちのデジタル技術の利用が拡大して
いることへの懸念を表現する上で、依存症とい
う専門用語を使用することにはリスクがある。
この語の不用意な使用は、深刻な影響を受けて
いる人々の行動の真の重大性を見過ごす一方、
ときにデジタル技術をやや長時間にわたって使
用するものの結果的には害のない使い方をして
いる人々に対する害のリスクを誇張することに
なる。子どもの日常行動に臨床的な概念を適用
しても、健全なインターネットの利用習慣の育
成を支援する上では役立たない。

さらに、インターネット利用時間についての
議論と依存症を結びつけて考えることは、弊害
を及ぼす可能性すらある。例えば、一部の国で
は技術依存症という考えが子どもの治療キャン
プへの収監を正当化するために用いられている。
こうしたアプローチの有効性を裏づけるエビデ
ンスはないにもかかわらずである59。これらの
キャンプに関する報道によると、職員は懲戒の
方法として体罰や電気ショックなどを行ってい
る60。

東アジアで見られる矯正訓練キャンプの現象
に注目するある研究チームによると、「インター
ネット依存症は記述的には意味を持つが、概念
が曖昧で、ある程度の文化的背景を有し、症状
と主要な健康状態との間の区別がつきにくいこ
とから、診断上の重要性は疑わしい61。」

デジタルを利用する子どもの脳

デジタル技術の依存性への懸念に加えて、デ
ジタル技術は神経生理学的なレベルで子どもの
脳の伝達経路を変え、脳自体の報酬系に介入し、
あるいは脳の発達に別の方法で影響を与える可
能性があるという意見がある。

デジタル技術が脳の発達と認知プロセス
に与える影響に関する調査

最新の研究から、幼児期の経験と環境は子ど
もの脳の発達に影響を与えることが明らかに
なっている。子どもが十分な栄養を摂取し、刺
激と愛情を受け、逆境やストレスから保護され
たかどうかはすべて神経接続の形成に影響を与
える。そしてこの影響は生涯続く可能性がある。
生後 1,000 日間は、子どもの最適な脳の発達
を支える唯一の機会であると同時に、特に影響
を受けやすい時期でもある。

一方、経験と環境は青少年の脳の発達にも影
響を与え、青年期は神経接続を強固なものにし、
不要なものを取り除く時期であることも研究か
ら明らかになっている。

主要な認知プロセスは、青年期から成人初期
に発達する。ワーキングメモリー、社会的手が
かりの理解と対処、注意を払うべきことと無視
すべきことを選別する能力はこの時期に育まれ
る。インターネットの利用はこれらすべてに良
い影響と悪い影響を与えると考えられているが、
不確実な点や注意すべき点も多い62。

そのため、デジタル技術の過度の使用が、脳
の発達に影響を及ぼし得る経験になるのではな
いかと考える人もいる。ソーシャルメディアの
利用やメディア・マルチタスキングなど、子ど
もが日常生活の中でインターネット利用に関連
して行っている一般的な活動は、脳の機能に影
響を与えるのだろうか。与えるとしたら、どの

インターネットの利用は認
知の分野に良い影響と悪
い影響を与えると考えら
れているが、不確実な点
や注意すべき点も多い。
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参加者は、デジタル技術が医療知識と治療の可能
性を向上させていると考えている。
「デジタル技術は医療行為の向上を可能にしま

す」コンゴ共和国の集団回答

また、障がいのある人々が日常の活動により幅広
く関与できるようになる。
「デジタル技術は困っている人を助けます。話せ

ない人や動けない人に、レンズ、義肢、特殊なコ
ンピューターを提供します」モルドバ共和国の集
団回答

「コミュニケーションのための新しいデジタル技
術は、特別なニーズのある子どもたちがクラスメー
トと安心して交流する上で役立ちます」ベラルー
シの集団回答

デジタル技術は、医療や保健分野の最新のイノベー
ションに注目を集める役割を果たしていることも
指摘している。
「世界の最新の進化を知るのに役立ちます」コン

ゴ民主共和国の集団回答

特定の健康問題に関する情報へのアクセスにも役
立つ。
「自分の健康状態を説明する情報を見つけること

ができるため、健康と幸せにとても役立ちます」
モルドバ共和国の集団回答

デジタル技術は身体的な健康を支えることができ
ると考えている。
「音楽を聴きながらエクササイズできるため、技

術は身体の運動に役立ちます」ナイジェリアの集
団回答

同時に、社会とのつながりを拡げ、エンターテイ
ンメントへのアクセスを提供することなどによっ
て精神的な健康も支える。
「面白いビデオを見ると気が紛れるため、健康に

とって望ましく、ストレス解消にも少し役立ちま
す」ペルーの集団回答

マイナス面として、デジタル技術は健康と健全な
生活を損なうリスクを高める点を挙げている。デ
ジタル技術の長時間の利用は聴力と視力を低下さ
せる可能性がある点に注目している。
「スマートフォンやコンピューターの明るさは目

にとって有害となることもあります」キリバスの
17 歳の少年

また、運動など他の活動に集中できなくなって肥
満になる確率が高まる。
「スポーツをあまりしなくなりました。歩くこと

も少なくなりました」ナイジェリアの 17 歳の少
女

さらに、バイオメトリック・デバイスが身体的な
健康によい結果をもたらすという考えには懐疑的
である。
「健康状態を追跡するアプリは、実際には役立ち

ません」ナイジェリアの集団回答

健康に関する誤った情報があることも懸念してい
る。
「健康に関するインターネット上のアイデアやヒ

ントには、誤ったものもあります」ナイジェリア
の集団回答

参加者は、特にデジタル技術が精神的な健康と健
全な生活に及ぼすマイナスの影響を強調した。ネッ
ト上で共有される、差別的あるいは人を傷つける
ようなやり取りやコンテンツは、いずれも強力な
マイナスの影響を及ぼすとして著しい懸念を示し
ている。
「フェイスブックで友人と口論になりました。

フェイスブックで悲惨な瞬間を経験しました。惨
めで後悔するような投稿メッセージを目にしまし
た。気まずいコメントが投稿されました」セネガ
ルの 14 歳の少年

世界子供白書 2017
ワークショップ * の参
加者にとって、デジタ
ル技術と、自分自身を
含めた若者たちの健康
や健全な生活との関連
性は複雑なものであっ
た。コネクティビティ
に対するおおむね肯定
的な見方を反映して、
デジタル技術が疾病の
治療と健康的なライフ
スタイルを支えること
に大きな期待を抱いて
いる。しかしその一方
で、デジタル技術が幸
福と精神的健康に良く
も悪くも影響を及ぼす
可能性があることも明
確に認識している。

青少年が考えていること……
デジタル時代の技術と健康に
ついての意見
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*  参加者の回答は必要に応じ
て短縮され、また分かりやす
いように編集されています。

要約すると
デジタル技術が健康

や幸福に悪影響を及ぼ
す可能性があることを
懸念しているものの、
参加者の大半はこうし
た技術の影響は好まし
いものであるか、良い
面と悪い面が均衡して
いると述べている。

「インターネット上に何かを公表すると、突然、
理由もなく、私たちのことを知らない誰かが攻撃
的なコメントをします」ウルグアイの 14 歳の少
女

「フェイスブックに写真を投稿した時に受け取っ
たコメントの内容で、僕は気が動転しました」セ
ネガルの 14 歳の少年

興味深いことに、友達がインターネット上で嫌な
経験をしたことに深く傷つくことがあると述べる
参加者もいる。
「友達の 1 人が写真を投稿し、その友達に反感を

持つ人が悪意のあるコメントをしました。友達は
私の親友の 1 人なので、私は本当に傷つきました」
セネガルの 16 歳の少女

自分自身のインターネットへの関与が他の人に影
響を与え得ることを、強く認識している参加者も
いる。
「私たちが公開するものによって、他の人の幸福

を破壊する可能性があります」コンゴ民主共和国
の集団回答

デジタル技術に関与することで欲求不満が募り、
不安感や怒りを増大させることがある点にも注目
している。
「速度がとても遅いのでストレスがたまります」

ペルーの集団回答

オンラインプラットフォームは、感情を伝えて相
手に理解してもらえたと実感することには適して
いないと述べる参加者もいる。
「僕たちはほとんど話をしないことがよくありま

す（両親、兄弟姉妹、僕は、ゲームをしたり、
SNS に時間を費やしたりしているため）。両親は
僕の状態を把握できません（精神的健康や学校で
の問題など）」日本の 15 歳少年

一部の国では、子どもたちがデジタル技術の長時
間使用について懸念を示している。
「技術への依存は、親族との関係を損なわせるも

のです」モルドバ共和国の 14 歳の少年

「子どもの頃から周囲に数多くの機器があったの
で、簡単に依存症になってしまいます」日本の 15
歳の少年

デジタル技術は、ラップトップ、スマートフォン、
コンピューターなどが以下のようなことをもたら
すため、憂うつ感、不安感、現実からの遊離を招
く原因となる恐れがあると指摘する参加者もいる。
「社会的な孤立です。部分的にしか現実ではない

仮想世界を生み出すからです」モルドバ共和国の
16 歳の少年

「デジタル技術は、道徳的な不安を招く原因にも
なります。そういったものがどうして健康や幸福
を支えられるでしょうか」ナイジェリアの集団回
答

デジタル技術が他の活動を置き換えることは、一
部の参加者にとって以下のことを意味する。
「人々は、幸せをもたらす何気ないことを忘れて

しまいます」ナイジェリアの集団回答
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ように与えるかを説明できるだろうか。デジタ
ル技術の依存性に関するメディアの過熱報道と
同様、「脳へのダメージ」の可能性も親の過剰な
不安を煽っている。

幸運なことに、多くの子どもや青少年にとっ
てこうした懸念は杞憂に過ぎない。インターネッ
トやゲームを長時間にわたって利用し、合計利
用時間が健康上問題ないと考えられる上限を越
える青少年は、ごく少数である63。デジタル技
術の適度な使用が子どもの脳に悪影響を及ぼす
ことを示すエビデンスはない。

しかし、デジタル技術の過度の利用による影
響を示すエビデンスを無視すべきだと言う意味
ではない。インターネット上の行動と脳の発達
との関係を測定する研究はごく一部の青少年し
か調査対象としていないにもかかわらず、調査
結果の中には極端な状況の影響を示すものがあ
ることも事実である。また、インターネット上
の活動の要素として注目すべきことは、必ずし
もインターネットに接続してどれだけ時間を費
やしたかではないことを示している。

親は、子どもが暴力的なビデオゲームをし過
ぎると、現実世界で暴力的な行動をとるように
なるのではないかという懸念を抱くことが多い
が、この因果関係を示すエビデンスはない。事実、
最新の調査によると、ビデオゲームは子どもの
視覚機能64 と学習能力65 に良い影響を与えるこ
とさえあることが分かっている。

「いいね」が脳に与える影響

青少年は、友達がインターネット上に投稿し
たコンテンツを読み、それに反応することに実
に多くの時間を費やしている。デジタル世界で
は、「いいね」は青少年の世界における新造語で、
好みや行動に影響を与え、脳に記録される可能
性すらある。

MRI を使用したある自然主義的な実証研究で
は、「いいね」の数がそれぞれに表示されたさま
ざまな写真を見せられると、青少年の社会的な

理解と報酬系に関連した脳の部位の活動が活発
化することが明らかになっている66。この研究
では、健康に有害な行動を示す写真を見ること
は、認知制御と行動の抑制に影響を与える脳の
部位の活動低下につながることも明らかになっ
ている。

しかし、上記のような関連性は示されている
ものの、こうした脳のパターンの変化が実際に
影響を及ぼすのか、あるいは実際に青少年に特
定の行動をとらせるのかを裏づけるエビデンス
は、まだない。研究者は、MRI に現れた脳の活
動の認知プロセスが何であるか把握しておらず、
若者が特定の刺激にさらされたときに、一定の
行動を選択するかどうかを予測することはでき
ない。また、こうした「同調圧力」は現実世界
でも同じように生じる可能性があるが、現実世
界でそれを正確に測定することはさらに難しい。

メディア・マルチタスキングの利点

青少年は、動画を見ている途中にすばやく友
達へのメッセージ送信に切り換え、再び動画に
目をやり、次にソーシャルメディアにさっと目
を通してステータス更新をチェックするなど、
複数の作業を同時に行うことが知られている。
言うまでもなくおとなも同様の行動を見せるが、
このことから、デジタル技術の使用が注意欠如
多動性障害（ADHD）を引き起こすのではない
かと見るさまざまな記事が発表されている。

メディア・マルチタスキングを行うことが比
較的多い青少年や若年層のおとなは、注意散漫
になりやすい環境で作業する際、行動に制御と
努力がより必要であることが研究から明らかに
なっている67。しかし研究者は、脳のこれらの
領域の活動が活発化することはメディア・マル
チタスキングの結果であるのか、脳の活動の影
響を受けてメディア・マルチタスキングを行う
のか68を判断することができない。日常的にゲー
ムを行うことが記憶やマルチタスキングにどの
ような影響を与えるかについて、類似の研究が
行われている。調査は、13 歳から 24 歳までの
若い調査対象者が MRI スキャンを実施している

ビデオゲームは、子ども
の視覚機能や学習能力
に良い影響を与えること
もある。
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間、複数の項目を同時に追跡しながら、いかに
柔軟に注意を切り替えているかを測定した。脳
の活動から見て、ゲームを行う頻度が比較的高
い調査対象者は、日常的にゲームをする頻度が
低いと報告した対象者よりも注意を柔軟に切り
替え、大量の情報を追跡することに長けている
ことが調査から明らかになった69。

今後の指針

限られた調査から包括的な結論を導きたいと
いう衝動に駆られることは理解できるが、子ど
もや青少年のインターネット上の活動がもたら
すリスクと利点を評価し、対処する上で有益と
は言えない。長期的かつ代表的な研究と、より
明確に子どもに照準を絞った調査を行う必要が
ある。さらに、常にインターネットを使用して
いると子どもたちが感じている時代に、その使
用や乱用の調査結果を測定し、管理することに
関して、新たな課題にも直面している。

利用の閾値を特定するにあたり、どの程度が
正常あるいは過度であるか、または睡眠や食事、
宿題の妨げとなっているかの判断は、子どもの
年齢、個人の性格、文化、生活状況によって異
なる。同時に、親や養育者は、コンテンツや子
どものオンラインでの経験により大きな注意を
払い、利用時間のみに注目しないようにする必
要がある。デジタルを利用した問題行動や不健
全な行動については、学校環境や家族及び友達
との関係など、幅広い生活の要因を考慮した上
で対応しなければならない。

インターネットの利用時間に関する提言を示
す際のもうひとつの課題は、過度な使用につい
てのおとなの認識が議論を呼ぶ傾向にあるとい
う点だ。子どもは具体的な理由のためにデジタ
ル技術を使用しているため、彼らの意見や説明
を真剣に受け止めることが重要である。

子どもは、さまざまな点でこの分野の先駆者
であり、専門家である。アプリやプログラムを
独自に開発する子どももいる。こうした状況に

効果的に適応し、家族、学校及び社会全体でデ
ジタル技術の健全な使用や有害な使用について
建設的な対話を行うには、子どもたちの声や経
験をもっと信頼する必要がある。

デジタルメディアの使用が子どもの健全な生
活に与える影響について一般社会の理解を広め
る上で、メディア機関も重要な役割を果たして
いる。メディアの報道は、社会の不安を反映す
ると同時にそれに影響を及ぼすことができるた
め、子細な状況を伝えることが非常に重要であ
る。しかし、この分野でのエビデンスは決定的
ではなく矛盾も見られるため、これを実現する
ことは容易ではない。方法論的に弱点があるか、
提示されたエビデンスが誇張されている、ある
いは歪曲された調査のエビデンスを報道する
ニュース記事があまりに多い。そのために子ど
もにとってより喫緊の課題から注意が逸らされ
るか、研究や政策が、適性に評価されていない
介入を行うことにより問題を性急に解決しよう
とする状況に至る可能性がある。これは必ずし
もメディア機関やジャーナリストの過失ではな
く、大学や研究機関が研究結果を公表する方法
に問題がある可能性も示している。こうした問
題に対処する方法のひとつは、研究結果がどの
ようにして世界に公表されるかに対して研究者
がより直接的に関与し、制限を明確に示すこと
により、結果の誇張や歪曲を阻止できるように
することである。

デジタル技術の利用拡大に適応するためには、
親による子どもの育て方、研究者による研究方
法、及び意思決定者が政策や提言を策定する方
法を一部調整する必要がある。上述したように、
インターネットの利用時間の削減を求める意見
もあるが、これまでのところ、子どもの生活や
オンライン上の経験の質に著しい悪影響を及ぼ
すことを示すエビデンスはないため、こうした
介入を正当化する根拠はない。利用を制限する
のではなく、介入や前向きで協力的な親の指導
を通じて、インターネットの利用方法について
理解を深め、共有することが、子どものデジタ
ル機会を向上させ、リスクを最小限に抑制する
上で最大限の効果を発揮する。

方法論的に弱点がある
か、提示されたエビデン
スが誇張されている、あ
るいは歪曲された調査の
エビデンスを報じるニュー
ス記事があまりに多い。
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レゴ・グループは、子どもたちをロール・モ
デルにしている。子どもたちは常に探求し、創
造し、発見する。彼らは「ハンズ・オン（＝直
接触る）」型及び「マインズ・オン（＝心で感
じる）」型のアプローチを使って人生を直感的
に学ぶ。遊びは、こうした生まれながらの学習
への取り組み意欲を喚起する上で極めて重要
で、創造的な遊びの経験は、子どもが人生に不
可欠なスキルを学び、育成する能力を高める。

私の 2 人の子どもにとって、遊びがいかに重
要であるかを実際に目にしてきた。遊びは、子
どもたちが発明し、問題を解決し、協力し、楽
しむことを促した。これはすべての子どもたち
の発育を促進させる強力な原動力であり、不可
欠な要素である。遊びは面白いだけでなく、子
どもが幼児期から成人期を通じて、課題に備え
て学習、準備する際に重要な役割を果たす。

世界中でデジタル技術によってつながる子ど
もたちが増えるのに伴い、オンライン上の安全
な場所で遊びを中心とした楽しい経験を与える
ことは、玩具業界が取り組むべき重要な課題に
なっている。当社の 85 年にわたる想像力、独
創性、楽しさ、学び、配慮及び品質についての
価値観は、LEGO® ブロックを使った最高の遊
びの経験の提供に対するレゴ・グループの真摯
な取り組みを支えてきた。そして現在、こうし
た価値観が、想像力を掻き立て、なおかつ安全
なデジタル経験を提供することに対する当社の
意欲的取り組みの指針となっている。

デジタル技術のイノベーションは、世界中の
子どもたちに遊びと教育の経験を提供する格好
の機会をもたらす。しかしこの機会は、高度な
安全性の提供に努めながら、子どもの成長と発
達に伴って能力強化と創造性を喚起するとい
う、責任あるブランドに対する新たな課題も提
示する。

レゴ・グループは、パートナーや業界専門家
と協力して、当社が提供するデジタル経験を物
理的な遊び用具と同じく安全なものとすること
に力を注いでいる。レゴ・グループは玩具業界
で初めてユニセフとグローバル・パートナー
シップを構築し、企業活動において子どもの権
利 と ビ ジ ネ ス 原 則（Children’s Rights and 
Business Principles）を推進し、実践すること
に注力している。ユニセフと国際電気通信連合
の子どものオンライン保護に関する業界指針

（Guidelines for Industry on Child Online 
Protection）は、レゴ・グループの子どものデ
ジタル安全性（Digital Child Safety）方針の策
定と実施に組み込まれている。この方針は、子
どもの権利を尊重し支持する当社の姿勢を確認
し、全社的な子ども保護の管理を強化する。ま
た、安全で楽しいデジタル体験を提供する一方
で、子どもの遊び、学習及び共有の能力を強化
することを目指すレゴ・グループの取り組みを
明確に示すものである。

親は今やデジタル技術が子どもの生活に不可
欠なものになっていることを理解し、信頼でき
るパートナーが子ども用に設計されたソーシャ
ルメディア・チャネルを提供することを圧倒的
に支持していることを、レゴ・グループは世界
数百万人の消費者から学んでいる。

ソーシャルメディアは、世界中の子どもたち
が相互につながり、独創性と遊び体験を共有す
るという夢のような可能性を提供する。レゴ・
グループは、子どもはソーシャルネットワーク
にアクセスする権利があると考え、子どもや

「10 代前半の子ども」向けに、世界各地の数千
人の子どもたちとストーリーや創造物を構築
し、共有する意欲を喚起する安全なソーシャル
プラットフォーム、LEGO® Life を開発した。
これは子どもの最初のデジタル・ソーシャル体
験となるよう設計され、ユーザーの手ほどきを
し、彼らにソーシャルネットワークのいくつか
の中核的な概念に触れさせる。

LEGO® Life にはレゴ・グループの安全宣言
が組み込まれ、親が子どもにデジタルの安全性
を説明しながら、ネット上のソーシャル行動に
関する基本ルールについて親子間の約束を定め
る際のサポートを提供する。レゴ・グループは、
親が子どもとデジタル体験を共有し、子どもの
お気に入りのアプリに関心を持ち、子どもと一
緒にデジタル保護について話し合い、安全宣言

（安全で、格好良く、他者に敬意を払い、楽しむ：
Be Safe, Be Cool, Respect Others and Have 
Fun）を実践することを奨励している。

責任あるブランドには、親と手を取り合って、
技術の進化が子どもの健全な生活と発育に貢献
することを確実にする、重要な責任があると考
えている。しかし、政府も重要な役割を担って
いる。規則や規制を強化するだけでなく、より
広範な法的枠組みについて考え、それが子ども

子どもたちがデ
ジタル世界で活
躍する能力を高
める

ニールス・B・�
クリスチャンセン
（Niels�B.�
Christiansen）氏
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の独創性を抑圧したり、意欲や好奇心の喚起を
目的とした技術の利用を目指す責任ある企業の
自由を奪ったりすることがないよう尽力する役
割である。

したがって、将来を見据えて適切なバランス
を図ることが重要である。すなわち、保護と能
力強化のバランスであり、子どもと親が楽しみ
ながら、自主的に遊ぶために必要な自信を与え
ながら、子どもをオンライン上の安全領域から
踏み外させるような混乱を避けるバランスであ
り、子どものプライバシーの権利と親の同意の
重要性を尊重しながら、デジタルでの遊びの経
験は子どもが 21 世紀における重要なスキルを
開発する上で役立つことを認識するというバラ

ンスである。

レゴ・グループは、成功への道は強力なパー
トナーシップの中に見出すことができると考え
ている。業界、親、政策立案者及び市民社会が
協力することで、子どもに安全で、意欲を喚起
し、能力を高めるデジタル化された遊びの体験
を提供することが可能になる。

ニールス・B・クリスチャンセン氏は、2017 年
10 月にレゴ・グループの CEO に就任した。レゴ
に入社する前は Danfoss A/S の CEO を務め、それ
以前は GN Store Nord のエグゼクティブ・バイス・
プレジデントを務めた。クリスチャンセン氏はデン
マーク工科大学にて工学修士号を取得し、フランス
の INSEAD で MBA を取得した。

「デジタル技術のイノベーションが
示すものは、世界中の子どもたちに
遊びと教育の経験を提供するための
非常に大きな機会である」とニール
ス・B・クリスチャンセン氏は語る。
©UNICEF/UN040222
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「�他の子どもたちが学校へ通うことを
助けるための資金調達の機会を米国
の学生たちに提供する団体を支援す
るのに、私の場合はちょうど 20回
クリックしました。同じ Z世代の
仲間に伝えたいのは、私たちは皆、
デジタル時代に生きる子どもとして
計り知れない力を持っていることを
忘れてはならないということです。
この力を良い方向に活かしましょ
う」

世界子供白書 2017 に登場する若い寄稿者たちの意見の全文は、
以下のウェブサイトでご覧いただけます：
www.voicesofyouth.org/en/sections/content/pages/sowc-2017

ジェン・リトル（Jenn Little）
さん（16 歳）

米国

第5章
デジタルの優先課題：
利点を活かし、�
リスクを抑える
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子どもが利用できるデジタル機器やオンライ
ンプラットフォームは、減ることなく増加して
いくだろう。モノのインターネット（IoT）や人
工知能といった最新技術が世界的な規模でデジ
タル環境の変化を後押ししているように、ICT
は今後も引き続き、良いにしろ悪いにしろ、子
どもの生活に影響を与えるであろう。

本稿で述べたように、子どもたちは今後も引
き続き、さまざまな方法でこうした変革を経験
し、これには彼らがどのように「現実世界」を
経験しているかも反映される。言うまでもなく、
最も不利な立場にあり、社会の主流から取り残
された子どもたちはインターネットやネット
ワークへの接続による恩恵を最も受けにくく、
技術の負の側面によって被害を受ける危険性が
最も高い。この他にも、性別、教育状況、伝統
的な規範、言語、居住場所など重要な要因がす
べて、良くも悪くも、デジタル技術が子どもた
ちに与える影響に大きく関係している2。

こうした影響と、子どもたちがどのようにデ
ジタル技術を経験し、インターネットへの接続
がもたらす機会とリスクをどのように捉えてい
るかについての理解は、著しく不足している。
子どもたちがインターネットに接続しているか
どうかだけでなく、接続する理由とその方法、
及びアクセスを促進または阻害する状況につい
て、より確実なデータ収集が喫緊に必要とされ
ている。さらに、デジタル・ディバイドの両サ
イドにいる子どもたちの機会費用、特にインター

ネットへのアクセス手段がほとんど、またはまっ
たくない不利な状況にいる子どもたちにおける
機会損失と、最もインターネットの接続率が高
い子どもたちが見逃している可能性のある現実
世界での機会を把握すべく、さらなる取り組み
を行わなければならない。

特にこうした情報がない中で、政策立案者は
急速な技術革新と、それが子どもの生活に与え
る影響に後れをとらず適時に対応する上での重
大な課題に直面している。我々の知るインター
ネットは、おとなの利用を想定して開発され、
規制されている。ユーザーがおとなであるとい
う前提が、立法機関、規制当局及びインターネッ
ト管理組織において依然として根付いている3。

しかし、昨今の子どもたちはデジタルネイティ
ブであり、インターネットを自分の居場所だと
考えている。政策や規制の枠組みは、こうした
現実に則したものでなければならない。特にイ
ンターネット接続が招く最悪のリスクから子ど
もたちを保護するためには、現状に後れをとる
ことなく迅速に対応する必要がある。インター
ネットを悪用して子どもを食い物にし、危害を
加える者はあらゆる抜け道をすばやく利用する
ためだ。一方、これほど緊急性はないものの同
様に重要な課題として、オンラインコンテンツ
への平等なアクセスを拡大する政策を策定し、
そうしたビジネス慣行を促進する必要がある。 インターネットは、主にお

となのユーザーを想定し
て開発された。

予測すること、特に将来について予測することは決して賢明ではないと言われている。

しかし、デジタル技術によってその将来が影響を受ける子どもの数が急増していること
は、間違いない。

子どもはすでに世界全体のネットワーク人口において大きな比率を占めており、この比
率は、子どもや若者の占める割合が最も急速に拡大している地域にインターネットが普及
することに伴い、今後も上昇の一途をたどるだろう。例えば、アフリカは今世紀半ばまで
に全世界の 5 歳未満の幼児の 40%、18 歳未満のこどもの 37% を占めると予想されて
いる1。
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インターネットの自由、開放性、ネット中立性、
アクセシビリティ及び人権の尊重などの問題に
対処する、国際的な法律文書、ガイドライン、
協定及び原則は数多くある。しかし必要なのは
ガイドライン自体を増やすことではなく、子ど
もたちをデジタル世界の危険から守り、すべて
の子どもにインターネット接続の恩恵がもたら
されるようサポートする連帯責任を担うことを
認識した、原則と優先的行動に合意することで
ある。

これは、子どもたちの最善の利益となるだけ
にとどまらない。デジタル世界において、社会
にとっても最善の利益となる。デジタルリテラ
シーを持ち、インターネット接続がもたらす無
数の機会やリスクに巧みに対処し、より生産的
な未来に至る道筋を描くことができる子どもた
ちから、社会は多くを得ることができるためだ。

デジタルスペースを子どもたちにとってより
良いものにするためには、各国政府、国連機関、
その他の国際的な子どもの機関、市民社会、民

デジタル世界で生き残り、成功する
ために、子どもたちは広範なデジタ
ルリテラシー能力を身につける必要
がある。
©UNICEF/UN015600/PRINSLOO
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間セクター、学会、技術社会、家族や子ども自
身の間のコラボレーションと協力が必要である。
国際的なガイドラインや協定の他、子どもに照
準を合わせた国内の政策、協調的な対応、ベスト・
プラクティス・モデルの共有が求められる。

本稿で概説する行動計画は決して完全なもの
ではないが、全体としてはデジタル分野の政策
立案や実際の行動の指針とすべき中核的原則を
反映している。すなわち、子どもの尊重と保護
である。

1．		すべての子どもが良質なオンラ
インリソースに手頃な料金でア
クセスできるようにする

インターネットへのアクセスは、情報、知識、
雇用機会へのアクセス、コミュニティへの参加
及び社会との関わりによる恩恵を子どもたちに
もたらすことから、彼らの機会平等を決定づけ
る要因にますますなりつつある。しかしながら、
第 2 章で述べたように、子どもたちはインター
ネットへのアクセスを阻むさまざまな障害に直
面しており、仮にどうにかインターネットに接
続できたとしても、オンラインリソースを最大
限有効に活用することは難しい。

そうした障害のうち主なものとしてインター
ネット接続料金が高いことが挙げられるが、地
理的要因、インフラの未整備、利用できるデジ
タル機器がないことなど物理的な障害もある。
性別及び社会的な規範、文化的慣習、少数派で
あることなど、目に見えない障害も影響してい
る。例えば、インターネットは少女にとって危
険で不適切な場であるという社会の懸念のため、
特に少女はインターネットへのアクセス機会を
逃す恐れがある。また、多くの子どもたちにとっ
て、彼らの使用言語を使った適切なコンテンツ
がないことが、インターネットの有用性を制限
している。これは特に、少数言語を話す子ども
たちや辺境地域で暮らす子どもたちの場合に当
てはまる。

子どもたちがインターネットのアクセスに使
用する機器の種類についても問題がある。モバ

イル機器によって一足飛びにインターネット接
続を可能にしているコミュニティもあるが、こ
うした機器は「次善」の経験を提供するに過ぎず、
幅広い文書作成やコンテンツ制作という面では、
子どもたちがオンラインでできる活動を大幅に
制限する。同様に、十分なサービスが提供され
ていないコミュニティへのインターネット接続
は、「閉ざされた利用範囲」でのサービス提供の
アプローチを取ることがある。つまり、ごく限
られた数のウェブサイトにしかアクセスするこ
とができない。

こうしたデジタル・ディバイドはいずれも、
既存の社会経済的な分断をさらに深める現実的
な可能性がある。その対策として、社会及び経
済的な要因が子どもの ICT 利用をどのように決
定づけ、ICT が公平性と機会にどのような影響
を与えるかについて包括的な全体像を示すこと
が重要である。

	インターネット接続費用を引き下げる
イノベーションとサービス・プロバイダー間

の競争を促す市場戦略は、インターネット接続
費用の低減に有用である。光ファイバーケーブ
ルを、輸送、ガス・電気、電気通信、下水など
の既存のインフラ建設に組み込むことで、接続
範囲を拡大する費用の低減も可能になる。また、
恵まれない環境にあるコミュニティや家族のイ
ンターネット接続料金の引き下げに対し、電気
通信業界に税務上の優遇などのインセンティブ
を与えることで、大きな変化をもたらすことが
できる。

	公共アクセスポイントに投資する
学校、図書館、コミュニティセンター、公園

及びショッピングセンターにおける公共アクセ
スポイントは、インターネットへの接続手段を
持たない子どもたちのアクセスを劇的に向上さ
せる。低所得層の住む地区では、Wi-Fi アクセ
スが可能なバスなどの移動式通信装置によって
同様に接続を向上させる（第 2 章の「キューバ
で最初のオンライン世代」及び「宿題格差に注意」
の各コラムを参照）。

	子どもに関連したコンテンツを子どもの使用
言語で作成することを奨励する

公共、民間の両セクターは、現地で開発され、
現地に関連したコンテンツを、より多く作成す

インターネットへのアクセ
スは、子どもたちの機会
平等を決定づける要因に
ますますなりつつある。
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ることに尽力しなければならない。特に、少数
言語による、人口密度の低い辺境地域に照準を
合わせたコンテンツが求められる。

	インターネットへの平等なアクセスを妨げる
文化、社会、ジェンダーの障害を打破する。安
全にインターネットを利用する機会を少女たち
に提供し、デジタルスキルを向上させる訓練プ
ログラムは、少女がデジタル技術を利用する上
で自信を持てるようになると同時に、家族の懸
念への対処にも役立つ（第 1 章の「IT Girls －
ボスニア・ヘルツェゴビナ」を参照）。コミュニ
ティでの対話を促進することは、少女による技
術やインターネットの利用に関する誤った通念
を払拭する一助となり得る。支援的な技術やイ
ンターネット・プラットフォームは、障がいの
ある子どもたちのコミュニケーションをより容
易にし、学習を支援し、さらなる自立を後押し
することができる（第 1 章の「iSign」や「Yuudee」
のアプリケーションを参照）。

	移動を余儀なくされた子どもたちにデジタル
機器やインターネット接続を提供する。政府、
支援機関及び民間セクターは、難民キャンプや
移民センターをはじめ、移動を余儀なくされて
いる子どもたちが集まることの多い場所に、子
どもたちが家族や友達と連絡を取り合うことが
できるよう、公共インターネットアクセスを提
供すべきである（第 1 章の「チャド」のコラム
を参照）。支援機関は民間セクターとより緊密に
協力して、データサービスやデジタル機器を包
括的な支援パッケージに含めることも検討すべ
きである。

2．		インターネット上の危害から子
どもを守る

デジタル時代は、子どもに対する既存のリス
クを増幅し、新たなリスクも生み出している。
インターネット上の子どもの虐待、搾取及び人
身売買はダークウェブ上だけでなく、一般的な
デジタルプラットフォームやソーシャルメディ
アでも依然として横行している。この他にも子
どもたちは、ネットいじめや、ポルノサイトあ
るいはギャンブルのサイトといった不適切なサ

イトにさらされるなど、さまざまなインターネッ
ト上のリスクにさらされている。後者のリスク
については、適切に回避している子どもがほと
んどであるが、人生を一変させるような壊滅的
な影響を受ける子どももいる。

国際社会による、性的搾取などインターネッ
ト上の最も悪質なリスクの根絶に向けた政策と
アプローチの策定にはある程度の進展が見られ、
法律による取締りや被害者支援も大きく前進し
ている。WePROTECT Global Alliance などの
イニシアティブは、政策と統治、刑事司法、被
害者支援、社会の変革、業界の関与、倫理的で
正しい情報に基づくメディアの報道などのレベ
ルで実施すべき事項を定めた枠組みを策定して
いる。

こうした取り組みを基盤として、協調と知識
の共有を推進し、法執行機関がインターネット
上の加害者に先んじて対応するためのアプロー
チを拡充し、民間セクターと協力して子どもを
守る倫理基準を策定する必要がある。

	法執行機関と子どもを守る取り組みを支援す
る。特に技術企業をはじめとする民間セクター
は、インターネット上の子どもの保護を目的と
して、デジタルツール、知識及び専門技術・知
識を、法執行機関と共有する極めて重要な役割
を担っている（第 3 章を参照）。

	WePROTECT	Global	Alliance の戦略的枠
組みを導入し、実行する。インターネット上の
性 的 搾 取 の 撲 滅 を 目 的 と し て 創 設 さ れ た
WePROTECT Global Alliance の枠組み（上記
を参照）が、すでに 77 カ国に導入されている。
このモデルは協調的な対応策について定めたも
ので、さまざまな分野にわたる対策を推奨して
いる。

	子どもたちの能力の進化を反映した保護を策
定する。インターネット上の子どもの安全性向
上に向けた戦略は、子どもの年齢や成熟度を考
慮する必要がある。比較的幼い子どもは、親や
教師を含む信頼できるおとなによる多くの支援
と助言を必要とすることが多い。しかし、より
年長の子どもの場合、比較的強い行為主体性を
持つ可能性と、時にリスクをとることを望む可
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能性が高い。道理にかなう範囲内でこうしたリ
スクをとることは、子どもが順応の仕方やレジ
リエンス（回復力）を高める方法を学ぶ上で必
要である。

	子どもたちを支援する人々を支援する。エビ
デンスに裏付けられたプログラムや政策は、親
や養育者が子どもの ICT 利用を単に制限するだ
けでなく、前向きに介入するために必要なスキ
ルを習得する戦略を策定する際に指針として役
立つ。また、ピア・メンタリング・プログラムは、
子どもたちがインターネット上でリスクや危険
に遭遇したときに友達に支援を頼ることが多い
という現実を反映し、子どもたち同士のより効
果的な助け合いを支えることができる4。

3．		インターネット上の子どものプ
ライバシーとアイデンティティ
を保護する

インターネット上のあらゆる動きが記録され、
ワンクリックでコンテンツを膨大な数のイン
ターネット利用者に配信できる世界で、子ども
たちは、プライバシー、評判及びアイデンティ
ティに対する新たなリスクに直面している。例
えば、ソーシャルメディアの利用を通じて生成
されたデータが、不適切な宣伝やマーケティン
グ、プロファイリング、監視に利用されること
がある。さらに、インターネットに接続された
玩具は、幼い子どもの思考や感情さえも、玩具
メーカー、また場合によっては他のおとなに伝
えることができる（「特集：インターネット上に
おける子どもたちのプライバシーの保護」及び
アナブ・ジェイン（Anab Jain）氏の「視点」
を参照）。

子どもたちは、デジタルメディアの利用に伴
うリスクや、コンテンツが制御不能になること、
つまりインターネットに投稿された恥ずかしい
写真やコメントがおとなになってもつきまとう
可能性があることを完全には理解していない。
インターネットに比較的精通した子どものイン
ターネット上のプライバシーに対する考え方は
親とは異なる場合が多いものの、友達によるい

じめ、ヘイトスピーチ、ハラスメントなどの違
反行為、企業や業界による子どものプライバシー
の権利の侵害、政府による詮索と表現の自由へ
の介入の可能性、さらには押し付けがましい親
が制限による監督や密かな監視の手法を使用す
ることに懸念を感じている。インターネット上
での子どもたちのプライバシー保護の鍵を握っ
ているのは彼ら本人であるため、これらの問題
に対する子どもたちの態度や意見を理解するこ
とが重要である。

	子どものプライバシー、個人情報及び評判を
守る予防手段を講じる。政府、企業、学校をは
じめとする多くの機関がインターネット上で収
集し、または保存している子ども関連のデータ
量は増加している。データを扱うすべての当事
者は、同意、データの匿名化、安全なデータ保存、
不正な情報開示の禁止など、国際的な倫理基準
に則ったデータ保護のための予防手段を定めて
おく必要がある5。

	子どものプライバシー設定を初期設定で最大
限にする。子どもが利用するデジタルツールや
プラットフォームは、基本設定として最大限の
プライバシー保護機能を設定し、新たな技術の
設計においては最初からプライバシー保護機能
を組み入れる必要がある。さらにソーシャルメ
ディアやその他のプラットフォーム企業は、子
どもにも分かるような明瞭な言葉で条件やプラ
イバシー方針を記述することで、子どもたちが
プライバシー侵害やその他の懸念事項を容易に
報告できるようにしなければならない（「特集：
インターネット上における子どもたちのプライ
バシーの保護」の「ルールの簡素化」を参照）。

	子どもの個人データを営利目的で利用しな
い。企業は、ターゲットを絞った宣伝広告など
を通じて子どもの個人情報から収益を得ようと
してはならない。企業は、子どもの位置情報、
検索の習慣及び特に個人情報など、子どもに関
するあらゆるデータについて倫理的なプロトコ
ルを定め、高度な監視と保護を実行しなければ
ならない。
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	子どもに関連したデータや子どものデータの
暗号化に配慮する。子どもたちが被害に遭いや
すい弱い立場にあることを考慮し、複層的な保
護及びプライバシー保護機能を使って子どもの
データを守らなければならない。法執行機関に
よる、子どもの性的虐待や性的誘因（チャイルド・
グルーミング）などインターネット上の犯罪捜
査に役立てるために子どものデータの暗号を解
除する決定は、子どもの最善の利益に基づいて
行わなければならない。

4．		子どもが正しい情報を入手し、
インターネットに安全に関与で
きるようデジタルリテラシー教
育を行う

今日の子どもたちはデジタルネイティブであ
るが、それは子どもたちがインターネットへの
接続を最大限有効に活かすための助言や支援を
必要としないことを意味するわけではない。同
様に彼らは、インターネット上のリスクや良き
デジタル市民としての責任を生来的に理解して
いるわけではない。

デジタルリテラシーとは、デジタルや技術の
スキルのみにとどまらず、こうした点をすべて
網羅した一連の能力である。これには、インター
ネット上で情報を検索し、見つけた情報を評価
し管理する能力、インターネット上で相互のや
り取り、共有及び連携を行う能力、コンテンツ
を開発し作成する能力、安全及び保護機能を使
用し、問題を解決して、創造性を発揮する能力
などが含まれる6。

デジタルリテラシーには、ネットいじめ、セ
クストーション（性的脅迫）、プライバシー喪失、
風評被害などのインターネット上の危険から自
分自身を守る方法を子どもに教えることも含ま
れる。写真の共有、ソーシャルメディアへのコ
メント、オンラインの記入フォームへの個人の
詳細データの入力といった一見無害に見える活
動も、データが悪意を持つ者の手に渡ったり、
2 人の子どもたちの間の個人的な交換がより広
範に広がったりした場合などに、深刻な結果を
もたらすこともある。

多くの高所得国では、より高度で複雑なデジ
タルスキルへの投資が、学校及び学校以外で子
どもたちにコーディングやプログラミングを教
えるイニシアティブにおいて標準となりつつあ
る。低所得国における ICT の一層の普及に伴い、
比較的所得の低い国でも、インターネット上の
生活に向けた準備を整え、21 世紀のデジタル
経済で雇用を得る能力を得るために、同様の投
資が必要になるであろう。

デジタルリテラシーを高め、教育において ICT
をより有効に活用するために

	学校でデジタルリテラシー教育を行う。子ど
ものインターネット利用が低年齢化しているた
め、学校、とりわけ公立学校は可能な限り低学
年からデジタルリテラシー課程を組み入れる必
要がある。

	実証済みのオンライン教育機会にアクセスす
る手段を子どもに与える。教育分野における
ICT のやや期待外れの実績を見ると、実際に学
習成果を向上させ、効果的な教育機会へのアク
セスを拡大することができるさまざまなモデル
を試験的に実施し、試す必要があることは明白
である。

	非公式な教育で ICT スキルを習得する機会
を作る。正規の教育制度から排除されるか、正
規の教育を一度も受けたことのない、恵まれな
い子どもたちは、オンラインの学習機会から最
大 の 恩 恵 を 受 け る こ と が 多 い。Women in 
Technology Uganda（第 1 章を参照）などの
訓練センターでのインターネット利用は、そう
した子どもたちが ICT に関わる唯一の機会とな
ることがある。

	教師のデジタルスキルとデジタルリテラシー
の育成を支援する。教師が生徒の ICT 利用をサ
ポートし、教室以外でのインターネットの安全
な使い方を理解できるよう手助けするため、教
師自身のスキルと知識の育成を可能にしなけれ
ばならない。

	オンライン図書館の設立を支援する。Library 
for All などのオンライン図書館は、電子書籍や
教科書、動画や音楽などのリソースの世界を、
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インターネット以外に利用手段を持たない子ど
もたちに開放する。

インターネット上で安全性を維持し、他のユー
ザーを尊重することを子どもたちに教えるために

	コンテンツ作成と共有に伴うリスクを理解す
る。インターネット上に投稿したものは、ソー
シャルメディアのコメントから動画に至るまで
どのようなものでも、もはやプライベートなも
のと見なすことはできず、消去できなくなる可
能性があることを教える必要がある。同様に、
露骨な性的画像の共有など自作コンテンツは子
どもたちを恐喝のリスクにさらし、そのコンテ
ンツはインターネット上で見知らぬ人によって
やり取りされる可能性があることを子どもに認
識させる必要がある。

	インターネット上でプライバシーと個人デー
タを守る方法を学ぶ。子どもは、氏名、誕生日、
住所、友人、家族、学校、個人的な写真などの
個人情報を保護するためにプライバシー設定を
管理する方法を学び、こうしたデータが公開さ
れた場合、ID 窃盗やデータマイニングなどのリ
スクにつながる恐れがあることを理解する必要
がある。

	インターネット上の寛容性と共感の教育を強
化する。インターネット上のコミュニケーショ
ンは、言葉や顔の表情から意味を読み取る手が
かりを得られないことや匿名性という点で、従
来のコミュニケーションとは異なることを子ど
もたちに理解させる必要がある。社会性と情動
の学習や共感についての教育は、インターネッ
ト上での子どもたちのレジリエンス（回復力）
を高め、インターネット上の虐待や悪意のある
言葉を減らすことに役立つ。これらのテーマを、
デジタルリテラシーのカリキュラムに組み入れ
る必要がある。

	子どもたちの良いロールモデルとしてデジタ
ル利用の模範を示す。デジタル技術に魅せられ
ているのは子どもだけではない。親やその他の

おとなは、責任ある、尊敬に値する ICT の使い
方の模範を示す必要がある。

5．		民間セクターの力を活かして、
インターネット上で子どもたち
を守り、恩恵をもたらす倫理基
準と慣行を促進する

民間セクターは、デジタル革命の主要な牽引
役を果たしてきた。インターネット接続プロバ
イダー、コンテンツなどのデジタル商品の制作
者及び提供者、インターネット上の商品・サー
ビスの調達者として、今や企業は子どもの生活
にますます深く組み込まれている。また、ネッ
トワーク全体の情報の流れを制御するゲート
キーパーとして、企業は膨大な量の子どもの情
報やデータにアクセスできる。こうした役割を
担うことで企業は強力なパワーと影響力を持ち、
それに伴って責任も重くなっている。

企業は、子どもの保護、政府との協力による、
児童虐待など不適切なコンテンツの削除、安全
で責任あるインターネット利用の啓蒙、子ども
のプライバシー保護において、不可欠な役割を
果たす。個人の責任を説くだけでは十分でない。
民間セクターは、初期設定の変更や、ユーザー
に定期的にアドバイスを提供することなどに
よって、子どもたちのプライバシー保護を積極
的に支援しなければならない。

民間セクターはまた、率先して倫理的な技術
の開発を進めなければならない。例えば、ソー
シャルメディアのアプリは子どもたちのログオ
ン状態を可能な限り継続させることだけを目指
すべきではない（第 4 章の「（非）倫理的な設
計が果たす役割」のコラムを参照）。代わりに技
術企業は、たとえ子どもたちのインターネット
利用時間が減ることになっても、子どもたちの
真のニーズに対応するようにしなければならな
い。

子どもたちがインターネッ
ト上に投稿したものは、ど
のようなものでも、もはや
プライベートなものと見な
すことはできず、消去でき
なくなる可能性がある。
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人工知能のようなより強力な技術、及び拡張
現実や仮想現実など没入型の技術が子どもたち
の生活にさらに浸透するにつれて、こうした問
題は一層差し迫ったものとなるであろう。

こうした対策は、正しい行動であるというだ
けではなく、ビジネス上、理にかなった判断で
もある。どのような企業にとっても、最も弱い
立場の顧客である子どもをないがしろにしてい
ると見なされることは、評判を損なう現実的な
リスクである。

	ネットワークやサービスによる児童虐待コン
テンツの拡散を防止する。技術及びインターネッ
ト企業は、加害者が子どもの性的虐待の画像の
収集や配信に自社のネットワークやサービスを
利用することを防止する対策を講じなければな
らない。子どもにとって最大の脅威となる商品、
サービス、画像及びテキストの流れを常時監督
し、法執行機関やその他のステークホルダーと
協力してインターネット上の犯罪活動に対する
画期的な解決策を見つけることが、インターネッ
ト上と現実世界での子どもの安全を維持する上
で役立つ（87 ページの「マイクロソフトの
PhotoDNA」などを参照）。

	公平なアクセスを推進する。特にサービスが
十分に行き届いていない地域に住む子どもを含
む、すべての子どもたちのインターネットへの
アクセスを実現するために、企業が実行できる
ことは多い。また、特に子どもたちの広範な情
報源へのアクセスを可能にする場合は、ネット
の中立性などの共通の原則を遵守すべきである。

	企業と技術の倫理基準を策定する。企業は、
政策立案者や子どもの権利擁護者と協力して、
自社のサービスに最低限の倫理基準を策定し、

「設計による安全性」、すなわち製品を発売する
前に、安全性、プライバシー、セキュリティの
各機能を組み入れるという原則を尊重しなけれ
ばならない。

	年齢に応じたオンライン環境を構築するため
のツールを親に提供する。企業は親に、パスワー
ド保護、ブロック／許可リスト、年齢確認、フィ
ルタリングなど、子どもたち（特に年少者）の
安全なオンラインスペースの構築を可能にする、

使いやすいツール一式を提供しなければならな
い。企業は常にこれらのツールの監視と評価を
行い、ツールが、子どもの正当な自由をむやみ
に制限することなく、インターネット上の子ど
もの安全に寄与しているか確認することに努め
なければならない。

6．		子どもを中心とした	
デジタル政策

推定によると、子どもはインターネット利用
者の3分の1を占めるにもかかわらず、インター
ネットに関する現行の国際的、国内的な政策は
子ども特有のニーズや権利を十分に考慮してい
ない。サイバーセキュリティ、人工知能、機械
学習、ネットの中立性、インターネットの開放
性に関する政策は、何よりもまずおとなのユー
ザーを念頭に置いている。一方、子どもの権利
と幸福、健康、教育に対処するより広範な国内
政策は、各分野の目標達成において未だデジタ
ル技術の力を活かしきれていない7。

子どもの権利の実現と機会均等の推進に寄与
するインターネットの力を理解するには、アク
セスを阻む障害と、子どもが ICT を利用する理
由や方法に関するデータを収集する揺るぎない
努力が必要である。子どものニーズは、ICT に
関するすべての規制や政策に組み入れられる必
要があり、その策定は子ども自身の見解や見通
しに基づいて行わなければならない。

	子どもや若者の生活に影響を与えるデジタル
政策の策定に際して、彼らの意見を求める。政
策立案者は、人権委員会や市民社会団体など、
子どもの権利を擁護する機関及び子ども自身を
関与させることによって、子ども独自の体験や
ニーズを求めなければならない。より広範に、
政府や市民社会は子どもたちに対して、デジタ
ルプラットフォームを利用して自らが属するコ
ミュニティや社会をより良いものにすることを
奨励しなければならない。

	アクセスの格差とアクセスを阻む障害を追跡
する。インターネットへのアクセスが平等と機
会に与える影響を追跡するには、子どものイン

インターネットに関する政
策は、子ども特有のニー
ズと権利を十分に考慮し
ていない。
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ターネット接続に関するデータ収集に投資する
ことが極めて重要である（第 2 章の「情報貧困」
を参照）。アクセスの格差と機会を特定し、プロ
グラムの照準を絞り、進捗をモニターするには、
経済状況、地理、性別、年齢などの要因別にデー
タを分解しなければならない。エビデンスを用
いて、政策策定の指針とし、政策や政府の戦略
の効果を観察して評価し、ベストプラクティス
の国際的な共有を支えるために利用しなければ
ならない。

	子どもやジェンダー独自の課題を国内の政策
や戦略に組み入れる。子どもの正当なニーズや
懸念は、ICT や人工知能といった最新技術に関
するすべての政策に組み入れなければならない。
政策は、国際的な基準を指針とし、子どもの権
利を保護し、差別や子どもの自由の束縛から守
ることを目指さなければならない。

本稿で紹介した子どもや若者の証言や視点か
ら明らかであるように、子どもたちは機会が与
えられ、スキルを習得すれば、インターネット
接続を最大限有効に活かすようになる。たとえ
ICT へのアクセスが不十分であり、機器が不適
切で、デジタル技術に関する教師の知識が子ど
もたちの知識よりも乏しく、おとなが変化のス
ピードに不安を抱いているとしても、全世界の
数百万人の子どもたちはすでに、学習や社会的
な交流、及び職場でおとなとして役割を務める
準備を行い、世界に自らの足跡を残すためにイ
ンターネットを利用している。

子どもたちはそうした機会を強く望んでおり、
またそれを得る資格がある。すべての子どもが
機会を得ることができるかどうかは、私たちに
かかっている。

インターネットガバナンス

インターネットを運営しているのは誰か。簡単に答えると、
誰も運営していない。代わりに、広範囲にわたる「インター
ネットガバナンス」のシステムが、国際機関、各国政府、民
間セクター、市民社会など、さまざまな事業体全体にわたっ
て広がっている。中央における調整が行われていない中で、
これらの事業体は長年かけて、インターネットの事業運営と
範囲拡大に向けた原則、規範、規則、意思決定手順及びプロ
グラムを策定してきた。

当初、インターネットガバナンスは主に技術的問題やイン
フラに重点を置いていたが、次第に拡大して、サイバーセキュ
リティ、電子商取引、ネットの中立性、人権などの問題を網
羅するようになった。

直近では、より協調的なインターネットガバナンスが、具
体的にどのように経済的及び社会的発展を支えることができ
るかという点に関心が高まっている。2015 年の世界情報社

会サミット（WSIS+10）では、ICT へのアクセスは発展の
指標になり、目標にもなっていることが強調された。持続可
能な開発目標（SDGs）の 17 分野の中で特に ICT に照準を
合わせたものはないが、デジタル技術は、貧困や飢餓の解消
（SDG1 及び 2）、すべての人の健康と福祉の向上（SDG3）、
質の高い教育の拡大（SDG4）、ジェンダー平等の実現
（SDG5）、人や国の不平等の解消（SDG10）といった、子ど
もに照準を合わせたさまざまな目標の達成に寄与することが
できる。

Youth@IGF、NextGen@ICANNなどの若者のイニシアティ
ブは、インターネットガバナンスの将来に関する討論に若者
を関与させることに重点を置いた取り組みであるが、より安
全かつ包括的なインターネットに関する議論に子どもの経験
や視点を取り入れるためには、現在できること、やるべきこ
とがまだある。
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U-Report の調査

世界子供白書 2017 への青少年の参画を図る
戦略の一環として、2017 年 5 月及び 6 月に
U-Report の調査が企画された。U-Report は、

全世界のU-Reporterに4項目の質問事項を送っ
た。24 カ国の 13 ～ 24 歳の青少年から得た、
約 63,000 件の回答を分析した（以下を参照）。

U-Report 調査の質問事項：

1．  インターネットについて、最も嫌いな点は
何ですか。1 つ選んでください。

a.   暴力的なストーリー、写真、動画を目に
すること

b.   見たくない性的なコンテンツを目にする
こと

c. 自分や友達に対するいじめがあること
d.   自分に恥ずかしい思いをさせるようなこ

とを共有している人がいること
e. 詐欺
f. 嫌いなものはない

2．  インターネットについて、最も好きな点は
何ですか。

a.   何か（学校の勉強や健康）について学ぶ
こと

b.   政治について読み、コミュニティをより
良くすること

c.   自分の将来にとって重要なこと（仕事、
大学）を学ぶこと

d. 好きなことを他の人と共有すること
e.   学校では学べないスキルについて学ぶこ

と

3．  インターネットの使い方を誰から学びまし
たか。

a. 両親／養育者
b. 友達／兄弟姉妹
c. 学校の教師
d. 学校以外のクラブ／組織
e. 誰の助けも借りていない

4．  インターネットをあなたにとってより良い
ものにするには、どうすればよいですか。

a.   インターネットで扱う内容を向上させる
b.   データ・プラン料金を引き下げる
c.   携帯電話やコンピューターを容易に利用

できるようにする
d.   接続速度を向上させる
e.   その他（自由回答）

注：質問と選択肢は、現地の状況に応じて調整した。

U-Reportと青少年
ワークショップの実施方法
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青少年ワークショップ

世界子供白書 2017 の作成に際して、デジタ
ル技術へのアクセスと利用に関する青少年の見
解を、RErights. org チーム及びユニセフが設計
したプロセスを使用して収集した。RErights は、
ウェスタンシドニー大学が Digitally Connected
及 び ユ ニ セ フ の 若 者 た ち の 声（Voices of 
Youth）と協力して率いる子ども中心のイニシ
アティブで、青少年（10 ～ 19 歳）がデジタル
時代に関する自らの考えや経験を話し合い、共
有することができる場である。

RErights とユニセフは、ユニセフの地域事務
所及び各国事務所、国内委員会が使用する分散
型データ収集方法を考案した。この方法は、以
下の 5 ～ 7 項目のテーマに重点を置いた、青少
年との 4 時間にわたる対面のワークショップ進
行を目的として設計されたものである。

 家庭におけるデジタル技術

 デジタル技術の利用を阻む障害

 デジタル技術と学習

 デジタル技術とその将来

  望ましい変化の実現に向けたデジタル技術の
利用

デジタル技術についての懸念（任意）

デジタル技術と健康（任意）

ワークショップは、バングラデシュ、ベラルー
シ、ブータン、ブラジル、ブルンジ、中央アフ
リカ共和国、コンゴ民主共和国、フィジー、グ
アテマラ、日本、ヨルダン、キリバス、マレー
シア、ナイジェリア、パラグアイ、ペルー、ポ
ルトガル、大韓民国、モルドバ共和国、セネガル、
ソロモン諸島、タイ、東ティモール、チュニジア、
ウルグアイ及びバヌアツの 26 カ国で開催され
た。

合計 484 名の青少年が、36 のワークショッ
プ（複数のワークショップを開催した国が 8 カ
国）に参加した。ワークショップの平均参加人
数は 13 名であった。参加した事務所は多様な
青少年を募集し、例えばヨルダンでは難民の青
少年、ナイジェリアではホームレスの青少年、
ブラジルでは LGBT の青少年など、特定集団の
ワークショップを開催した国もあった。

ワークショップの計画に先立って、ファシリ
テーターには、ワークショップの参加者募集、
内容及び運営について簡単な説明が行われた。

この調査は、ウェスタンシドニー大学の人権
倫理委員会の承認を受けている（参照番号：
H11101）。

分析の主な課題

  データは、国、国の所得層、性別、年
齢層及び年齢の 5 つの分類別に分析を
行った。

  最低 100 人から回答を得た国のみを
「国」の分類に含めた。それらの国は、
アルジェリア、バングラデシュ、ブラ
ジル、ブルキナファソ、ブルンジ、カ
メルーン、中央アフリカ共和国、チャ
ド、チリ、コートジボワール、エルサ
ルバドル、グアテマラ、ホンジュラス、
インド、インドネシア、リベリア、マ
レーシア、メキシコ、モンゴル、パキ
スタン、ペルー、フィリピン、タイ及
びウクライナである。

  回答者から提供されたか、各国事務所
から提出された無効の回答はすべて破
棄した。
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データ収集及び分析

ワークショップで得られたデータや分析結果
は、統計上代表的なものではない。むしろ、そ
の目的は、青少年がデジタル技術へのアクセス
や利用、技術を実践することの意義や願望を自
分の言葉で述べることができる場を与えること
であった。

1 回の簡潔な調査は別として、収集された膨
大なデータは質の高いものであった。参加者は
個別に、またグループ単位で、調査、短答式質問、
創造的な演習（図を描くなど）、シナリオに基づ
く演習、少人数グループのディスカッションに
取り組んだ。収集したデータは、紙ベースの調査、
グラフ、図、文章や写真で構成されていた。デー
タはすべて参加した事務所でデジタル化され、
安全なデジタルレポジトリにアップロードされ
た。その後、RErights チームがデータ分析ソフ
トウェアを使ってデータの照合を行った。調査
チームの使用言語は、英語、フランス語及びス
ペイン語であった。他の言語で収集されたコン
テンツは、すべて参加事務所にて英語に翻訳さ
れた。

データを理解するための主な手法として、テー
マ別分析を使用した。

データ入力の際、調査担当者一人ひとりが関
連するデータのブロック（語句、引用文、文章
など）を既存のテーマごとに分類し、データに
応じて新たなテーマを引き出した。次に、チー
ムは関連するデータと個々の分析結果を見直し
て話し合い、解釈を確認し、精緻化した。分析
結果は、参加者からの引用や画像を使って、デー
タから抽出した主要な見解や考察を盛り込んだ
概要、主な概念や一般的な傾向を示すチャート
やグラフで示された。

世界子供白書 2017 に掲載したワークショッ
プからの引用文は、必要に応じて短縮され、ま
た分かりやすいように編集されている。

ワークショップで得られた結果と分析をより
詳 細 に 紹 介 す る 姉 妹 報 告 書、Young and 
Online: Children’s perspectives on life in the 
digital age は 2017 年終わりに発行され、以下
より入手することができます。

www.westernsydney.edu.au/__data/assets/
pdf_file/0006/1334805/Young_and_Online_
Report.pdf
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統計表

概要
以下は、国・地域（countries and areas）、 並

びに、世界のそれぞれの地域（regions）での、
子どもの生存、発達、保護に関する最新の統
計を掲載したものである。

ここに示した統計表は、国際的に合意され
た子どもの権利や発達に関連する目標や協定
の実現に向けて、進展・結果を求め努力をし
ているユニセフの支えとなるものでもある。

統計は、国別や経年別にも比較可能となる
よう最大限の努力が払われている。しかしな
がら、国レベルのデータは、データ収集の方法、
推計値の算出方法、対象となる人口などが異
なる可能性がある。また、ここに掲載された
データは、年々進化する手法、時系列データ
の見直し（例えば、予防接種、妊産婦死亡率）、
そして地域の分類変更などの影響を受けてい
る。さらには、年単位でのデータ比較を可能
にする指数が、ものによっては得られていな
いことがある。そういう意味では、これまで
に出版された『世界子供白書』とのデータ比
較は推奨できない。

本書に掲載されている数値は、ウェブサイ
ト <www.unicef.org/sowc2017> と ユ ニ セ
フ の 世 界 統 計 デ ー タ ベ ー ス <data.unicef.
org> に掲載されている。最新版の統計表のほ
か、出版後の更新情報および正誤表について
も、上記ウェブサイトを参照されたい。

データについての
一般的留意事項

以下の統計表に示したデータは、ユニセフ
の世界データベースから取得したものであり、
定義と出典のほか、必要に応じて脚注も添え
られている。

統計表を作成するにあたっては、複数指標
クラスター調査（MICS）や人口保健調査

（DHS）など、関係機関の推計値と国別世帯調
査を用いた。行政機関や他の国連機関のデー
タも使用されている。

今年の統計表に示したデータには、2017
年 7 月現在入手可能なデータが全般的に反映
されている。手法とデータ出典に関するより
詳細な情報は、<data.unicef.org> に掲載さ
れている。

本書には、2017 年版「世界人口予測（World 
Popu l a t i on  P ro spec t s :  The  2017 
Revision-）」と 2014 年版「世界都市化予測

（-World Urbanization Prospects: The 2014 
Revision）」（国連経済社会局発行）から得た
最新の人口推計と将来推計も含まれている。
近年になって人災または天災を被った国は、
データの質が低下しやすい。その可能性が特
に高いのは、国の基本インフラの破壊や大規
模な人口移動が生じた国である。

複数指標クラスター調査（MICS）：ユニセフ
は、MICS（ユニセフが行っている国際的世帯
調査イニシアティブ）を通して、子どもたち
や女性が置かれる状況を追跡する上で国際比
較が可能なデータを各国が収集するのを支援
している。1995 年以来、100 を超える国と
地域において 300 件近くの調査が実施されて
きた。

MICS は、ミレニアム開発目標（MDGs）
指標の進捗をモニタリングする主要なデータ
源となり、また引き続き持続可能な開発のた
めの 2030 アジェンダにおいて、持続可能な
開発目標（SDGs）指標の進捗を計測するた
めの主要なデータ源となる予定である。これ
らのデータの詳細な情報は、<mics.unicef.
org> に掲載されている。
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子どもの死亡率に関する推計値

ユニセフは、死亡率に関する推計値（新生
児死亡率、乳児死亡率、5 歳未満児死亡率 
＜全体および男女別＞、5 歳未満児死亡数な
ど）を『世界子供白書』に毎年掲載している。
これらの数値は、本書の制作段階で入手可能
な最良の推計値であり、国連の「死亡率推計
に関する機関間グループ」（UN IGME）の作
業に基づくものである。同グループには、ユ
ニセフ、世界保健機関（WHO）、世界銀行グルー
プ、および国連人口局が参加している。

UN IGME は、新たに入手可能となったデー
タを詳細に検討し、死亡率の推計値を毎年更
新している。この検討作業によって、以前報
告された推計値の改訂が必要となることが多
い。したがって、各年版の『世界子供白書』
で報告されている推計値は比較できない場合
があり、死亡率の経年変化を分析する目的で
使 用 し て は な ら な い。 た だ し、1990 ～
2016 年の 5 歳未満児死亡率に関しては、ユ
ニセフの地域分類や国分類に基づき、比較可
能な推計値を 154 ページにまとめている。最
新 の UN IGME 推 計 値 に 基 づ く 1990 ～
2016 年の各国の死亡率指標は表 1 に示され
ているほか、<data.unicef.org/child-mortality/
under-five> と <www.childmortality.org> にも
掲載されている。

5歳未満児死亡率（出生1,000人あたり）

ユニセフによる地域グループ 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016
東アジアと太平洋諸国 57 49 40 30 22 17 16
ヨーロッパと中央アジア 31 28 22 16 13 10 10
　東ヨーロッパと中央アジア 47 45 36 27 20 15 14
　西ヨーロッパ 11 8 6 5 5 4 4
ラテンアメリカとカリブ海諸国 55 44 33 26 25 18 18
中東と北アフリカ 66 53 43 34 28 25 24
北アメリカ 11 9 8 8 7 7 6
南アジア 129 112 94 77 63 50 48
サハラ以南のアフリカ 181 173 155 127 101 81 78
　東部・南部アフリカ 164 156 138 108 82 64 61
　西部・中部アフリカ 199 191 173 145 119 98 95
後発開発途上国 176 160 139 111 89 71 68
世界 93 87 78 64 52 42 41

5歳未満児死亡数（単位：1,000人）

ユニセフによる地域グループ 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016
東アジアと太平洋諸国 2,329 1,706 1,221 899 692 537 510
ヨーロッパと中央アジア 388 307 223 169 139 112 107
　東ヨーロッパと中央アジア 331 266 192 143 117 93 88
　西ヨーロッパ 58 41 30 26 23 20 19
ラテンアメリカとカリブ海諸国 652 513 387 293 270 194 187
中東と北アフリカ 558 427 330 277 255 242 237
北アメリカ 47 40 35 35 32 28 28
南アジア 4,730 4,149 3,523 2,904 2,313 1,794 1,713
サハラ以南のアフリカ 3,893 4,152 4,149 3,767 3,312 2,923 2,860
　東部・南部アフリカ 1,851 1,945 1,893 1,632 1,352 1,134 1,104
　西部・中部アフリカ 2,042 2,207 2,256 2,135 1,959 1,789 1,756
後発開発途上国 3,669 3,639 3,437 2,966 2,544 2,154 2,101
世界 12,598 11,293 9,868 8,344 7,014 5,831 5,642
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以下のリストは、子どもの福祉の極めて重要な指標のひとつである 5 歳未満児死亡率（U5MR）の 2016 年の推定値が高
かった順に各国・地域を配列したものである。次頁以降の統計表では、国・地域を英語名のアルファベット順に配列してある。

5歳未満児死亡率の順位（高）

5 歳未満児死亡率の順位

国と地域

U5MR
（2016）

値 順位

ソマリア 133 1

チャド 127 2

中央アフリカ共和国 124 3

シエラレオネ 114 4

マリ 111 5

ナイジェリア 104 6

ベナン 98 7

コンゴ民主共和国 94 8

レソト 94 8

コートジボワール 92 10

赤道ギニア 91 11

ニジェール 91 11

南スーダン 91 11

ギニア 89 14

ギニアビサウ 88 15

ブルキナファソ 85 16

アンゴラ 83 17

モーリタニア 81 18

カメルーン 80 19

パキスタン 79 20

トーゴ 76 21

コモロ 73 22

ブルンジ 72 23

モザンビーク 71 24

アフガニスタン 70 25

スワジランド 70 25

ハイチ 67 27

リベリア 67 27

ガンビア 65 29

スーダン 65 29

ジブチ 64 31

ラオス 64 31

ザンビア 63 33

国と地域

U5MR
（2016）

値 順位

ガーナ 59 34

エチオピア 58 35

タンザニア 57 36

ジンバブエ 56 37

マラウイ 55 38

イエメン 55 38

コンゴ 54 40

キリバス 54 40

パプアニューギニア 54 40

ウガンダ 53 43

ミャンマー 51 44

トルクメニスタン 51 44

東ティモール 50 46

ケニア 49 47

ガボン 47 48

セネガル 47 48

マダガスカル 46 50

エリトリア 45 51

ナミビア 45 51

インド 43 53

南アフリカ 43 53

タジキスタン 43 53

ボツワナ 41 56

ルワンダ 39 57

ボリビア 37 58

マーシャル諸島 35 59

ナウル 35 59

ネパール 35 59

バングラデシュ 34 62

ドミニカ 34 62

サントメ・プリンシペ 34 62

ミクロネシア連邦 33 65

国と地域

U5MR
（2016）

値 順位

ブータン 32 66

ガイアナ 32 66

アゼルバイジャン 31 68

カンボジア 31 68

ドミニカ共和国 31 68

イラク 31 68

グアテマラ 29 72

バヌアツ 28 73

モロッコ 27 74

フィリピン 27 74

インドネシア 26 76

ソロモン諸島 26 76

アルジェリア 25 78

ツバル 25 78

ウズベキスタン 24 80

エジプト 23 81

フィジー 22 82

ニウエ 22 82

ベトナム 22 82

カボヴェルデ 21 85

エクアドル 21 85

キルギス 21 85

朝鮮民主主義人民共和国 20 88

ニカラグア 20 88

パラグアイ 20 88

スリナム 20 88

ホンジュラス 19 92

パレスチナ 19 92

トリニダード・トバゴ 19 92

ヨルダン 18 95

モンゴル 18 95

シリア 18 95

セントビンセント・グレナ
ディーン

17 98
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5歳未満児死亡率の順位（低）

いまだに毎日15,000人の
5歳未満児が命を失っている

国と地域

U5MR
（2016）

値 順位

サモア 17 98

グレナダ 16 100

パラオ 16 100

パナマ 16 100

モルドバ 16 100

トンガ 16 100

ベネズエラ 16 100

ベリーズ 15 106

ブラジル 15 106

コロンビア 15 106

エルサルバドル 15 106

イラン 15 106

ジャマイカ 15 106

メキシコ 15 106

ペルー 15 106

アルバニア 14 114

モーリシャス 14 114

セーシェル 14 114

チュニジア 14 114

アルメニア 13 118

リビア 13 118

セントルシア 13 118

サウジアラビア 13 118

トルコ 13 118

バルバドス 12 123

タイ 12 123

マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 12 123

アルゼンチン 11 126

バハマ 11 126

ジョージア 11 126

カザフスタン 11 126

オマーン 11 126

ブルネイ 10 131

国と地域

U5MR
（2016）

値 順位

中国 10 131

アンティグア・バーブーダ 9 133

コスタリカ 9 133

モルディブ 9 133

カタール 9 133

ルーマニア 9 133

セントクリストファー・ネーヴィス 9 133

スリランカ 9 133

ウクライナ 9 133

ウルグアイ 9 133

バーレーン 8 142

ブルガリア 8 142

チリ 8 142

クック諸島 8 142

クウェート 8 142

レバノン 8 142

マレーシア 8 142

ロシア連邦 8 142

アラブ首長国連邦 8 142

マルタ 7 151

米国 7 151

ボスニア・ヘルツェゴビナ 6 153

キューバ 6 153

セルビア 6 153

スロバキア 6 153

カナダ 5 157

クロアチア 5 157

ハンガリー 5 157

ラトビア 5 157

リトアニア 5 157

ニュージーランド 5 157

ポーランド 5 157

オーストラリア 4 164

オーストリア 4 164

ベラルーシ 4 164

国と地域

U5MR
（2016）

値 順位

ベルギー 4 164

デンマーク 4 164

フランス 4 164

ドイツ 4 164

ギリシャ 4 164

アイルランド 4 164

イスラエル 4 164

モンテネグロ 4 164

オランダ 4 164

ポルトガル 4 164

スイス 4 164

英国 4 164

アンドラ 3 179

キプロス 3 179

チェコ 3 179

エストニア 3 179

イタリア 3 179

日本 3 179

モナコ 3 179

ノルウェー 3 179

韓国 3 179

サンマリノ 3 179

シンガポール 3 179

スペイン 3 179

スウェーデン 3 179

フィンランド 2 192

アイスランド 2 192

ルクセンブルク 2 192

スロベニア 2 192

アンギラ - -

英領ヴァージン諸島 - -

バチカン - -

リヒテンシュタイン - -

モントセラト - -

トケラウ - -

タークス・カイコス諸島 - -
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地域の分類
13 の項目別統計表の末尾に掲げられた平均

値は、以下のように分類された国・地域のデー
タを用いて算出されている。

東アジアと太平洋諸国
オーストラリア；ブルネイ；カンボジア；中国；
クック諸島；朝鮮民主主義人民共和国；フィ
ジー；インドネシア；日本；キリバス；ラオス；
マレーシア；マーシャル諸島；ミクロネシア
連邦；モンゴル；ミャンマー；ナウル；ニュー
ジーランド；ニウエ；パラオ；パプアニューギ
ニア；フィリピン；韓国；サモア；シンガポー
ル；ソロモン諸島；タイ；東ティモール；トケ
ラウ；トンガ；ツバル；バヌアツ；ベトナム

ヨーロッパと中央アジア
東ヨーロッパと中央アジア ; 西ヨーロッパ

東ヨーロッパと中央アジア
アルバニア；アルメニア；アゼルバイジャン；
ベラルーシ；ボスニア・ヘルツェゴビナ；ブ
ルガリア；クロアチア；ジョージア；カザフ
スタン；キルギス；モンテネグロ；モルドバ；
ルーマニア；ロシア連邦；セルビア；タジキ
スタン；マケドニア旧ユーゴスラビア共和国；
トルコ；トルクメニスタン；ウクライナ；ウ
ズベキスタン

西ヨーロッパ
アンドラ；オーストリア；ベルギー；キプロス；
チェコ；デンマーク；エストニア；フィンラ
ンド；フランス；ドイツ；ギリシャ；バチカン；
ハンガリー；アイスランド；アイルランド；
イタリア；ラトビア；リヒテンシュタイン；
リトアニア；ルクセンブルク；マルタ；モナコ；
オランダ；ノルウェー；ポーランド；ポルト
ガル；サンマリノ；スロバキア；スロベニア；
スペイン；スウェーデン；スイス；英国

ラテンアメリカとカリブ海諸国
アンギラ；アンティグア・バーブーダ；アル
ゼンチン；バハマ；バルバドス；ベリーズ；
ボリビア；ブラジル；英領ヴァージン諸島；
チリ；コロンビア；コスタリカ；キューバ；
ドミニカ；ドミニカ共和国；エクアドル；エ
ルサルバドル；グレナダ；グアテマラ；ガイ
アナ；ハイチ；ホンジュラス；ジャマイカ；
メキシコ；モントセラト ; ニカラグア；パナマ；
パラグアイ；ペルー；セントクリストファー・
ネーヴィス；セントルシア；セントビンセント・
グレナディーン；スリナム；トリニダード・

トバゴ；タークス・カイコス諸島；ウルグアイ；
ベネズエラ

中東と北アフリカ
アルジェリア；バーレーン；エジプト；イラン；
イラク；イスラエル；ヨルダン；クウェート；
レバノン；リビア；モロッコ；オマーン；カター
ル；サウジアラビア；パレスチナ；シリア；チュ
ニジア；アラブ首長国連邦；イエメン

北アメリカ
カナダ；米国

南アジア
アフガニスタン；バングラデシュ；ブータン；
インド；モルディブ；ネパール；パキスタン；
スリランカ

サハラ以南のアフリカ
東部・南部アフリカ；西部・中部アフリカ

東部・南部アフリカ
アンゴラ；ボツワナ；ブルンジ；コモロ；ジ
ブチ；エリトリア；エチオピア；ケニア；レ
ソト；マダガスカル；マラウイ；モーリシャス；
モザンビーク；ナミビア；ルワンダ；セーシェ
ル；ソマリア；南アフリカ；南スーダン；スー
ダン；スワジランド；ウガンダ；タンザニア；
ザンビア；ジンバブエ

西部・中部アフリカ
ベナン；ブルキナファソ；カボヴェルデ；カ
メルーン；中央アフリカ共和国；チャド；コ
ンゴ；コートジボワール；コンゴ民主共和国；
赤道ギニア；ガボン；ガンビア；ガーナ；ギ
ニア；ギニアビサウ；リベリア；マリ；モー
リタニア；ニジェール；ナイジェリア；サン
トメ・プリンシペ；セネガル；シエラレオネ；
トーゴ

後発開発途上国／地域
［国連後発開発途上国・内陸開発途上国・小島
嶼開発途上国担当上級代表（UN-OHRLLS）に
よって「後発開発途上」と分類された国と地域］

アフガニスタン；アンゴラ；バングラデシュ；
ベナン；ブータン；ブルキナファソ；ブルンジ；
カンボジア；中央アフリカ共和国；チャド；
コモロ；コンゴ民主共和国；ジブチ；エリト
リア；エチオピア；ガンビア；ギニア；ギニ
アビサウ；ハイチ；キリバス；ラオス；レソト；



151 ��

151

リベリア；マダガスカル；マラウイ；マリ；モー
リタニア；モザンビーク；ミャンマー；ネパー
ル；ニジェール；ルワンダ；サントメ・プリ
ンシペ；セネガル；シエラレオネ；ソロモン
諸島；ソマリア；南スーダン；スーダン；東ティ
モール；トーゴ；ツバル；ウガンダ；タンザ
ニア；バヌアツ；イエメン；ザンビア

特定の表に関する注記
表 2　栄養指標：
発育阻害・消耗症・過体重：ユニセフと WHO
および世界銀行は、各地域と世界の平均値と推
定値を出す際、また傾向分析を行う際、それぞ
れの身体測定データになるべくばらつきが出な
いよう工夫をしている。この一環として、発育
阻害、消耗症、および過体重の蔓延率に関する
各地域と世界のそれぞれの平均値は、M. de 
Onis 氏ほか著の‘Methodology for Estimating 
Regional and Global Trends of  Child 
Malnutrition’（International Journal of 
Epidemiology, vol. 33, 2004, pp.1260-1270）
に触れられているモデルを基に算出された。

ビタミンA補給率：4 ～ 6 ヵ月の間隔でビタ
ミン A を年 2 回補給されることが子どもたち
にとって重要であることを強調するため、本
書ではビタミン A の補給について完全投与（2
回以上）のみを報告している。この指標を測
定する直接的な方法がない場合には統計を
とった年度の 1 回目（1 月～ 6 月）および 2
回目（7 月～ 12 月）の補給率のうち、低い
数値（割合）の推定値が「完全投与」として
記載されている。

地域別あるいは世界全体の集計値には、国
家レベルで事業を行う優先国として指定され
た 82 カ国のみが含まれている。

従って、各地域の事業優先国のうち、人口
の少なくとも 50% がカバーされた国のみ数
値が記載されている。言い換えると、東アジ
アと太平洋諸国の推定値が示されているが、
中国は国家レベルで事業を行う優先国ではな
いため、中国のデータは含まれていない。

低出生体重児出生率：データは 2014 年 10
月以来更新されていない。世帯調査をした際、
多くの場合、子どもたちの体重が測られてい
ないためである。その推計値をどのような分
析手法で出すべきなのか、方法論についての
結論がまだ出ていない段階である。

現在、国連機関間の協議プロセスを通じ推
計値を出すための新しい手法を適用している
途中であり、更新された数値は次号の『世界
子供白書』で報告されるであろう。

ヨード添加塩：本書に表記されたこの指標の
定義は、適切にヨードが添加処理された食塩
を世帯が消費しているかについて調査した過
去の報告書から変更されている。現在はヨー
ド添加塩を、種類を問わずヨードが添加処理
された食塩と定義しているため、各地域と世
界の推定平均消費率は過去に公表された『世
界子供白書』とは比較できない。

表 3　保健指標：
水と衛生：本書には飲料水と衛生施設の普及
率の推計値も掲載されており、各値は WHO
とユニセフの水と衛生共同モニタリング・プ
ログラム（JMP）から得ている。JMP の調査
方 法 と 国 別 推 計 の 完 全 な 情 報 は、<www.
washdata.org> で見ることができる。新しい
推計値は 2 年毎に発表され、この推計値はそ
れ以前の全ての推計値にとって代わるもので
あり、比較してはならない。

予防接種：本書では、WHO とユニセフによ
る国別予防接種率の推計値を記載している。
2000 年以来、推計値は毎年 1 回 7 月に更新
されているが、その前には協議プロセスを設
け、各国に報告書の草稿を提示してレビュー
とコメントを求めている。このシステムでは
新たな経験的データが組み込まれ、改訂版が
毎年公表されるため、過年度版から得た予防
接種率とは比較できない。プロセスに関する
詳細は、<data.unicef.org/child-health/
immunization> で見ることができる。

報告された予防接種ワクチンの地域平均値
は、以下のように算出されている。

◦　  BCG に関しては、国の定期予防接種計画
に BCG が組み込まれている国のみ、地域
平均値に含まれている。

◦　  DPT、ポリオ、はしか、B 型肝炎、イン
フルエンザ菌 b 型（Hib）、肺炎球菌（PCV）、
ロタウィルスのワクチンに関しては、す
べての国が地域平均値に含まれている。

  というのは、こうしたワクチンは WHO によ
り世界的に推奨されているからである。
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◦　  出生時の破傷風からの保護（PAB）に関
しては、妊産婦および新生児破傷風の流
行地域のみ、地域平均値に含まれている。

表 4　HIV ／エイズ指標：
2017 年、国連合同エイズ計画（UNAIDS）

は、最も新しい疫学的な推計値や、大人や子
どものための抗レトロウィルス療法（ART）、
母子感染予防（PMTCT）を HIV カバレージデー
タに反映させて、世界、地域、国レベルでの
HIV/ エイズの 2016 年推計値を発表した。こ
の推計は最新の科学や WHO のプログラム・
ガイドラインに基づいており、HIV 母子感染
の推定値や、女性の年齢や HIV 血清の状態別
の妊娠、HIV に感染した子どもの生存率等の
推定値の向上につながった。さらに、本表は
人口調査およびプログラム・サービス統計か
ら、最も新しく信頼性が高いデータを含んで
いる。国連合同エイズ計画は、この改良され
た手法に基づき、推定 HIV 感染率、エイズと
ともに生きる人々と治療を必要とする人々の
数、エイズ関連の死亡者数、新たな HIV 感染
件数、エイズを含むあらゆる原因で親を失っ
た子どもの数を、過去にさかのぼって推計し
ている。

『世界子供白書』に掲載されている世界およ
び地域別の数値は過去に公表された推計値と
比較可能でないため、傾向分析には、新しい
推計値のみを使用することを推奨する。この
表に示されている新たな HIV/ エイズ推計値は 
<data.unicef.org> や <http://www.
aidsinfoonline.org> でも見ることができる。
HIV/ エイズ推計値、統計方法、更新情報の詳
細については、<www.unaids.org> において
見ることができる。

表 4 に含まれる指標は、現状の HIV/ エイ
ズのプログラムや方針の進み具合をより良く
反映するために、以前の『世界子供白書』か
ら改訂されている。

表 7　女性指標：
妊産婦死亡率（調整値）：この表は 2015 年
の妊産婦死亡率の調整値を示す。この「調整値」
は、世界保健機関（WHO）、ユニセフ、国連
人口基金（UNFPA）、世界銀行、国連人口部
から成る「妊産婦死亡に関する機関間グルー
プ」（MMEIG）と独立した技術専門家らによっ
て算出された。ここでは、妊産婦死亡率を算
出するために二重の方法を採用している。す
なわち、誤分類や過少報告を修正するため住
民登録システムから得られるデータで既存推
定値を調整したことと、妊産婦死亡率につい
て信頼性が高い国レベルの推計値がない国の
ために統計モデルを使って推定値を生成した
ことである。このように調整された推計値は、
国連機関間グループの過去の推計値とは比較
することができない。報告書の全容（1990 年、
1995 年、2000 年、2005 年、2010 年、
2015 年の国別・地域別のすべての推計値の
ほか、手法に関する詳細も含まれている）は、
<data.unicef.org/maternal-health/maternal-
mortality.html> に掲載されている。

先進的方法の家族計画への需要：この指標は
「避妊法の普及率」に代えて加えられている。

表 8　子どもの保護指標：
出生登録：第 2 回および第 3 回複数指標クラ
スター調査（MICS2、MICS3）から第 4 回

（MICS4）にかけて出生登録の定義が変化し
た。その後の回における比較可能性をもたせ
るため、MICS2 および MICS3 から引かれた
データは MICS4 で用いられた指標の定義に
したがって計算し直されている。したがって、
ここで紹介する再計算を経たデータは国別の
MICS2 および MICS3 に掲載された推定値と
異なりうる。

児童労働：表中の児童労働の割合を示す数値
は、国により大きく違っているが、これは調
査方法、調査票の質問内容、児童労働の広が
りを把握するための定義や値が大きく異なっ
ていることによる。国際基準や国際定義に基
づく児童労働のデータに関しては限られた国
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のみが数値を提供した。表中の第 4 回 MICS
調査（MICS4、2009 ～ 2012 年）で得られ
た デ ー タ は、 他 国 と 比 較 で き る よ う に、
MICS3 調査で用いられた指標定義に従って再
計算されている。この定義では、水汲みや薪
集めといった活動は、経済活動ではなく家事
に分類されている。このアプローチのもとで
は、5 ～ 14 歳の子どもは、週 28 時間以上
にわたって水汲みまたは薪集めをしなければ
ならない場合のみ、児童労働者と見なされる
ことになる。

女性性器切除 / カッティング（FGM/C）：
0 ～ 14 歳の女子に対する女性性器切除の実
施率のデータは技術上の理由から再計算され
ているため、原典である複数指標クラスター
調査（MICS）および人口保健調査（DHS）の
国別報告書とは数値が異なりうる。詳しくは
ユニセフ発行の、“Female Genital Mutilation/
Cut t ing: A s ta t is t ica l  overv iew and 
exploration of the dynamics of change”

（New York, 2013）を参照。FGM/C を受け
た割合を示す地域の推計値とこの慣習につい
ての考え方を示す数値は、FGM/C が実施され
ている国の既存データを基にしている。その
ため、地域の中でも FGM/C が実施されてい
る国の状況を示すものであり、実施されてい
ない国もあるため、地域全体を示すものでは
ない。

子どもに対する暴力的なしつけ：2010 年よ
りも前のユニセフ出版物と MICS 国別報告書
で使われた推計値では、算出に利用された調
査世帯の重み付けにおいて、MICS 調査の子
どものしつけに関するモジュール実施のため
の最終段階での子どもの選択が考慮されてい
ない（子どものしつけに関するモジュールの
実施では、2 ～ 14 歳の子ども 1 人の無作為
な選択が行われている）。2010 年 1 月には、
最終段階での子どもの選択を考慮する世帯の
重み付けを用いることで、従来よりも正確な
推定値を生成することが決定された。MICS3
のデータは、この方法で再計算された。

表 12　子どもの早期ケア
父親による学習支援：第 3 回と第４回の
MICS 調査（MICS3、MICS4）のデータでは
父親による学習や就学準備への支援活動につ
いて 1 つ以上を対象としたが、第５回 MICS
調査（MICS5）では定義を変更して、4 つ以
上を対象とした。従って、父親による学習支
援の推計値は MICS5 の結果に基づくものよ
りも MICS3 と MICS4 の推計値の方が低く
なっている。

庇護が十分に行き届いていない子ども：この
指標は以前「ケアが十分に届いていない子ど
も」とされていたものを、その基本的要素を
より正確に表記するために項目名が変更され
た。

表 13　経済指標：
金銭的貧困世帯に暮らす子どもの割合：2016
年と 2017 年版には「金銭的貧困世帯に暮ら
す子どもの割合」が追加された。これは持続
可能な開発目標（SDGs）1 のターゲット 1.2
の子どもの貧困を減らすという明確なコミッ
トメントを見据えた指数である。この指数は、

「国が定めた貧困レベルより低い収入あるいは
消費レベルの世帯に住む 0 歳から 17 歳の子
どもの割合」を示している。データは、統計
局の表、世帯調査、国の貧困レポート、ユー
ロスタット（欧州連合統計局）の地域データ
ベースから引用されている。国の貧困率の算
出法は、国によって違うので留意されたい。
例えば、収入や消費などを採用する国もあれ
ば、絶対貧困ラインを採用する国も、相対的
貧困ラインを採用する国もある。従って、国
の子どもの貧困率は、進捗状況を測るものと
して使うべきであり、国同士を比較したり、
順位をつけたりすべきものではない。
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表1　基本統計

国・地域

5歳未満児 
死亡率 
の順位

5歳未満児 
死亡率

5歳未満児 
死亡率（性別） 

2016
乳児死亡率 
（1歳未満）

新生児 
死亡率

総人口 
（1,000人）

年間出生数 
（1,000人）

5歳未満児の 
年間死亡数 
（1,000人）

出生時の 
平均余命
（年）

成人の 
識字率（%）

初等教育 
純就学率（%）

1990 2016 男 女 1990 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2011－2016* 2011－2016*

アフガニスタン 25 177 70 74 66 120 53 40 34,656 1,143 80 64 32 –

アルバニア 114 40 14 15 12 35 12 6 2,926 35 0 78 97 96

アルジェリア 78 49 25 27 24 41 22 16 40,606 949 24 76 75 x 97

アンドラ 179 9 3 3 3 7 2 1 77 – 0 – 100 –

アンゴラ 17 221 83 88 76 131 55 29 28,813 1,181 96 62 66 84

アンギラ – – – – – – – – 15 – – – – –

アンティグア・バ－ブ－ダ 133 26 9 9 8 25 5 4 101 2 0 76 99 x 87

アルゼンチン 126 29 11 12 10 26 10 6 43,847 754 8 77 98 99

アルメニア 118 50 13 15 12 42 12 7 2,925 40 1 75 100 96

オ－ストラリア 164 9 4 4 3 8 3 2 24,126 311 1 83 – 97

オ－ストリア 164 10 4 4 3 8 3 2 8,712 83 0 82 – –

アゼルバイジャン 68 95 31 34 28 75 27 18 9,725 176 5 72 100 94

バハマ 126 24 11 11 10 20 9 6 391 6 0 76 – 98 x

バ－レ－ン 142 23 8 8 7 20 7 3 1,425 21 0 77 95 x 96

バングラデシュ 62 144 34 37 32 100 28 20 162,952 3,110 106 72 73 91 x

バルバドス 123 18 12 13 11 16 11 8 285 3 0 76 – 91

ベラル－シ 164 15 4 4 3 12 3 2 9,480 114 0 73 100 x 95

ベルギ－ 164 10 4 4 4 8 3 2 11,358 129 1 81 – 99

ベリ－ズ 106 39 15 16 13 32 13 10 367 8 0 70 – 96

ベナン 7 178 98 102 93 107 63 31 10,872 397 38 61 33 96

ブ－タン 66 128 32 36 29 90 27 18 798 15 0 70 57 86

ボリビア 58 124 37 40 33 85 30 19 10,888 253 9 69 92 88

ボスニア・ヘルツェゴビナ 153 18 6 7 5 16 5 5 3,517 33 0 77 97 –

ボツワナ 56 54 41 44 37 42 33 26 2,250 53 2 67 81 x 91

ブラジル 106 64 15 16 14 53 14 8 207,653 2,966 45 76 92 93

英領ヴァージン諸島 – – – – – – – – 31 – – – – –

ブルネイ 131 13 10 11 9 10 9 4 423 7 0 77 96 –

ブルガリア 142 18 8 8 7 15 7 4 7,131 67 1 75 98 93

ブルキナファソ 16 199 85 89 80 99 53 26 18,646 716 60 60 35 69

ブルンジ 23 170 72 77 66 103 48 24 10,524 437 31 57 62 94

カボヴェルデ 85 63 21 23 19 48 18 10 540 11 0 73 87 97

カンボジア 68 116 31 34 27 85 26 16 15,762 368 11 69 74 x 95

カメル－ン 19 143 80 85 74 89 53 24 23,439 842 66 58 71 x 92

カナダ 157 8 5 5 5 7 4 3 36,290 387 2 82 – 99

中央アフリカ共和国 3 174 124 130 117 114 89 42 4,595 166 20 52 37 x 71

チャド 2 211 127 133 121 111 75 35 14,453 615 77 53 22 79

チリ 142 19 8 9 8 16 7 5 17,910 239 2 80 96 94

中国 131 54 10 11 9 42 9 5 1,403,500 17,035 168 76 95 x –

コロンビア 106 35 15 17 14 29 13 9 48,653 746 11 74 94 91

コモロ 22 126 73 78 68 88 55 33 796 26 2 64 49 79

コンゴ 40 91 54 58 49 59 39 21 5,126 176 9 65 79 91

クック諸島 142 24 8 9 7 21 7 4 17 – 0 – – 95

コスタリカ 133 17 9 10 8 14 8 6 4,857 70 1 80 97 96

コ－トジボワ－ル 10 151 92 101 82 104 66 37 23,696 858 78 54 44 79

クロアチア 157 13 5 5 4 11 4 3 4,213 39 0 78 99 89

キュ－バ 153 13 6 6 5 11 4 2 11,476 125 1 80 100 92

キプロス 179 11 3 3 2 10 2 1 1,170 13 0 81 99 97

チェコ 179 12 3 4 3 10 3 2 10,611 109 0 79 – –

朝鮮民主主義人民共和国 88 43 20 22 18 33 15 11 25,369 350 7 72 – 94 x

コンゴ民主共和国 8 184 94 101 87 118 72 29 78,736 3,269 304 60 77 35 x

デンマ－ク 164 9 4 5 4 7 4 3 5,712 59 0 81 – 98

ジブチ 31 118 64 70 58 91 54 33 942 22 1 62 – 53

ドミニカ 62 17 34 36 31 14 31 24 74 – 0 – – 93 x

ドミニカ共和国 68 60 31 34 28 46 26 21 10,649 216 7 74 92 87

エクアドル 85 57 21 23 18 44 18 11 16,385 331 7 76 94 92

エジプト 81 86 23 24 22 63 19 13 95,689 2,541 57 71 75 98

エルサルバドル 106 60 15 17 13 46 13 8 6,345 118 2 74 88 91

赤道ギニア 11 191 91 97 84 129 66 32 1,221 41 4 58 88 x 56

エリトリア 51 151 45 49 39 93 33 18 4,955 160 7 65 65 x 39

エストニア 179 18 3 3 3 14 2 1 1,312 14 0 78 100 95

エチオピア 35 203 58 64 53 121 41 28 102,403 3,230 187 65 39 x 86

フィジ－ 82 28 22 24 20 24 19 9 899 18 0 70 – 98

フィンランド 192 7 2 3 2 6 2 1 5,503 59 0 81 – 100
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国・地域

5歳未満児 
死亡率 
の順位

5歳未満児 
死亡率

5歳未満児 
死亡率（性別） 

2016
乳児死亡率 
（1歳未満）

新生児 
死亡率

総人口 
（1,000人）

年間出生数 
（1,000人）

5歳未満児の 
年間死亡数 
（1,000人）

出生時の 
平均余命
（年）

成人の 
識字率（%）

初等教育 
純就学率（%）

1990 2016 男 女 1990 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2011－2016* 2011－2016*

フランス 164 9 4 4 4 7 3 2 64,721 766 3 83 – 99

ガボン 48 92 47 52 43 60 34 22 1,980 58 3 66 82 –

ガンビア 29 168 65 70 61 82 42 28 2,039 79 5 61 42 75

ジョ－ジア 126 47 11 12 9 40 10 7 3,925 55 1 73 100 99

ドイツ 164 9 4 4 4 7 3 2 81,915 711 3 81 – 99

ガ－ナ 34 127 59 64 53 80 41 27 28,207 870 51 63 71 x 87

ギリシャ 164 11 4 4 4 9 3 2 11,184 94 0 81 97 96

グレナダ 100 22 16 17 15 18 14 8 107 2 0 74 – 96

グアテマラ 72 82 29 31 26 60 24 14 16,582 417 12 73 81 85

ギニア 14 235 89 94 84 139 58 25 12,396 442 39 60 32 76

ギニアビサウ 15 219 88 96 80 130 58 38 1,816 66 6 57 46 68 x

ガイアナ 66 60 32 37 28 46 27 20 773 16 1 67 86 81

ハイチ 27 145 67 73 61 100 51 25 10,847 263 17 63 49 x –

バチカン – – – – – – – – 1 – – – – –

ホンジュラス 92 58 19 21 17 45 16 10 9,113 198 4 74 89 93

ハンガリ－ 157 17 5 6 5 15 4 3 9,753 88 0 76 – 91

アイスランド 192 6 2 2 2 5 2 1 332 4 0 83 – 99

インド 53 126 43 42 44 88 35 25 1,324,171 25,244 1,081 69 69 92

インドネシア 76 84 26 29 23 62 22 14 261,115 4,991 131 69 95 90

イラン 106 57 15 16 15 44 13 10 80,277 1,355 20 76 85 99

イラク 68 54 31 34 28 42 26 18 37,203 1,212 38 70 44 92 x

アイルランド 164 9 4 4 3 8 3 2 4,726 69 0 81 – 95

イスラエル 164 12 4 4 3 10 3 2 8,192 167 1 83 – 97

イタリア 179 10 3 4 3 8 3 2 59,430 495 2 83 99 97

ジャマイカ 106 30 15 17 13 25 13 11 2,881 48 1 76 80 x 92 x

日本 179 6 3 3 3 5 2 1 127,749 1,053 3 84 – 100

ヨルダン 95 37 18 19 17 30 15 11 9,456 243 4 74 98 89

カザフスタン 126 52 11 13 10 44 10 6 17,988 385 4 70 100 x 87

ケニア 47 98 49 53 45 63 36 23 48,462 1,504 74 67 79 85

キリバス 40 96 54 59 49 69 42 23 114 3 0 66 – 95

クウェ－ト 142 18 8 9 8 15 7 4 4,053 65 1 75 96 93

キルギス 85 65 21 24 19 54 19 12 5,956 152 3 71 99 x 89

ラオス 31 162 64 70 58 111 49 29 6,758 163 10 67 58 93

ラトビア 157 17 5 5 4 13 4 2 1,971 20 0 75 100 96

レバノン 142 33 8 8 8 27 7 5 6,007 86 1 80 91 x 82

レソト 8 91 94 101 86 73 72 39 2,204 61 6 54 77 80

リベリア 27 258 67 72 62 172 51 23 4,614 157 10 63 43 x 38

リビア 118 42 13 14 12 36 11 7 6,293 127 2 72 – –

リヒテンシュタイン – – – – – – – – 38 – – – – 94

リトアニア 157 15 5 6 5 12 4 3 2,908 31 0 75 100 98

ルクセンブルク 192 9 2 3 2 7 2 2 576 6 0 82 – 93

マダガスカル 50 160 46 51 42 97 34 19 24,895 812 37 66 72 77 x

マラウイ 38 232 55 60 50 137 39 23 18,092 653 36 63 62 97 x

マレ－シア 142 17 8 9 8 14 7 4 31,187 524 4 75 93 x 98

モルディブ 133 94 9 9 8 68 7 5 428 8 0 77 99 95

マリ 5 254 111 115 105 130 68 36 17,995 758 82 58 33 56

マルタ 151 11 7 7 6 10 6 5 429 4 0 81 93 98

マ－シャル諸島 59 51 35 39 31 40 29 16 53 – 0 – 98 77

モ－リタニア 18 117 81 88 74 71 54 34 4,301 145 12 63 46 x 79

モ－リシャス 114 23 14 15 12 20 12 8 1,262 13 0 75 93 96

メキシコ 106 46 15 16 13 37 13 8 127,540 2,330 34 77 94 95

ミクロネシア連邦 65 55 33 37 30 43 28 17 105 2 0 69 – 84

モナコ 179 8 3 4 3 6 3 2 38 – 0 – – –

モンゴル 95 109 18 21 14 77 15 10 3,027 73 1 69 98 x 97

モンテネグロ 164 17 4 4 4 15 4 2 629 7 0 77 98 93

モントセラト – – – – – – – – 5 – – – – 92 x

モロッコ 74 80 27 30 24 63 23 18 35,277 709 19 76 69 98

モザンビ－ク 24 248 71 76 67 165 53 27 28,829 1,105 78 58 51 x 89

ミャンマ－ 44 116 51 55 46 82 40 25 52,885 944 48 67 76 95

ナミビア 51 71 45 49 41 48 32 18 2,480 72 3 64 88 90

ナウル 59 58 35 38 31 45 29 22 11 – 0 – – 86

ネパ－ル 59 141 35 37 32 98 28 21 28,983 573 20 70 60 97

オランダ 164 8 4 4 3 7 3 3 16,987 179 1 82 – 98

ニュ－ジ－ランド 157 11 5 6 5 9 5 3 4,661 62 0 82 – 99
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国・地域

5歳未満児 
死亡率 
の順位

5歳未満児 
死亡率

5歳未満児 
死亡率（性別） 

2016
乳児死亡率 
（1歳未満）

新生児 
死亡率

総人口 
（1,000人）

年間出生数 
（1,000人）

5歳未満児の 
年間死亡数 
（1,000人）

出生時の 
平均余命
（年）

成人の 
識字率（%）

初等教育 
純就学率（%）

1990 2016 男 女 1990 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2011－2016* 2011－2016*

ニカラグア 88 68 20 22 17 51 17 9 6,150 121 2 75 78 x 97 x

ニジェ－ル 11 329 91 95 87 133 51 26 20,673 967 86 60 15 62

ナイジェリア 6 213 104 110 98 126 67 34 185,990 7,141 733 53 51 x 64 x

ニウエ 82 14 22 25 20 12 19 12 2 – 0 – – –

ノルウェ－ 179 9 3 3 2 7 2 2 5,255 62 0 82 – 100

オマ－ン 126 39 11 12 10 32 9 5 4,425 81 1 77 93 95

パキスタン 20 139 79 82 75 106 64 46 193,203 5,439 424 66 57 74

パラオ 100 36 16 18 14 31 14 8 22 – 0 – 97 80

パナマ 100 31 16 18 15 26 14 10 4,034 79 1 78 94 x 93

パプアニュ－ギニア 40 88 54 59 50 64 42 24 8,085 221 12 66 57 x 86

パラグアイ 88 47 20 22 18 37 17 11 6,725 140 3 73 95 89

ペル－ 106 80 15 17 14 57 12 8 31,774 615 9 75 94 94

フィリピン 74 58 27 30 24 41 22 13 103,320 2,386 64 69 96 96

ポ－ランド 157 17 5 5 4 15 4 3 38,224 365 2 78 – 96

ポルトガル 164 15 4 4 3 12 3 2 10,372 83 0 81 94 98

カタ－ル 133 21 9 9 8 18 7 4 2,570 25 0 78 98 92

韓国 179 16 3 4 3 14 3 2 50,792 449 2 82 – 98

モルドバ 100 33 16 18 14 27 14 12 4,060 43 1 72 99 87

ル－マニア 133 31 9 10 8 25 8 4 19,778 192 2 75 99 87

ロシア連邦 142 22 8 9 7 18 7 3 143,965 1,852 14 71 100 x 97

ルワンダ 57 151 39 42 35 93 29 17 11,918 370 14 67 68 95

セントクリストファ－・ 
ネ－ヴィス 133 32 9 10 8 26 8 6 55 – 0 – – 78

セントルシア 118 21 13 15 12 18 12 9 178 2 0 75 – 93 x

セントビンセント・グレナ
ディ－ン 98 24 17 18 15 20 15 10 110 2 0 73 – 94

サモア 98 31 17 19 16 26 15 9 195 5 0 75 99 96

サンマリノ 179 11 3 3 3 10 3 1 33 – 0 – – 93

サントメ・プリンシペ 62 105 34 37 30 67 26 15 200 7 0 67 90 95

サウジアラビア 118 45 13 14 12 36 11 7 32,276 626 8 75 94 98

セネガル 48 140 47 51 43 72 34 21 15,412 542 25 67 43 71

セルビア 153 28 6 6 5 24 5 4 8,820 94 1 75 99 96

セ－シェル 114 17 14 16 13 14 12 9 94 2 0 74 94 x 95

シエラレオネ 4 262 114 120 106 156 83 33 7,396 258 29 52 32 99

シンガポ－ル 179 8 3 3 3 6 2 1 5,622 50 0 83 97 –

スロバキア 153 15 6 6 5 13 5 3 5,444 57 0 77 – –

スロベニア 192 10 2 3 2 9 2 1 2,078 21 0 81 – 98

ソロモン諸島 76 38 26 28 23 31 22 10 599 17 0 71 77 71

ソマリア 1 181 133 139 126 109 83 39 14,318 609 79 56 – –

南アフリカ 53 57 43 48 39 45 34 12 56,015 1,176 51 63 94 83 x

南ス－ダン 11 256 91 96 85 152 59 38 12,231 431 38 57 27 x 31

スペイン 179 9 3 4 3 7 3 2 46,348 415 1 83 98 99

スリランカ 133 21 9 10 9 18 8 5 20,798 323 3 75 91 x 99

パレスチナ 92 45 19 21 18 36 17 11 4,791 150 3 73 97 90

ス－ダン 29 131 65 70 60 82 45 29 39,579 1,290 83 64 54 54

スリナム 88 46 20 22 18 40 18 11 558 10 0 71 93 93

スワジランド 25 66 70 76 65 50 52 21 1,343 39 3 58 83 x 80

スウェ－デン 179 7 3 3 3 6 2 2 9,838 119 0 82 – 99

スイス 164 8 4 4 4 7 4 3 8,402 86 0 83 – 93

シリア 95 37 18 19 16 30 14 9 18,430 427 7 70 81 x 67

タジキスタン 53 107 43 48 38 84 37 20 8,735 251 11 71 99 x 98

タイ 123 38 12 14 11 31 11 7 68,864 726 9 75 93 91

マケドニア旧ユ－ゴスラビ
ア共和国 123 37 12 13 11 34 11 8 2,081 23 0 76 96 x 91

東ティモ－ル 46 175 50 54 46 132 42 22 1,269 44 2 69 58 x 96

ト－ゴ 21 145 76 82 70 89 51 26 7,606 256 19 60 64 95

トケラウ – – – – – – – – 1 – – – – –

トンガ 100 22 16 15 18 19 14 7 107 3 0 73 99 88

トリニダ－ド・トバゴ 92 30 19 20 17 26 17 13 1,365 19 0 71 – 95 x

チュニジア 114 57 14 15 12 44 12 8 11,403 210 3 76 79 99

トルコ 118 74 13 13 12 56 11 7 79,512 1,294 16 76 96 94

トルクメニスタン 44 86 51 60 42 70 43 22 5,663 144 7 68 – –

タークス・カイコス諸島 – – – – – – – – 35 – – – – –

ツバル 78 57 25 28 23 44 21 17 11 – 0 – – 84

ウガンダ 43 175 53 58 48 104 38 21 41,488 1,715 90 60 70 94

ウクライナ 133 19 9 10 8 17 8 5 44,439 479 4 72 100 96
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国・地域

5歳未満児 
死亡率 
の順位

5歳未満児 
死亡率

5歳未満児 
死亡率（性別） 

2016
乳児死亡率 
（1歳未満）

新生児 
死亡率

総人口 
（1,000人）

年間出生数 
（1,000人）

5歳未満児の 
年間死亡数 
（1,000人）

出生時の 
平均余命
（年）

成人の 
識字率（%）

初等教育 
純就学率（%）

1990 2016 男 女 1990 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2011－2016* 2011－2016*

アラブ首長国連邦 142 17 8 9 7 14 7 4 9,270 92 1 77 90 x 93

英国 164 9 4 5 4 8 4 3 65,789 805 3 82 – 100

タンザニア 36 179 57 60 53 108 40 22 55,572 2,087 117 66 78 80

米国 151 11 7 7 6 9 6 4 322,180 4,003 26 79 – 94

ウルグアイ 133 23 9 10 8 21 8 5 3,444 49 0 77 99 94

ウズベキスタン 80 72 24 27 21 59 21 14 31,447 663 16 71 100 95

バヌアツ 73 36 28 30 25 29 23 12 270 7 0 72 74 x 86

ベネズエラ 100 30 16 18 15 25 14 10 31,568 602 10 75 97 90

ベトナム 82 51 22 25 18 37 17 12 94,569 1,582 34 76 94 x 98

イエメン 38 126 55 59 51 88 43 27 27,584 867 48 65 – 85

ザンビア 33 182 63 68 58 110 44 23 16,591 620 39 62 83 x 87

ジンバブエ 37 75 56 62 51 50 40 23 16,150 535 30 61 89 86

地域別要約
東アジアと太平洋諸国 – 57 16 18 15 43 14 8 2,291,492 31,393 510 75 – 94 **

ヨーロッパと中央アジア – 31 10 11 9 25 8 5 908,161 11,087 107 77 – 96

　東ヨーロッパと中央アジア – 47 14 16 13 38 13 7 416,914 6,139 88 73 98 94

　西ヨーロッパ – 11 4 4 4 9 3 2 491,247 4,948 19 81 – 98

ラテンアメリカとカリブ海諸国 – 55 18 19 16 44 15 9 633,773 10,749 187 76 94 93

中東と北アフリカ – 66 24 26 22 50 20 14 435,225 9,953 237 74 78 94

北アメリカ – 11 6 7 6 9 6 4 358,469 4,389 28 80 – 94

南アジア – 129 48 48 48 92 39 28 1,765,989 35,853 1,713 69 68 90

サハラ以南のアフリカ – 181 78 84 73 108 53 28 1,034,153 37,038 2,860 60 65 80

　東部・南部アフリカ – 164 61 66 56 101 43 25 542,206 18,203 1,104 63 75 82

　西部・中部アフリカ – 199 95 101 89 116 63 31 491,947 18,835 1,756 57 – –

後発開発途上国 – 176 68 73 63 109 48 26 979,388 31,163 2,101 64 63 81

世界 – 93 41 43 39 65 31 19 7,427,263 140,462 5,642 72 78 90 **

国・地域の分類リスト一覧については、150ページを参照。あるいは<data.unicef.org/regionalclassifications＞を参照。

これまでに出版された一連の『世界子供白書』とのデータ比較は推奨できない。

指標の定義

5歳未満児死亡率－出生時から満5歳に
達する日までに死亡する確率。出生
1,000人あたりの死亡数で表す。

乳児死亡率－出生時から満1歳に達す
る日までに死亡する確率。出生1,000
人あたりの死亡数で表す。

新生児死亡率－出生時から生後28日以
内に死亡する確率。出生1,000人あた
りの死亡数で表す。

出生時の平均余命－新生児が、その出
生時の人口集団の標準的な死亡の危険
のもとで生きられる年数。

成人の識字率－15歳以上の人口のう
ち、読み書きができ日常生活について
の簡単な短文を理解できる人の割合。

初等教育純就学率－公式の初等教育就
学年齢にある子どものうち初等学校ま
たは中等学校に就学している者の数。
初等教育就学年齢にある総子ども数に
占める割合で表す。初等教育就学年齢
の子どもの中には中等学校に就学して
いる者もいるため、この指標は初等教
育純就学率「調整値」としても見るこ
とができる。

データの主な出典

5歳未満児・乳児・新生児死亡率－国
連の「死亡率推計に関する機関間グ
ループ」：ユニセフ、世界保健機関

（WHO）、国連人口局、世界銀行。

総人口と出生数－国連人口局。

5歳未満児の死亡数－死亡率推定に関
する国連機関間グループ：ユニセフ、
世界保健機関（WHO）、国連人口局、
世界銀行。

出生時の平均余命－国連人口局。

成人の識字率および初等教育純就学率
－ユネスコ統計研究所（UIS）。

注

-  データなし。

x  データが各列の見出しで指定され
ている年次もしくは期間以外のも
の。2005年～2006年のインドの
データを除き、このようなデータ
は地域別・世界全体の平均値の算
出には含まれていない。2000年
以前の年次のデータからの推計値
は表示されていない。

*  データが、列の見出しで指定され
ている期間内に入手できた直近の
年次のものであることを示す。

**  中国を除く。
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表2　栄養指標

国・地域

低出生体重
児出生率 
（%）U

母乳育児の
早期開始 

 （%）

完全母乳
育児

（6ヵ月未満）
（%）

離乳食開始 
（6-8ヵ月）
（%）

必要な最低限
の食事をとる
子どもの割合 
（6-23ヵ月）
（%）

2歳児の 
母乳育児 

 （%）

発育阻害 
（%）

過体重 
（%）

消耗症
 （%） ビタミン A 

完全補給率
（年2回補給）Δ 

（%）

ヨード添加
塩を消費す
る世帯の割
合 （%）中・重度θ 中・重度θ 中・重度θ 重度θ

2011-2016* 2011-2016* 2011-2016* 2015 2011–2016*

アフガニスタン – 41 43 61 16 59 41 5 10 4 98 α 57 S
アルバニア – 43 x 39 x 78 x – 31 x 23 x 23 x 9 x 6 x – 91 x, S
アルジェリア 6 x 36 26 28 – 27 12 12 4 1 – 81 S
アンドラ – – – – – – – – – – – –
アンゴラ 12 x 48 38 – 13 42 38 3 5 1 14 α 82 S
アンギラ – – – – – – – – – – – –
アンティグア・バ－ブ－ダ 6 – – – – – – – – – – –
アルゼンチン 7 53 33 93 – 29 8 x 10 x 1 x 0 x – –
アルメニア 8 x 41 45 90 24 22 9 14 4 2 – 99 S
オ－ストラリア 6 x – – – – – 2 x 8 x 0 x 0 x – –
オ－ストリア 7 – – – – – – – – – – –
アゼルバイジャン 10 x 20 12 77 22 16 x 18 13 3 1 96 α,w 94 yb

バハマ 12 – – – – – – – – – – –
バ－レ－ン 10 – – – – – – – – – – –
バングラデシュ 22 x 51 55 65 23 87 36 1 14 3 99 α 69 ya

バルバドス 12 40 20 p – – – 8 12 7 2 – 37 S
ベラル－シ 5 53 19 64 – 12 5 x 10 x 2 x 1 x – –
ベルギ－ 7 x – – – – – – – – – – –
ベリ－ズ 11 68 33 79 – 35 15 7 2 1 – 85
ベナン 15 x 47 41 73 14 46 34 2 5 1 95 α 69
ブ－タン 10 x 78 51 87 – 61 34 x 8 x 6 x 2 x – α –
ボリビア 6 x 78 64 83 x – 40 x 18 9 x 2 1 – α 85 x, S
ボスニア・ヘルツェゴビナ 5 42 19 71 – 12 9 17 2 2 – –
ボツワナ 13 x 40 x 20 x – – 6 x 31 x 11 x 7 x 3 x 57 α 83 x, S
ブラジル 9 43 x 39 x 94 x – 26 x 7 x 7 x 2 x 0 x – 98 x, S
英領ヴァージン諸島 – – – – – – – – – – – –
ブルネイ 12 – – – – – 20 x 8 x 3 x 0 x – –
ブルガリア 9 – – – – – 9 x 14 x 3 x 1 x – 92 ya

ブルキナファソ 14 x 42 50 59 3 80 27 1 8 1 99 α 92 x, S
ブルンジ 13 x 74 x 83 70 x 10 81 56 1 5 1 71 α 87 x, S
カボヴェルデ 6 x 73 x 60 x – – 13 x – – – – – –
カンボジア 11 x 63 65 82 30 37 32 2 10 2 63 α 68 S
カメル－ン 11 x 31 28 83 17 19 32 7 5 1 99 α 86 S
カナダ 6 – – – – – – 10 x – – – –
中央アフリカ共和国 14 x 44 x 34 x 59 x – 32 x 41 2 7 2 x 3 α 77 S
チャド 20 x 23 0 59 6 65 40 3 13 4 85 α 77 S
チリ 6 – – – – – 2 9 0 – – –
中国 – 41 x 21 60 x – 9 x 8 7 x 2 1 x – 96 yb

コロンビア 10 57 x 43 x 86 x 60 x 33 x 13 x 5 x 1 x 0 x – –
コモロ 25 x 34 12 81 6 57 32 11 11 4 12 α 82 S
コンゴ 13 x 25 33 84 6 11 21 6 8 3 99 α 90 S
クック諸島 – – – – – – – – – – – –
コスタリカ 7 60 33 86 – 28 6 x 8 x 1 x – – –
コ－トジボワ－ル 17 x 31 12 64 5 38 30 3 8 2 72 α 82 S
クロアチア 5 – – – – – – – – – – –
キュ－バ 5 48 33 91 56 24 7 x – 2 x – – –
キプロス 12 x – – – – – – – – – – –
チェコ 8 – – – – – 3 x 4 x 5 x 1 x – –
朝鮮民主主義人民共和国 6 x 28 69 66 – 22 28 0 x 4 1 99 α –
コンゴ民主共和国 10 x 52 48 79 8 66 43 4 8 3 94 α 82 S
デンマ－ク 5 – – – – – – – – – – –
ジブチ 10 x 55 x 1 x 35 x – 18 x 34 8 22 9 72 α 4 x, S
ドミニカ 11 – – – – – – – – – – –
ドミニカ共和国 11 x 38 5 81 45 12 7 8 2 1 – 30 x, S
エクアドル 9 55 40 x 74 – 19 25 8 2 1 – –
エジプト 13 x 27 40 77 23 20 22 16 10 5 – α 93 yb

エルサルバドル 9 42 47 90 67 57 14 6 2 0 – –
赤道ギニア 13 x 21 7 76 11 5 26 10 3 2 – α 57 x, S
エリトリア 14 x 93 x 69 x 40 x – 73 x 50 x 2 x 15 x 4 x 51 α 72 x, S
エストニア 5 – – – – – – – – – – –
エチオピア 20 x 73 58 60 7 76 38 3 10 3 74 α 86 S
フィジ－ 10 x 57 x 40 x – – – 8 x 5 x 6 x 2 x – –
フィンランド 4 – – – – – – – – – – –
フランス 7 – – – – – – – – – – –
ガボン 14 x 32 6 82 5 4 18 8 3 1 – α 90 S
ガンビア 10 x 52 47 47 8 42 25 3 11 4 27 α 69 S
ジョ－ジア 7 69 55 x 85 x – 17 x 11 x 20 x 2 x 1 x – –
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国・地域

低出生体重
児出生率 
（%）U

母乳育児の
早期開始 

 （%）

完全母乳
育児

（6ヵ月未満）
（%）

離乳食開始 
（6-8ヵ月）
（%）

必要な最低限
の食事をとる
子どもの割合 
（6-23ヵ月）
（%）

2歳児の 
母乳育児 

 （%）

発育阻害 
（%）

過体重 
（%）

消耗症
 （%） ビタミン A 

完全補給率
（年2回補給）Δ 

（%）

ヨード添加
塩を消費す
る世帯の割
合 （%）中・重度θ 中・重度θ 中・重度θ 重度θ

2011-2016* 2011-2016* 2011-2016* 2015 2011–2016*

ドイツ 7 – – – – – 1 x 4 x 1 x 0 x – –
ガ－ナ 11 56 52 73 13 50 19 3 5 1 28 α 57 S
ギリシャ 10 – – – – – – – – – – –
グレナダ 9 – – – – – – – – – – –
グアテマラ 11 x 63 53 – 52 57 47 5 1 0 15 α –
ギニア 12 x 17 21 43 4 66 31 4 10 4 69 α 61 S
ギニアビサウ 11 x 34 53 71 8 51 28 2 6 1 87 α 26 S
ガイアナ 14 x 49 23 81 40 41 12 5 6 2 – 43 S
ハイチ 23 47 40 87 14 31 22 4 5 1 21 α 16 S
バチカン – – – – – – – – – – – –
ホンジュラス 10 64 31 70 54 43 23 5 1 0 – α –
ハンガリ－ 9 – – – – – – – – – – –
アイスランド 4 – – – – – – – – – – –
インド 28 x 42 55 52 10 67 38 2 x 21 8 53 α 93 ya

インドネシア 9 x 49 42 91 37 55 36 12 14 7 82 α 92 yb

イラン 8 69 53 76 – 51 7 – 4 1 – –
イラク 13 43 20 36 – 23 23 12 7 4 – 55 S
アイルランド 5 – – – – – – – – – – –
イスラエル 8 – – – – – – – – – – –
イタリア 7 x – – – – – – – – – – –
ジャマイカ 11 65 24 55 – 31 6 9 4 1 x – –
日本 10 – – – – – 7 x 2 x 2 x 0 x – –
ヨルダン 13 x 19 23 92 33 13 8 5 2 1 – 88 x, yb

カザフスタン 6 83 38 67 45 21 8 9 3 1 – α 94 S
ケニア 8 x 62 61 80 22 53 26 4 4 1 37 α 95 S
キリバス 8 – 69 x – – 82 x – – – – – α –
クウェ－ト 8 – – – – – 5 6 3 1 – –
キルギス 6 83 41 85 36 23 13 7 3 1 – α 99 S
ラオス 15 39 40 52 – 40 44 2 6 2 88 α 80 S
ラトビア 5 – – – – – – – – – – –
レバノン 12 x 41 x 27 x – – 11 x 17 x 17 x 7 x 3 x – 95 x, S
レソト 11 x 65 67 83 11 30 33 7 3 1 – α 85 S
リベリア 14 x 61 55 46 4 44 32 3 6 2 61 α 91 S
リビア – – – – – – 21 x 22 x 7 x 3 x – –
リヒテンシュタイン – – – – – – – – – – – –
リトアニア 5 – – – – – – – – – – –
ルクセンブルク 7 – – – – – – – – – – –
マダガスカル 16 x 66 42 90 – 83 49 x 6 x 15 x 6 x 97 α 68 x, S
マラウイ 14 x 76 61 89 8 72 37 5 3 1 16 α 78 S
マレ－シア 11 – – – – – 18 7 8 – – –
モルディブ 11 x 64 x 48 x 91 x – 68 x 20 x 7 x 10 x 3 x 79 α –
マリ 18 x 53 33 42 3 53 30 2 14 3 88 α 81 x, S
マルタ 7 – – – – – – – – – – –
マ－シャル諸島 18 x 73 x 31 x – – 53 x – – – – – α –
モ－リタニア 35 62 41 66 – 40 28 1 15 4 83 α 24 S
モ－リシャス 14 x – 21 x – – – – – – – – –
メキシコ 9 51 31 82 53 24 12 5 1 0 – α –
ミクロネシア連邦 11 x – – – – – – – – – – α –
モナコ 6 – – – – – – – – – – –
モンゴル 5 x 71 47 95 35 53 11 11 1 0 38 α 80 S
モンテネグロ 5 14 17 95 66 9 9 22 3 1 – –
モントセラト – – – – – – – – – – – –
モロッコ 15 x 30 28 86 x – 25 15 11 2 1 – α –
モザンビ－ク 17 69 41 95 11 52 43 8 6 2 99 α 43 S
ミャンマ－ 9 x 67 51 75 16 64 29 1 7 1 88 α 81 S
ナミビア 16 x 71 49 80 13 21 23 4 7 3 – α 74 S
ナウル 27 x 76 x 67 x – – 65 x 24 x 3 x 1 x 0 x – –
ネパ－ル 18 55 66 84 32 89 36 1 10 2 79 α 94 S
オランダ 6 x – – – – – – – – – – –
ニュ－ジ－ランド 6 – – – – – – – – – – –
ニカラグア 8 68 32 – – 43 23 x 6 x 2 x 1 x 3 α –
ニジェ－ル 27 x 53 23 – 6 50 42 3 10 2 99 α 59 S
ナイジェリア 15 33 17 67 10 35 33 2 7 2 76 α 93 S
ニウエ – – – – – – – – – – – –
ノルウェ－ 5 x – – – – – – – – – – –
オマ－ン 10 71 33 90 – 48 14 4 8 2 – –
パキスタン 32 x 18 38 66 15 56 45 5 11 3 98 α 69 ya



表2　栄養指標

ユニセフ – 世界子供白書2017

160

国・地域

低出生体重
児出生率 
（%）U

母乳育児の
早期開始 

 （%）

完全母乳
育児

（6ヵ月未満）
（%）

離乳食開始 
（6-8ヵ月）
（%）

必要な最低限
の食事をとる
子どもの割合 
（6-23ヵ月）
（%）

2歳児の 
母乳育児 

 （%）

発育阻害 
（%）

過体重 
（%）

消耗症
 （%） ビタミン A 

完全補給率
（年2回補給）Δ 

（%）

ヨード添加
塩を消費す
る世帯の割
合 （%）中・重度θ 中・重度θ 中・重度θ 重度θ

2011-2016* 2011-2016* 2011-2016* 2015 2011–2016*

パラオ 7 x – – – – – – – – – – –
パナマ 8 47 22 61 – 34 19 x – 1 x 0 x – –
パプアニュ－ギニア 11 x – 56 x – – 72 x 50 14 14 7 – α –
パラグアイ 6 x 47 x 24 x – – 14 x 11 12 3 0 – 93 yb

ペル－ 7 55 68 78 53 55 y 14 7 1 0 – 90 S
フィリピン 21 x 50 34 x 90 x – 41 33 4 7 2 72 α 52 yb

ポ－ランド 6 – – – – – – – – – – –
ポルトガル 9 – – – – – – – – – – –
カタ－ル 8 x 34 29 50 – 32 – – – – – –
韓国 4 x – – – – – 3 7 1 0 – –
モルドバ 6 61 36 62 – 12 6 5 2 1 – 58 S
ル－マニア 8 12 x 16 x – – – 13 x 8 x 4 x 1 x – –
ロシア連邦 6 – – – – – – – – – – –
ルワンダ 7 x 81 87 57 19 87 37 8 2 1 96 α 91 S
セントクリストファ－・ネ－
ヴィス 10 – – – – – – – – – – –

セントルシア 10 50 – – – – 3 6 4 1 – 75 S
セントビンセント・グレナ
ディ－ン 11 – – – – – – – – – – –

サモア 10 x 88 x 51 x – – 74 x 5 5 4 1 – 96 S
サンマリノ 10 – – – – – – – – – – –
サントメ・プリンシペ 10 x 38 74 74 22 24 17 2 4 1 42 α 91 S
サウジアラビア 9 – – – – – 9 x 6 x 12 x 5 x – –
セネガル 19 31 33 63 10 48 17 1 7 1 29 α 57 S
セルビア 6 51 13 97 72 9 6 14 4 1 – –
セ－シェル – – – – – – 8 10 4 1 – –
シエラレオネ 11 x 54 32 63 7 48 38 9 9 4 97 α 74 S
シンガポ－ル 10 – – – – – 4 x 3 x 4 x 1 x – –
スロバキア 8 – – – – – – – – – – –
スロベニア 6 – – – – – – – – – – –
ソロモン諸島 13 x 75 x 74 x – – 67 x 32 4 8 3 – –
ソマリア – 23 x 5 x 16 x – 27 x 25 x 3 x 15 x 5 x 33 α 7 x, S
南アフリカ – 61 x 32 – 23 13 27 13 3 1 – α –
南ス－ダン – 48 x 45 x 21 x – 38 x 31 x 6 x 23 x 10 x – α 60 x, S
スペイン 8 – – – – – – – – – – –
スリランカ 17 x 80 x 76 x – – 84 x 17 2 15 3 74 α –
パレスチナ 9 x 41 39 90 42 12 7 8 1 0 – 88 S
ス－ダン – 69 55 51 15 49 38 3 16 5 72 α 34 S
スリナム 14 x 45 x 3 x 47 x – 15 x 9 x 4 x 5 x 1 x – –
スワジランド 9 x 48 64 90 38 8 26 9 2 0 – α 90 S
スウェ－デン 5 – – – – – – – – – – –
スイス 7 – – – – – – – – – – –
シリア 10 x 46 x 43 x – – 25 x 28 x 18 x 12 x 6 x – –
タジキスタン 10 x 50 34 49 20 50 27 7 10 4 97 α 84 S
タイ 11 x 40 23 85 56 16 11 8 5 1 – 85
マケドニア旧ユ－ゴスラビ
ア共和国 6 21 23 41 – 13 5 12 2 0 – –

東ティモ－ル 12 x 93 62 97 18 39 50 2 11 2 61 α 76 x, S
ト－ゴ 11 x 61 58 67 12 61 28 2 7 2 6 α 77 S
トケラウ – – – – – – – – – – – –
トンガ – 79 52 – – 30 8 17 5 2 – –
トリニダ－ド・トバゴ 12 41 x 13 x 83 x – 22 x 5 x 5 x 5 x 1 x – 53 x, S
チュニジア 7 40 9 27 – 19 10 14 3 2 – –
トルコ 11 x 50 30 75 – 34 10 11 2 0 – 85 x, S
トルクメニスタン 5 73 59 82 77 20 12 6 4 1 – α 100 S
タークス・カイコス諸島 – – – – – – – – – – – –
ツバル 6 x 15 x 35 x – – 51 x 10 x 6 x 3 x 1 x – –
ウガンダ 12 53 66 67 14 43 29 4 4 1 – α 92 S
ウクライナ 5 66 20 43 – 22 4 x 27 x 0 x 4 x – 36 S
アラブ首長国連邦 6 x – – – – – – – – – – –
英国 7 – – – – – – – – – – –
タンザニア 8 x 51 59 92 9 43 34 4 5 1 87 α 76 S
米国 8 x – 24 – – – 2 6 1 0 – –
ウルグアイ 8 77 – – – – 11 7 1 0 – –
ウズベキスタン 5 x 67 x 26 x 47 x – 38 x 20 x 13 x 5 x 2 x 98 α 82 x, S
バヌアツ 10 x 85 73 72 – 49 29 5 4 1 – 33 x, S
ベネズエラ 9 – – – – – 13 x 6 x 4 x – – –
ベトナム 5 27 24 91 59 22 25 5 6 1 97 α,w 61 S
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国・地域

低出生体重
児出生率 
（%）U

母乳育児の
早期開始 

 （%）

完全母乳
育児

（6ヵ月未満）
（%）

離乳食開始 
（6-8ヵ月）
（%）

必要な最低限
の食事をとる
子どもの割合 
（6-23ヵ月）
（%）

2歳児の 
母乳育児 

 （%）

発育阻害 
（%）

過体重 
（%）

消耗症
 （%） ビタミン A 

完全補給率
（年2回補給）Δ 

（%）

ヨード添加
塩を消費す
る世帯の割
合 （%）中・重度θ 中・重度θ 中・重度θ 重度θ

2011-2016* 2011-2016* 2011-2016* 2015 2011–2016*

イエメン 32 x 53 10 69 15 45 47 2 16 5 8 α 49 S
ザンビア 11 x 66 73 82 11 42 40 6 6 3 – α 88 S
ジンバブエ 11 58 48 91 8 14 27 6 3 1 45 α 93 S

地域別要約
東アジアと太平洋諸国 – 43 28 69 40 ** 23 9 6 3 1 82 91
ヨーロッパと中央アジア 6 – – – – – – – – – – –
　東ヨーロッパと中央アジア 6 57 30 69 – 28 r 6 j 13 j 2 j 0 j – –
　西ヨーロッパ 7 – – – – – – – – – – –
ラテンアメリカとカリブ海諸国 9 54 38 82 N 51 N 32 11 7 1 0 – –
中東と北アフリカ – 40 32 63 – 29 15 11 7 3 – –
北アメリカ – – 24 – – – 2 8 1 0 – –
南アジア – 39 52 56 12 68 36 4 k 16 5 66 88
サハラ以南のアフリカ – 51 42 71 11 50 34 4 8 2 72 80
　東部・南部アフリカ – 63 55 75 13 53 34 4 7 2 65 78
　西部・中部アフリカ – 40 29 68 9 47 34 4 9 3 78 81
後発開発途上国 – 56 49 70 12 62 – – – – 77 72
世界 – 45 40 66 17 45 23 6 8 3 70 86

国・地域の分類リスト一覧については、150ページを参照。あるいは<data.unicef.org/regionalclassifications＞を参照。

これまでに出版された一連の『世界子供白書』とのデータ比較は推奨できない。

指標の定義

低出生体重児出生率－出生
時の体重が2,500グラム未
満の乳児の割合。

母乳育児の早期開始－生後1
時間以内に母乳を与えられ
る新生児の割合。

完全母乳育児（生後6ヵ月未
満）－調査前24時間以内に、
母乳のみを与えられた生後0
～5ヵ月の子どもの割合。

離乳食開始（生後6〜8ヵ月）
－調査前24時間以内に、固
形、半固形、または軟らか
い食品を摂取した生後6～
８ヵ月の子どもの割合。

必要な最低限の食事をとる
子どもの割合（生後6〜23
ヵ月）－生後6～23ヵ月の
母乳で育てられている子ど
ものうち、最小の多様性と
最小の食事頻度を保った食
事を調査の前日に受けた子
ども、および生後6～23ヵ
月の母乳で育てられていな
い子どものうち、調査の前
日に、2回以上のミルクと、
ミルク以外に最小の多様性
と最小の食事頻度を保った
食事を受けた子どもの割合。

2歳時の母乳育児－調査前
24時間以内に、母乳を与え
られた生後20～23ヵ月の子
どもの割合。

発育阻害－中・重度：WHO 
Child Growth Standards に
よる年齢相応の身長を持つ
基準集団の身長の中央値か
らの標準偏差がマイナス2未
満である生後0～59ヵ月の
子どもの割合。

過体重－ 中・ 重 度：WHO 
Child Growth Standards に
よる身長相応の体重を持つ
基準集団の体重の中央値か
らの標準偏差がプラス2以上
である生後0～59ヵ月の子
どもの割合（肥満を含む）。

消耗症－ 中・ 重 度：WHO 
Child Growth Standards に
よる身長相応の体重を持つ
基準集団の体重の中央値か
らの標準偏差がマイナス2未
満である生後0～59ヵ月の
子どもの割合。

消耗症－重度：WHO Child 
Growth Standardsによる身
長相応の体重を持つ基準集
団の体重の中央値からの標
準偏差がマイナス3未満であ
る生後0～59ヵ月の子ども
の割合。

ビタミンA完全補給率－ビ
タミンAの補給を当該年に
およそ4～6ヵ月空けて、2
回受けた生後6～59ヵ月の
子どもの推定割合。

ヨード添加塩を消費する世
帯の割合－ヨード（0ppm以
上）添加処理が施された食
塩を消費する世帯の割合。

データの主な出典

低出生体重児出生率－人口保健調査（DHS）、複
数指標クラスター調査（MICS）、その他の国別世
帯調査、定期報告制度によるデータ、ユニセフ、
世界保健機関（WHO）。
乳児と幼児への食事－DHS、MICS、その他の国
別世帯調査、ユニセフ。

発育阻害・過体重・消耗症及び重度消耗症－
DHS、MICS、その他の国別世帯調査、WHO、ユ
ニセフ。
ビタミンA補給率－ユニセフ。
ヨード添加塩の消費率－DHS、MICS、その他の
国別世帯調査、学校での調査、ユニセフ。

注

-  データなし。
x  データが各列の見出しで指定されている年次も

しくは期間以外のもの。「母乳育児の早期開始」、
「離乳食開始」、「2歳時の母乳育児」についての
2008年の中国のデータを除き、このようなデー
タは地域別・世界全体の平均値の算出には含ま
れていない。2000年以前の年次のデータから
の推計値は表示されていない。

y  データが標準的な定義によらないもの、または
国内の一部地域のみに関するもの。対象期間に
該当する場合、地域平均や世界平均の算出の際
には含まれている。

  脚注の上付き文字“a”のある調査は主に人口
保健調査（DHS）によるもので、ヨード添加
塩を消費しない世帯を推計値に加えて再分析す
るのを待っている状況である。脚注の上付き文
字“b”のある調査は、報告された数値にヨー
ド添加塩を消費しない世帯が含まれているのか
否かが確認されていない。

p  少量のデータ数による（典型的には25～49の
重み付けなしの事例）。25未満の重み付けなし
の事例によるデータは表示されない。

θ  発育阻害（中・重度）、過体重（中・重度）、消耗
症（中・重度）、消耗症（重度）における世界お
よび地域における平均値は、ユニセフ・WHO・
世界銀行グループの合同世界栄養データベース
2017年5月改訂版の統計モデルのデータを使っ
て推定された。詳細な情報は＜data.unicef.org/
malnutrition>を参照。

  表10および表11の発育阻害（中・重度）の細
分類されたデータは人口の重み付けがなされて
いる。つまり、2011～2016年のデータにつ
いて各国の直近の推計値を使用している。その
ため、この表の世界や地域レベルの推計値と一
致しない場合がある。

Δ  年に2回のビタミンＡ補給を受けた子どもの割
合について、2回の実施時期のうち補給率が低
かった方の数値が報告されている（2015年1
～6月に実施された第1回と7～12月の第2回の
うちポイントが低い方を報告している）。VAS
優先国のデータのみ表示しているため、集計値
はこれらの優先国の数値のみを反映している。

w  より狭い年齢層を目標としたビタミンＡプログ
ラムを国内で実施している国を示す。該当プロ
グラムの目標値に対する値をそのまま記載して
いる。

α  「優先」に区分された国を示す。ビタミンＡ補
給プログラムへの優先国は、5歳未満児死亡率
が高く（出生1,000人に対して70人以上）、か
つ/または、5歳未満の子どものビタミンＡ欠
乏症が高く、かつ/または、ビタミンＡ補給プ
ログラムの歴史がある国である。

U  低出生体重のデータは2014年10月以来更新
されていない。データが古いことから、多くの
地域と世界について数値の集計を停止している。
現在、国際機関間プロセスを通じ推計値を出す
ための新しい手法を適用している途中であり、
更新された数値が次号の『世界子供白書』で報
告されるであろう。

J  東ヨーロッパと中央アジアの推計値はヨーロッ
パと中央アジアの全てに適するモデルに基づい
ている。ロシア連邦のデータが入手できなかっ
たため、データは主に東ヨーロッパあるいは中
央アジアの国々からのものである。

k  南アジアについては、過体重の子どもの数が
2008年～2012年と2013年～2016年という直
近の2期間で少ないため、『世界子供白書』に記
載していない。しかし、推計値は合同栄養不良
推計（the Joint Malnutrition Estimates）で入手
できる。＜https://data.unicef.org/topic/
nutrition/malnutrition/>からダウンロードする事
ができる。但し、解釈には注意が必要である。

S  ヨード添加塩を消費しない世帯を分母に入れて
データ数を調整した上で再分析した。

*  データが、列の見出しで指定されている期間内
に入手できた直近の年次のものであることを示
す。

**  中国を除く。
r  ロシア連邦を除く。
N  ブラジルを除く。



表3　保健指標

ユニセフ – 世界子供白書2017

162

表3　保健指標

国・地域

基礎的飲用水
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全体 都市部農村部 全体 都市部農村部 2016 2011-2016*

アフガニスタン 63 89 53 39 56 33 74 73 65 60 62 39 65 65 0 65 65 62 46 63 5 26
アルバニア 91 93 90 98 98 97 99 99 98 98 96 98 98 98 0 98 92 70 x 54 x 71 x – –
アルジェリア 93 95 89 87 90 82 99 96 91 91 94 96 91 91 0 61 92 66 25 – – –
アンドラ 100 100 100 100 100 100 – 99 98 98 97 90 94 98 0 92 – – – – – –
アンゴラ 41 63 23 39 62 21 58 79 64 66 49 26 64 64 53 58 78 49 43 51 22 31
アンギラ 98 98 – 97 97 – – – – – – – – – – – – – – – – –
アンティグア・バ－ブ－ダ 97 – – 88 – – – 99 99 86 98 87 99 99 0 0 – – – – – –
アルゼンチン 100 100 100 95 95 94 92 97 92 87 90 88 92 92 75 82 – 94 18 – – –
アルメニア 99 99 99 92 96 83 99 97 94 96 97 97 94 94 94 94 – 57 x 37 71 – –
オ－ストラリア 100 100 100 100 – – – 98 94 94 95 94 94 94 87 94 – – – – – –
オ－ストリア 100 100 100 100 100 100 – 99 87 87 95 89 87 87 61 0 – – – – – –
アゼルバイジャン 84 95 72 89 92 87 98 98 97 98 98 98 97 97 0 97 – 36 x 11 – 1 x –
バハマ 98 – – 92 – – – 95 94 94 89 74 94 94 0 94 100 – – – – –
バ－レ－ン 100 – – 100 – – – 99 99 99 99 99 99 99 98 99 98 – – – – –
バングラデシュ 97 98 97 47 54 43 99 99 97 97 94 93 97 97 0 97 97 42 77 55 – –
バルバドス 98 – – 96 – – – 99 97 97 92 87 97 97 0 96 – – – – – –
ベラル－シ 98 98 99 94 94 95 98 99 98 98 98 98 96 11 0 0 – 93 45 – – –
ベルギ－ 100 100 100 99 99 99 – 99 98 98 96 85 97 97 87 94 – – – – – –
ベリ－ズ 97 99 96 87 91 84 94 98 95 96 95 96 95 95 0 0 91 67 55 71 – –
ベナン 67 77 60 14 25 5 96 86 82 78 74 0 82 82 0 75 85 23 25 44 73 77
ブ－タン 98 97 98 63 72 57 99 99 98 97 97 90 98 98 0 0 89 74 x 61 x – – –
ボリビア 93 99 79 53 64 27 99 99 99 99 99 0 99 99 99 97 87 62 22 – – –
ボスニア・ヘルツェゴビナ 98 97 98 95 99 92 97 90 78 79 83 78 78 69 0 0 – 87 36 – – –
ボツワナ 79 95 58 60 75 39 98 98 95 96 97 74 95 95 95 95 92 14 x 43 x 75 x 31 53
ブラジル 97 99 87 86 91 58 99 89 86 98 96 72 86 86 94 94 93 50 x – – – –
英領ヴァージン諸島 100 – – 97 – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ブルネイ 100 100 99 96 96 97 99 99 99 99 98 97 99 99 0 0 95 – – – – –
ブルガリア 99 99 99 86 87 84 96 94 92 92 92 88 91 92 0 90 – – – – – –
ブルキナファソ 54 79 43 23 48 12 98 95 91 91 88 50 91 91 91 91 92 52 40 61 75 90
ブルンジ 56 88 52 50 46 51 93 97 94 94 93 72 94 94 96 94 85 63 36 69 40 46
カボヴェルデ 86 93 74 65 73 51 96 96 96 95 92 95 96 96 0 0 92 – – – – –
カンボジア 75 96 70 49 88 39 97 92 90 87 81 58 90 90 0 87 93 69 35 61 4 x 5 x
カメル－ン 65 84 43 39 56 19 70 92 85 83 78 0 85 85 80 84 85 28 16 33 55 71
カナダ 99 – – 99 – – – 96 91 91 90 86 55 91 0 79 – – – – – –
中央アフリカ共和国 54 74 41 25 49 9 74 69 47 47 49 0 47 47 0 47 60 30 x 16 x – 36 x 47 x
チャド 43 78 32 10 33 3 56 60 46 44 58 0 46 46 0 0 80 26 20 23 36 77
チリ 100 100 100 100 100 99 97 99 95 95 93 87 95 95 0 90 – – – – – –
中国 96 96 96 75 86 61 99 99 99 99 99 99 99 0 0 0 – – – – – –
コロンビア 97 100 86 84 88 72 88 93 91 91 93 87 91 91 90 89 90 64 x 54 x 54 x – 3 x
コモロ 84 93 80 34 47 29 94 96 91 92 99 0 91 91 0 0 85 38 38 45 41 59
コンゴ 68 85 37 15 20 6 85 85 80 80 80 0 80 80 80 80 85 28 28 51 61 66
クック諸島 100 – – 98 – – 99 99 99 99 90 90 99 99 0 0 – – – – – –
コスタリカ 100 100 100 97 98 94 89 99 97 97 93 87 97 97 0 94 – 77 40 – – –
コ－トジボワ－ル 73 89 54 30 45 13 95 98 85 80 77 0 85 85 0 83 90 38 17 43 37 67
クロアチア 100 100 100 97 98 96 99 98 93 93 90 96 93 93 0 0 – – – – – –
キュ－バ 95 97 90 91 92 88 99 99 99 98 99 99 99 99 0 0 – 93 61 93 – –
キプロス 100 100 100 99 100 99 – 98 97 97 90 88 97 96 0 81 – – – – – –
チェコ 100 100 100 99 99 99 – 98 96 96 98 93 96 96 0 0 – – – – – –
朝鮮民主主義人民共和国 100 100 99 77 83 68 97 97 96 99 99 98 96 96 0 0 97 80 x 74 x – – –
コンゴ民主共和国 42 70 21 20 23 18 80 80 79 74 77 0 79 79 0 77 85 42 39 55 56 70
デンマ－ク 100 100 100 100 100 100 – 97 94 94 94 85 0 94 0 94 – – – – – –
ジブチ 77 83 55 51 63 13 90 90 84 84 75 82 84 84 86 82 85 94 94 – 20 x 32
ドミニカ 97 – – 78 – – 98 99 99 99 96 92 99 99 0 0 – – – – – –
ドミニカ共和国 94 97 86 83 85 74 99 98 87 82 85 0 80 73 75 30 90 73 48 65 – –
エクアドル 93 100 80 86 89 80 84 94 83 79 86 76 84 84 80 84 88 – 46 – – –
エジプト 98 99 98 93 97 90 96 96 95 95 95 96 95 95 0 0 80 68 28 68 – –
エルサルバドル 93 98 83 91 93 87 99 97 93 95 90 87 93 93 93 90 90 80 70 – – –
赤道ギニア 50 78 31 75 80 71 48 40 19 20 30 0 19 19 0 0 70 54 40 62 23 38
エリトリア 19 66 6 11 29 6 97 97 95 95 93 85 95 95 96 95 94 45 x 43 x – 20 x 71 x
エストニア 100 100 99 100 100 100 95 94 93 93 93 92 93 93 85 0 – – – – – –
エチオピア 39 77 30 7 18 4 75 86 77 75 70 0 77 77 63 76 80 30 30 35 45 64
フィジ－ 94 98 89 96 96 95 99 99 99 99 94 94 99 99 99 99 94 – – – – –
フィンランド 100 100 100 99 99 99 – 99 92 92 94 85 0 92 84 87 – – – – – –
フランス 100 100 100 99 99 99 – 99 97 97 90 79 88 96 0 91 – – – – – –
ガボン 88 92 59 41 42 32 94 83 75 74 64 0 75 75 0 0 90 68 26 67 39 36
ガンビア 80 88 68 42 46 35 98 99 95 95 97 79 95 95 95 95 92 68 59 65 47 69
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ジョ－ジア 93 98 87 85 95 73 98 97 92 92 93 85 92 92 75 75 – 74 x 40 x – – –
ドイツ 100 100 100 99 99 99 – 95 95 94 97 93 88 93 66 86 – – – – – –
ガ－ナ 78 88 66 14 19 9 94 94 93 95 89 75 93 93 94 93 88 56 49 77 47 68
ギリシャ 100 100 100 99 99 98 – 99 99 99 97 83 96 99 20 96 – – – – – –
グレナダ 96 – – 78 – – – 98 96 98 95 85 96 96 0 0 – – – – – –
グアテマラ 94 97 89 67 81 53 87 96 80 82 86 65 80 80 82 81 90 52 49 50 – –
ギニア 67 88 55 22 34 15 72 65 57 42 54 0 57 57 0 0 80 37 34 37 26 47
ギニアビサウ 69 85 54 21 35 8 94 95 87 87 81 0 87 87 61 80 80 34 35 51 81 90
ガイアナ 95 100 93 86 89 85 95 97 97 94 99 94 97 97 96 92 99 84 43 71 7 5
ハイチ 64 81 40 31 37 22 72 78 58 56 53 26 58 58 48 0 88 38 53 40 12 19
バチカン – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ホンジュラス 92 99 84 80 84 75 99 99 97 97 88 0 97 97 97 97 94 64 60 62 – –
ハンガリ－ 100 100 100 98 98 99 99 99 99 99 99 99 0 99 0 98 – – – – – –
アイスランド 100 100 100 99 99 100 – 96 91 91 91 95 0 91 0 90 – – – – – –
インド 88 93 85 44 65 34 89 91 88 86 88 76 88 80 4 0 87 73 51 71 x – –
インドネシア 90 97 81 68 77 57 81 95 79 80 76 56 79 79 0 0 85 75 39 74 3 x 3 x
イラン 95 97 89 88 92 79 99 99 99 99 99 98 99 99 0 0 95 76 x 61 x – – –
イラク 86 90 78 86 86 86 94 73 63 68 66 64 61 63 34 0 75 74 23 – – –
アイルランド 99 99 99 92 91 95 18 98 95 95 92 0 95 95 0 91 – – – – – –
イスラエル 100 100 100 100 100 100 – 94 94 94 97 97 95 94 81 93 – – – – – –
イタリア 100 100 100 99 99 99 – 97 93 93 85 83 93 93 0 89 – – – – – –
ジャマイカ 93 97 88 85 84 87 96 99 99 99 95 85 98 99 0 0 80 82 64 – – –
日本 99 – – 100 – – 84 99 99 99 96 93 0 99 0 99 – – – – – –
ヨルダン 99 99 97 97 97 96 99 99 98 98 96 99 98 98 97 0 90 77 20 69 – –
カザフスタン 91 97 84 98 97 99 95 93 82 82 99 99 82 82 0 97 – 81 62 – – –
ケニア 58 83 50 30 35 28 99 96 89 88 75 32 89 89 74 78 85 66 54 72 56 59
キリバス 64 90 44 40 49 32 79 82 81 82 80 79 81 81 79 79 90 81 x 62 x 27 x – –
クウェ－ト 100 – – 100 – – 99 99 99 99 93 96 99 99 0 99 95 – – – – –
キルギス 87 97 82 97 93 99 97 97 96 97 97 98 96 96 0 0 – 60 33 56 – –
ラオス 80 92 73 73 93 60 78 85 82 83 76 0 82 82 0 78 90 54 42 – 43 50
ラトビア 99 99 98 93 97 84 96 99 98 98 93 89 98 98 83 82 – – – – – –
レバノン 92 – – 95 – – – 84 81 75 79 75 81 81 0 0 – 74 x 44 x – – –
レソト 72 87 66 44 46 43 98 98 93 90 90 82 93 93 0 93 85 63 53 61 – –
リベリア 70 80 60 17 28 6 97 99 79 79 80 0 79 79 48 79 89 51 60 78 44 62
リビア 97 – – 100 – – 99 98 97 97 97 96 97 97 97 96 – – – – – –
リヒテンシュタイン 100 – – 100 – – – – – – – – – – – – – – – – – –
リトアニア 97 100 93 94 97 86 98 97 94 94 94 92 95 94 0 82 – – – – – –
ルクセンブルク 100 100 100 98 97 99 – 99 99 99 99 86 94 99 89 95 – – – – – –
マダガスカル 51 82 34 10 16 6 70 84 77 75 58 0 77 77 78 76 78 41 15 46 73 80
マラウイ 67 87 63 44 49 43 86 89 84 83 81 61 84 84 81 83 89 78 65 67 43 57
マレ－シア 96 99 89 100 100 99 98 99 98 98 96 99 98 98 0 0 90 – – – – –
モルディブ 98 96 100 96 93 98 99 99 99 99 99 99 99 99 0 0 99 22 x 57 x 84 x – –
マリ 74 91 63 31 46 22 92 86 68 67 75 0 68 68 60 70 85 23 22 x 49 79 93
マルタ 100 100 100 100 100 100 – 97 97 97 93 86 97 97 0 0 – – – – – –
マ－シャル諸島 78 70 99 87 95 66 94 87 71 69 75 49 73 58 38 51 – – 38 x 63 x – –
モ－リタニア 70 86 45 45 63 17 85 87 73 67 70 0 73 73 73 73 80 34 19 35 18 67
モ－リシャス 100 100 100 93 94 93 98 97 96 96 92 92 72 96 92 10 95 – – – – –
メキシコ 98 100 94 89 91 81 99 99 97 96 96 98 93 97 72 92 90 73 61 – – –
ミクロネシア連邦 88 97 86 – – – 85 95 69 68 70 74 76 61 46 63 – – – – – –
モナコ 100 100 – 100 100 – 89 99 99 99 99 0 99 99 0 0 – – – – – –
モンゴル 83 94 56 59 66 41 99 99 99 99 98 90 99 99 0 0 – 70 42 – – –
モンテネグロ 98 97 99 96 98 92 88 97 89 89 47 86 75 89 0 0 – 89 x 16 x 74 – –
モントセラト 97 – – 89 – – – – – – – – – – – – – – – – – –
モロッコ 83 96 64 83 89 75 99 99 99 99 99 99 99 99 99 98 90 70 22 – – –
モザンビ－ク 47 79 32 24 47 12 95 90 80 80 91 51 80 80 76 80 83 50 55 56 36 51
ミャンマ－ 68 82 60 65 76 59 88 94 90 89 91 86 90 90 0 14 87 58 62 65 19 27
ナミビア 79 97 63 34 55 15 94 98 92 92 85 0 92 92 86 81 88 68 72 63 6 24
ナウル 100 100 – 66 66 – 99 98 91 91 98 96 91 91 0 0 – 69 x 23 x 51 x – –
ネパ－ル 88 89 87 46 52 45 93 92 87 85 83 25 87 87 0 46 82 85 37 46 – –
オランダ 100 100 100 98 98 100 – 98 95 95 94 91 93 95 0 94 – – – – – –
ニュ－ジ－ランド 100 100 100 100 100 100 – 92 92 92 92 89 92 92 66 93 – – – – – –
ニカラグア 82 97 61 76 86 63 98 99 98 99 99 0 98 98 98 98 85 58 x 65 – – –
ニジェ－ル 46 89 36 13 44 6 77 87 67 67 74 37 67 67 61 64 85 59 41 51 20 61
ナイジェリア 67 82 54 33 39 27 64 64 49 49 51 0 49 49 0 26 63 35 34 66 44 69
ニウエ 98 – – 97 – – 99 99 99 99 99 99 99 99 0 99 – – – – – –
ノルウェ－ 100 100 100 98 98 98 – 99 96 96 96 91 0 96 0 94 – – – – – –
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オマ－ン 91 95 78 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 0 99 98 56 59 – – –
パキスタン 89 92 87 58 74 48 85 79 72 72 61 53 72 72 0 72 80 64 38 65 0 x 1
パラオ 100 100 97 100 100 100 – 99 98 98 96 95 98 98 98 98 – – – – – –
パナマ 95 99 87 77 86 59 99 96 73 72 90 92 73 73 92 83 – 82 52 – – –
パプアニュ－ギニア 37 84 29 19 55 13 89 87 72 73 70 0 66 72 0 20 75 63 x – – – –
パラグアイ 99 99 98 91 98 81 99 99 93 89 99 92 93 93 92 99 85 – – – – –
ペル－ 90 95 72 77 82 58 90 94 89 88 88 66 89 89 87 86 85 62 32 61 – –
フィリピン 91 96 86 75 79 72 76 87 86 72 80 66 86 86 0 36 90 64 49 50 – –
ポ－ランド 98 99 96 98 98 98 94 99 98 92 96 94 96 98 0 0 – – – – – –
ポルトガル 100 100 100 99 99 100 32 99 98 98 98 95 98 98 0 0 – – – – – –
カタ－ル 100 – – 100 – – 97 99 98 98 99 92 98 98 99 97 – – – – – –
韓国 100 – – 100 – – 97 98 98 98 98 97 98 98 0 98 – – – – – –
モルドバ 87 96 79 78 89 70 97 94 89 91 88 95 90 89 70 77 – 79 42 – – –
ル－マニア 100 100 100 82 93 68 84 96 89 89 86 76 90 89 0 0 – – – – – –
ロシア連邦 96 99 90 89 93 76 96 97 97 97 98 97 97 0 0 35 – – – – – –
ルワンダ 57 77 49 62 57 64 99 99 98 99 95 90 98 98 98 98 90 54 28 57 68 81
セントクリストファ－・ネ－
ヴィス – – – – – – 96 99 97 99 98 97 98 98 0 0 – – – – – –

セントルシア 98 98 98 91 86 92 96 95 95 95 99 88 95 95 0 0 – – – – – –
セントビンセント・グレナ
ディ－ン 95 – – 87 – – 99 99 98 97 99 99 98 99 0 0 – – – – – –

サモア 96 99 95 97 98 96 76 95 62 57 68 44 55 55 0 0 – 78 63 59 – –
サンマリノ 100 – – 100 – – – 78 66 66 62 36 66 65 0 12 – – – – – –
サントメ・プリンシペ 80 83 74 40 47 28 92 97 96 96 93 76 96 96 24 96 99 69 49 66 61 78
サウジアラビア 100 – – 100 – – 98 98 98 97 98 96 98 98 95 98 – – – – – –
セネガル 75 91 63 48 66 35 97 96 93 92 93 75 93 93 93 93 91 48 32 49 55 77
セルビア 91 88 95 95 98 91 98 97 92 93 82 90 91 92 0 0 – 90 x 36 x – – –
セ－シェル 96 – – 100 – – 99 98 96 96 97 99 97 96 0 0 100 – – – – –
シエラレオネ 58 75 47 15 24 8 92 97 84 84 83 50 84 84 95 84 90 72 85 72 49 64
シンガポ－ル 100 100 – 100 100 – 99 98 97 96 95 88 96 96 57 78 – – – – – –
スロバキア 98 99 97 99 99 98 0 99 96 96 95 97 96 96 0 96 – – – – – –
スロベニア 100 100 99 99 99 99 – 98 94 94 92 93 0 94 0 50 – – – – – –
ソロモン諸島 64 90 56 31 76 18 98 99 99 99 99 0 99 99 0 87 85 79 37 61 70 86
ソマリア 40 70 20 16 28 8 37 52 42 47 46 0 42 42 0 0 67 13 x 13 x – 11 x 12 x
南アフリカ 85 97 63 73 76 69 74 78 66 66 75 70 66 66 73 69 80 88 51 68 – –
南ス－ダン 50 60 48 10 28 6 37 35 26 31 20 0 26 26 0 0 75 48 x 39 x 57 46 66
スペイン 100 100 100 100 100 100 – 99 97 97 97 95 97 97 0 0 – – – – – –
スリランカ 92 96 91 94 89 95 99 99 99 99 99 99 99 99 0 0 95 58 x 51 x 85 x 3 x 5 x
パレスチナ 88 86 94 96 95 99 99 99 99 99 99 99 99 99 0 99 – 77 32 – – –
ス－ダン 59 73 52 35 58 23 96 97 93 93 86 69 93 93 90 93 77 48 20 – 30 x 25 x
スリナム 95 98 88 79 88 61 – 92 91 91 97 44 91 91 0 0 93 76 x 42 x – 43 x 61 x
スワジランド 68 95 60 58 58 58 97 96 90 90 89 89 90 90 95 90 90 60 84 63 2 x 10 x
スウェ－デン 100 100 100 99 99 100 26 99 98 98 97 95 67 98 0 97 – – – – – –
スイス 100 100 100 100 100 100 – 99 97 97 94 89 0 97 0 81 – – – – – –
シリア 97 99 94 93 96 89 66 61 42 48 62 52 50 42 0 0 91 77 x 50 x – – –
タジキスタン 74 92 68 95 94 96 98 98 96 97 97 97 97 97 96 0 – 63 60 57 1 x 2 x
タイ 98 99 97 95 94 96 99 99 99 99 99 95 99 0 0 0 95 80 73 76 – –
マケドニア旧ユ－ゴスラビ
ア共和国 97 96 98 91 97 83 99 97 95 95 82 93 94 94 0 0 – 93 x 62 – – –

東ティモ－ル 70 91 60 44 73 30 85 95 85 83 78 22 85 85 0 0 81 71 x 71 x 73 x 41 x 41 x
ト－ゴ 63 90 45 14 28 5 79 93 89 89 87 0 89 89 90 89 83 49 19 58 43 65
トケラウ 100 – 100 93 – 93 – – – – – – – – – – – – – – – –
トンガ 100 100 100 93 97 92 80 83 78 80 84 85 78 78 0 0 – – – 64 – –
トリニダ－ド・トバゴ 97 – – 92 – – – 97 97 84 86 65 97 97 0 91 – 74 x – – – –
チュニジア 94 100 83 93 98 83 95 99 98 98 96 97 98 98 0 0 96 60 65 – – –
トルコ 99 99 100 96 99 89 96 99 98 98 98 85 98 98 0 98 90 – – – – –
トルクメニスタン 94 91 98 97 94 99 98 99 98 98 99 99 98 98 0 0 – 59 47 – – –
タークス・カイコス諸島 94 – – 88 – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ツバル 99 100 99 91 92 91 98 99 94 94 96 92 94 94 0 0 – – 44 x 79 x – –
ウガンダ 39 73 32 19 28 17 93 89 78 82 82 0 78 78 0 78 87 80 47 81 62 78
ウクライナ 98 97 100 96 97 93 75 42 19 56 42 31 26 47 0 0 – 92 59 – – –
アラブ首長国連邦 100 100 100 100 100 100 99 99 99 99 99 99 99 99 92 99 – – – – – –
英国 100 100 100 99 99 99 – 98 94 94 92 89 0 94 90 92 – – – – – –
タンザニア 50 79 37 24 37 17 99 99 97 93 90 71 97 97 96 96 90 55 45 50 54 66
米国 99 100 97 100 100 100 – 97 95 94 92 0 93 93 73 93 – – – – – –
ウルグアイ 99 100 94 96 96 95 98 97 95 95 95 92 95 95 0 94 – 91 – – – –
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全体 都市部農村部 全体 都市部農村部 2016 2011-2016*

ウズベキスタン – 99 – 100 100 100 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 – 68 x 28 x – – –
バヌアツ 91 99 87 53 61 51 73 75 64 65 53 0 64 64 0 0 78 72 48 57 51 83
ベネズエラ 97 99 86 95 98 72 99 98 84 82 88 53 84 84 47 7 75 72 x 38 x – – –
ベトナム 91 92 91 78 91 72 95 96 96 95 99 95 96 96 0 0 94 81 51 – 9 10
イエメン 70 85 63 60 90 44 73 76 71 65 70 49 71 71 59 71 70 34 25 33 – –
ザンビア 61 86 44 31 49 19 99 99 91 87 93 58 91 91 90 90 85 70 64 75 41 68
ジンバブエ 67 94 54 39 54 31 95 94 90 90 95 63 90 90 91 90 80 51 41 50 9 48

地域別要約
東アジアと太平洋諸国 94 96 91 77 87 63 93 97 94 93 93 87 90 38 1 11 89 ** 72 ** 47 ** 67 ** – –
ヨーロッパと中央アジア 98 99 94 96 98 92 91 95 92 94 93 88 81 76 22 62 – – – – – –
　東ヨーロッパと中央アジア 95 98 90 93 95 87 95 93 90 93 93 88 90 61 16 54 – – – – – –
　西ヨーロッパ 100 100 99 99 99 99 66 98 96 95 93 88 69 95 30 71 – – – – – –
ラテンアメリカとカリブ海諸国 96 99 86 86 90 68 95 94 90 92 92 73 89 89 77 81 89 72 48 – – –
中東と北アフリカ 93 96 87 89 94 81 94 91 88 88 89 87 88 88 29 32 84 65 27 – – –
北アメリカ 99 100 97 100 100 100 – 97 95 94 92 8 90 93 67 92 – – – – – –
南アジア 88 93 86 46 65 37 89 89 86 84 84 72 86 80 3 22 86 69 51 61 ‡ – 5‡
サハラ以南のアフリカ 58 82 43 28 42 20 80 83 74 73 72 24 74 74 45 65 80 47 38 57 48 66
　東部・南部アフリカ 53 82 40 30 48 21 84 88 80 80 76 36 80 80 66 76 82 56 42 56 48 62
　西部・中部アフリカ 62 82 46 27 37 19 76 77 67 65 67 11 67 67 25 54 77 39 34 57 48 70
後発開発途上国 62 83 52 32 46 26 84 87 80 78 77 37 80 80 42 72 84 49 44 53 46 60
世界 89 95 80 68 83 50 88 91 86 85 85 64 84 70 25 42 84 ** 62 ** 44 ** 59 ‡** – –

国・地域の分類リスト一覧については、150ページを参照。あるいは<data.unicef.org/regionalclassifications＞を参照。

これまでに出版された一連の『世界子供白書』とのデータ比較は推奨できない。

指標の定義

基礎的飲用水サービスを利用する人の割合－改
善された飲料水源を利用している人の割合。そ
うした水源には待ち時間を含んだ往復の水汲み
の時間が30分以上でなく、改善された水源と
は配水管から引かれた水、堀削孔あるいは掘り
抜き井戸、保護された掘り井戸、保護された湧
き水や雨水、容器に入った水あるいは配達され
た水を含む。

基礎的衛生サービスを利用する人の割合－近隣
の世帯と共有せずに改善された衛生設備を利用
している人の割合。改善された衛生設備とは、
下水管に接続された水洗または簡易水洗トイレ、
汚水処理タンクまたはピット式トイレ、換気口
付ピット式改良型トイレ、コンポスト式（堆肥
化）トイレまたは覆い板（スラブ）付ピット式
トイレを含む。

EPI－拡大予防接種プログラム。このプログラ
ムで最初に扱われる予防接種は、ジフテリア、
百日咳、破傷風（三種混合：DPT）、はしか、
ポリオ、結核である。1974年に推奨されたこ
の6種類にB型肝炎（HepB）、ヘモフィルス・
インフルエンザb型菌（Hib）の予防接種が加
えられた。肺炎球菌結合型ワクチン（PCV）や
ロタウィルスのワクチンも、WHO（世界保健
機関）による推奨を受け、多くの国で拡大予防
接種プログラムに加えられつつある。

BCG－カルメット-ゲラン菌（結核予防ワク
チン）の接種を受けた乳児の割合。

3種混合（DPT1）－ジフテリア・百日咳・破
傷風3種混合ワクチンの初回接種を受け、生存
している乳児の割合。

3種混合（DPT3）－ジフテリア・百日咳・破
傷風3種混合ワクチンの予防接種を3回受け、
生存している乳児の割合。

ポリオ3－ポリオワクチンの予防接種を3回受
け、生存している乳児の割合。

はしか（MCV1）－はしかワクチンの初回接
種を受け、生存している乳児の割合。

はしか（MCV2）－国の計画に従い、はしか
予防が入ったワクチンの2回目接種を受けた乳
児の割合。

HepB3－B型肝炎の予防接種を3回受け、生
存している乳児の割合。

Hib3－ヘモフィルス・インフルエンザb型菌
ワクチンの予防接種を3回受け、生存している
乳児の割合。

ロタ－ロタウィルスの予防接種を推奨通り最後
まで受け、生存している乳児の割合。

PCV3－肺炎球菌結合型ワクチンの予防接種を
3回受け、生存している乳児の割合。

出生時の保護（PAB）－出生時にトキソイド
によって破傷風から保護された新生児の割合。

肺炎の症状がある子どものケア－調査前2週間
に肺炎の症状（胸部に何らかの問題があること
で起こる咳、頻呼吸、呼吸困難など）を呈して
いた5歳未満の子どものうち、保健施設あるい
は保険ケアを提供する人から助言や治療を受け
た子どもの割合。

経口補水塩（ORS）による治療を受けた割合
－調査前2週間に下痢をした5歳未満の子ども
のうち、経口補水塩（ORSパケット、あるい
はあらかじめ袋の形で包装されたORS液）に
よる治療を受けた者の割合。

熱がある子どものケア－熱がある5歳未満の子
どもで、保健施設あるいは保健ケアを提供する
人から助言や治療を受けた子どもの割合。薬を
売る人や店、伝統的な治療師は除く。国によっ
ては（特にマラリアが蔓延していない国）では、
計算から薬局も除外されている。

殺虫剤処理を施した蚊帳で眠る子どもの割合－
5歳未満の子どもで、調査前夜に殺虫剤処理を
施した蚊帳の下で眠った子どもの割合。

殺虫剤処理を施した蚊帳を最低1張所有してい
る家庭の割合－殺虫剤処理を施した蚊帳を少な
くとも1張持っている家庭の割合。

データの主な出典

基礎的飲用水サービスおよび基礎的衛生サービスの利用－世界保
健機関（WHO）とユニセフの水と衛生共同モニタリング・プロ
グラム（JMP）。

予防接種－ WHO とユニセフの国別予防接種普及率の推定、
2016年改訂版。

肺炎の症状がある子どものケア－人口保健調査（DHS）、複数指
標クラスター調査（MICS）、その他の国別世帯調査。

下痢をした5歳未満児のうち経口補水塩（ORS）による治療を受
けた割合－DHS、MICS、その他の国別世帯調査。

マラリアの予防と治療－DHS 、MICS、マラリア指標調査（MIS）、
その他の国別世帯調査。

注

-  データなし。

x  データが各列の見出しで指定されている年次もしくは期間以
外のもの。このようなデータは地域別・世界全体の平均値の
算出には含まれていない。2000年以前の年次のデータからの
推計値は表示されていない。

β  DPT1接種率は少なくともDPT3と同率でなければならない。
DPT1接種率がDPT3よりも小さいことは、データ収集・報告
プロセスの欠陥を反映するものである。ユニセフとWHOは、
各国・各地域の機関と協力してこのような欠陥を解消すべく
取り組んでいる。

^  一般的に、はしかワクチン（MCV2）の2回目の投与は誕生か
ら2年目に行うことが推奨されている。しかし、多くの国では
MCV2は2年後以降に予定されている。地域の集計の計算上、
2016年のMCV2のデータを報告していない国は0％と見なさ
れている。例えば、米国を含む北アメリカは2016年のMCV2
の接種率は0％となる。

λ  WHOとユニセフは、妊婦が破傷風トキソイド（TT）ワクチン
の接種を2回以上受けていることを理由に出生時に破傷風から
保護されていると考えられる子どもの割合を計算するのに、
複雑なプロセスを採用している。これには、管理資料、調査（定
期調査や補完的調査）、血清抗体調査、他のワクチンに関する
情報が使われている。

  この手法の全般に関しては <http://who.int/immunization/
monitoring_surveillance/data/en/>.を参照。

*  データが、列の見出しで指定されている期間内に入手できた
直近の年次のものであることを示す。

**  中国を除く。

‡  インドを除く。
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表4　HIV/ エイズ指標

国・地域

非感染者1,000人
当たりのHIV
発生数
2016

疫学的状況 支援到達状況

HIVと共に生きる人の数 
2016

新規のHIV感染者の数
2016

エイズ関連の死亡者数 
2016

抗レトロウ
イルス薬を
投与され母
子感染を防
止（PMTCT）
する妊婦の
割合（%） 
2016*

抗レトロウイルス 
療法（ART）を受け
HIVと共に生きて
いる人の割合（%） 

2016*

複数のパートナー
との性交渉でコン
ド－ムを使用した
青少年の割合（%） 

2011–2016*

過去12ヵ月で
HIVの検査を受
け結果を得た青
少年の割合（%） 

2011–2016*

全年齢
5歳未満
の子ども

青少年 
15–19歳 全年齢

15歳未満
の子ども

青少年 
10–19歳 全年齢

5歳未満
の子ども

青少年
15-19歳 全年齢

15歳未満
の子ども

青少年 
10–19歳 全年齢

15歳
未満の
子ども

青少年 
10–19歳 男 女 男 女

アフガニスタン 0.03 0.01 0.02 7,500 <500 <500 <1,000 <100 <100 <500 <100 <100 5 7 17 16 – – <0.1 1

アルバニア 0.08 0.04 0.16 1,700 – – <500 – <100 <100 – – – 30 – – – – 0 x 0 x

アルジェリア 0.02 0.01 0.05 13,000 <500 <500 <1,000 <100 <200 <200 <100 <100 49 76 >95 77 – – – 1

アンドラ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

アンゴラ 0.94 0.76 0.81 280,000 23,000 13,000 25,000 3,600 2,400 11,000 2,100 <500 44 22 14 – 39 31 4 16

アンギラ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

アンティグア・バ－ブ－ダ – – – – – – – – – – – – – – – – 100 x 54 x – –

アルゼンチン 0.13 0.02 0.28 120,000 1,200 3,700 5,500 <100 <1,000 2,400 <100 <100 91 64 >95 – – – – –

アルメニア 0.09 <0.01 0.18 3,300 – – <500 – <100 <200 – – – 36 – – – – 0 1

オ－ストラリア 0.05 <0.01 0.02 25,000 <100 <100 1,100 <100 <100 <500 <100 <100 >95 90 93 – – – – –

オ－ストリア – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

アゼルバイジャン 0.10 0.01 0.05 9,200 <200 <100 <1,000 <100 <100 <500 <100 <100 75 30 76 36 – – – –

バハマ – – – 8,200 – – – – – – – – – 28 – – – – – –

バ－レ－ン 0.04 0.02 0.02 <500 – – <100 – <100 <100 – – – 42 – – – – – –

バングラデシュ 0.01 <0.01 <0.01 12,000 <500 <500 1,500 <100 <100 1,000 <100 <100 17 16 39 23 – – – –

バルバドス 0.58 0.08 0.33 2,600 – – <200 – <100 <100 – – – 46 – – – – – 10

ベラル－シ 0.20 0.01 0.13 19,000 <100 <200 1,800 <100 <100 <200 <100 <100 92 45 >95 – – – 15 15

ベルギ－ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ベリ－ズ 0.75 0.46 1.48 4,300 <200 <500 <500 <100 <100 <200 <100 <100 35 32 64 – – – – 14

ベナン 0.34 0.25 0.58 67,000 6,300 5,100 3,600 <500 <1,000 2,400 <500 <200 >95 57 32 – 43 38 6 7

ブ－タン – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 3 x

ボリビア 0.10 0.01 0.21 19,000 <500 <1,000 1,100 <100 <500 <1,000 <100 <100 68 25 43 40 43 x – 1 x –

ボスニア・ヘルツェゴビナ – – – – – – – – – – – – – – – – – – <0.1 <0.1

ボツワナ 5.52 2.30 7.18 360,000 12,000 17,000 10,000 <1,000 1,400 3,900 <500 <500 >95 83 60 77 – – – –

ブラジル 0.24 0.04 0.48 830,000 11,000 30,000 48,000 <1,000 8,200 14,000 <1,000 <500 89 60 37 32 – – – –

英領ヴァージン諸島 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ブルネイ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ブルガリア – – – 3,500 – – <500 – – <200 – – – 26 – – – – – –

ブルキナファソ 0.19 0.18 0.47 95,000 10,000 12,000 3,400 <1,000 <1,000 3,100 <500 <500 83 60 24 – 76 x,p 57 x,p 4 x 8 x

ブルンジ 0.20 0.20 0.15 84,000 12,000 8,100 2,200 <500 <200 2,900 <1,000 <500 84 61 25 – – – 8 13

カボヴェルデ – – – 2,800 <200 <200 <200 <100 – <100 <100 <100 >95 57 65 40 – – – –

カンボジア 0.04 0.05 0.08 71,000 4,200 3,300 <1,000 <100 <200 1,800 <100 <100 75 80 87 – – – 3 7

カメル－ン 1.39 1.09 2.41 560,000 46,000 40,000 32,000 4,000 5,900 29,000 3,200 1,400 74 37 18 – 70 52 7 15

カナダ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

中央アフリカ共和国 1.80 0.80 1.51 130,000 9,200 8,700 8,700 <1,000 <1,000 7,300 <1,000 <500 81 24 18 25 50 x 28 x 7 x 15 x

チャド 0.34 0.38 0.38 110,000 11,000 7,600 4,800 <1,000 <1,000 2,800 <1,000 <500 63 39 14 – – 54 2 5

チリ 0.28 0.08 0.59 61,000 <500 2,200 5,000 <100 <1,000 – – – 38 53 35 7 – – – –

中国 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

コロンビア 0.12 0.01 0.22 120,000 <1,000 3,500 5,600 <100 <1,000 2,800 <100 <100 >95 – – – – 45 x – 8 x

コモロ 0.01 0.01 0.02 <200 – – <100 – <100 <100 – – – 35 – – 51 p – 3 2

コンゴ 1.65 1.39 1.38 91,000 6,000 4,100 7,600 1,100 <1,000 3,800 <1,000 <200 16 23 25 – 56 46 4 8

クック諸島 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

コスタリカ 0.19 0.02 0.36 13,000 <100 <500 <1,000 <100 <200 <500 <100 <100 65 49 80 – – 59 p – 9

コ－トジボワ－ル 0.86 0.87 0.60 460,000 36,000 25,000 20,000 3,300 1,500 25,000 2,600 1,100 73 41 25 – 70 32 5 10

クロアチア 0.02 <0.01 0.05 1,500 – – <100 – <100 <100 – – – 70 – – – – – –

キュ－バ 0.29 0.05 0.68 25,000 <200 1,100 3,300 <100 <500 <200 <100 <100 63 70 24 9 – 79 p 16 19

キプロス – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

チェコ 0.04 <0.01 0.08 3,400 – – <500 – <100 <100 – – – 52 – – – – – –

朝鮮民主主義人民共和国 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

コンゴ民主共和国 0.17 0.21 0.24 370,000 48,000 32,000 13,000 2,900 2,100 19,000 2,800 1,400 70 42 30 – 17 12 1 5

デンマ－ク – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ジブチ 0.58 0.68 0.40 8,600 <1,000 <1,000 <500 <100 <100 <1,000 <100 <100 35 26 9 10 – – – –

ドミニカ – – – – – – – – – – – – – – – – 74 x 86 x – –

ドミニカ共和国 0.24 0.07 0.52 67,000 1,700 3,100 2,500 <100 <500 2,200 <100 <100 83 46 45 30 – 40 – 11

エクアドル – – – 33,000 <500 1,400 1,900 <100 – <1,000 <100 <100 >95 52 >95 – – – – –

エジプト 0.02 <0.01 0.04 11,000 <500 <1,000 1,600 <100 <500 <500 <100 <100 18 27 38 – – – – –

エルサルバドル 0.16 0.09 0.31 24,000 <500 <1,000 <1,000 <100 <200 <1,000 <100 <100 44 48 50 – – 31 p 8 8

赤道ギニア 2.71 1.35 2.36 35,000 2,400 1,300 2,300 <200 <200 <1,000 <200 <100 90 43 16 – 31 17 7 27

エリトリア 0.15 0.22 0.11 15,000 1,500 1,300 <1,000 <200 <100 <1,000 <200 <100 37 59 34 – – – – –

エストニア – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

エチオピア 0.33 0.26 0.23 710,000 62,000 67,000 30,000 3,800 2,700 20,000 2,900 2,500 69 59 35 – 57 p – 9 12

フィジ－ – – – <1,000 – – <200 – – <100 – – – 32 – – – – – –
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国・地域

非感染者1,000人
当たりのHIV
発生数
2016

疫学的状況 支援到達状況

HIVと共に生きる人の数 
2016

新規のHIV感染者の数
2016

エイズ関連の死亡者数 
2016

抗レトロウ
イルス薬を
投与され母
子感染を防
止（PMTCT）
する妊婦の
割合（%） 
2016*

抗レトロウイルス 
療法（ART）を受け
HIVと共に生きて
いる人の割合（%） 

2016*

複数のパートナー
との性交渉でコン
ド－ムを使用した
青少年の割合（%） 

2011–2016*

過去12ヵ月で
HIVの検査を受
け結果を得た青
少年の割合（%） 

2011–2016*

全年齢
5歳未満
の子ども

青少年 
15–19歳 全年齢

15歳未満
の子ども

青少年 
10–19歳 全年齢

5歳未満
の子ども

青少年
15-19歳 全年齢

15歳未満
の子ども

青少年 
10–19歳 全年齢

15歳
未満の
子ども

青少年 
10–19歳 男 女 男 女

フィンランド – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

フランス 0.09 0.01 0.25 180,000 <500 2,800 6,000 <100 <1,000 <1,000 <100 <100 >95 78 >95 – – – – –

ガボン 0.92 0.95 1.57 48,000 3,700 2,900 1,700 <500 <500 1,500 <500 <100 76 63 39 61 77 58 6 20

ガンビア 0.65 0.47 0.23 20,000 1,600 <1,000 1,300 <200 <100 1,100 <200 <100 69 30 33 – – – 2 6

ジョ－ジア 0.28 0.06 0.15 12,000 <100 <100 1,100 <100 <100 <500 <100 <100 46 32 50 62 – – – 2 x

ドイツ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ガ－ナ 0.78 0.79 0.83 290,000 32,000 23,000 20,000 3,000 2,200 15,000 2,500 1,100 56 34 15 – – 22 p 1 5

ギリシャ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

グレナダ – – – – – – – – – – – – – – – – 80 x 92 x – –

グアテマラ 0.18 0.15 0.35 46,000 1,800 2,300 2,900 <500 <1,000 1,600 <200 <100 19 36 42 25 66 38 2 5

ギニア 0.67 0.68 1.08 120,000 10,000 8,700 8,300 1,300 1,400 5,800 <1,000 <500 43 35 18 – 46 p 30 1 3

ギニアビサウ 0.72 0.72 0.56 36,000 4,200 2,100 1,300 <500 <200 2,000 <500 <200 85 33 15 – 60 41 2 5

ガイアナ 0.77 0.32 1.62 8,500 <500 <1,000 <1,000 <100 <200 <200 <100 <100 66 58 69 – 83 p – 10 16

ハイチ 0.77 0.50 0.59 150,000 7,200 6,200 7,900 <1,000 <1,000 4,600 <500 <200 71 55 49 53 58 42 4 9

バチカン – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ホンジュラス 0.11 0.05 0.21 21,000 <1,000 1,300 <1,000 <100 <200 <1,000 <100 <100 54 51 69 60 73 39 3 10

ハンガリ－ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

アイスランド – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

インド 0.06 – – 2,100,000 130,000 130,000 80,000 9,100 16,000 62,000 7,000 3,100 41 49 33 – 39 x – 0 x 1 x

インドネシア 0.19 0.13 0.29 620,000 14,000 17,000 48,000 3,200 6,300 38,000 1,900 <500 14 13 21 – – – – –

イラン 0.06 0.01 0.03 66,000 1,000 <1,000 5,000 <100 <200 4,000 <100 <100 51 14 28 19 – – – –

イラク – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 0

アイルランド 0.06 <0.01 0.03 6,200 <100 <100 <500 <100 <100 – – – >95 77 >95 – – – – –

イスラエル – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

イタリア 0.06 0.02 0.04 130,000 <1,000 <500 3,600 <100 <200 – – – 58 80 94 – – – – –

ジャマイカ – – – 30,000 <500 1,300 1,700 <100 – 1,300 <100 <100 >95 35 >95 – 75 56 p 20 35

日本 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ヨルダン <0.01 <0.01 0.01 <500 – – <100 – <100 <100 – – – 55 – – – – – –

カザフスタン 0.16 0.03 0.08 26,000 <500 <500 2,900 <100 <100 <1,000 <100 <100 87 31 89 >95 94 p – – 11

ケニア 1.46 0.87 2.69 1,600,000 120,000 140,000 62,000 6,100 14,000 36,000 4,800 3,300 80 64 65 – 64 26 27 35

キリバス – – – – – – – – – – – – – – – – 29 x – – –

クウェ－ト 0.02 0.01 0.03 <500 – – <100 – <100 <100 – – – 80 – – – – – –

キルギス 0.13 0.02 0.07 8,500 <200 <200 <1,000 <100 <100 <500 <100 <100 – 28 88 >95 – – – 11

ラオス 0.10 0.10 0.10 11,000 <1,000 <500 <1,000 <100 <100 <500 <100 <100 50 41 34 – – – 1 1

ラトビア 0.23 0.02 0.63 6,600 <100 <200 <500 <100 <100 <500 <100 <100 >95 26 93 – – – – –

レバノン 0.02 0.02 0.05 2,200 – – <200 – <100 <100 – – – 51 – – – – – –

レソト 12.68 7.57 13.73 330,000 – – 21,000 – 2,900 9,900 – – 66 53 – – 80 58 25 41

リベリア 0.66 0.47 1.49 43,000 4,200 5,000 2,900 <500 <1,000 2,800 <500 <500 70 19 11 – 22 p 27 4 13

リビア – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

リヒテンシュタイン – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

リトアニア 0.09 <0.01 0.05 2,900 – – <500 – <100 <200 – – – 23 – – – – – –

ルクセンブルク 0.18 0.03 0.40 – – – <200 <100 <100 <100 <100 <100 56 – – – – – – –

マダガスカル 0.18 0.09 0.37 31,000 1,900 3,200 4,300 <500 <1,000 1,600 <500 <100 3 5 2 52 5 6 p 1 2

マラウイ 2.29 1.61 2.58 1,000,000 110,000 90,000 36,000 4,300 4,800 24,000 4,100 3,200 84 66 49 – 59 44 22 32

マレ－シア 0.19 0.01 0.07 97,000 <500 <1,000 5,700 <100 <200 7,000 <100 <100 73 37 >95 71 – – – –

モルディブ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

マリ 0.33 0.51 0.62 110,000 14,000 9,900 5,900 1,600 1,200 6,100 <1,000 <500 35 35 21 7 47 26 1 8

マルタ – – – <500 – – <100 – – <100 – – – 75 – – – – – –

マ－シャル諸島 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

モ－リタニア – – – 11,000 <1,000 <1,000 <500 <100 – <1,000 <100 <100 34 23 23 15 – – – –

モ－リシャス – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

メキシコ 0.10 0.02 0.19 220,000 2,500 7,200 12,000 <500 2,200 4,200 <200 <100 58 60 74 28 – 36 p – 7

ミクロネシア連邦 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

モナコ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

モンゴル 0.01 <0.01 0.02 <500 – – <100 – <100 <100 – – – 33 – – 78 p – – –

モンテネグロ 0.11 0.05 0.30 <500 – – <100 – <100 <100 – – – 60 – – 64 p – <0.1 0

モントセラト – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

モロッコ 0.03 0.01 0.06 22,000 <500 <1,000 <1,000 <100 <200 <1,000 <100 <100 62 48 >95 – – – – –

モザンビ－ク 3.63 2.77 3.03 1,800,000 200,000 120,000 83,000 13,000 9,000 62,000 9,200 4,400 80 54 38 – 39 43 p 10 25

ミャンマ－ 0.22 0.12 0.49 230,000 9,300 11,000 11,000 <1,000 2,300 7,800 <500 <200 87 55 78 – – – 2 1

ナミビア 4.37 1.32 5.31 230,000 15,000 13,000 9,600 <500 1,300 4,300 <500 <500 >95 64 66 – 75 61 14 29

ナウル – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ネパ－ル 0.03 0.02 0.02 32,000 1,200 <1,000 <1,000 <100 <100 1,700 <100 <100 64 40 83 – – – 3 3
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国・地域

非感染者1,000人
当たりのHIV
発生数
2016

疫学的状況 支援到達状況

HIVと共に生きる人の数 
2016

新規のHIV感染者の数
2016

エイズ関連の死亡者数 
2016

抗レトロウ
イルス薬を
投与され母
子感染を防
止（PMTCT）
する妊婦の
割合（%） 
2016*

抗レトロウイルス 
療法（ART）を受け
HIVと共に生きて
いる人の割合（%） 

2016*

複数のパートナー
との性交渉でコン
ド－ムを使用した
青少年の割合（%） 

2011–2016*

過去12ヵ月で
HIVの検査を受
け結果を得た青
少年の割合（%） 

2011–2016*

全年齢
5歳未満
の子ども

青少年 
15–19歳 全年齢

15歳未満
の子ども

青少年 
10–19歳 全年齢

5歳未満
の子ども

青少年
15-19歳 全年齢

15歳未満
の子ども

青少年 
10–19歳 全年齢

15歳
未満の
子ども

青少年 
10–19歳 男 女 男 女

オランダ 0.03 <0.01 0.07 23,000 <100 <500 <500 <100 <100 <200 <100 <100 >95 80 >95 – – – – –
ニュ－ジ－ランド – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ニカラグア 0.06 0.01 0.13 8,900 <200 <500 <500 <100 <100 <500 <100 <100 >95 43 71 33 – – – –
ニジェ－ル 0.09 0.13 0.18 48,000 5,800 4,400 1,800 <1,000 <500 3,400 <500 <500 52 32 17 14 – – 2 4
ナイジェリア 1.23 1.19 2.18 3,200,000 270,000 240,000 220,000 37,000 40,000 160,000 24,000 7,900 32 30 21 – 46 p 38 2 4
ニウエ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ノルウェ－ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
オマ－ン – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
パキスタン 0.10 0.04 0.05 130,000 3,300 2,300 19,000 <1,000 <1,000 5,500 <500 <100 4 7 10 85 – – – –
パラオ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
パナマ 0.34 0.08 0.70 21,000 – – 1,300 – <500 <1,000 – – – 54 – – – – – –
パプアニュ－ギニア 0.37 0.42 0.27 46,000 3,400 2,000 2,800 <500 <500 1,100 <500 <100 33 52 37 – – – – –
パラグアイ 0.20 0.05 0.38 19,000 <500 <1,000 1,300 <100 <500 <1,000 <100 <100 71 35 55 25 – 50 x – –
ペル－ – – – 70,000 1,300 2,400 2,700 <100 – 2,200 <100 <100 85 60 73 15 – 20 – –
フィリピン 0.11 0.01 0.25 56,000 <500 5,200 10,000 <200 2,400 <1,000 <100 <100 12 32 10 3 – – – <0.1
ポ－ランド – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ポルトガル – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
カタ－ル 0.02 0.03 0.04 <100 – – <100 – <100 <100 – – – 86 – – – – – –
韓国 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
モルドバ 0.38 0.06 0.19 15,000 <200 <200 1,600 <100 <100 <500 <100 <100 >95 29 83 55 – – 6 10
ル－マニア 0.04 <0.01 0.10 16,000 <100 <500 <1,000 <100 <200 <200 <100 <100 >95 68 >95 66 – – – –
ロシア連邦 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ルワンダ 0.70 0.50 0.85 220,000 16,000 16,000 7,500 <1,000 <1,000 3,300 <1,000 <500 82 80 55 – – – 22 27
セントクリストファ－・ネ
－ヴィス – – – – – – – – – – – – – – – – 54 x 50 x – –

セントルシア – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 12
セントビンセント・グレ
ナディ－ン – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

サモア – – – – – – – – – – – – – – – – – – 1 x 0 x
サンマリノ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
サントメ・プリンシペ – – – – – – – – – – – – – – – – 79 – 8 22
サウジアラビア 0.02 0.01 0.01 8,200 <500 <200 <500 <100 <100 <500 <100 <100 39 60 48 >95 – – – –
セネガル 0.08 0.16 0.12 41,000 4,800 2,900 1,100 <500 <200 1,900 <500 <200 55 52 26 31 – – 6 10
セルビア 0.03 0.01 0.06 2,700 – – <500 – <100 <100 – – – 62 – – 63 x – 1 x 1 x
セ－シェル – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
シエラレオネ – – – 67,000 4,400 5,000 5,300 <500 – 2,800 <500 <200 87 26 18 – 24 10 3 11
シンガポ－ル – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
スロバキア 0.02 <0.01 0.04 <1,000 – – <200 – <100 <100 – – – 59 – – – – – –
スロベニア 0.03 <0.01 0.06 <1,000 – – <100 – <100 <100 – – – – – – – – – –
ソロモン諸島 – – – – – – – – – – – – – – – – 54 x,p 15 x,p – –
ソマリア 0.17 0.18 0.13 24,000 2,500 1,400 1,800 <500 <200 1,700 <500 <100 7 11 5 – – – – –
南アフリカ 5.58 2.19 10.51 7,100,000 320,000 370,000 270,000 12,000 50,000 110,000 9,300 6,200 >95 56 55 – 88 – 29 38
南ス－ダン 1.35 1.25 1.08 200,000 18,000 10,000 16,000 2,400 1,500 13,000 1,700 <500 29 10 5 – – 6 x,p – 4 x
スペイン 0.09 <0.01 0.21 140,000 <100 1,200 3,900 <100 <500 – – – >95 77 >95 – – – – –
スリランカ 0.03 <0.01 0.06 4,000 – – <1,000 – <100 <200 – – – 27 – – – – – –
パレスチナ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ス－ダン 0.13 0.10 0.26 56,000 3,000 3,800 5,000 <1,000 1,100 3,000 <500 <100 4 10 16 – – – – –
スリナム 0.62 0.17 1.35 4,900 <200 <500 <500 <100 <100 <200 <100 <100 89 48 81 36 – 86 x,p – 11 x
スワジランド 9.37 4.50 11.91 220,000 15,000 15,000 8,800 <1,000 1,400 3,900 <1,000 <500 95 79 64 91 – – 30 41
スウェ－デン 0.06 <0.01 0.14 11,000 <100 <200 <1,000 <100 <100 <100 <100 <100 >95 83 >95 – – – – –
スイス – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
シリア – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
タジキスタン 0.15 0.02 0.07 14,000 <500 <500 1,300 <100 <100 <1,000 <100 <100 85 30 88 90 – – – 1
タイ 0.10 0.01 0.23 450,000 4,100 9,700 6,400 <100 <1,000 16,000 <100 <100 95 69 86 >95 – – 4 6
マケドニア旧ユ－ゴスラ
ビア共和国 0.02 <0.01 0.03 <500 – – <100 – <100 <100 – – – 48 – – – – – –

東ティモ－ル – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ト－ゴ 0.59 0.65 0.49 100,000 12,000 7,600 4,100 <1,000 <500 5,100 <1,000 <500 86 51 26 27 – – 7 11
トケラウ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
トンガ – – – – – – – – – – – – – – – – – – 2 0
トリニダ－ド・トバゴ 0.29 0.05 0.60 11,000 <100 <500 <500 <100 <100 <500 <100 <100 95 62 >95 – – – – –
チュニジア 0.03 0.01 0.06 2,900 – – <500 – <100 <100 – – – 29 – – – – – <0.1
トルコ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
トルクメニスタン – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 5
タークス・カイコス諸島 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ツバル – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
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国・地域

非感染者1,000人
当たりのHIV
発生数
2016

疫学的状況 支援到達状況

HIVと共に生きる人の数 
2016

新規のHIV感染者の数
2016

エイズ関連の死亡者数 
2016

抗レトロウ
イルス薬を
投与され母
子感染を防
止（PMTCT）
する妊婦の
割合（%） 
2016*

抗レトロウイルス 
療法（ART）を受け
HIVと共に生きて
いる人の割合（%） 

2016*

複数のパートナー
との性交渉でコン
ド－ムを使用した
青少年の割合（%） 

2011–2016*

過去12ヵ月で
HIVの検査を受
け結果を得た青
少年の割合（%） 

2011–2016*

全年齢
5歳未満
の子ども

青少年 
15–19歳 全年齢

15歳未満
の子ども

青少年 
10–19歳 全年齢

5歳未満
の子ども

青少年
15-19歳 全年齢

15歳未満
の子ども

青少年 
10–19歳 全年齢

15歳
未満の
子ども

青少年 
10–19歳 男 女 男 女

ウガンダ 1.50 0.69 2.55 1,400,000 130,000 120,000 52,000 4,600 10,000 28,000 5,800 3,800 >95 67 47 – 52 26 28 39

ウクライナ 0.38 0.17 0.57 240,000 4,000 5,100 17,000 <500 1,200 8,500 <200 <100 84 37 64 – 90 – 10 7

アラブ首長国連邦 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

英国 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

タンザニア 1.19 1.28 1.04 1,400,000 110,000 98,000 55,000 10,000 5,500 33,000 6,500 3,200 84 62 48 – 45 38 13 21

米国 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ウルグアイ – – – 12,000 <100 <500 <1,000 <100 – <500 <100 <100 83 53 >95 – – 67 p – 7

ウズベキスタン – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

バヌアツ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ベネズエラ 0.21 0.10 0.44 120,000 2,500 4,400 6,500 <500 1,200 2,500 <200 <100 48 – – – – – – –

ベトナム 0.12 0.04 0.06 250,000 5,800 3,200 11,000 <500 <500 8,000 <200 <100 66 47 84 – – – – 4

イエメン 0.04 0.02 0.08 9,900 <500 <1,000 1,100 <100 <500 <500 <100 <100 8 18 21 – – – – –

ザンビア 4.08 3.28 6.46 1,200,000 94,000 95,000 59,000 8,900 11,000 21,000 5,700 2,300 83 65 52 – 38 33 19 33

ジンバブエ 3.03 1.36 3.50 1,300,000 – – 40,000 – 5,800 30,000 – – 93 75 – – 71 – 19 30

地域別要約
東アジアと太平洋諸国 0.07 0.03 0.11 2,800,000 48,000 60,000 160,000 5,100 15,000 100,000 3,000 <1,000 54 48 62 – – – – –

ヨーロッパと中央アジア 0.25 0.02 0.19 2,400,000 – – 220,000 – 9,900 49,000 – – – 46 – – – – – –

　東ヨーロッパと中央アジア 0.47 0.03 0.28 1,600,000 – – 190,000 – 7,200 41,000 – – – 29 – – – – – –

　西ヨーロッパ 0.06 0.01 0.11 840,000 – – 29,000 – 2,700 8,400 – – – 77 – – – – – –

ラテンアメリカとカリブ海諸国 0.19 0.05 0.36 2,100,000 34,000 77,000 120,000 2,600 19,000 45,000 2,000 <1,000 75 57 53 – – – – –

中東と北アフリカ 0.03 0.01 0.04 150,000 3,000 4,000 11,000 <500 1,100 6,300 <200 <100 37 33 62 – – – – –

北アメリカ – 0.01 0.24 – – – – – – – – – – – – – – – – –

南アジア 0.06 0.02 0.03 2,300,000 140,000 130,000 100,000 10,000 18,000 71,000 7,600 3,100 38 46 33 – – – – –

サハラ以南のアフリカ 1.23 0.87 1.83 25,700,000 1,900,000 1,700,000 1,200,000 140,000 190,000 730,000 100,000 50,000 78 54 42 – 49 32 10 15

　東部・南部アフリカ 1.68 1.01 2.34 19,600,000 1,400,000 1,300,000 800,000 79,000 130,000 420,000 59,000 34,000 88 60 51 – 54 – 16 24

　西部・中部アフリカ 0.78 0.74 1.25 6,100,000 540,000 450,000 360,000 60,000 62,000 300,000 43,000 16,000 49 34 21 – 43 32 3 6

後発開発途上国 0.54 0.46 0.70 10,800,000 980,000 800,000 490,000 69,000 68,000 320,000 52,000 27,000 81 56 40 – – – 8 13

世界 0.26 0.29 0.55 36,700,000 2,100,000 2,100,000 1,800,000 160,000 260,000 1,000,000 120,000 55,000 76 53 43 – – – – –

国・地域の分類リスト一覧については、150ページを参照。あるいは<data.unicef.org/regionalclassifications＞を参照。

これまでに出版された一連の『世界子供白書』とのデータ比較は推奨できない。

指標の定義

非感染者1,000人当たりのHIV発生数－2016年時点での非感
染者1,000人当たりの新規のHIV感染者数。5歳未満児、15
～19歳の青少年、そして全年齢の人のデータが報告されている。

HIVと共に生きる人の数－2016年時点でのHIVと共に生きる
人々の推定数。0～14歳の子ども、10-19歳の青少年、そし
て全年齢の人のデータ報告されている。

新規のHIV感染者数－2016年時点での新規のHIV感染者の推
計数。5歳未満児、15～19歳の青少年、そして全年齢の人のデー
タが報告されている。

エイズ関連の死亡者数－2016年時点でのエイズ関連の死亡者
数。0～14歳の子ども、10～19歳の青少年、そして全年齢の
人のデータ報告されている。

抗レトロウイルス薬を投与され母子感染を防止（PMTCT）す
る妊婦の割合－2016年時点での母子感染防止のため抗レトロ
ウイルス薬（ARV）による有効な投与レジメン（ネビラピン単
回投与を除く）を受けHIVと共に生きている妊婦の割合。

抗レトロウイルス療法（ART）を受けHIVと共に生きる人の
割合－2016年時点での抗レトロウイルス療法（ART）を受け 
HIV と共に生きている人の割合。0～14歳の子ども、10～19
歳の青少年、そして全年齢の人のデータ報告されている。

複数のパートナーとの性交渉でコンドームを使用した青少年の
割合－2011年～2016年での15～19歳の男女の青少年のう
ち、過去12ヵ月に、二人以上と性交渉を持ち、かつ直近の性
交渉でコンドームを使用した人の割合。

過去12ヵ月の間にHIVの検査を受け結果を得た青少年の割合
－2011年～2016年での過去12ヵ月の間にHIVの検査を受け、
結果を受け取った15～19歳の男女の割合。

データの主な出典

非感染者1,000人当たりのHIV発生数－2017
国連エイズ合同計画（UNAIDS）推計、2017
年7月。

HIVと共に生きる人の数－2017UNAIDS推計、
2017年7月。

新規のHIV感染者数－2017UNAIDS 推 計、
2017年7月。

エイズ関連の死亡者数－2017UNAIDS推計、
2017年7月。

抗レトロウイルス薬を投与され母子感染を防止
（PMTCT）する妊婦の割合－2017UNAIDS推
計、2017年7月。

抗レトロウイルス療法（ART）を受けHIVと共
に 生 き る 人 の 割 合 －2017UNAIDS 推 計、
2017年7月。

複数のパートナーとの性交渉でコンドームを使
用した青少年の割合－複数指標クラスター調査

（MICS）、 人 口 保 健 調 査（DHS）、AIDS 
Indicator Surveys（AIS）、その他の国別世帯
調査に基づくユニセフの世界データベース。

過去12ヵ月の間にHIVの検査を受け結果を得
た青少年の割合－MICS、DHS、AIS、その他
の国別世帯調査に基づくユニセフの世界データ
ベース。

注

-  データなし。

x  データが各列の見出しで指定されている年
次もしくは期間以外のもの。このようなデー
タは地域別・世界全体の平均値の算出には
含まれていない。2006年以前の推計値は表
示されていない。

p  少量のデータ数による（典型的には25～49
の重み付けなしの事例）。25未満の重み付
けなしの事例によるデータは表記されない。

*  データが、列の見出しで指定されている期
間内に入手できた直近の年次のものである
ことを示す。
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表5　教育指標

国・地域

若者（15–24歳） 
の 

識字率（%）
人口100人 
あたりの数

就学前教育 初等教育 前期中等教育

総就園率（%）総就学率（%） 純就学率（%） 純出席率（%） 非就学児（%）

初等学校に入学した
児童が最終学年
まで残る割合（%） 純就学率（%）純出席率（%）

2011–2016* 2016 2011–2016* 2011–2016* 2011–2016* 2011–2016* 2011–2016* 2011–2016* 2011–2016* 2010–2016*

男 女 携帯電話
インタ－ネット
ユ－ザ－ 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

アフガニスタン 62 32 66 11 – – 132 91 – – 73 53 –  – – – 62 38 48 28

アルバニア 99 99 105 66 90 87 116 112 96 95 92 93 3  5 95 96 91 90 90 x 92 x

アルジェリア 96 x 92 x 117 43 79 79 120 113 – – 98 97 –  – 93 95 – – 82 85

アンドラ 100 100 87 98 – – – – – – – – –  – 71 70 – – – –

アンゴラ 85 71 55 13 64 94 157 100 95 73 76 76 5  27 – – – – 32 31

アンギラ – – 178 x 82 – – – – – – – – –  – – – – – – –

アンティグア・バ－ブ－ダ – – 194 73 97 95 100 94 88 86 – – 9  10 – – 78 82 – –

アルゼンチン 99 99 151 70 72 73 110 110 100 99 98 99 0  1 96 96 – – 75 77

アルメニア 100 100 115 62 52 53 98 98 96 96 100 99 3  4 100 99 – – 97 98

オ－ストラリア – – 110 88 127 123 102 102 97 97 – – 3  3 – – – – – –

オ－ストリア – – 166 84 103 104 104 102 – – – – –  – 99 100 – – – –

アゼルバイジャン 100 100 106 78 24 24 107 106 95 93 69 y 67 y 5  7 100 95 85 82 – –

バハマ – – 92 80 – – – – – – – – –  – – – – – – –

バ－レ－ン 99 x 98 x 217 98 56 55 101 102 96 97 86 x 87 x 2  2 99 97 90 88 – –

バングラデシュ 91 94 78 18 31 31 116 125 – – 90 93 –  – – – 61 75 51 60

バルバドス – – 115 80 83 86 93 94 90 92 100 99 9  8 – – 80 87 89 89

ベラル－シ 100 x 100 x 124 71 106 101 101 101 95 96 93 90 5  4 98 99 – – 94 97

ベルギ－ – – 111 87 117 116 104 104 99 99 – – 1  1 92 95 85 87 – –

ベリ－ズ – – 64 45 49 50 116 110 97 95 96 97 0  1 96 94 70 73 – –

ベナン 64 41 80 12 24 24 134 124 100 88 77 72 0  12 59 56 49 41 40 34

ブ－タン 90 84 89 42 25 27 97 103 85 87 96 95 12  10 78 79 57 67 52 54

ボリビア 99 99 91 40 71 71 98 96 89 88 97 x 97 x 9  11 96 97 64 66 – –

ボスニア・ヘルツェゴビナ 100 100 89 69 – – – – – – 97 95 –  – 96 98 – – 94 96

ボツワナ 92 x 96 x 159 39 18 18 109 106 90 92 – – 9  8 93 95 46 57 – –

ブラジル 98 99 119 60 93 92 117 114 92 93 97 97 6  5 – – 76 80 – –

英領ヴァージン諸島 – – 199 x 38 x – – – – – – – – –  – – – – – – –

ブルネイ 99 100 121 75 71 73 108 108 – – – – –  – 98 95 – – – –

ブルガリア 98 98 127 60 84 82 98 97 94 93 – – 5  5 96 96 81 78 – –

ブルキナファソ 57 44 84 14 4 4 90 86 71 67 54 50 29  32 62 71 27 26 19 17

ブルンジ 85 75 48 5 13 13 123 124 93 95 85 84 6  4 41 48 21 25 12 11

カボヴェルデ 98 99 122 48 74 73 113 107 97 97 – – 3  3 88 90 66 75 – –

カンボジア 88 x 86 x 125 26 17 19 117 116 94 96 92 94 6  4 41 55 44 49 47 54

カメル－ン 85 x 76 x 68 25 38 38 123 111 97 87 87 84 0  9 65 67 44 40 51 49

カナダ – – 84 90 74 73 100 101 – – – – –  – – – – – – –

中央アフリカ共和国 49 x 27 x 25 4 6 6 107 80 79 62 78 68 21  38 47 45 16 9 17 13

チャド 41 22 44 5 1 1 115 88 89 69 53 47 11  31 54 46 – – 16 11

チリ 99 99 127 66 88 86 103 100 94 94 91 y 92 y 6  6 99 100 75 82 – –

中国 100 x 100 x 97 53 83 84 104 104 – – 97 y 97 y –  – – – – – – –

コロンビア 98 99 117 58 85 84 115 112 91 91 94 95 7  7 86 91 72 78 74 81

コモロ 74 70 58 8 20 21 107 99 81 78 84 84 17  20 65 78 38 42 45 52

コンゴ 86 77 113 8 14 14 107 115 88 95 96 97 11  3 – – – – 65 61

クック諸島 – – 56 x 54 84 97 106 99 97 93 – – 2  3 79 74 90 91 – –

コスタリカ 99 99 159 66 53 52 110 109 97 96 96 96 3  4 93 95 74 76 71 73

コ－トジボワ－ル 59 47 126 27 7 7 99 88 84 75 79 74 16  25 85 80 39 28 26 20

クロアチア 100 100 104 73 64 61 98 98 89 89 – – 3  0 99 99 91 92 – –

キュ－バ 100 100 35 39 102 103 100 95 92 92 – – 8  8 94 95 91 95 – –

キプロス 100 100 134 76 81 80 99 99 97 98 – – 2  2 98 97 94 95 – –

チェコ – – 115 76 107 104 100 100 – – – – –  – 99 100 – – – –

朝鮮民主主義人民共和国 100 x 100 x 14 0 x 51 51 – – – – 99 99 –  – – – 57 57 – –

コンゴ民主共和国 91 80 39 6 4 4 112 102 – – 88 85 –  – 56 55 – – 39 31

デンマ－ク – – 123 97 96 96 102 101 98 98 – – 1  1 100 100 89 94 – –

ジブチ – – 38 13 5 5 69 62 61 54 71 y 68 y 39  46 80 71 44 37 – –

ドミニカ – – 107 67 87 88 117 115 – – – – –  – 81 77 – – – –

ドミニカ共和国 97 98 81 61 43 45 108 99 88 86 94 96 11  12 77 81 48 58 58 72

エクアドル 99 99 84 54 70 73 107 114 91 93 97 y 97 y 3  1 81 83 74 78 – –

エジプト 94 90 114 39 31 30 104 104 98 98 97 97 1  1 – – 83 88 84 86

エルサルバドル 97 98 141 29 71 73 111 107 91 92 95 96 8  7 76 80 67 72 69 73

赤道ギニア 98 x 97 x 66 24 58 58 80 78 55 56 61 x 60 x 43  43 72 72 22 24 – –

エリトリア 91 x 83 x 7 1 13 13 53 46 41 37 83 y 79 y 59  63 72 74 20 19 63 y 55 y

エストニア 100 100 149 87 90 87 98 99 94 95 – – 6  4 98 98 – – – –

エチオピア 63 x 47 x 51 15 31 30 107 97 89 82 64 y 67 y 11  17 37 39 35 33 21 26

フィジ－ – – 103 47 – – 106 105 97 98 – – 2  2 98 96 87 91 – –



表5　教育指標 171

171

国・地域

若者（15–24歳） 
の 

識字率（%）
人口100人 
あたりの数

就学前教育 初等教育 前期中等教育

総就園率（%）総就学率（%） 純就学率（%） 純出席率（%） 非就学児（%）

初等学校に入学した
児童が最終学年
まで残る割合（%） 純就学率（%）純出席率（%）

2011–2016* 2016 2011–2016* 2011–2016* 2011–2016* 2011–2016* 2011–2016* 2011–2016* 2011–2016* 2010–2016*

男 女 携帯電話
インタ－ネット
ユ－ザ－ 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

フィンランド – – 134 88 79 79 102 101 99 100 – – 1  0 100 100 96 97 – –

フランス – – 103 86 109 109 106 105 99 99 – – 1  0 – – – – – –

ガボン 87 89 144 48 36 38 144 140 – – 97 98 –  – – – – – 51 59

ガンビア 66 56 140 19 37 39 90 94 71 78 65 66 28  20 73 77 35 41 32 32

ジョ－ジア 100 100 129 50 – – 116 118 – – 98 97 –  – 99 99 93 91 99 y 99 y

ドイツ – – 115 90 112 111 105 105 – – – – –  – 97 96 – – – –

ガ－ナ 88 x 83 x 139 35 117 119 107 110 87 88 70 70 13  11 85 82 50 50 33 35

ギリシャ 99 99 113 69 49 49 98 97 97 96 – – 3  4 92 92 95 94 – –

グレナダ – – 111 56 89 83 107 103 96 95 – – 2  2 – – 79 82 – –

グアテマラ 95 93 115 35 44 45 104 100 86 85 94 93 12  12 75 74 47 46 54 50

ギニア 57 37 85 10 15 15 99 84 81 70 63 58 16  28 67 65 35 24 32 26

ギニアビサウ 71 50 70 4 – – – – – – 62 62 –  – – – – – 10 9

ガイアナ 96 97 66 36 95 93 87 84 83 80 97 97 14  16 90 95 77 75 92 95

ハイチ 74 x 70 x 61 12 – – – – – – 83 84 –  – – – – – 19 26

バチカン – – – – – – – – – – – – –  – – – – – – –

ホンジュラス 95 97 91 30 45 47 111 110 92 94 95 y 92 y 7  6 74 82 43 50 48 57

ハンガリ－ – – 119 79 80 78 102 101 91 90 – – 4  4 98 98 90 89 – –

アイスランド – – 118 98 97 97 100 99 100 99 – – 0  1 97 99 96 98 – –

インド 90 82 87 30 13 12 103 115 92 93 85 x 82 x 3  2 82 81 64 69 – –

インドネシア 100 100 149 25 57 59 107 104 90 89 99 99 9  10 – – 74 79 85 y 89 y

イラン 98 98 100 53 51 50 106 112 – – 96 97 –  – 98 97 90 92 – –

イラク 57 49 82 21 – – – – – – 93 87 –  – – – – – 51 47

アイルランド – – 104 82 95 99 101 102 94 95 – – 2  0 – – – – – –

イスラエル – – 132 80 111 111 104 105 97 98 – – 3  2 100 98 – – – –

イタリア 100 100 140 61 100 97 101 101 98 97 – – 1  1 99 99 – – – –

ジャマイカ – – 116 45 96 103 – – – – 97 99 –  – 93 96 68 78 92 92

日本 – – 130 92 – – 101 101 100 100 – – 0  0 100 100 – – – –

ヨルダン 99 99 196 62 33 32 97 98 89 89 98 98 11  11 – – 82 83 92 94

カザフスタン 100 x 100 x 150 77 59 60 109 111 88 87 100 100 0  0 99 99 – – 99 100

ケニア 87 86 81 26 77 76 109 109 83 87 84 87 16  12 – – – – 38 46

キリバス – – 51 14 – – 103 106 – – 83 87 –  – – – 68 88 – –

クウェ－ト 99 99 147 78 82 80 102 103 93 93 – – 2  1 95 96 81 88 – –

キルギス 100 x 100 x 131 35 28 28 108 107 90 88 99 99 2  3 96 97 88 87 98 98

ラオス 77 67 55 22 35 36 114 109 93 92 85 85 7  8 77 80 55 57 40 44

ラトビア 100 100 131 80 89 88 100 99 96 96 – – 3  3 95 95 – – – –

レバノン 99 x 99 x 96 76 80 75 97 88 85 79 98 98 14  19 87 94 67 67 – –

レソト 80 94 107 27 33 35 107 104 79 82 90 94 21  18 57 74 22 39 20 37

リベリア 63 x 37 x 83 7 159 153 99 89 39 36 42 43 61  64 – – 7 6 14 15

リビア – – 120 20 – – – – – – – – –  – – – – – – –

リヒテンシュタイン – – 116 98 102 106 106 105 91 90 – – 3  2 – – 90 84 – –

リトアニア 100 100 141 74 92 91 103 104 98 98 – – 1  0 98 98 97 96 – –

ルクセンブルク – – 148 97 94 93 97 97 93 93 – – 4  4 82 84 83 87 – –

マダガスカル 78 75 42 5 17 19 149 149 – – 68 y 71 y –  – 41 44 28 31 22 x 25 x

マラウイ 72 73 40 10 81 82 144 147 – – 93 95 –  – 54 55 29 30 25 31

マレ－シア 98 x 98 x 141 79 92 96 102 102 98 98 – – 2  2 92 92 85 89 – –

モルディブ 99 99 223 59 101 102 97 – 94 96 94 95 6  4 80 84 70 67 64 x 78 x

マリ 61 39 120 11 4 4 79 72 59 52 55 51 36  43 64 59 33 28 34 26

マルタ 98 99 125 77 109 113 102 105 97 100 – – 3  0 95 98 96 96 – –

マ－シャル諸島 98 99 29 x 30 40 41 93 93 75 79 – – 24  19 – – 58 64 – –

モ－リタニア 66 x 48 x 87 18 9 12 100 105 77 81 58 62 22  18 65 63 22 21 21 20

モ－リシャス 98 99 144 53 103 105 102 104 95 97 – – 5  3 96 96 82 86 – –

メキシコ 99 99 88 60 68 70 104 103 95 95 98 98 3  2 95 96 79 82 86 89

ミクロネシア連邦 – – 22 33 34 32 95 96 83 85 – – 17  15 – – 49 56 – –

モナコ – – 86 95 – – – – – – – – –  – – – – – – –

モンゴル 98 x 99 x 114 22 85 86 102 100 97 96 98 99 2  3 – – – – 91 95

モンテネグロ 99 99 167 70 57 54 95 93 93 92 98 98 6  7 80 81 93 93 93 96

モントセラト – – 97 x 55 x – – – – – – – – –  – – – – – – –

モロッコ 95 88 121 58 63 51 118 112 99 98 91 x 88 x 1  1 91 87 62 63 – –

モザンビ－ク 80 x 57 x 66 18 – – 110 101 91 87 71 72 9  13 34 32 17 19 15 17

ミャンマ－ 85 84 89 25 23 24 101 98 – – 93 92 –  – – – 53 52 67 71

ナミビア 93 95 109 31 21 22 113 110 88 91 92 93 11  8 89 92 41 55 54 67

ナウル – – 97 54 x 85 96 110 100 88 84 97 y 98 y 11  16 – – 66 71 – –
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国・地域

若者（15–24歳） 
の 

識字率（%）
人口100人 
あたりの数

就学前教育 初等教育 前期中等教育

総就園率（%）総就学率（%） 純就学率（%） 純出席率（%） 非就学児（%）

初等学校に入学した
児童が最終学年
まで残る割合（%） 純就学率（%）純出席率（%）

2011–2016* 2016 2011–2016* 2011–2016* 2011–2016* 2011–2016* 2011–2016* 2011–2016* 2011–2016* 2010–2016*

男 女 携帯電話
インタ－ネット
ユ－ザ－ 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

ネパ－ル 90 80 112 20 85 83 131 141 97 97 76 76 3  3 75 78 55 53 42 46

オランダ – – 130 90 95 97 105 104 98 99 – – 2  1 – – – – – –

ニュ－ジ－ランド – – 125 88 93 93 100 99 99 99 – – 1  1 – – 97 98 – –

ニカラグア 85 x 89 x 122 25 – – – – – – 71 x,y 70 x,y –  – – – – – – –

ニジェ－ル 35 15 49 4 7 8 78 67 67 57 55 46 32  42 63 66 23 16 21 17

ナイジェリア 76 x 58 x 82 26 – – 94 93 – – 70 66 –  – – – – – 50 49

ニウエ – – 38 x 80 x 113 125 147 120 – – 100 100 –  – – – – – – –

ノルウェ－ – – 110 97 97 98 101 100 100 100 – – 0  0 99 100 99 99 – –

オマ－ン 99 99 159 70 55 56 107 111 95 94 97 98 2  2 98 99 81 86 – –

パキスタン 80 66 71 16 77 67 100 85 79 68 67 60 21  32 64 64 58 48 36 34

パラオ 98 99 91 x – 71 77 100 112 74 87 – – 26  13 – – 33 38 – –

パナマ 98 x 97 x 172 54 48 49 104 101 94 93 97 97 6  7 85 87 71 74 78 86

パプアニュ－ギニア 69 x 64 x 49 10 – – 120 109 89 83 – – 10  16 – – 17 14 – –

パラグアイ 98 99 105 51 38 38 108 104 89 88 90 y 91 y 11  11 83 86 58 63 – –

ペル－ 99 99 117 45 88 89 102 102 94 94 92 y 91 y 2  2 89 92 71 72 85 87

フィリピン 97 99 109 56 – – 117 117 94 98 88 x 89 x 5  1 – – 58 70 – –

ポ－ランド – – 146 73 79 79 100 101 96 96 – – 3  3 98 98 93 94 – –

ポルトガル 99 99 109 70 94 93 109 105 98 98 – – 2  2 – – – – – –

カタ－ル 98 100 147 94 58 60 102 104 92 93 96 97 4  3 99 96 76 83 – –

韓国 – – 123 93 94 94 99 99 98 98 – – 1  1 99 100 98 97 – –

モルドバ 99 100 111 71 84 83 93 92 87 86 99 98 10  10 95 95 83 82 96 97

ル－マニア 99 99 106 60 91 91 91 89 87 87 92 y 91 y 10  10 94 94 84 83 90 y 90 y

ロシア連邦 100 x 100 x 163 76 88 86 100 101 96 97 – – 3  2 99 100 97 98 – –

ルワンダ 81 83 70 20 18 18 132 133 94 96 93 96 6  4 41 48 19 24 25 34

セントクリストファ－・ネ－
ヴィス – – 137 77 91 81 82 83 77 80 – – 21  18 96 95 80 82 – –

セントルシア – – 95 47 56 59 – – – – 100 99 –  – 90 90 74 75 95 90

セントビンセント・グレナ
ディ－ン – – 103 56 93 93 106 103 94 94 – – 1  1 – – 88 89 – –

サモア 99 99 69 29 39 42 107 107 96 96 88 y 89 y 3  2 92 89 66 68 – –

サンマリノ – – 114 50 x 106 108 94 93 93 92 – – 7  7 95 98 91 94 – –

サントメ・プリンシペ 97 96 85 28 52 56 118 111 96 94 94 94 3  5 – – 50 60 46 57

サウジアラビア 99 99 158 74 17 18 108 111 97 98 – – 3  2 – – 76 70 – –

セネガル 61 51 99 26 14 16 78 87 68 75 53 55 30  24 56 60 39 42 27 30

セルビア 100 100 121 67 59 58 101 101 96 96 99 99 1  1 100 97 97 97 97 96

セ－シェル 99 x 99 x 161 57 88 93 101 104 94 96 – – 5  4 – – – – – –

シエラレオネ 65 51 98 12 10 11 127 128 99 99 74 78 1  1 48 48 31 29 36 36

シンガポ－ル 100 100 147 81 – – – – – – – – –  – – – – – – –

スロバキア – – 128 80 95 93 100 99 – – – – –  – 99 99 – – – –

スロベニア – – 115 75 95 92 99 99 97 98 – – 3  2 99 99 95 97 – –

ソロモン諸島 – – 70 11 100 100 115 114 70 71 65 68 30  29 68 78 23 25 – –

ソマリア – – 58 2 – – – – – – 24 x 19 x –  – – – – – – –

南アフリカ 99 99 142 54 77 78 102 97 – – 97 97 –  – – – – – – –

南ス－ダン 44 x 30 x 25 x 16 x 10 10 75 53 35 27 26 21 65  73 – – 1 1 6 3

スペイン 100 100 110 81 97 96 104 106 99 100 – – 1  0 97 98 – – – –

スリランカ 98 x 99 x 118 32 93 93 103 101 98 96 – – 2  4 99 99 96 96 – –

パレスチナ 99 99 77 61 53 52 94 94 90 91 99 99 8  7 94 99 83 87 92 97

ス－ダン 69 x 63 x 69 28 36 48 74 67 52 55 69 67 47  44 80 79 – – 31 32

スリナム 98 97 146 45 90 97 124 121 93 94 95 96 6  5 85 98 50 61 46 61

スワジランド 92 x 95 x 76 29 25 26 118 108 80 79 97 98 20  20 72 77 20 31 33 48

スウェ－デン – – 127 92 94 94 121 126 99 99 – – 0  0 99 100 – – – –

スイス – – 136 89 105 104 104 104 93 93 – – 1  0 – – 87 87 – –

シリア 95 x 90 x 54 32 6 6 81 79 67 66 97 x 96 x 28  30 93 93 53 52 – –

タジキスタン 100 x 100 x 107 20 12 10 100 98 97 98 85 86 2  0 99 99 98 95 86 84

タイ 98 98 173 48 74 64 106 99 94 87 95 95 6  13 – – 79 79 83 86

マケドニア旧ユ－ゴスラビ
ア共和国 – 98 x 101 72 36 36 94 93 91 91 98 98 9  9 97 96 78 76 86 85

東ティモ－ル 80 x 79 x 125 25 18 20 137 136 94 97 71 73 5  1 81 84 39 48 30 34

ト－ゴ 90 78 75 11 17 18 125 118 94 88 90 87 4  10 55 53 – – 45 40

トケラウ – – 0 x 1 x 175 160 121 – – – – – –  – – – – – – –

トンガ 99 100 75 40 39 38 109 107 92 94 93 y 93 y 5  3 – – 78 84 – –

トリニダ－ド・トバゴ – – 161 73 – – – – – – 98 x 98 x –  – – – – – – –

チュニジア 97 96 126 51 44 44 116 113 – – 98 98 –  – 93 95 80 85 76 85

トルコ 100 99 97 58 30 28 103 102 95 94 94 97 5  6 88 88 88 86 – –

トルクメニスタン – – 158 18 64 62 90 89 – – 98 98 –  – – – – – 98 98
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国・地域

若者（15–24歳） 
の 

識字率（%）
人口100人 
あたりの数

就学前教育 初等教育 前期中等教育

総就園率（%）総就学率（%） 純就学率（%） 純出席率（%） 非就学児（%）

初等学校に入学した
児童が最終学年
まで残る割合（%） 純就学率（%）純出席率（%）

2011–2016* 2016 2011–2016* 2011–2016* 2011–2016* 2011–2016* 2011–2016* 2011–2016* 2011–2016* 2010–2016*

男 女 携帯電話
インタ－ネット
ユ－ザ－ 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

タークス・カイコス諸島 – – 100 x 0 – – – – – – – – –  – – – – – – –

ツバル – – 76 46 96 93 103 104 84 85 97 x,y 99 x,y 5  2 – – 73 77 – –

ウガンダ 86 82 55 22 11 12 109 111 92 95 86 87 8  5 21 22 – – 15 20

ウクライナ 100 100 133 52 86 84 103 105 95 97 100 100 4  2 68 68 91 91 98 98

アラブ首長国連邦 94 x 97 x 204 91 83 84 117 116 94 93 – – 4  4 91 93 76 83 – –

英国 – – 122 95 88 88 108 108 100 100 – – 0  0 – – 96 96 – –

タンザニア 87 85 74 13 31 32 80 83 79 81 78 83 21  19 62 71 – – 25 31

米国 – – 127 76 72 70 100 100 93 94 – – 6  5 – – 87 90 – –

ウルグアイ 99 99 149 66 88 89 110 107 94 94 97 98 5  6 99 100 68 73 75 77

ウズベキスタン 100 100 77 47 26 26 106 101 96 93 – – 2  4 99 100 94 92 – –

バヌアツ – – 71 24 103 100 121 119 85 87 76 y 78 y 14  12 – – 42 48 – –

ベネズエラ 98 99 87 60 75 76 101 99 90 90 91 x 93 x 8  8 90 90 69 74 – –

ベトナム 97 x 97 x 128 47 84 82 109 108 – – 98 98 –  – 94 98 93 95 89 92

イエメン – – 67 25 1 1 106 89 92 78 80 72 8  22 72 67 47 34 43 34

ザンビア 91 x 87 x 75 26 – – 103 104 86 88 86 88 12  10 57 54 31 30 46 51

ジンバブエ 88 93 83 23 42 43 101 99 85 86 94 96 14  13 75 78 33 41 48 63

地域別要約
東アジアと太平洋諸国 99 97 109 52 77 77 106 105 93 ** 93 ** 97 97 6 ** 6 ** – – 71 ** 76 ** 81 ** 84 **

ヨーロッパと中央アジア – – 125 74 76 75 103 103 96 96 – – 3 2 95 95 93 92 – –

　東ヨーロッパと中央アジア 100 99 129 64 60 59 102 102 95 94 94 95 4 4 93 93 93 92 – –

　西ヨーロッパ – – 122 83 97 97 105 104 98 98 – – 1 1 97 98 – – – –

ラテンアメリカとカリブ海諸国 98 99 109 56 76 76 109 107 93 93 96 96 5 4 90 92 74 77 76 79

中東と北アフリカ 91 88 112 48 35 34 106 104 93 91 94 93 6 8 91 90 74 74 72 72

北アメリカ – – 123 78 72 70 100 100 93 94 – – 6 – – – 87 – – –

南アジア 88 80 85 26 22 21 105 112 90 89 – – 5 6 80 79 63 66 43 44

サハラ以南のアフリカ 79 72 75 20 31 32 104 98 82 78 75 74 17 21 55 56 32 31 32 32

　東部・南部アフリカ 87 85 71 21 39 40 106 100 83 81 78 79 17 19 48 51 29 30 24 29

　西部・中部アフリカ 69 55 80 19 20 21 101 95 – – 72 68 – – 63 63 – – 39 36

後発開発途上国 80 73 68 16 23 24 108 101 82 78 76 75 17 22 52 54 41 41 33 35

世界 92 85 101 46 49 48 105 105 90 ** 89 ** 87 85 8 ** 9 ** 76 77 66 ** 68 ** 53 ** 54 **

国・地域の分類リスト一覧については、150ページを参照。あるいは<data.unicef.org/regionalclassifications＞を参照。

これまでに出版された一連の『世界子供白書』とのデータ比較は推奨できない。

指標の定義

若者の識字率－15歳～24歳の若者のうちの
識字者の数。当該年齢に相当する若者の総人
口に占める割合で示されている。

携帯電話の利用状況－過去3ヵ月に、プリペ
イドSIMカードの利用も含め、公共の携帯電
話サービスに加入した人の数。

インターネットの利用状況－インターネット
ユーザー数推計値の総人口に占める割合。過
去12ヵ月の間に、携帯電話などの媒体を含め、
何らかの機器でインターネットを利用した人
の数を含む。

就学前教育総就学率－年齢に関わらず就学前
教育に就学する子どもの人数が、公式の就学
前教育就学年齢に相当する子どもの総人口に
占める割合。

初等教育総就学率－年齢に関わらず初等学校
に就学する子どもの人数が、公式の初等教育
就学年齢に相当する子どもの総人口に占める
割合。

初等教育純就学率－公式の初等教育就学年齢
にある子どものうち初等学校または中等学校
に就学している者の数。初等教育就学年齢に
ある総子ども数に占める割合で表す。初等教
育就学年齢の子どもの中には中等学校に就学
している者もいるため、この指標は初等教育
純就学率「調整値」としても見ることができる。

初等教育純出席率－公式の初等教育就学年齢
に相当する子どもであって初等学校または中
等学校に通学する者の人数が、初等教育就学
年齢の子どもの総人口に占める割合。初等教
育就学年齢の子どもの中には中等学校に行っ
ている子もいるため、この指標は初等教育純
出席率「調整値」としても見ることができる。

非就学児（割合）－公式の初等教育就学年齢
に相当する子どもであって、初等学校あるい
は中等学校に就学していない子どもの人数が、
公式の初等教育就学年齢に相当する子どもの
総人口に占める割合。

非就学児（人数）－公式の初等教育就学年齢
に相当する子どもであって、初等学校あるい
は中等学校に就学していない子ども。初等教
育就学年齢にありながら就学前教育を受けて
いる子どもは、除外され、非就学児に区分さ
れる。

初等学校に入学した児童が最終学年まで残る
割合－初等学校の第1学年に入学した子ども
のうち、最終学年に達した者の割合。

前期中等教育純就学率－公式の前期中等教育
就学年齢に相当する子どもであって前期中等
学校に就学する子どもの人数が、前期中等教
育就学年齢の子どもの総人口に占める割合。
報告、記録制度が整備されていないため、前
期中等教育純就学率には、前期中等学校就学
年齢で高等学校以上の学校に就学している子
どもの数が含まれていない。

前期中等教育純出席率－公式の前期中等教育
就学年齢に相当する子どもであって前期中等
学校またはそれ以上の学校に通学する者の人
数が、前期中等教育就学年齢の子どもの総人
口に占める割合。前期中等学校就学年齢で高
等学校に行っている子もいるため、この指標
は前期中等教育純出席率「調整値」としても
見ることができる。

全てのデータは、初等教育および前期中等教
育の公式な国際標準教育分類（ISCED）に基
づき掲載されており、必ずしも各国の学校制
度に直接一致しているものではない。

データの主な出典

若者の識字率－ユネスコ統計
研究所（UIS）。

携帯電話・インターネットの
利用状況－国際電気通信連合

（ジュネーブ）。

就学前・初等・前期中等教育
就学率および非就学率－ユネ
スコ統計研究所（UIS）。国別
の 教 育 管 理 情 報 シ ス テ ム

（EMIS）と国連の人口推計値
の管理データに基づく。

初等・前期中等教育出席率－
人口保健調査（DHS）、複数指
標 ク ラ ス タ ー 調 査（MICS）、
その他の国別世帯調査。

初等学校に入学した児童が最
終学年まで残る割合－政府デー
タ：ユネスコ統計研究所（UIS）。
調査データ：DHS、MICSおよ
びその他の全国世帯調査。

注

-  データなし。

x  データが各列の見出しで指
定されている年次もしくは
期間以外のもの。2005年
～2006年のインドのデー
タを除き、このようなデー
タは地域別・世界全体の平
均値の算出には含まれてい
ない。2000年以前の年次
のデータからの推計値は表
示されていない。

y  データが標準的な定義によ
らないもの、または国内の
一部地域のみに関するもの。
対象期間に該当する場合、
地域平均や世界平均の算出
の際には含まれている。

*  データが、列の見出しで指
定されている期間内に入手
できた直近の年次のもので
あることを示す。

**  中国を除く。
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表6　人口統計指標

国・地域

人口（1,000人）
人口の年間増加率                    

（%） 粗死亡率 粗出生率 平均余命（年）

合計特
殊出生
率

都市人口
の割合
（%）

都市人口の年間平均
増加率（%）2016

全体 18歳未満 5歳未満 1990-2016 2016-2030α 1970 1990 2016 1970 1990 2016 1970 1990 2016 2016 2016 1990-2016 2016-2030α

アフガニスタン 34,656 17,744 5,233 4.0 2.1 28 16 7 52 49 33 37 50 64 4.6 27 5.5 3.6

アルバニア 2,926 659 177 -0.4 0.0 8 6 7 32 25 12 67 72 78 1.7 58 1.5 1.4

アルジェリア 40,606 13,495 4,699 1.7 1.3 17 6 5 47 32 23 50 67 76 2.8 71 3.0 1.7

アンドラ 77 13 3 1.3 0.1 – – – – – – – – – – 85 1.1 0.2

アンゴラ 28,813 15,416 5,277 3.3 3.1 27 23 9 53 53 42 37 42 62 5.7 45 5.3 4.2

アンギラ 15 4 1 2.2 0.5 – – – – – – – – – – 100 2.2 0.5

アンティグア・バ－ブ－ダ 101 30 8 1.6 0.9 7 7 6 31 19 16 66 71 76 2.1 23 0.0 0.3

アルゼンチン 43,847 13,076 3,736 1.1 0.8 9 8 8 23 22 17 66 72 77 2.3 92 1.2 0.8

アルメニア 2,925 685 202 -0.7 0.0 6 8 10 23 22 13 70 68 75 1.6 63 -0.9 0.1

オ－ストラリア 24,126 5,433 1,551 1.3 1.1 9 7 7 20 15 13 71 77 83 1.8 90 1.5 1.2

オ－ストリア 8,712 1,489 412 0.5 0.2 13 11 10 16 11 10 70 76 82 1.5 66 0.5 0.6

アゼルバイジャン 9,725 2,653 891 1.1 0.7 9 9 7 32 29 18 63 65 72 2.1 55 1.2 1.2

バハマ 391 97 28 1.6 0.8 6 5 6 26 24 14 66 71 76 1.8 83 1.8 1.1

バ－レ－ン 1,425 334 107 4.1 2.5 7 3 2 38 29 15 63 72 77 2.0 89 4.0 1.3

バングラデシュ 162,952 56,869 15,236 1.6 0.9 19 10 5 48 35 19 48 58 72 2.1 35 3.8 2.7

バルバドス 285 66 17 0.3 0.1 10 10 11 22 16 12 66 71 76 1.8 31 0.3 0.7

ベラル－シ 9,480 1,821 579 -0.3 -0.2 9 11 13 16 14 12 71 71 73 1.7 77 0.2 -0.2

ベルギ－ 11,358 2,309 643 0.5 0.4 12 11 10 14 12 11 71 76 81 1.8 98 0.5 0.3

ベリ－ズ 367 141 40 2.6 1.8 8 5 5 42 36 23 66 71 70 2.5 44 2.2 2.0

ベナン 10,872 5,379 1,775 3.0 2.6 24 15 9 47 46 37 42 54 61 5.0 44 4.1 3.4

ブ－タン 798 259 70 1.5 1.0 24 13 6 49 39 18 40 53 70 2.1 39 4.8 2.3

ボリビア 10,888 4,150 1,189 1.8 1.4 20 13 7 42 35 23 46 55 69 2.9 69 2.8 1.9

ボスニア・ヘルツェゴビナ 3,517 628 157 -0.9 -0.2 7 8 11 24 15 9 66 71 77 1.4 40 -0.6 0.6

ボツワナ 2,250 840 259 1.9 1.6 13 8 7 46 34 24 55 62 67 2.7 58 2.8 1.4

ブラジル 207,653 56,235 14,919 1.3 0.6 10 7 6 35 25 14 59 65 76 1.7 86 1.8 0.8

英領ヴァージン諸島 31 9 3 2.4 1.0 – – – – – – – – – – 47 3.0 1.4

ブルネイ 423 120 34 1.9 1.0 6 4 4 37 29 16 67 73 77 1.9 78 2.6 1.3

ブルガリア 7,131 1,183 324 -0.8 -0.7 9 12 15 16 12 9 71 71 75 1.6 74 -0.4 -0.5

ブルキナファソ 18,646 9,724 3,221 2.9 2.7 25 17 9 47 47 39 39 49 60 5.4 31 5.9 4.7

ブルンジ 10,524 5,372 1,901 2.6 2.9 21 18 11 47 50 42 44 48 57 5.7 12 5.3 5.1

カボヴェルデ 540 200 55 1.8 1.2 14 8 6 42 40 21 54 65 73 2.3 66 3.0 1.5

カンボジア 15,762 5,854 1,761 2.2 1.3 20 13 6 43 42 23 42 54 69 2.6 21 3.3 2.7

カメル－ン 23,439 11,578 3,804 2.7 2.4 19 15 10 45 45 36 46 52 58 4.7 55 3.9 3.2

カナダ 36,290 6,999 1,929 1.0 0.8 7 7 7 17 14 11 73 77 82 1.6 82 1.3 1.0

中央アフリカ共和国 4,595 2,326 730 1.7 2.1 23 17 14 43 41 36 42 49 52 4.9 40 2.3 2.8

チャド 14,453 7,854 2,666 3.4 2.8 23 19 13 47 51 43 41 47 53 5.9 23 3.6 4.0

チリ 17,910 4,462 1,184 1.2 0.7 10 6 6 30 22 13 62 74 80 1.8 90 1.5 0.8

中国 1,403,500 295,112 85,866 0.7 0.2 11 7 7 36 22 12 59 69 76 1.6 57 3.7 1.6

コロンビア 48,653 14,055 3,712 1.3 0.6 9 6 6 38 26 15 61 68 74 1.9 77 2.0 1.3

コモロ 796 369 119 2.5 2.1 19 12 7 46 43 33 46 57 64 4.3 28 2.6 2.8

コンゴ 5,126 2,489 824 2.9 2.5 14 12 7 43 38 35 53 56 65 4.7 66 3.4 3.0

クック諸島 17 6 2 -0.2 0.2 – – – – – – – – – – 75 1.7 0.7

コスタリカ 4,857 1,296 346 1.7 0.8 7 4 5 33 27 14 66 76 80 1.8 78 3.6 1.6

コ－トジボワ－ル 23,696 11,689 3,861 2.5 2.4 21 14 12 52 43 37 44 52 54 4.9 55 3.5 3.1

クロアチア 4,213 756 196 -0.5 -0.6 11 11 13 15 11 9 68 72 78 1.5 59 -0.1 0.2

キュ－バ 11,476 2,260 636 0.3 0.0 7 7 8 29 17 11 70 75 80 1.7 77 0.4 -0.1

キプロス 1,170 241 66 1.6 0.7 7 7 7 19 19 11 73 77 81 1.3 67 1.6 0.8

チェコ 10,611 1,881 534 0.1 -0.1 12 12 11 16 12 10 70 72 79 1.5 73 0.1 0.3

朝鮮民主主義人民共和国 25,369 6,452 1,726 0.9 0.4 10 6 9 37 21 14 60 70 72 1.9 61 1.0 0.8

コンゴ民主共和国 78,736 41,553 14,494 3.2 3.0 20 17 10 47 46 42 44 49 60 6.1 43 4.2 3.6

デンマ－ク 5,712 1,157 285 0.4 0.4 10 12 9 15 12 10 73 75 81 1.7 88 0.5 0.6

ジブチ 942 356 102 1.8 1.3 15 11 8 45 40 23 49 57 62 2.8 77 1.8 1.3

ドミニカ 74 22 6 0.1 0.4 – – – – – – – – – – 70 0.5 0.7

ドミニカ共和国 10,649 3,750 1,060 1.5 0.9 11 6 6 42 30 20 58 68 74 2.4 80 2.9 1.5

エクアドル 16,385 5,606 1,611 1.8 1.3 12 6 5 41 30 20 58 69 76 2.5 64 2.4 1.7

エジプト 95,689 36,997 12,876 2.0 1.6 16 8 6 42 34 26 52 65 71 3.3 43 1.6 1.8

エルサルバドル 6,345 2,153 577 0.7 0.5 13 8 7 43 31 19 55 64 74 2.1 67 1.9 1.0

赤道ギニア 1,221 521 182 4.0 3.0 26 18 10 42 42 34 40 48 58 4.7 40 3.6 3.0

エリトリア 4,955 2,397 744 1.8 2.2 21 16 7 47 42 32 43 50 65 4.1 23 4.3 4.4

エストニア 1,312 247 68 -0.7 -0.3 11 13 12 15 14 11 70 69 78 1.6 67 -1.0 -0.3

エチオピア 102,403 49,500 15,177 2.9 2.2 21 18 7 48 48 32 43 47 65 4.2 20 4.6 4.3

フィジ－ 899 303 87 0.8 0.5 8 6 7 34 29 19 60 66 70 2.5 54 1.8 0.9

フィンランド 5,503 1,078 297 0.4 0.3 10 10 10 14 13 11 70 75 81 1.8 84 0.6 0.4

フランス 64,721 14,080 3,842 0.5 0.3 11 9 9 17 13 12 72 77 83 2.0 80 0.8 0.7

ガボン 1,980 822 274 2.8 1.9 20 11 8 37 37 30 47 61 66 3.8 87 3.4 2.2
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国・地域

人口（1,000人）
人口の年間増加率                    

（%） 粗死亡率 粗出生率 平均余命（年）

合計特
殊出生
率

都市人口
の割合
（%）

都市人口の年間平均
増加率（%）2016

全体 18歳未満 5歳未満 1990-2016 2016-2030α 1970 1990 2016 1970 1990 2016 1970 1990 2016 2016 2016 1990-2016 2016-2030α

ガンビア 2,039 1,065 360 3.1 2.8 26 14 8 50 47 39 38 52 61 5.4 60 4.8 3.6

ジョ－ジア 3,925 875 271 -1.2 -0.3 9 9 13 20 17 13 67 70 73 2.0 54 -1.0 -0.1

ドイツ 81,915 13,103 3,557 0.1 0.0 12 12 11 14 10 9 71 75 81 1.5 76 0.2 0.0

ガ－ナ 28,207 12,689 4,085 2.5 2.0 16 11 8 47 39 31 49 57 63 4.0 55 4.0 2.7

ギリシャ 11,184 1,937 474 0.3 -0.3 10 9 11 18 11 8 71 77 81 1.3 78 0.7 0.2

グレナダ 107 34 10 0.4 0.3 9 9 7 28 28 19 64 69 74 2.1 36 0.7 0.4

グアテマラ 16,582 7,047 2,023 2.2 1.8 14 9 5 45 39 25 53 62 73 3.0 52 3.3 3.0

ギニア 12,396 6,082 1,983 2.8 2.5 27 17 9 45 47 36 37 50 60 4.9 38 4.0 3.5

ギニアビサウ 1,816 872 291 2.2 2.3 22 17 11 43 46 37 42 49 57 4.6 50 4.5 3.2

ガイアナ 773 277 76 0.2 0.5 9 8 8 36 28 21 62 63 67 2.5 29 0.3 1.1

ハイチ 10,847 4,296 1,233 1.6 1.0 18 13 9 39 37 24 47 55 63 2.9 60 4.4 2.2

バチカン 1 0 0 0.2 0.0 – – – – – – – – – – 100 0.2 0.0

ホンジュラス 9,113 3,541 951 2.3 1.4 15 7 5 48 39 22 53 67 74 2.5 55 3.4 2.5

ハンガリ－ 9,753 1,694 436 -0.2 -0.4 11 14 13 15 12 9 69 69 76 1.4 72 0.1 0.2

アイスランド 332 80 22 1.0 0.7 7 7 6 21 17 13 74 78 83 1.9 94 1.3 0.9

インド 1,324,171 448,314 119,998 1.6 1.0 17 11 7 39 32 19 48 58 69 2.3 33 2.5 2.2

インドネシア 261,115 85,965 24,822 1.4 0.9 13 8 7 40 26 19 55 63 69 2.4 54 3.6 1.9

イラン 80,277 22,149 6,823 1.4 0.7 16 7 5 42 33 17 51 64 76 1.7 74 2.4 1.4

イラク 37,203 17,460 5,738 2.9 2.6 12 7 5 46 38 33 58 66 70 4.4 70 2.8 2.6

アイルランド 4,726 1,197 344 1.1 0.7 11 9 6 22 14 14 71 75 81 2.0 64 1.6 1.3

イスラエル 8,192 2,672 841 2.3 1.4 7 6 5 26 22 20 72 77 83 3.0 92 2.3 1.4

イタリア 59,430 9,761 2,482 0.2 -0.2 10 10 10 17 10 8 72 77 83 1.5 69 0.4 0.3

ジャマイカ 2,881 820 205 0.7 0.1 8 7 7 35 25 17 68 72 76 2.0 55 1.1 0.9

日本 127,749 20,051 5,343 0.1 -0.4 7 7 11 19 10 8 72 79 84 1.5 94 0.9 -0.1

ヨルダン 9,456 3,959 1,227 3.8 1.2 10 5 4 51 35 26 60 70 74 3.4 84 3.8 1.5

カザフスタン 17,988 5,566 1,997 0.3 0.9 9 9 9 26 23 21 63 67 70 2.6 53 0.0 1.0

ケニア 48,462 23,094 7,023 2.8 2.3 15 10 6 51 42 31 52 58 67 3.9 26 4.5 4.0

キリバス 114 47 14 1.8 1.5 13 10 7 35 37 28 54 60 66 3.7 44 2.5 1.9

クウェ－ト 4,053 989 316 2.5 1.3 6 3 3 48 23 16 66 72 75 2.0 98 2.2 2.0

キルギス 5,956 2,167 760 1.2 1.2 11 8 6 32 32 25 60 66 71 3.0 36 0.9 2.0

ラオス 6,758 2,674 766 1.8 1.2 18 14 7 43 43 24 46 54 67 2.7 40 5.6 3.3

ラトビア 1,971 350 97 -1.2 -0.9 11 13 15 14 14 10 70 69 75 1.5 67 -1.2 -0.5

レバノン 6,007 1,743 483 3.1 -0.8 8 7 5 32 25 15 66 70 80 1.7 88 2.6 0.3

レソト 2,204 932 286 1.2 1.2 17 10 13 43 35 28 49 59 54 3.1 28 3.8 2.6

リベリア 4,614 2,249 715 3.0 2.4 24 18 8 49 45 34 39 47 63 4.6 50 2.6 3.2

リビア 6,293 2,111 627 1.3 1.1 13 5 5 51 29 20 56 69 72 2.3 79 1.7 1.4

リヒテンシュタイン 38 7 2 1.0 0.6 – – – – – – – – – – 14 0.4 1.1

リトアニア 2,908 519 152 -0.9 -0.5 9 11 14 17 15 11 71 71 75 1.7 67 -0.9 -0.2

ルクセンブルク 576 115 32 1.6 1.1 12 10 7 13 12 11 70 75 82 1.6 90 1.8 1.2

マダガスカル 24,895 11,988 3,769 2.9 2.6 21 15 6 48 44 33 45 51 66 4.2 36 4.6 4.2

マラウイ 18,092 9,265 2,908 2.5 2.7 25 19 7 54 49 37 41 47 63 4.6 16 3.8 4.2

マレ－シア 31,187 9,350 2,612 2.1 1.2 7 5 5 34 28 17 64 71 75 2.0 75 3.7 1.8

モルディブ 428 117 39 2.5 1.3 21 9 3 50 41 18 44 61 77 2.1 47 4.3 2.6

マリ 17,995 9,806 3,332 2.9 2.9 32 20 10 50 49 43 32 46 58 6.1 41 5.0 4.7

マルタ 429 75 21 0.6 0.2 9 8 9 16 15 10 71 76 81 1.5 96 0.8 0.2

マ－シャル諸島 53 19 5 0.4 0.3 – – – – – – – – – – 73 0.9 0.9

モ－リタニア 4,301 1,996 655 2.9 2.5 16 11 8 46 41 34 49 58 63 4.7 60 4.2 2.9

モ－リシャス 1,262 295 68 0.7 0.1 7 6 8 29 21 11 63 69 75 1.4 40 0.3 0.3

メキシコ 127,540 41,600 11,581 1.5 1.0 10 5 5 44 29 18 61 71 77 2.2 80 1.9 1.2

ミクロネシア連邦 105 43 12 0.3 0.8 9 7 6 41 34 24 62 66 69 3.1 22 -0.2 1.6

モナコ 38 7 2 1.0 0.5 – – – – – – – – – – 100 1.0 0.9

モンゴル 3,027 1,017 368 1.3 1.2 15 10 6 44 32 24 55 60 69 2.8 73 2.1 1.7

モンテネグロ 629 139 36 0.1 0.0 7 7 10 22 16 11 70 75 77 1.7 64 1.2 0.2

モントセラト 5 2 0 -2.8 0.3 – – – – – – – – – – 9 -4.0 1.0

モロッコ 35,277 11,491 3,508 1.3 1.1 14 7 5 43 29 20 53 65 76 2.5 61 2.1 1.6

モザンビ－ク 28,829 14,929 4,950 3.0 2.8 25 21 10 48 46 39 39 43 58 5.2 33 3.8 3.5

ミャンマ－ 52,885 17,485 4,538 1.0 0.8 15 10 8 39 27 18 51 59 67 2.2 35 2.3 2.0

ナミビア 2,480 1,076 344 2.2 1.9 15 9 7 43 38 29 52 62 64 3.4 48 4.2 3.1

ナウル 11 4 1 0.8 0.1 – – – – – – – – – – 100 0.4 0.5

ネパ－ル 28,983 11,190 2,756 1.7 1.0 23 13 6 43 39 20 41 54 70 2.1 19 4.7 2.9

オランダ 16,987 3,425 894 0.5 0.3 8 9 9 18 13 11 74 77 82 1.7 91 1.6 0.5

ニュ－ジ－ランド 4,661 1,109 304 1.2 0.8 8 8 7 22 17 13 71 75 82 2.0 86 1.3 0.9

ニカラグア 6,150 2,174 597 1.5 1.0 13 7 5 46 36 20 54 64 75 2.2 59 2.1 1.7

ニジェ－ル 20,673 11,752 4,218 3.6 3.8 28 23 10 57 56 48 36 44 60 7.2 19 4.5 5.7

ナイジェリア 185,990 93,965 31,802 2.6 2.5 23 19 12 46 44 39 41 46 53 5.5 49 4.5 3.9
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国・地域

人口（1,000人）
人口の年間増加率                    

（%） 粗死亡率 粗出生率 平均余命（年）

合計特
殊出生
率

都市人口
の割合
（%）

都市人口の年間平均
増加率（%）2016

全体 18歳未満 5歳未満 1990-2016 2016-2030α 1970 1990 2016 1970 1990 2016 1970 1990 2016 2016 2016 1990-2016 2016-2030α

ニウエ 2 1 0 -1.4 0.2 – – – – – – – – – – 43 -1.1 0.2

ノルウェ－ 5,255 1,130 306 0.8 0.9 10 11 8 17 14 12 74 77 82 1.8 81 1.2 1.1

オマ－ン 4,425 1,118 401 3.4 2.1 16 5 3 48 38 19 50 67 77 2.7 78 4.0 1.4

パキスタン 193,203 79,005 24,963 2.2 1.7 15 11 7 43 40 28 53 60 66 3.5 39 3.0 2.6

パラオ 22 8 2 1.4 1.0 – – – – – – – – – – 88 2.2 1.3

パナマ 4,034 1,324 388 1.9 1.4 8 5 5 38 26 20 66 73 78 2.5 67 2.7 1.8

パプアニュ－ギニア 8,085 3,449 1,033 2.4 1.9 16 9 7 41 35 28 49 59 66 3.7 13 1.9 2.8

パラグアイ 6,725 2,404 672 1.8 1.1 7 6 6 37 34 21 65 68 73 2.5 60 2.8 1.9

ペル－ 31,774 10,454 3,033 1.4 1.1 14 7 6 42 30 19 53 66 75 2.4 79 1.9 1.4

フィリピン 103,320 39,204 11,530 2.0 1.4 9 7 7 39 33 23 61 65 69 2.9 44 1.6 1.8

ポ－ランド 38,224 6,785 1,819 0.0 -0.3 8 10 10 17 15 9 70 71 78 1.3 61 0.0 0.1

ポルトガル 10,372 1,764 431 0.2 -0.3 11 10 11 21 11 8 67 74 81 1.2 64 1.4 0.6

カタ－ル 2,570 417 130 6.5 1.6 5 2 2 36 22 10 68 75 78 1.9 99 6.5 1.0

韓国 50,792 8,678 2,226 0.6 0.3 9 6 6 30 15 9 61 72 82 1.3 83 1.0 0.5

モルドバ 4,060 768 218 -0.3 -0.4 10 10 11 20 19 10 65 68 72 1.2 45 -1.1 -0.2

ル－マニア 19,778 3,667 944 -0.7 -0.5 10 11 13 21 14 10 68 70 75 1.5 55 -0.2 0.1

ロシア連邦 143,965 28,642 9,561 -0.1 -0.2 9 12 13 15 14 13 69 68 71 1.8 74 -0.1 -0.2

ルワンダ 11,918 5,593 1,740 1.9 2.1 20 32 6 50 47 31 44 34 67 3.9 30 8.7 4.7
セントクリストファ－・ネ－
ヴィス 55 16 5 1.1 0.7 – – – – – – – – – – 32 0.9 1.5

セントルシア 178 43 11 1.0 0.3 9 6 8 39 28 12 63 71 75 1.5 19 -0.6 1.1
セントビンセント・グレナ
ディ－ン 110 32 8 0.1 0.2 9 7 7 40 25 16 65 70 73 1.9 51 0.9 0.7

サモア 195 85 23 0.7 0.6 11 7 5 41 33 25 55 65 75 4.0 19 0.3 0.5

サンマリノ 33 6 1 1.2 0.3 – – – – – – – – – – 94 1.2 0.3

サントメ・プリンシペ 200 100 31 2.2 2.1 13 10 7 41 40 34 56 62 67 4.5 66 3.8 2.6

サウジアラビア 32,276 9,641 2,966 2.6 1.4 15 5 4 47 36 20 53 69 75 2.5 83 2.7 1.3

セネガル 15,412 7,616 2,544 2.7 2.6 25 11 6 50 43 36 39 57 67 4.8 44 3.2 3.5

セルビア 8,820 1,780 469 -0.3 -0.4 9 10 13 19 15 11 68 71 75 1.6 56 0.2 -0.2

セ－シェル 94 24 8 1.1 0.3 9 7 8 35 23 16 66 71 74 2.3 54 1.5 0.9

シエラレオネ 7,396 3,638 1,141 2.1 2.0 30 26 13 49 47 35 35 37 52 4.5 40 2.5 2.7

シンガポ－ル 5,622 1,062 265 2.4 0.9 5 4 5 23 18 9 68 76 83 1.2 100 2.5 1.0

スロバキア 5,444 996 281 0.1 -0.1 9 10 10 18 15 10 70 71 77 1.4 53 -0.1 0.1

スロベニア 2,078 363 107 0.1 -0.1 10 10 10 17 11 10 69 73 81 1.6 50 0.1 0.3

ソロモン諸島 599 275 83 2.5 1.8 13 11 5 45 40 29 54 57 71 3.9 23 4.5 3.4

ソマリア 14,318 7,642 2,617 2.5 2.9 23 20 11 47 48 43 41 45 56 6.3 40 3.4 4.0

南アフリカ 56,015 19,428 5,705 1.5 1.0 12 8 10 38 29 21 56 62 63 2.5 65 2.3 1.2

南ス－ダン 12,231 5,944 1,925 2.9 2.5 28 21 11 51 47 36 36 44 57 4.9 19 4.4 3.8

スペイン 46,348 8,135 2,065 0.6 0.0 9 8 9 20 10 9 72 77 83 1.4 80 1.0 0.4

スリランカ 20,798 6,020 1,602 0.7 0.2 8 6 7 31 21 15 64 70 75 2.0 18 0.8 1.4

パレスチナ 4,791 2,231 712 3.2 2.4 13 5 3 50 46 32 56 68 73 4.0 75 3.5 2.6

ス－ダン 39,579 18,971 5,940 2.6 2.3 15 12 7 47 42 33 52 56 64 4.5 34 3.4 3.1

スリナム 558 179 50 1.2 0.7 9 7 7 37 28 18 63 67 71 2.4 66 1.2 0.7

スワジランド 1,343 592 180 1.7 1.5 18 9 10 49 43 29 48 60 58 3.1 21 1.3 1.6

スウェ－デン 9,838 2,006 584 0.5 0.6 10 11 9 14 14 12 74 78 82 1.9 86 0.6 0.8

スイス 8,402 1,499 434 0.9 0.7 9 9 8 16 12 10 73 78 83 1.5 74 0.9 1.1

シリア 18,430 8,231 2,100 1.5 2.6 11 5 6 46 36 21 59 71 70 2.9 58 3.0 2.6

タジキスタン 8,735 3,581 1,183 1.9 1.8 12 10 5 42 41 29 60 63 71 3.4 27 1.3 2.7

タイ 68,864 14,961 3,768 0.8 0.1 10 6 8 38 19 10 59 70 75 1.5 52 2.8 1.5
マケドニア旧ユ－ゴスラビ
ア共和国 2,081 425 118 0.2 0.0 7 8 10 25 18 11 66 71 76 1.5 57 0.1 0.3

東ティモ－ル 1,269 650 206 2.0 2.1 23 16 6 43 43 35 40 48 69 5.5 33 3.6 3.4

ト－ゴ 7,606 3,668 1,176 2.7 2.3 19 12 9 48 42 34 47 56 60 4.5 40 3.9 3.4

トケラウ 1 0 0 -0.9 0.8 – – – – – – – – – – 0 0 0

トンガ 107 46 13 0.5 0.9 7 6 6 36 31 24 65 70 73 3.6 24 0.6 1.5

トリニダ－ド・トバゴ 1,365 335 95 0.4 0.0 7 8 10 27 21 14 65 68 71 1.8 8 0.3 -0.4

チュニジア 11,403 3,205 1,052 1.3 0.8 16 6 6 41 26 18 51 69 76 2.2 67 1.8 1.1

トルコ 79,512 24,162 6,775 1.5 0.8 15 8 6 40 26 16 52 64 76 2.1 74 2.2 1.3

トルクメニスタン 5,663 2,021 709 1.7 1.3 12 9 7 38 35 25 58 63 68 2.9 50 1.9 1.7

タークス・カイコス諸島 35 10 3 4.3 1.2 – – – – – – – – – – 93 5.1 1.3

ツバル 11 4 1 0.8 1.0 – – – – – – – – – – 61 1.9 1.5

ウガンダ 41,488 22,807 7,699 3.3 3.1 17 18 9 49 50 42 49 46 60 5.6 16 4.8 5.1

ウクライナ 44,439 7,948 2,334 -0.6 -0.5 9 13 15 15 13 11 71 70 72 1.5 70 -0.4 -0.4

アラブ首長国連邦 9,270 1,498 464 6.2 1.3 7 3 2 37 26 10 62 72 77 1.7 86 6.8 1.9

英国 65,789 13,785 4,000 0.5 0.5 12 11 9 15 14 12 72 76 82 1.9 83 0.7 0.7

タンザニア 55,572 28,698 9,655 3.0 2.9 18 15 7 48 44 38 47 50 66 5.0 32 4.9 4.6

米国 322,180 73,928 19,607 0.9 0.7 10 9 8 16 16 13 71 75 79 1.9 82 1.3 0.9

ウルグアイ 3,444 884 240 0.4 0.3 10 10 9 21 18 14 69 73 77 2.0 95 0.7 0.4
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国・地域

人口（1,000人）
人口の年間増加率                    

（%） 粗死亡率 粗出生率 平均余命（年）

合計特
殊出生
率

都市人口
の割合
（%）

都市人口の年間平均
増加率（%）2016

全体 18歳未満 5歳未満 1990-2016 2016-2030α 1970 1990 2016 1970 1990 2016 1970 1990 2016 2016 2016 1990-2016 2016-2030α

ウズベキスタン 31,447 10,386 3,184 1.7 1.1 10 8 6 37 35 21 62 66 71 2.3 36 1.1 1.7

バヌアツ 270 114 34 2.4 1.9 14 8 5 42 36 26 52 63 72 3.3 26 3.7 3.0

ベネズエラ 31,568 10,493 2,974 1.8 1.1 7 5 6 37 29 19 65 70 75 2.3 89 2.0 1.2

ベトナム 94,569 25,780 7,761 1.3 0.8 12 6 6 36 29 17 60 71 76 2.0 34 3.2 2.2

イエメン 27,584 12,957 4,075 3.2 2.1 25 11 6 53 52 32 41 58 65 4.0 35 5.1 3.4

ザンビア 16,591 8,647 2,820 2.8 2.9 17 18 8 50 45 38 49 45 62 5.0 41 2.9 4.3

ジンバブエ 16,150 7,726 2,539 1.8 2.1 13 10 8 47 37 33 55 58 61 3.8 32 1.9 2.3

地域別要約
東アジアと太平洋諸国 2,291,492 545,358 156,758 0.9 0.4 11 7 7 35 22 14 60 69 75 1.8 57 3.0 1.5

ヨーロッパと中央アジア 908,161 191,748 55,778 0.3 0.2 10 11 10 18 15 12 69 72 77 1.8 71 0.5 0.4

　東ヨーロッパと中央アジア 416,914 100,514 31,087 0.2 0.2 10 11 11 21 18 15 66 68 73 1.9 64 0.3 0.4

    西ヨーロッパ 491,247 91,234 24,691 0.3 0.1 11 10 10 16 12 10 71 75 81 1.6 76 0.6 0.4

ラテンアメリカとカリブ海諸国 633,773 193,378 53,227 1.4 0.8 10 7 6 37 27 17 60 68 76 2.1 80 1.9 1.1

中東と北アフリカ 435,225 152,698 49,143 2.1 1.5 15 7 5 44 34 23 53 66 74 2.8 63 2.6 1.8

北アメリカ 358,469 80,927 21,535 0.9 0.7 9 9 8 16 16 12 71 75 80 1.8 83 1.3 0.9

南アジア 1,765,989 619,518 169,895 1.7 1.0 17 11 7 40 33 20 48 58 69 2.5 33 2.7 2.3

サハラ以南のアフリカ 1,034,153 511,533 167,977 2.7 2.5 21 16 9 47 44 36 45 50 60 4.8 37 4.0 3.6

   東部・南部アフリカ 542,206 261,901 83,757 2.6 2.4 19 16 8 47 43 34 47 51 63 4.4 31 3.7 3.5

   西部・中部アフリカ 491,947 249,631 84,220 2.8 2.6 23 17 11 47 45 39 42 49 57 5.4 45 4.2 3.7

後発開発途上国 979,388 454,924 142,971 2.5 2.2 21 15 8 47 42 32 44 52 64 4.1 31 4.0 3.6

世界 7,427,263 2,295,160 674,314 1.3 1.0 13 9 8 33 26 19 59 65 72 2.4 54 2.2 1.6

国・地域の分類リスト一覧については、150ページを参照。あるいは<data.unicef.org/regionalclassifications＞を参照。

これまでに出版された一連の『世界子供白書』とのデータ比較は推奨できない。

指標の定義

粗死亡率－人口1,000人あたりの年間の死亡数。

粗出生率－人口1,000人あたりの年間の出生数。

平均余命－新生児が、その出生時の人口集団の標準的な死亡の危険のもとで生きられる年
数。

合計特殊出生率－女性が出産可能年齢の終わりまで生き、年齢ごとに当該年齢の通常の出
生率にしたがって子どもを産むとして、その女性が一生の間に産むことになる子どもの人数。

都市人口の割合－各国が最新の人口調査で用いた定義にしたがって定められた都市地域で
暮らす人口の割合。

データの主な出典

人口－国連人口局。増加率は、国連人口局のデータを基にユニセフが
算定した。

粗死亡率・粗出生率－国連人口局。

平均余命－国連人口局。

合計特殊出生率－国連人口局。

注

-  データなし。

α  中間出生率変化予測に基づく。
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表7　女性指標

国・地域

平均余命 
（対男性
比、％）

成人の
識字率
（対男性
比、％）

就学率
（対男性比、％）

初等学校に
入学した
児童が最終
学年まで
残る率 
（対男性
比、％）

先進的方
法の家族
計画への
需要（%）

出産前のケアが
行われている割合（%）

出産時ケアが
行われている割合（%）

出産（出生）後の健診
を受ける割合（%）+ 妊産婦死亡率†

初等教育 
総就学率

中等教育 
総就学率 最低1回 最低4回

専門技
能者が
付き添
う出産

保健施
設での
出産 帝王切開 新生児 母親 報告値 調整値

生涯に 
妊娠・出産
で死亡する
リスク 
（１/ｎ）

2016
2011–
2016* 2011–2016*

2011–
2016*

2011–
2016* 2011–2016*

2013-
2016*

2011-
2016*

2011-
2016* 2011–2016*

2011–
2016* 2015

アフガニスタン 104 39 69 56 – 42 59 18 51 48 3 9 40 1,300  396 52
アルバニア 105 98 97 94 101 13 x 97 x 67 x 99 x 97 x 19 x 1 x 83 x 6  29 1,900
アルジェリア 103 82 x 94 104 102 77 93 67 97 97 16 – – –  140 240
アンドラ – 100 – – 99 – – – – – – – – –  – –
アンゴラ 110 67 64 65 – 24 82 61 50 46 4 21 23 –  477 32
アンギラ – – – – – – – – – – – – – –  – –
アンティグア・バ－ブ－ダ 107 101 x 94 102 – – 100 x 100 100 – – – – 0 x – –
アルゼンチン 110 100 100 107 100 – 98 90 100 99 29 – – 39  52 790
アルメニア 109 100 100 101 99 40 100 96 100 99 18 98 97 17  25 2,300
オ－ストラリア 105 – 100 95 – – 98 x 92 x – 99 31 x – – –  6 8,700
オ－ストリア 106 – 99 95 101 – – – 99 99 24 x – – –  4 18,200
アゼルバイジャン 109 100 98 – 95 22 x 92 66 100 93 20 3 x 83 14  25 1,600
バハマ 108 – – – – – 98 x 85 98 – – – – 37  80 660
バ－レ－ン 103 95 x 101 100 97 – 100 x 100 100 98 x – – – 17 x 15 3,000
バングラデシュ 105 92 108 113 – 73 64 31 42 37 23 32 36 180  176 240
バルバドス 107 – 101 103 – 70 93 88 99 100 21 98 97 52  27 2,100
ベラル－シ 116 100 x 100 99 100 74 100 100 100 100 25 100 100 0  4 13,800
ベルギ－ 106 – 100 114 102 – – – – – 18 x – – –  7 8,000
ベリ－ズ 108 – 95 102 98 66 97 93 97 96 34 96 96 45  28 1,300
ベナン 105 49 92 70 95 25 83 59 77 87 5 80 78 350  405 51
ブ－タン 101 73 107 107 101 85 x 98 85 86 x 74 12 x 30 x 41 x 86  148 310
ボリビア 108 92 97 98 101 43 x 90 75 85 x 71 27 76 x 77 x 310 x 206 160
ボスニア・ヘルツェゴビナ 107 96 – – 101 22 87 84 100 100 14 – – 0  11 6,800
ボツワナ 109 102 x 97 – 103 82 x 94 x 73 x 99 x 100 – – – 130  129 270
ブラジル 110 101 97 105 – 90 97 91 99 99 56 – – 55  44 1,200
英領ヴァージン諸島 – – – – – – – – – – – – – –  – –
ブルネイ 104 97 100 100 97 – 99 x 93 100 100 x – – – –  23 2,300
ブルガリア 110 99 99 97 100 – – – 100 94 36 – – 6  11 6,200
ブルキナファソ 102 59 96 92 114 44 93 47 80 82 4 33 74 330  371 48
ブルンジ 107 78 101 91 118 33 99 49 85 84 4 x 8 x 49 500 x 712 23
カボヴェルデ 106 89 95 112 101 73 x 98 x 72 x 92 76 x 11 x – – 10  42 900
カンボジア 106 80 x 99 – 134 56 95 76 89 83 6 79 90 170  161 210
カメル－ン 104 83 x 90 86 104 40 83 59 65 61 2 69 65 780  596 35
カナダ 105 – 101 100 – – 100 x 99 x 100 x 98 26 x – – 11  7 8,800
中央アフリカ共和国 107 48 x 74 51 96 29 68 x 38 x 40 x 53 x 5 x – – 540 x 882 27
チャド 105 45 77 46 85 18 55 31 20 22 1 5 16 860  856 18
チリ 107 100 97 101 101 – – – 100 100 50 – – 14  22 2,600
中国 104 95 x 100 103 – 97 x 97 69 100 100 41 – – 20  27 2,400
コロンビア 110 100 97 107 106 84 x 97 90 99 99 46 7 x 1 54  64 800
コモロ 105 75 93 107 121 28 92 49 82 x 76 10 14 49 170  335 66
コンゴ 105 84 107 87 – 39 93 79 94 92 5 86 80 440  442 45
クック諸島 – – 94 108 94 – 100 x – 100 x 100 x – – – 0  – –
コスタリカ 106 100 99 104 101 89 98 90 99 99 22 – – 28  25 2,100
コ－トジボワ－ル 106 73 89 72 95 31 91 44 59 x 57 3 34 70 610  645 32
クロアチア 109 99 100 105 99 – – 92 100 – 21 – – 3  8 7,900
キュ－バ 105 100 95 105 100 88 99 98 99 100 40 98 99 42  39 1,800
キプロス 106 99 100 99 99 – 99 x – – 97 – – – –  7 9,400
チェコ 108 – 100 101 100 86 x – – 100 x 100 20 x – – 1  4 14,800
朝鮮民主主義人民共和国 110 – – 101 – 90 100 x 94 x 100 x 95 x 13 x – – 77 x 82 660
コンゴ民主共和国 105 75 91 62 99 16 88 48 80 80 5 8 44 850  693 24
デンマ－ク 105 – 98 104 100 – – – – – 21 x – – –  6 9,500
ジブチ 105 – 91 82 88 – 88 23 87 x 87 11 – – 380  229 140
ドミニカ – – 98 99 95 – 100 x – 100 – – – – 110  – –
ドミニカ共和国 109 101 91 110 105 84 98 93 98 98 58 95 95 110  92 400
エクアドル 107 98 106 104 102 81 84 x 58 x 96 93 46 – – 46  64 580
エジプト 106 81 100 99 – 80 90 83 92 87 52 14 82 49  33 810
エルサルバドル 113 96 96 101 105 82 96 90 98 98 32 97 94 42  54 890
赤道ギニア 105 86 x 98 – 100 21 91 67 68 x 67 7 – – 310  342 61
エリトリア 107 73 x 86 85 103 20 x 89 x 57 x 34 x 34 x 3 x – 5 x 490 x 501 43
エストニア 113 100 100 99 101 – – 97 100 x 99 – – – 7  9 6,300
エチオピア 106 59 x 91 96 105 59 62 32 28 26 2 0 17 410  353 64
フィジ－ 109 – 99 111 98 – 100 x 94 100 99 – – – 59  30 1,200
フィンランド 107 – 100 109 100 – 100 x – – 100 16 x – – –  3 21,700
フランス 108 – 99 101 – 96 x 100 x 99 x – 98 21 x – – –  8 6,100
ガボン 105 94 97 – – 34 95 78 89 x 90 10 25 60 320  291 85
ガンビア 104 65 105 – 106 24 86 78 57 63 2 6 76 430  706 24
ジョ－ジア 112 100 102 100 100 53 x 98 x 88 100 100 41 – – 32  36 1,500
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国・地域

平均余命 
（対男性
比、％）

成人の
識字率
（対男性
比、％）

就学率
（対男性比、％）

初等学校に
入学した
児童が最終
学年まで
残る率 
（対男性
比、％）

先進的方
法の家族
計画への
需要（%）

出産前のケアが
行われている割合（%）

出産時ケアが
行われている割合（%）

出産（出生）後の健診
を受ける割合（%）+ 妊産婦死亡率†

初等教育 
総就学率

中等教育 
総就学率 最低1回 最低4回

専門技
能者が
付き添
う出産

保健施
設での
出産 帝王切開 新生児 母親 報告値 調整値

生涯に 
妊娠・出産
で死亡する
リスク 
（１/ｎ）

2016
2011–
2016* 2011–2016*

2011–
2016*

2011–
2016* 2011–2016*

2013-
2016*

2011-
2016*

2011-
2016* 2011–2016*

2011–
2016* 2015

ドイツ 106 – 99 94 100 – 100 x 99 – 99 29 x – – –  6 11,700
ガ－ナ 103 83 x 102 97 97 41 91 87 71 73 13 23 81 450 x 319 74
ギリシャ 107 98 99 94 100 – – – – – – – – –  3 23,700
グレナダ 107 – 96 100 – – 100 x – 99 – – – – 23  27 1,500
グアテマラ 109 88 96 93 99 66 91 86 66 65 26 8 78 140  88 330
ギニア 102 50 85 66 97 16 85 57 45 x 40 2 25 37 720  679 29
ギニアビサウ 106 50 – – – 38 92 65 45 44 4 55 48 900  549 38
ガイアナ 107 99 97 99 105 53 91 87 86 93 17 95 93 86 x 229 170
ハイチ 107 84 x – – – 45 90 67 49 36 6 19 32 380  359 90
バチカン – – – – – – – – – – – – – –  – –
ホンジュラス 107 100 99 119 110 76 97 89 83 x 83 19 81 85 73 x 129 300
ハンガリ－ 110 – 99 100 100 – – – 99 x – 31 x – – 15  17 4,400
アイスランド 104 – 99 104 102 – – – – – 17 x – – –  3 14,600
インド 105 75 112 101 99 72 74 x 51 81 79 17 24 62 170  174 220
インドネシア 106 96 97 100 – 79 95 84 93 80 12 48 80 360  126 320
イラン 103 89 105 99 99 69 97 x 94 x 96 x 95 x 46 x – – 25 x 25 2,000
イラク 107 72 – – – 59 78 50 91 x 77 22 – – 35  50 420
アイルランド 105 – 101 103 – – 100 x – 100 x 100 25 x – – –  8 6,100
イスラエル 104 – 101 101 98 – – – – – – – – –  5 6,200
イタリア 106 99 99 98 100 – 99 x 68 x – 100 40 x – – –  4 19,700
ジャマイカ 107 116 x – 107 103 83 x 98 86 99 x 99 21 – – 80  89 520
日本 108 – 100 100 100 – – – – 100 – – – –  5 13,400
ヨルダン 105 99 101 106 – 58 99 95 100 x 99 28 75 82 19 x 58 490
カザフスタン 115 100 x 102 103 101 80 99 95 99 99 15 99 98 13  12 3,000
ケニア 108 88 99 – – 75 94 58 62 61 9 36 53 360  510 42
キリバス 110 – 103 – – 36 x 88 x 71 x 98 x 66 x 10 x – – 33  90 300
クウェ－ト 103 98 101 116 101 – 100 x – 99 x 99 – – – 2  4 10,300
キルギス 112 99 x 99 102 100 62 98 95 98 98 7 99 98 36  76 390
ラオス 105 74 96 93 104 61 54 37 40 x 38 4 41 40 210  197 150
ラトビア 114 100 99 99 100 – 92 x – 100 x 98 – – – 24  18 3,500
レバノン 105 93 x 91 99 108 – 96 x – 98 x 100 x – – – –  15 3,700
レソト 109 125 97 136 129 76 95 74 78 77 10 18 62 1,000  487 61
リベリア 103 44 x 90 78 – 37 96 78 61 56 4 35 71 1,100  725 28
リビア 108 – – – – 30 x 93 x – – 100 – – – –  9 4,200
リヒテンシュタイン – – 98 78 – – – – – – – – – –  – –
リトアニア 115 100 100 96 100 – 100 x – 100 x – – – – 7  10 6,300
ルクセンブルク 106 – 100 102 103 – – 97 100 x 100 x 29 x – – –  10 6,500
マダガスカル 105 91 100 98 105 50 x 82 51 44 38 2 13 x 46 x 480  353 60
マラウイ 109 79 102 90 102 75 95 51 90 91 6 60 42 440  634 29
マレ－シア 106 95 x 100 108 101 – 97 – 99 99 – – – 24  40 1,200
モルディブ 103 100 – – 106 43 x 99 x 85 x 96 x 95 x 32 x 1 x 70 x 110  68 600
マリ 102 49 91 81 94 48 48 38 44 65 2 63 58 460 x 587 27
マルタ 104 103 102 107 104 – 100 x – – 100 – – – –  9 8,300
マ－シャル諸島 – 100 100 110 – 81 x 81 x 77 x 90 x 85 x 9 x – – 110  – –
モ－リタニア 105 62 x 105 93 98 30 85 63 64 69 5 58 57 630  602 36
モ－リシャス 110 96 102 105 99 41 – – 100 98 x – – – 22 x 53 1,300
メキシコ 107 98 100 107 102 81 99 94 98 97 41 95 95 35  38 1,100
ミクロネシア連邦 103 – 100 – – – 80 x – 100 x 87 x 11 x – – 160  100 310
モナコ – – – – – – – – – – – – – –  – –
モンゴル 113 100 x 98 102 – 68 99 90 98 98 23 99 95 26  44 800
モンテネグロ 106 98 98 100 102 34 92 87 99 99 20 99 95 0 x 7 8,300
モントセラト – – – – – – – – – – – – – –  – –
モロッコ 103 74 95 85 96 75 77 55 74 x 73 16 – 1 x 110 x 121 320
モザンビ－ク 108 54 x 92 92 94 28 91 51 54 x 55 4 – 5 x 410  489 40
ミャンマ－ 107 90 97 103 – 75 81 59 60 37 17 36 71 230  178 260
ナミビア 109 99 97 – 104 75 97 63 88 87 14 20 69 390  265 100
ナウル – – 92 102 – 43 x 95 x 40 x 97 x 99 x 8 x – – 0  – –
ネパ－ル 105 68 108 107 104 56 84 69 58 57 9 58 57 280 x 258 150
オランダ 105 – 99 101 – – – – – – 14 x – – –  7 8,700
ニュ－ジ－ランド 104 – 100 106 – – – – – 97 23 x – – –  11 4,500
ニカラグア 108 100 x – – – 90 95 88 88 x 71 30 – 3 x 51  150 270
ニジェ－ル 103 38 86 71 104 35 83 38 40 59 1 13 37 520  553 23
ナイジェリア 103 68 x 98 93 – 33 61 51 35 36 2 14 40 550  814 22
ニウエ – – 82 110 – – 100 x – 100 x – – – – 0  – –
ノルウェ－ 105 – 100 97 100 – – – – 99 16 x – – –  5 11,500
オマ－ン 106 89 103 107 101 19 x 99 94 99 99 19 98 95 18  17 1,900
パキスタン 103 64 85 79 99 47 73 37 55 48 14 43 60 280 x 178 140
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国・地域

平均余命 
（対男性
比、％）

成人の
識字率
（対男性
比、％）

就学率
（対男性比、％）

初等学校に
入学した
児童が最終
学年まで
残る率 
（対男性
比、％）

先進的方
法の家族
計画への
需要（%）

出産前のケアが
行われている割合（%）

出産時ケアが
行われている割合（%）

出産（出生）後の健診
を受ける割合（%）+ 妊産婦死亡率†

初等教育 
総就学率

中等教育 
総就学率 最低1回 最低4回

専門技
能者が
付き添
う出産

保健施
設での
出産 帝王切開 新生児 母親 報告値 調整値

生涯に 
妊娠・出産
で死亡する
リスク 
（１/ｎ）

2016
2011–
2016* 2011–2016*

2011–
2016*

2011–
2016* 2011–2016*

2013-
2016*

2011-
2016*

2011-
2016* 2011–2016*

2011–
2016* 2015

パラオ – 100 111 99 – – 90 x 81 x 100 100 x – – – 0 x – –
パナマ 108 99 x 97 107 102 76 93 88 94 91 28 93 92 81  94 420
パプアニュ－ギニア 108 80 x 91 76 – 41 x 79 x 55 x 53 x 43 – – – 730 x 215 120
パラグアイ 106 98 97 107 104 84 x 96 x 83 96 x 97 49 – – 82  132 270
ペル－ 107 94 100 100 103 63 97 96 92 91 32 96 93 93 x 68 570
フィリピン 110 101 100 110 – 52 95 84 73 61 9 53 72 220  114 280
ポ－ランド 111 – 100 96 100 – – – 100 x 100 21 x – – 2  3 22,100
ポルトガル 108 96 96 97 – – 100 x – 100 x 99 31 x – – –  10 8,200
カタ－ル 103 100 101 126 97 69 91 85 100 99 20 – – 11  13 3,500
韓国 108 – 99 99 100 – – 97 – 100 32 x – – –  11 7,200
モルドバ 113 100 99 101 100 60 99 95 100 99 16 – 87 x 30  23 3,200
ル－マニア 110 99 98 99 100 47 x 76 76 x 95 95 34 – – 14  31 2,300
ロシア連邦 117 100 x 101 98 101 72 – – 100 x 99 13 – – 11  25 2,300
ルワンダ 107 89 101 109 118 66 99 44 91 91 13 19 43 210  290 85
セントクリストファ－・ネ－
ヴィス – – 102 105 98 – 100 x – 100 – – – – 310  – –

セントルシア 107 – – 99 100 72 97 90 99 x 100 19 100 90 34  48 1,100
セントビンセント・グレナ
ディ－ン 106 – 98 97 – – 100 x 100 x 99 – – – – 45  45 1,100

サモア 109 100 100 111 97 39 93 73 83 82 5 – 63 29 x 51 500
サンマリノ – – 99 103 103 – – – – – – – – –  – –
サントメ・プリンシペ 107 90 94 113 – 50 98 84 93 91 6 91 87 160 x 156 140
サウジアラビア 104 95 103 76 – – 97 x – 98 – – – – 14  12 3,100
セネガル 106 64 112 98 108 44 95 47 53 75 5 50 74 430  315 61
セルビア 108 99 100 101 97 25 98 94 98 98 29 – – 12  17 3,900
セ－シェル 113 101 x 103 107 – – – – 99 x – – – – 57 x – –
シエラレオネ 102 60 101 86 101 38 97 76 60 54 3 39 73 1,200  1,360 17
シンガポ－ル 105 97 – – – – – – – 100 – – – –  10 8,200
スロバキア 110 – 99 101 101 – 97 x – 99 x – 24 x – – 0  6 12,100
スロベニア 107 – 100 100 100 – 100 x – 100 x 100 – – – 0  9 7,000
ソロモン諸島 104 – 99 94 114 60 x 89 69 86 85 6 16 69 150 x 114 220
ソマリア 106 – – – – – 26 x 6 x 9 x 9 x – – – 1,000 x 732 22
南アフリカ 112 98 95 127 – 81 x 94 76 97 96 26 – 84 580  138 300
南ス－ダン 104 55 x 71 54 – 6 x 62 17 x 19 x 12 x 1 x – – 2,100 x 789 26
スペイン 107 99 101 100 100 – – – – – 26 x – – –  5 14,700
スリランカ 109 97 x 98 105 100 69 x 99 x 93 x 99 x 100 32 – – 32  30 1,600
パレスチナ 105 97 100 110 105 65 99 96 100 99 20 94 91 –  45 490
ス－ダン 105 – 90 95 99 30 79 51 78 28 9 28 27 220 x 311 72
スリナム 109 96 98 127 115 73 x 91 x 67 x 90 x 92 x 19 x – – 130  155 270
スワジランド 112 98 x 92 99 107 81 99 76 88 88 12 90 88 590 x 389 76
スウェ－デン 104 – 104 114 100 – 100 x – – – – – – –  4 12,900
スイス 105 – 100 97 – – – – – – 30 x – – –  5 12,400
シリア 120 84 x 97 100 101 53 x 88 x 64 x 96 x 78 x 26 x – – 65 x 68 440
タジキスタン 109 100 x 99 90 101 51 79 53 98 77 4 54 81 29  32 790
タイ 111 96 94 94 – 89 98 91 99 99 33 – – 12 x 20 3,600
マケドニア旧ユ－ゴスラビ
ア共和国 105 96 x 99 97 99 22 99 94 100 100 25 – – 4  8 8,500

東ティモ－ル 105 83 x 99 107 103 38 x 84 x 55 x 29 x 21 x 2 x 2 x 24 x 570 x 215 82
ト－ゴ 103 66 95 – 96 32 73 57 45 73 7 35 71 400  368 58
トケラウ – – – 93 – – – – – – – – – –  – –
トンガ 109 100 99 109 – 48 99 70 96 x 98 17 – – 36 x 124 230
トリニダ－ド・トバゴ 110 – – – – 55 x 96 x 100 100 97 x – – – 84  63 860
チュニジア 106 84 97 105 103 73 98 85 74 x 99 27 98 92 –  62 710
トルコ 109 94 99 97 99 60 97 89 97 97 48 72 88 29 x 16 3,000
トルクメニスタン 111 – 98 96 – 76 100 96 100 100 6 100 100 7 x 42 940
タークス・カイコス諸島 – – – – – – – – – – – – – –  – –
ツバル – – 101 128 – 41 x 97 x 67 x 93 x 93 x 7 x – – 0 x – –
ウガンダ 108 78 102 91 103 48 97 60 57 x 73 5 11 54 340  343 47
ウクライナ 115 100 102 98 100 68 99 87 99 x 99 12 99 96 14  24 2,600
アラブ首長国連邦 103 102 x 99 – 103 – 100 x – 100 x 100 – – – 0 x 6 7,900
英国 105 – 100 104 – – – – – – 26 x – – –  9 5,800
タンザニア 106 88 103 91 115 53 91 51 64 63 6 42 34 560  398 45
米国 106 – 100 102 – 83 x – 97 99 – 31 x – – 28  14 3,800
ウルグアイ 110 101 98 111 101 – 97 77 100 100 30 – – 17  15 3,300
ウズベキスタン 108 100 96 98 101 – 99 – 100 100 14 – – 19  36 1,000
バヌアツ 106 – 98 106 – 51 76 52 89 89 12 – – 86 x 78 360
ベネズエラ 112 100 97 108 100 – 98 84 100 99 52 – – 69  95 420
ベトナム 113 95 x 99 – 104 70 96 74 94 94 28 89 90 67  54 870
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国・地域

平均余命 
（対男性
比、％）

成人の
識字率
（対男性
比、％）

就学率
（対男性比、％）

初等学校に
入学した
児童が最終
学年まで
残る率 
（対男性
比、％）

先進的方
法の家族
計画への
需要（%）

出産前のケアが
行われている割合（%）

出産時ケアが
行われている割合（%）

出産（出生）後の健診
を受ける割合（%）+ 妊産婦死亡率†

初等教育 
総就学率

中等教育 
総就学率 最低1回 最低4回

専門技
能者が
付き添
う出産

保健施
設での
出産 帝王切開 新生児 母親 報告値 調整値

生涯に 
妊娠・出産
で死亡する
リスク 
（１/ｎ）

2016
2011–
2016* 2011–2016*

2011–
2016*

2011–
2016* 2011–2016*

2013-
2016*

2011-
2016*

2011-
2016* 2011–2016*

2011–
2016* 2015

イエメン 105 – 84 69 93 47 60 25 45 30 5 11 20 150  385 60
ザンビア 108 88 x 101 – 94 64 96 56 63 67 4 16 63 400  224 79
ジンバブエ 106 99 98 98 104 85 93 76 78 77 6 73 57 650  443 52

地域別要約
東アジアと太平洋諸国 106 – 99 102 – 89 96 74 95 90 31 56 ** 79 ** – 59 930
ヨーロッパと中央アジア 109 – 100 99 100 75 – – – 98 22 – – – 16 3,400
　東ヨーロッパと中央アジア 113 98 100 98 100 68 96 87 99 97 22 – – – 25 2,000
　西ヨーロッパ 107 – 100 100 100 82 – – – 99 – – – – 7 9,600
ラテンアメリカとカリブ海諸国 109 99 98 105 102 83 97 90 96 94 43 – – – 68 670
中東と北アフリカ 105 84 98 95 99 71 84 66 86 80 30 – – – 81 400
北アメリカ 106 – 100 102 – 86 – 97 99 – – – – – 13 4,100
南アジア 104 75 107 99 99 71 69 ‡ 46 73 70 17 28 59 – 182 200
サハラ以南のアフリカ 106 78 95 87 102 50 80 52 56 56 5 24 46 – 546 36
　東部・南部アフリカ 107 88 94 94 105 61 85 52 60 57 7 24 40 – 409 52
　西部・中部アフリカ 104 – 95 81 99 35 75 52 52 56 3 24 50 – 679 27
後発開発途上国 105 77 94 89 103 58 79 46 56 54 7 25 42 – 436 52
世界 106 85 100 98 100 78 86 ‡ 62 78 75 20 34 ** 59 ** – 216 180

国・地域の分類リスト一覧については、150ページを参照。あるいは<data.unicef.org/regionalclassifications＞を参照。

これまでに出版された一連の『世界子供白書』とのデータ比較は推奨できない。

指標の定義

平均余命－新生児が、その出生時の人
口集団の標準的な死亡の危険のもとで
生きられる年数。

成人の識字率－15歳以上の人口のうち、
読み書きができ日常生活についての簡
単な短文を理解できる人の割合。

初等教育総就学率－年齢に関わらず初
等学校に就学する子どもの人数が、公
式の初等学校就学年齢に相当する子ど
もの総人口に占める割合。

中等教育総就学率－年齢に関わらず中
等学校に就学する子どもの人数が、公
式の中等教育就学年齢に相当する子ど
もの総人口に占める割合。

初等学校に入学した児童が最終学年ま
で残る率－初等学校の第1学年に入学
した子どものうち、最終学年に達した
者の割合。（管理データ）。

先進的方法の家族計画への需要－生殖
可能年齢（15～49歳）の女性で家族
計画へのニーズを先進的方法で満たし
た者の割合。

出産前のケアが行われている割合－15
～49歳の女性で、妊娠中に少なくとも
1回、専門技能を有する保健従事者（医
師、看護師または助産師）によるケア
を受けた女性と、いずれかのサービス
提供者から少なくとも4回ケアを受け
た女性の割合。

専門技能者が付き添う出産－専門技能
を有する保健従事者（医師、看護師ま
たは助産師）が付き添う出産の割合。

保健施設での出産－調査前2年間に、
保健施設で出産をした15～49歳の女
性の割合。

帝王切開－帝王切開による出産率（注：
緊急時の出産ケアの中で、帝王切開の
割合として適切な範囲と考えられるの
は5～15%内である）。

新生児健診－過去2年間のうち、直近
に生まれた新生児が出生後2日以内に
健診を受けた割合。注：複数指標クラ
スター調査（MICS）では、出産した施
設にいる間の健診、出産直後の家庭内
での健診、あるいは出産後に健診を受
けに行くことを健診と定義して調査し
ている。

出産後の母親の検診－15～49歳の女
性が過去2年間のうち、直近の出産に
おいて、出産後2日以内に健診を受け
た割合。注：複数指標クラスター調査

（MICS）では、出産した施設にいる間
の健診、出産直後の家庭内での健診、
あるいは出産後に健診を受けに行くこ
とを健診と定義して調査している。

妊産婦死亡率－出生10万人あたり、妊
娠関連の原因で死亡する女性の年間人
数。「報告値」は各国から報告された数
字で、報告漏れおよび分類の誤りを考
慮して調整されていないもの。「調整値」
については注（†）を参照。妊産婦死
亡率の数値は、以下のような方法で四
捨五入されている。
報 告 値：100未 満、 四 捨 五 入 な し。
100～999は10の位未満が四捨五入さ
れる。1,000以上は、100の位未満が
四捨五入される。
調整値：1,000未満は1の位未満が四
捨五入され、1,000以上は10の位未満
が四捨五入される。

生涯に妊娠・出産で死亡するリスク－
同指標は、1人の女性が生殖可能期間
内に妊娠する確率、およびその妊娠・
出産の結果として死亡する確率の双方
を考慮に入れたもの。（訳注：同指標ｎ
が100の場合、女性が生殖可能期間内
の妊娠・出産によって死亡する確率は
100人（ｎ人）に1人ということになる。）
同指標は、以下のような方法で四捨五
入されている。1,000未満は1の位未
満が四捨五入され、1,000以上は10の
位未満が四捨五入される。

データの主な出典

平均余命－国連人口局。

成人の識字率－ユネスコ統計研究所
（UIS）。

初等・中等教育就学率－ユネスコ統
計研究所（UIS）。

初等学校に入学した児童が最終学年
まで残る割合－ユネスコ統計研究所

（UIS）。

先進的方法の家族計画への需要－人
口保健調査（DHS）、複数指標クラス
ター調査（MICS）、リプロダクティブ・
ヘルス関連の調査、その他の国別調査、
国家保健情報システム（HIS）。

出産前のケアが行われている割合－
DHS、MICS、その他の国別代表資料。

専門技能者が付き添う出産－DHS、
MICS、その他の国別代表資料よる
UNICEF/WHO SBA共同データベー
ス（2017年11月改訂）。

保健施設での出産－DHS、MICS、そ
の他の国別代表資料。

帝王切開－DHS、MICS、その他の国
別代表資料。

新生児健診、出産後の母親の健診－
DHS、 MICS。

妊産婦死亡率（報告値）－世帯調査
と人口動態統計を含む国別代表資料。

妊産婦死亡率（調整値）－国連妊産
婦死亡率推定に関する機関間グルー
プ（WHO、ユニセフ、国連人口基金

（UNFPA）、世界銀行、国連人口局）。

生涯に妊娠・出産で死亡するリスク
－国連妊産婦死亡率推定に関する機
関間グループ（WHO、ユニセフ、国
連 人 口 基 金（UNFPA）、 世 界 銀 行、
国連人口局）。

注

-  データなし。

x  データが各列の見出しで指定され
ている年次もしくは期間以外のも
の。このようなデータは地域別・
世界全体の平均値の算出には含ま
れていない。2000年以前の年次
のデータからの推計値は表示され
ていない。

+  この指標のデータ収集方法は調査
によって異なり、推計値の比較に
影響を及ぼす可能性がある。詳細
に関しては146ページの「データ
についての一般的留意事項」を参
照のこと。

†  「報告値」の欄に挙げられた妊産
婦死亡率のデータは、各国当局が
報告したもの。「調整値」と示し
たデータは、2015年国連機関間
妊産婦死亡推計値を参照したもの。
国連妊産婦死亡率推定に関する機
関間グループ（WHO、ユニセフ、
国連人口基金（UNFPA）、世界銀行、
国連人口局）は、定期的に、裏付
けのある報告漏れや誤分類を説明
する国際比較可能な妊産婦死亡の

データ一式を提示し、データのと
れない国の推計値も含め生成して
いる。ただし、推計値の計算方法
は進化するため、これらの値は以
前報告された妊産婦死亡率「調整
値」とは比較できないものである。
1990 年、1995 年、2000 年、
2005年、2015年における比較
可能な時系列の妊産婦死亡率の
データは、＜ http://data.unicef.
org/maternal-health/maternal-
mortality.html＞より入手すること
ができる。

*  データが、列の見出しで指定され
ている期間内に入手できた直近の
年次のものであることを示す。

**  中国を除く。

‡  インドを除く。
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表8　子どもの保護指標

国・地域

児童労働（%）+ 
2010–2016*

児童婚（%） 
2010–2016*

出生登録
（%）++ 

2010–2016*

女性器切除/カッティング
（FGM/C（%）+ 

2004-2016*

妻に対するドメス
ティックバイオレン
スの正当化（%） 

2010–2016*

子どもに対する
暴力的なしつけ（%）+ 

2010–2016*実施率 態度

全体 男 女
15歳まで
に結婚

18歳まで
に結婚 全体 女性 a 女子 b

慣行への
支持 c 男 女 全体 男 女

アフガニスタン 29 34 24 9 35 42   – –  – 72 y 80 y 74 y 75 y 74 y

アルバニア 5 y 6 y 4 y 0 x 10 x 99 x – –  – 36 x 30 x 77 x,y 81 x,y 73 x,y

アルジェリア 5 y 6 y 5 y 0 3 100   – –  – – 59 y 86 y 88 y 85 y

アンドラ –  –  –   – – 100 v – –  – – – – – –

アンゴラ 23 22 25 8 30 25 – –  – 20 25 – – –

アンギラ – – – – – – – – – – – – – –

アンティグア・バ－ブ－ダ –  –  –   – – –   – –  – – – – – –

アルゼンチン 4 y 5 y 4 y – – 100 y – –  – – 2 72 y 74 y 71 y

アルメニア 9 y 11 y 6 y 0 5 99   – –  – 23 10 69 71 67

オ－ストラリア –  –  –   – – 100 v – –  – – – – – –

オ－ストリア –  –  –   – – 100 v – –  – – – – – –

アゼルバイジャン 7 x,y 8 x,y 5 x,y 2 11 94 x – –  – – 28 77 x,y 80 x,y 74 x,y

バハマ –  –  –   – – –   – –  – – – – – –

バ－レ－ン 5 x,y 6 x,y 3 x,y – – –   – –  – – – – – –

バングラデシュ 4 y 5 y 4 y 22 59 20   – –  – – 28 y 82 83 82

バルバドス 2 y 3 y 1 y 1 11 99   – –  – – 3 75 y 78 y 72 y

ベラル－シ 1 y 1 y 2 y 0 3 100 y – –  – 4 4 65 y 67 y 62 y

ベルギ－ –  –  –   – – 100 v – –  – – – – – –

ベリ－ズ 3 y 5 y 1 y 3 26 96   – –  – 5 5 65 67 63

ベナン 53   54   51   7 26 85   9 0 3 17 36 91 92 90

ブ－タン 3 y 3 y 3 y 6 26 100   – –  – – 68 – – –

ボリビア 26 x,y 28 x,y 24 x,y 3 x 22 x 76 x,y – –  – – 16 x – – –

ボスニア・ヘルツェゴビナ 5 x,y 7 x,y 4 x,y 0 4 100 x – –  – 6 5 55 y 60 y 50 y

ボツワナ 9 x,y 11 x,y 7 x,y – – 83 y – –  – – – – – –

ブラジル 7 y 9 y 5 y 11 x 36 x 96 – –  – – – – – –

英領ヴァージン諸島 – – – – – – – – – – – – – –

ブルネイ –  –  –   – – –   – –  – – – – – –

ブルガリア –  –  –   – – 100 y – –  – – – – – –

ブルキナファソ 39 y 42 y 36 y 10 52 77   76 13 9 34 44 83 x,y 84 x,y 82 x,y

ブルンジ 26 y 26 y 27 y 3 20 75   – –  – 44 73 – – –

カボヴェルデ 6 y – – 3 x 18 x 91   – –  – 17 x,y 17 x,y – – –

カンボジア 19 y 20 y 19 y 2 19 73   – –  – 27 y 50 y – – –

カメル－ン 47 50   44   10 31 66   1 1 y 7 39 36 85 85 85

カナダ –  –  –   – – 100 v – –  – – – – – –

中央アフリカ共和国 29 y 27 y 30 y 29 68 61   24 1 11 75 80 92 y 92 y 92 y

チャド 52   51   52   30 67 12   38 10 29 51 74 71 72 71

チリ 7 y – – – – 99 y – –  – – – – – –

中国 –  –  –   – – –   – –  – – – – – –

コロンビア 8 y 10 y 5 y 5 23 99   – –  – – – – – –

コモロ 22 y 20 y 24 y 10 32 87 – –  – 17 39 – – –

コンゴ 23 –   –   6 33 96 – –  – 40 54 83 – –

クック諸島 –  –  –   – – –   – –  – – – – – –

コスタリカ 4 y 4 y 5 y 7 21 100 y – –  – – 4 46 y 52 y 39 y

コ－トジボワ－ル 26 y 25 y 28 y 10 33 65   38 10 14 42 48 91 x,y 91 x,y 91 x,y

クロアチア –  –  –   – – –   – –  – – – – – –

キュ－バ –  –  –   5 26 100 – –  – 7 y 4 y 36 37 35

キプロス –  –  –   – – 100 v – –  – – – – – –

チェコ –  –  –   – – 100 v – –  – – – – – –

朝鮮民主主義人民共和国 –  –  –   – – 100 x – –  – – – – – –

コンゴ民主共和国 38 36 41 10 37 25   – –  – 61 75 82 82 81

デンマ－ク –  –  –   – – 100 v – –  – – – – – –

ジブチ 8 x,y 8 x,y 8 x,y 2 x 5 x 92 x 93 49 y 37 – – 72 x,y 73 x,y 71 x,y

ドミニカ –  –  –   – – –   – –  – – – – – –

ドミニカ共和国 13 17   9   12 36 88   – –  – – 2 63 64 61

エクアドル 5 y 5 y 5 y 4 x 22 x 94 – –  – – – – – –

エジプト 7 8 6 2 17 99 87 14 y 54 – 36 y 93 93 93

エルサルバドル 9 y 13 y 5 y 6 26 99   – –  – – 8 52 55 50

赤道ギニア 28 x,y 28 x,y 28 x,y 9 30 54 – –  – 52 53 – – –

エリトリア –  –  –   13 41 –   83 33 12 45 51 – – –

エストニア –  –  –   – – 100 v – –  – – – – – –

エチオピア 27 y 31 y 24 y 14 40 3 65 16 18 28 63 – – –

フィジ－ –  –  –   – – –   – –  – – – 72 x,y – –

フィンランド –  –  –   – – 100 v – –  – – – – – –
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国・地域

児童労働（%）+ 
2010–2016*

児童婚（%） 
2010–2016*

出生登録
（%）++ 

2010–2016*

女性器切除/カッティング
（FGM/C（%）+ 

2004-2016*

妻に対するドメス
ティックバイオレン
スの正当化（%） 

2010–2016*

子どもに対する
暴力的なしつけ（%）+ 

2010–2016*実施率 態度

全体 男 女
15歳まで
に結婚

18歳まで
に結婚 全体 女性 a 女子 b

慣行への
支持 c 男 女 全体 男 女

フランス –  –  –   – – 100 v – –  – – – – – –

ガボン 13 y 15 y 12 y 6 22 90 – –  – 40 50 – – –

ガンビア 19 y 21 y 18 y 9 30 72   75 56 65 33 58 90 y 90 y 91 y

ジョ－ジア 4 y 6 y 2 y 1 14 100   – –  – – 7 x 67 x,y 70 x,y 63 x,y

ドイツ –  –  –   – – 100 v – –  – – – – – –

ガ－ナ 22 y 23 y 21 y 5 21 71   4 1 2 13 28 94 y 94 y 94 y

ギリシャ –  –  –   – – 100 v – –  – – – – – –

グレナダ –  –  –   – – –   – –  – – – – – –

グアテマラ 26 y 35 y 16 y 6 30 96 y – –  – 7 11 – – –

ギニア 28 y 29 y 27 y 21 52 58   97 46 76 66 92 – – –

ギニアビサウ 51   50   53   6 24 24   45 30 13 29 42 82 83 82

ガイアナ 18 20   17   4 30 89   – –  – 10 10 70 74 65

ハイチ 24 y 25 y 24 y 3 18 80   – –  – 15 17 85 y 85 y 84 y

バチカン –  –  –   – – – – –  – – – – – –

ホンジュラス 14 y 21 y 8 y 8 34 94   – –  – 10 12 – – –

ハンガリ－ –  –  –   – – 100 v – –  – – – – – –

アイスランド –  –  –   – – 100 v – –  – – – – – –

インド 12 x,y 12 x,y 12 x,y 18 x 47 x 72 – –  – 42 x 47 x – – –

インドネシア 7 x,y 8 x,y 6 x,y 1 14 73 y – 49 y – 18 y 35 – – –

イラン 11 y 13 y 10 y 3 17 99 y – –  – – – – – –

イラク 5 y 5 y 4 y 5 24 99   8 3 y 5 – 51 79 y 81 y 77 y

アイルランド –  –  –   – – 100 v – –  – – – – – –

イスラエル –  –  –   – – 100 v – –  – – – – – –

イタリア –  –  –   – – 100 v – –  – – – – – –

ジャマイカ 3 y 4 y 3 y 1 8 100   – –  – – 5 85 y 87 y 82 y

日本 –  –  –   – – 100 v – –  – – – – – –

ヨルダン 2 y 3 y 0 y 0 8 99   – –  – – 70 y 90 y 91 y 89 y

カザフスタン 2 x,y 2 x,y 2 x,y 0 7 100   – –  – – 14 53 55 50

ケニア 26 x,y 27 x,y 25 x,y 4 23 67   21 3 6 36 42 – – –

キリバス –  –  –   3 x 20 x 94 x – –  – 60 x 76 x 81 x,y – –

クウェ－ト –  –  –   – – –   – –  – – – – – –

キルギス 26 30 22 1 12 98   – –  – – 33 57 60 54

ラオス 10 y 9 y 11 y 9 35 75   – –  – 49 58 76 y 77 y 74 y

ラトビア –  –  –   – – 100 v – –  – – – – – –

レバノン 2 x,y 3 x,y 1 x,y 1 x 6 x 100 x – –  – – 10 x,y 82 x,y 82 x,y 82 x,y

レソト 23 x,y 25 x,y 21 x,y 1 17 43   – –  – 40 33 – – –

リベリア 21 x,y 21 x,y 21 x,y 9 36 25 y 50 –  39 24 43 90 x,y 90 x,y 90 x,y

リビア –  –  –   – – –   – –  – – – – – –

リヒテンシュタイン –  –  –   – – 100 v – –  – – – – – –

リトアニア –  –  –   – – 100 v – –  – – – – – –

ルクセンブルク –  –  –   – – 100 v – –  – – – – – –

マダガスカル 23 y 23 y 23 y 12 41 83   – –  – 46 y 45 – – –

マラウイ 39 42 37 9 42 67 – –  – 13 16 72 73 72

マレ－シア –  –  –   – – –   – –  – – – 71 y 74 y 67 y

モルディブ –  –  –   0 x 4 x 93 x – –  – 14 x,y 31 x,y – – –

マリ 56   59 52 17 52 87   83 76 75 51 73 73 73 73

マルタ –  –  –   – – 100 v – –  – – – – – –

マ－シャル諸島 –  –  –   6 x 26 x 96 x – –  – 58 x 56 x – – –

モ－リタニア 38 – – 14 34 66   67 53 36 21 y 27 y 80 – –

モ－リシャス –  –  –   – – –   – –  – – – – – –

メキシコ 12 16 9 4 26 95 – –  – – 5 63 63 63

ミクロネシア連邦 –  –  –   – – –   – –  – – – – – –

モナコ –  –  –   – – 100 v – –  – – – – – –

モンゴル 17 19 15 0 5 99   – –  – 9 y 10 49 52 46

モンテネグロ 13 15 10 1 5 99   – –  – 5 3 69 73 66

モントセラト – – – – – – – – – – – – – –

モロッコ 8 x,y 9 x,y 8 x,y 3 x 16 x 94 y – –  – – 64 x 91 x, y 92 x, y 90 x, y

モザンビ－ク 22 x,y 21 x,y 24 x,y 14 48 48   – –  – 20 23 – – –

ミャンマ－ 9 y 10 y 9 y 2 16 81 – –  – 49 51 77 y 80 y 75 y

ナミビア – – – 2 7 87 y – –  – 22 28 – – –

ナウル –  –  –   2 x 27 x 83 x – –  – – – – – –

ネパ－ル 37 37 38 10 37 58   – –  – – 43 82 83 81

オランダ –  –  –   – – 100 v – –  – – – – – –

ニュ－ジ－ランド –  –  –   – – 100 v – –  – – – – – –
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国・地域

児童労働（%）+ 
2010–2016*

児童婚（%） 
2010–2016*

出生登録
（%）++ 

2010–2016*

女性器切除/カッティング
（FGM/C（%）+ 

2004-2016*

妻に対するドメス
ティックバイオレン
スの正当化（%） 

2010–2016*

子どもに対する
暴力的なしつけ（%）+ 

2010–2016*実施率 態度

全体 男 女
15歳まで
に結婚

18歳まで
に結婚 全体 女性 a 女子 b

慣行への
支持 c 男 女 全体 男 女

ニカラグア 15 x,y 18 x,y 11 x,y 10 x 41 x 85 – –  – – 14 x,y – – –

ニジェ－ル 31 y 31 y 30 y 28 76 64 2 2 y 6 27 60 82 y 82 y 81 y

ナイジェリア 25 y 24 y 25 y 17 43 30 y 25 17 23 25 35 91 y 91 y 90 y

ニウエ –  –  –   – – –   – –  – – – – – –

ノルウェ－ –  –  –   – – 100 v – –  – – – – – –

オマ－ン –  –  –   – – –   – –  – – 8 – – –

パキスタン –  –  –   3 21 34   – –  – 32 y 42 y – – –

パラオ –  –  –   – – –   – –  – – – – – –

パナマ 3 y 4 y 1 y 7 26 96   – –  – – 6 45 47 43

パプアニュ－ギニア –  –  –   2 x 21 x –   – –  – – – – – –

パラグアイ 28 y 32 y 24 y 2 x 18 x 85 y – –  – – – – – –

ペル－ 22 y 24 y 19 y 3 22 98 y – –  – – – – – –

フィリピン 11 y 14 y 8 y 2 15 90 – –  – – 13 – – –

ポ－ランド –  –  –   – – 100 v – –  – – – – – –

ポルトガル 3 x,y 4 x,y 3 x,y – – 100 v – –  – – – – – –

カタ－ル –  –  –   0 4 100 y – –  – 16 7 50 y 53 y 46 y

韓国 –  –  –   – – –   – –  – – – – – –

モルドバ 16 x,y 20 x,y 12 x,y 0 12 100 – –  – 13 11 76 y 77 y 74 y

ル－マニア 1 x,y 1 x,y 1 x,y – – –   – –  – – – – – –

ロシア連邦 –  –  –   – – 100 v – –  – – – – – –

ルワンダ 29 y 27 y 30 y 0 7 56   – –  – 18 41 – – –
セントクリストファ－・ネ－
ヴィス –  –  –   – – –   – –  – – – – – –

セントルシア 4 y 5 y 3 y 1 8 92   – –  – – 7 68 y 71 y 64 y
セントビンセント・グレナ
ディ－ン –  –  –   – – –   – –  – – – – – –

サモア –  –  –   1 11 59   – –  – 30 37 – – –

サンマリノ –  –  –   – – 100 v – –  – – – – – –

サントメ・プリンシペ 26 25 28 8 35 95   – –  – 14 19 80 80 79

サウジアラビア –  –  –   – – –   – –  – – – – – –

セネガル 23 29 17 9 31 68   24 15 19 25 57 – – –

セルビア 10 12 7 0 3 99   – –  – – 4 43 44 42

セ－シェル –  –  –   – – –   – –  – – – – – –

シエラレオネ 37 y 38 y 37 y 13 39 77   90 31 y 69 34 63 82 y 81 y 82 y

シンガポ－ル –  –  –   – – –   – –  – – – – – –

スロバキア –  –  –   – – 100 v – –  – – – – – –

スロベニア –  –  –   – – 100 v – –  – – – – – –

ソロモン諸島 48 y 47 y 49 y 6 21 88   – –  – 57 77 86 y 86 y 85 y

ソマリア 49 x,y 45 x,y 54 x,y 8 x 45 x 3 x 98 46 y 65 – 76 x,y – – –

南アフリカ –  –  –   1 x 6 x 85 y – –  – – – – – –

南ス－ダン – – – 9 52 35 – – – – 79 – – –

スペイン –  –  –   – – 100 v – –  – – – – – –

スリランカ 1 y 1 y 1 y 2 x 12 x 97 x – –  – – 53 x,y – – –

パレスチナ 6 y 7 y 4 y 1 15 99 – –  – – – 92 93 92

ス－ダン 25 28 22 12 34 67 87 32 41 – 34 64 65 63

スリナム 4 y 4 y 4 y 5 19 99   – –  – – 13 86 y 87 y 85 y

スワジランド 7 y 8 y 7 y 1 5 54   – –  – 17 20 88 89 88

スウェ－デン –  –  –   – – 100 v – –  – – – – – –

スイス –  –  –   – – 100 v – –  – – – – – –

シリア 4 x,y 5 x,y 3 x,y 3 x 13 x 96 x – –  – – – 89 x,y 90 x,y 88 x,y

タジキスタン 10 x,y 9 x,y 11 x,y 0 12 88   – –  – – 60 78 x,y 80 x,y 75 x,y

タイ 8 x,y 8 x,y 8 x,y 4 23 100 y – –  – 9 9 75 77 73
マケドニア旧ユ－ゴスラビ
ア共和国 13 y 12 y 13 y 1 7 100   – –  – – 15 69 y 71 y 67 y

東ティモ－ル 4 x,y 4 x,y 4 x,y 3 19 55 – –  – 81 86 – – –

ト－ゴ 28 29 27 6 22 78   5 0 1 18 29 81 81 80

トケラウ – – – – – – – – – – – – – –

トンガ –  –  –   0 6 93   – –  – 21 29 – – –

トリニダ－ド・トバゴ 1 x,y 1 x,y 1 x,y 2 x 8 x 97 x – –  – – 8 x 77 x,y 78 x,y 77 x,y

チュニジア 2 y 3 y 2 y 0 2 99   – –  – – 30 93 y 94 y 92 y

トルコ 6 y 8 y 4 y 1 15 99 y – –  – – 13 – – –

トルクメニスタン 0 1 0 0 6 100   – –  – – 26 37 y 39 y 34 y

タークス・カイコス諸島 – – – – – – – – – – – – – –

ツバル –  –  –   0 x 10 x 50 x – –  – 73 x 70 x – – –

ウガンダ 16 y 17 y 16 y 10 40 30   1 1 9 44 58 – – –

ウクライナ 2 y 3 y 2 y 0 9 100   – –  – 9 3 61 y 68 y 55 y

アラブ首長国連邦 –  –  –   – – 100 y – –  – – – – – –
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国・地域

児童労働（%）+ 
2010–2016*

児童婚（%） 
2010–2016*

出生登録
（%）++ 

2010–2016*

女性器切除/カッティング
（FGM/C（%）+ 

2004-2016*

妻に対するドメス
ティックバイオレン
スの正当化（%） 

2010–2016*

子どもに対する
暴力的なしつけ（%）+ 

2010–2016*実施率 態度

全体 男 女
15歳まで
に結婚

18歳まで
に結婚 全体 女性 a 女子 b

慣行への
支持 c 男 女 全体 男 女

英国 –  –  –   – – 100 v – –  – – – – – –

タンザニア 29 y 29 y 28 y 5 31 26 10 0 3 40 58 – – –

米国 –  –  –   – – 100 v – –  – – – – – –

ウルグアイ 8 x,y 8 x,y 8 x,y 1 25 100 – –  – – 2 55 y 58 y 51 y

ウズベキスタン –  –  –   0 x 7 x 100 x – –  – 61 x 70 x – – –

バヌアツ 15 y 15 y 16 y 3 21 43 y – –  – 60 60 84 y 83 y 84 y

ベネズエラ 8 x,y 9 x,y 6 x,y – – 81 y – –  – – – – – –

ベトナム 16 17 16 1 11 96   – –  – – 28 68 72 65

イエメン 23 x,y 21 x,y 24 x,y 9 32 31 19 16 y 19 – 49 79 y 81 y 77 y

ザンビア 41 x,y 42 x,y 40 x,y 6 31 11   – –   – 32 47 – – –

ジンバブエ – – – 4 32 44   – –  – 33 39 63 63 62

地域別要約
東アジアと太平洋諸国 – – – 2 ** 15 ** 84 ** – – – – 29 ** – – –

ヨーロッパと中央アジア – – – – – 99 – – – – – – – –

　東ヨーロッパと中央アジア – – – 1 11 99 – – – – 14 – – –

　西ヨーロッパ – – – – – 100 – – – – – – – –

ラテンアメリカとカリブ海諸国 11 13 8 – – 95 – – – – – – – –

中東と北アフリカ 7 8 6 3 17 92 – – – – 45 87 88 86

北アメリカ – – – – – 100 – – – – – – – –

南アジア – – – – – 60 – – – – – – – –

サハラ以南のアフリカ 29 30 29 12 38 43 37 15 20 34 48 – – –

　東部・南部アフリカ 26 27 24 9 35 41 45 12 17 32 48 – – –

　西部・中部アフリカ 32 32 32 14 41 45 31 17 23 35 48 86 87 86

後発開発途上国 26 26 24 12 40 40 – – – 39 49 79 79 78

世界 – – – 6 ** 25 ** 71 ** – – – – – – – –

国・地域の分類リスト一覧については、150ページを参照。あるいは<data.unicef.org/regionalclassifications＞を参照。

これまでに出版された一連の『世界子供白書』とのデータ比較は推奨できない。

指標の定義

児童労働－調査の時点に児童労働活動
に従事した5～14歳の子どもの割合。
子どもは、以下の条件で児童労働に従
事したとみなされる。（a）5～11歳
の子どもで調査期間の直前の週に少な
くとも1時間の経済活動に従事してい
るか、もしくは少なくとも28時間の
家事労働に従事している。（b）12～
14歳の子どもで調査期間の直前の週
に少なくとも14時間の経済活動に従
事しているか、もしくは少なくとも
28時間の家事労働に従事している。

（c）15～17歳の子どもで調査期間の
直前の週に少なくとも43時間の経済
活動もしくは家事労働に従事している。

（ｄ）5～17歳の子どもで危険な労働
状況にいる。

児童婚－15歳より前に結婚または事
実婚状態にあった20～24歳の女性の
割合と、18歳より前に結婚または事
実婚状態にあった20～24歳の女性の
割合。

出生登録－調査の時点で出生登録され
ていた5歳未満の子どもの割合。この
指標の分子には、調査者によって出生
証明書が確認されたか否かに関わらず、
出生登録証があると報告された子ども、

そして、出生登録証を持っていないが、
母親あるいは子どもの面倒をみる人が、
子どもの出生登録をしたと述べた子ど
もたちを含む。

女性器切除/カッティング（FGM/C）
－（a）女性 ‐ 15～49歳で女性器切
除/カッティングを受けた女性の割合。

（b）女子：0～14歳の女子のうち女
性器切除/カッティングを受けた者の
割合（女子の母親による報告に基づく）。

（c）慣行への支持：女性器切除/カッ
ティングについて耳にしたことがあり、
この慣行を続けるべきだと考えている
15～49歳の女性の割合。

妻に対するドメスティック・バイオレ
ンスの正当化－以下に掲げた理由のう
ち、少なくともひとつに該当すれば、
夫が妻を殴打することも正当化される
と考えている15～49歳の女性の割合。
理由：妻が食べ物を焦がした／夫に口
答えした／断りなく外出した／子ども
を放任した／性的な関係を拒んだ。

子どもに対する暴力的なしつけ－何ら
かの暴力的なしつけ（心理的攻撃、体
罰のいずれか、あるいは両者とも）を
経験した1～14歳の子どもの割合。

イタリック体のデータは、本書内の他の統計表に記載されている同一の指標とは
異なるデータ元からとっている。

データの主な出典

児童労働－人口保健調査（DHS）、複数指標クラスター調査（MICS）、その他の国
別調査。

児童婚－DHS、MICS、その他の国別調査。

出生登録－DHS、MICS、その他の国別調査、国勢調査および人口動態統計システ
ム。

女性器切除／カッティング（FGM/C）－DHS、MICS、その他の国別調査。

妻に対するドメスティック・バイオレンスの正当化－DHS、MICS、その他の国別
調査。

子どもに対する暴力的なしつけ－DHS、MICS、その他の国別調査。

注

-  データなし。

v  これらの国々の住民登録システムが完全なものですべての（出生を含めた）
生存・死亡に係るデータが登録されている場合には、推定値として100パー
セントが導かれる。出典：United Nations, Department of Economic and 
Social Affairs, Statistics Division, Population and Vital Statistics Report, 
Series A, Vol. LXV, New York, 2013

x  データが各列の見出しで指定されている年次もしくは期間以外のもの。この
ようなデータは地域別・世界全体の平均値の算出には含まれていない。

y  データが標準的な定義によらないもの、または国内の一部地域のみに関する
もの。対象期間に該当する場合、地域平均や世界平均の算出の際には含まれ
ている。

＋  統計方法のさらなる詳細な説明やこれらの推計値に対する近年の算出方法の
変化は、146ページの「データについての一般的留意事項」に掲載している。

＋＋  出生登録に関しては複数指標クラスター調査第2回および第3回（MICS2と
MICS3）から第4回（MICS4）にかけてその定義が変化した。その後の回に
おける比較可能性を持たせるため、MICS2およびMICS3から引かれたデー
タはMICS4で用いられた指標の定義にしたがって計算し直されている。そ
れゆえ、ここで紹介する再計算を経たデータは国別のMICS2 MICS3に掲載
された推計値と異なりうる。

*  データが、列の見出しで指定されている期間内に入手できた直近の年次のも
のであることを示す。

**  中国を除く。
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国・地域

青少年の人口 現在結婚/事実婚状態
にある

青少年（15-19歳）の
割合（%） 

2010-2016*

20-24歳の
女性のうち
18歳前に
出産した
割合（%）

15-19歳
の女子

1,000人
あたりの
出産数

青少年による妻に
対するドメスティック・
バイオレンスの
正当化（%） 
2010-2016*

青少年による
マスメディアの
利用（%） 

2010-2016*
前期中等教
育総就学率

後期中等教
育総就学率

青少年の
うち、HIVについて
包括的な知識を持つ

割合（%）
2011–2016*

10-19歳
（1,000人）

総人口に
占める

10-19歳の
割合（%）

2016 2016 男 女 2011-2016* 2009-2014* 男 女 男 女 2011-2016* 男 女

アフガニスタン 8,587 25 3 17 20 90 x 71 y 78 y 70 y 52 y 67 43 4 1

アルバニア 446 15 1 x 8 x 3 x 18  37  x  24  x  97  x  99  x 101 89 21 x 36 x

アルジェリア 5,942 15  – 3 1 12  –    55  y  –    –   132 63  – 7

アンドラ  –  –  –  –  – 5  –    –     –    –    –  –  –  – 

アンゴラ 6,486 23 2 18 38 191 24   25    84 77 36 21 29 31

アンギラ  –  –  –  –  – 46 x  –  –  –  –  –  –  –  – 

アンティグア・バ－ブ－ダ 17 17  –  –  – 67 x  –    –     –    –   117 82 55 x 40 x

アルゼンチン 7,020 16  –  – 12 70  –    2     –    –   128 85  – 36

アルメニア 356 12 0 5 1 23  25    9     88    92   88 90 9 15

オ－ストラリア 2,897 12  –  –  – 14  –    –     –    –   112 186  –  – 

オ－ストリア 873 10  –  –  – 8  –    –     –    –   100 100  –  – 

アゼルバイジャン 1,358 14  – 9 4 47  –    24     –    98   91  – 2 x 3 x

バハマ 55 14  –  –  – 40 x  –    –     –    –    –  –  –  – 

バ－レ－ン 158 11  –  –  – 15  –    –     –    –   101 103  –  – 

バングラデシュ 32,575 20  – 44 36 83  –   29 y  –   54 y 83 48  – 12

バルバドス 37 13  – 1 7 49 x  –    5     –    98   107 113  – 66

ベラル－シ 904 10 1 7 3 x 22  3    3     –    –   102 119 53 51

ベルギ－ 1,253 11  –  –  – 8  –    –     –    –   185 158  –  – 

ベリ－ズ 78 21 11 21 17 64 8   6    92 92 91 60  – 39

ベナン 2,440 22 1 16 19 98 19   31    68 57 70 38 29 22

ブ－タン 148 19  – 15 15 x 28  –    70     –    –   96 69  – 22 x,p

ボリビア 2,216 20 4 x 13 x 20 x 89 x  –    17  x  100  x  97  x 96 81 24 x 20 x

ボスニア・ヘルツェゴビナ 410 12 0 1  – 11  5    1     100    100    –  – 41 42

ボツワナ 431 19  –  –  – 39  –    –     –    –   91  –  –  – 

ブラジル 33,760 16 1 4  – 65  –    –     –    –   106 91  –  – 

英領ヴァージン諸島  –  –  –  –  – 27 x  –  –  –  – 111 80  –  – 

ブルネイ 70 16  –  –  – 17 x  –    –     –    –   105 93  –  – 

ブルガリア 620 9  – 2 y 5 43  –    –     –    –   90 108  –  – 

ブルキナファソ 4,306 23 2 32 28 x 136 x  40    39     61    55   47 13 31 x 29 x

ブルンジ 2,243 21 1 9 11 x 65 x  56    74     83    69   54 25 50 46

カボヴェルデ 114 21 2 x 8 x 22 x 92 x  24  x  23  x  88  x  88  x 115 73  –  – 

カンボジア 3,052 19 3 16 7 57  26  y  46  y  77    74   63  – 42 33

カメル－ン 5,206 22 1 20 28 128 x 45   37    80 64 68 43 30 26

カナダ 3,968 11  –  –  – 13  –    –     –    –   100 119  –  – 

中央アフリカ共和国 1,117 24 11 55 45 x 229  83    79    –    –   23 9 26 x 17 x

チャド 3,433 24 3 38 51 203 54   69    30 23 26 18 12 10

チリ 2,591 14  –  –  – 50  –    –     –    –   103 100  –  – 

中国 159,642 11 1 2  – 6  –    –     –    –   99 90  –  – 

コロンビア 8,139 17  – 13 20 85 x  –    –     –    –   106 82  – 21 x

コモロ 173 22 8 16 17 71  29    43     79    67   66 52 21 18

コンゴ 1,083 21 2 16 26 147  76  y  73  y  56    68   65 38 25 p 16

クック諸島  –  –  –  –  – 56  –    –     –    –   96 73  –  – 

コスタリカ 759 16 2 10 13 67  –    3     –    –   133 109  – 29

コ－トジボワ－ル 5,409 23 1 21 31 125  51    51     73    62   55 28 21 15

クロアチア 447 11  –  –  – 12  –    –     –    –   104 93  –  – 

キュ－バ 1,336 12 7 16 6 50  5  y  4  y  –    –   101 100 48 59

キプロス 143 12  –  –  – 4  –    –     –    –   100 100  –  – 

チェコ 936 9  –  –  – 11  –    –     –    –   101 110  –  – 

朝鮮民主主義人民共和国 3,839 15  –  –  – 1 x  –    –     –    –   92 95  – 7 x

コンゴ民主共和国 17,401 22 1 21 27 135  69    75     49    38   56 37 20 17

デンマ－ク 690 12  –  –  – 2  –    –     –    –   117 144  –  – 

ジブチ 196 21 1 3  – 21  –    –     –    –   53 41  – 16 x

ドミニカ  –  –  –  –  – 47 x  –    –     –    –   115 81 39 x 49 x

ドミニカ共和国 2,007 19  – 28 21 90  –   3     –   98   86 74 39  – 

エクアドル 3,005 18  – 16 x  – 100 x  –    –     –    –   116 96  –  – 

エジプト 17,041 18  – 14 7 56  –    46  y  100    100   99 73 5 3

エルサルバドル 1,289 20  – 16 18 63  –   10     –   98   99 61 25 28

赤道ギニア 217 18 5 22 42 177 x  56    57     91    91   39  – 12 17

エリトリア 1,085 22 1 17 19 x  –  60    51    70    54   39 23 32 x 22 x

エストニア 122 9  –  –  – 16  –    –     –    –   112 118  –  – 

エチオピア 24,772 24  1 17 22 71  33    60     38    31   43 18 32 24

フィジ－ 157 17  –  –  – 28 x  –    –     –    –   103 76  –  – 

フィンランド 594 11  –  –  – 7  –    –     –    –   102 194  –  – 
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フランス 7,723 12  –  –  – 9  –    –     –    –   108 115  –  – 

ガボン 379 19 1 14 28 115  47    58     95    94    –  – 35 29

ガンビア 467 23 0 24 19 88  42    58     82    70   64  – 27 22

ジョ－ジア 450 11  – 11 6 x 40  –    5  x  –    –   114 95  –  – 

ドイツ 7,795 10  –  –  – 8  –    –     –    –   101 105  –  – 

ガ－ナ 6,009 21 1 6 17 65  20    35     81    67   89 39 25 18

ギリシャ 1,108 10  –  –  – 9  –    –     –    –   101 111  –  – 

グレナダ 19 17  –  –  – 53 x  –    –     –    –   100 98 67 x 59 x

グアテマラ 3,787 23 6 20 20 92 12   14     95    90   72 55 18 20

ギニア 2,786 22 1 33 40 154  63    89     55    53   44 31 29 20

ギニアビサウ 395 22 0 11 28 137 37   40 96 89  –  – 19 20

ガイアナ 165 21 13 13 16 97 x 14 10 95 96 93 83 33 48

ハイチ 2,285 21 2 12 13 65  22    24     85    80    –  – 25 32

バチカン  –  –  –  –  –  –  –    –     –    –    –  –  –  – 

ホンジュラス 1,990 22 5 23 22 99  18    15     98    94   74 66 33 29

ハンガリ－ 996 10  –  –  – 20  –    –     –    –   100 110  –  – 

アイスランド 43 13  –  –  – 7  –    –     –    –   97 133  –  – 

インド 250,086 19 5 x 30 x 22 x 39  47  x  45  x  88  x  72  x 88 64 35 x 19 x

インドネシア 46,188 18  – 9 y 7 47  48  y  45    88  y,p  91   95 76 4 p 9

イラン 10,928 14  – 16 x 5 x 35  –    –     –    –   99 85  –  – 

イラク 8,019 22  – 21 12 68 x  –    50     –    –    –  –  – 3

アイルランド 583 12  –  –  – 9  –    –     –    –   111 154  –  – 

イスラエル 1,296 16  –  –  – 10  –    –     –    –   104 101  –  – 

イタリア 5,592 9  –  –  – 6  –    –     –    –   106 101  –  – 

ジャマイカ 520 18  – 3 15 72 x  –    8    –    –   86 76 34 39

日本 11,650 9  –  –  – 4  –    –     –    –   102 101  –  – 

ヨルダン 1,918 20  – 6 4 27  –    84  y  –    100  y 87 74  – 6

カザフスタン 2,269 13  – 6 2 31 x  –   8     –   96   114 103 30  – 

ケニア 11,065 23 1 12 23 101  37    45     84    75   97  – 58 52

キリバス 23 20 5 x 16 x 9 x 49  65  x  77  x  58  x  57  x 105  – 46 x 41 x

クウェ－ト 450 11  –  –  – 8  –    –     –    –   99 85  –  – 

キルギス 991 17  – 14 4 42  –    22     –    100   97 81 18  – 

ラオス 1,432 21 9 25 18 94  50    56     92    93   76 43 25 23

ラトビア 181 9  –  –  – 15  –    –     –    –   116 123  –  – 

レバノン 1,061 18  – 3 x  – 18 x  –    22  x,y  –    –   68 55  –  – 

レソト 495 22 1 18 14 94 49 48 60 66 63 40 30 35

リベリア 1,041 23 2 14 37 147  29    45     59    47   44 29 19 35

リビア 1,093 17  –  –  – 4 x  –    –     –    –    –  –  –  – 

リヒテンシュタイン  –  –  –  –  – 2  –    –     –    –   98 139  –  – 

リトアニア 307 11  –  –  – 14  –    –     –    –   106 114  –  – 

ルクセンブルク 65 11  –  –  – 6  –    –     –    –   114 94  –  – 

マダガスカル 5,740 23 7 28 36 147 x  44    47     62    59   50 22 24 21

マラウイ 4,262 24 3 24 31 143 24   21    50 35 53 22 43 39

マレ－シア 5,513 18 5 6  – 13  –    –     –    –   89 69  –  – 

モルディブ 59 14  – 5 x 1 x 14  –    41  x,y  –    100  x 97  –  – 22 x

マリ 4,135 23 2 40 37 178  54    68     83  75 52 29 27 21

マルタ 44 10  –  –  – 16  –    –     –    –   102 90  –  – 

マ－シャル諸島  –  – 5 x 21 x 21 x 85  71  x  47  x  86  x  85  x 81 67 35 x 27 x

モ－リタニア 917 21 1 28 22 71  –    36     55  x  44  x 37 21 10  – 

モ－リシャス 189 15  –  –  – 31  –    –     –    –   111 84  –  – 

メキシコ 23,416 18 6 15 21 84  –   6     –   96   116 65  – 28

ミクロネシア連邦 25 24  –  –  – 33  –    –     –    –   81  –  –  – 

モナコ  –  –  –  –  –  –  –    –     –    –    –  –  –  – 

モンゴル 448 15 1 5 3 40  9    14    98 98 93 90 17 18

モンテネグロ 81 13 0 2 3 12  5    2     –    –   95 86 35 42

モントセラト  –  –  –  –  – 36  –  –  –  –  –  –  –  – 

モロッコ 5,982 17 1 11 8 x 32 x  –    64  x  –    90  x 97 55  –  – 

モザンビ－ク 6,649 23 8 37 40 166  20    24     73    57   39 21 28 28

ミャンマ－ 10,042 19 5 13 5 17 x 57   53    75 76 59 34 14 13

ナミビア 539 22 1 5 15 78  30    28     65  y  69   92  – 51 56

ナウル  –  – 9 x 18 x 22 x 106  –    –     89  x  86  x 77 94 8 x 8 x

ネパ－ル 6,625 23  – 25 16 87 x  –    35     –    77   93 50 24 18

オランダ 2,021 12  –  –  – 5  –    –     –    –   136 134  –  – 
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ニュ－ジ－ランド 616 13  –  –  – 22  –    –     –    –   103 134  –  – 

ニカラグア 1,207 20  – 24 x 28 x 92  –    19  x,y  –    95  x  –  –  –  – 

ニジェ－ル 4,704 23 3 61 48 210  41    54     35    44   27 10 21 12

ナイジェリア 41,050 22 1 29 29 123  27    33     54    50   52 60 29 22

ニウエ  –  –  –  –  – 16  –    –     –    –   119 95  –  – 

ノルウェ－ 633 12  –  –  – 6  –    –     –    –   100 125  –  – 

オマ－ン 480 11  – 3 2 12  –   10     –    –   113 96  –  – 

パキスタン 38,907 20 2 14 8 48  33  y,p  53  y  59  y,p  49  y 57 35 5 p 1

パラオ  –  –  –  –  – 27  –    –     –    –   78 119  –  – 

パナマ 696 17  – 14  – 89  –    9     –    96   94 57  –  – 

パプアニュ－ギニア 1,728 21 3 x 15 x 14 x 65 x  –    –     –    –   73 22  –  – 

パラグアイ 1,342 20  – 11 x  – 63 x  –    –     –    –   84 69  –  – 

ペル－ 5,606 18  – 11 16 68  –    –     –    90   100 90  – 21 x

フィリピン 20,667 20  – 10 8 59  –    14     –    90   92 77  – 19 x

ポ－ランド 3,814 10  –  –  – 14  –    –     –    –   101 115  –  – 

ポルトガル 1,080 10  –  –  – 12  –    –     –    –   119 119  –  – 

カタ－ル 200 8 1 4  – 16  22    6  y  98    98   100 82 23 10

韓国 5,686 11  –  –  – 2  –    –     –    –   103 95  –  – 

モルドバ 444 11 1 10 4 25  14    13     96    96   87 85 26 35

ル－マニア 2,132 11  –  –  – 36  –    –     –    –   93 92  –  – 

ロシア連邦 13,260 9  –  –  – 27  –    –     –    –   101 114  –  – 

ルワンダ 2,607 22 0 3 6 41 x 24   45    78   71   42 31 60 62

セントクリストファ－・ネ－
ヴィス  –  –  –  –  – 75 x  –    –     –    –   93 86 55 x 54 x

セントルシア 29 16  – 4  – 50 x  –    15     –    99   87 82  – 58

セントビンセント・グレナ
ディ－ン 19 17  –  –  – 70  –    –     –    –   120 86  –  – 

サモア 43 22 1 8 6 39  28    34     99    97   102 78 5 x 2 x

サンマリノ  –  –  –  –  – 1  –    –     –    –   94 95  –  – 

サントメ・プリンシペ 46 23 1 15 27 110 x 19 24 97 97 110 61 42 41

サウジアラビア 4,818 15  –  –  – 7 x  –    –     –    –   108 108  –  – 

セネガル 3,380 22 0 21 18 80 36   57    69 76 59 36 28 26

セルビア 1,063 12  – 4 1 22  –    2     99    100   102 91 43 x 53 x

セ－シェル 12 12  –  –  – 62  –    –     –    –   112 59  –  – 

シエラレオネ 1,704 23 1 19 36 131  32    55     55    49   61 28 29 28

シンガポ－ル 665 12  –  –  – 3  –    –     –    –    –  –  –  – 

スロバキア 553 10  –  –  – 21  –    –     –    –   98 86  –  – 

スロベニア 186 9  –  –  – 5  –    –     –    –   100 118  –  – 

ソロモン諸島 134 22 2 11 15 62 x 60 78 37 28 78 29 26 x 29 x

ソマリア 3,333 23  – 25 x  – 123 x  –    75  x,y  –    –    –  –  – 3 x

南アフリカ 10,319 18 2 x 4 x 15 x 54 x  –    –     –    –   97 88  –  – 

南ス－ダン 2,767 23  – 40 28 x 158 x  –    72     –    –   18 5  – 8 x

スペイン 4,386 9  –  –  – 9  –    –     –    –   124 136  –  – 

スリランカ 3,284 16  – 9 x 4 x 24 x  –    54  x,y  –    88  x,y 99 99  –  – 

パレスチナ 1,083 23  – 9 22 67  –    –     –    –   88 66  – 5

ス－ダン 9,060 23  – 21 22 102  –   36     –    –   54 35 10  – 

スリナム 99 18  – 12  – 66 x  –    19     –    99   101 54  – 40 x

スワジランド 302 23 0 4 17 89 29   32    89 86 75 52 44 45

スウェ－デン 1,025 10  –  –  – 3  –    –     –    –   115 164  –  – 

スイス 833 10  –  –  – 3  –    –     –    –   106 98  –  – 

シリア 4,586 25  – 10 x 9 x 75 x  –    –     –    –   61 32  – 6 x

タジキスタン 1,710 20  – 13 2 47  –    47    –    89   98 68 9  – 

タイ 9,207 13 7 14 9 60 9   9     –    –   128 130 45 47

マケドニア旧ユ－ゴスラビ
ア共和国 253 12  – 4 2 19  –    14     –    –   83 76  – 23 x

東ティモ－ル 314 25 0 8 9 x 54 x  72    81    61    62   87 65 15 x 11 x

ト－ゴ 1,665 22 1 13 15 77  19    26     67    63   68 36 28 23

トケラウ  –  –  –  –  – 30  –  –  –  – 206  –  –  – 

トンガ 24 23 4 5 2 30  29    27     92    95   103 56 13 10

トリニダ－ド・トバゴ 177 13  – 6 x  – 36 x  –    10  x  –    –    –  –  – 49 x

チュニジア 1,618 14  – 1 1 7  –    27     –    98   103 78  – 15

トルコ 13,335 17  – 7 6 29  –    10    –    –   99 106  –  – 

トルクメニスタン 954 17  – 6 1 21 x  –   17  –   100 73 120  – 19

タークス・カイコス諸島  –  –  –  –  – 29 x  –  –  –  –  –  –  –  – 

ツバル  –  – 2 x 8 x 3 x 42 x  83  x  69  x  89  x  95  x 99 56 57 x 31 x

ウガンダ 9,920 24 2 20 33 140  52    62     88    82    –  – 40 41
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後期中等教
育総就学率

青少年の
うち、HIVについて
包括的な知識を持つ

割合（%）
2011–2016*

10-19歳
（1,000人）

総人口に
占める

10-19歳の
割合（%）

2016 2016 男 女 2011-2016* 2009-2014* 男 女 男 女 2011-2016* 男 女

ウクライナ 4,059 9 0 7 4 27  2    2     97    96   102 93 37 43

アラブ首長国連邦 682 7  –  –  – 34  –    –     –    –   92  –  –  – 

英国 7,309 11  –  –  – 21  –    –     –    –   113 138  –  – 

タンザニア 12,505 23 2 23 22 128 x 50   59    61 57 43 9 42 37

米国 42,010 13  –  –  – 27  –    –     –    –   102 93  –  – 

ウルグアイ 508 15  – 7  – 60  –    3     –    –   110 81  – 36

ウズベキスタン 5,360 17  – 5 x 2 x 26 x  63  x  63  x  –    –   97 95  – 27 x

バヌアツ 54 20 4 11 13 78  63    56     58    58   70 34  – 14 x

ベネズエラ 5,655 18  – 16 24 101  –    –     –    –   97 79  –  – 

ベトナム 13,605 14  – 10 5 36  –    28     –    97   97  –  – 51

イエメン 6,297 23  – 17 17 67  –    49     –    85   58 39  – 2 x

ザンビア 3,956 24 1 17 31 145  41    49     75    69   63  – 42 39

ジンバブエ 3,557 22 1 20 22 120 49   54    57 53 68 37 41 41

地域別要約
東アジアと太平洋諸国 297,721 13 2 6 7 ** 21  43  **  34  **  –  89  ** 96 87 13 ** 22 **

ヨーロッパと中央アジア 101,795 11 – –  – 19 – –  –  – 104 112  –  – 

　東ヨーロッパと中央アジア 50,903 12 – 7 4 29 – 12  –  – 100 102  –  – 

　西ヨーロッパ 50,892 10 – –  – 11 – –  –  – 109 119  –  – 

ラテンアメリカとカリブ海諸国 109,829 17 3 11 19 74 – –  –  – 107 81  –  – 

中東と北アフリカ 73,653 17 – 13 8 41 –  49 – – 96 70  –  – 

北アメリカ 45,978 13 – –  – 25 – –  –  – 102 96  –  – 

南アジア 340,270 19 – – 20 ‡ 44 – –  –  – 83 59 8 ‡ 6 ‡

サハラ以南のアフリカ 232,069 22 2 23 28 122  39  49  61  54 53 37 31 27

　東部・南部アフリカ 122,663 23 2 20 26 113  38  49  64  56 52 31 36 35

　西部・中部アフリカ 109,406 22 1 27 29 130 41  48  58  52 54 42 26 20

後発開発途上国 217,756 22 2 26 27 112 45 50 62 57 55 33 27 23

世界 1,201,315 16 – 16 18 ‡** 50 – 35 **  –  – 86 70  – 21 **‡

国・地域の分類リスト一覧については、150ページを参照。あるいは<data.unicef.org/regionalclassifications＞を参照。

これまでに出版された一連の『世界子供白書』とのデータ比較は推奨できない。

指標の定義

現在結婚/事実婚状態にある青少年の割合－
15～19歳までの男子および女子のうち、現
在結婚もしくは事実婚の状態にある割合。こ
の指数は、現在この年齢層にいる男子および
女子の婚姻状況を示している。調査時に結婚
していなかった子どもが、青少年期を終える
までに結婚する可能性があることは特筆して
おく。

20-24歳の女性のうち18歳前に出産した割
合－20～24歳の女性のうち、18歳前に出産
をした割合。人口調査から出されたこの標準
化された指数は、18歳までの青少年期での
出産状況を捉えている。20～24歳の女性の
回答を元に作成されているため、調査の時点
では、すでに出産を（18歳前に）してしまっ
ている女性がいることに注意。

15-19歳の女子1,000人あたりの出産数－
15～19歳までの女子1,000人あたりの出産
数。

青少年による妻に対するドメスティック・バ
イオレンスの正当化－以下に掲げた理由のう
ち、少なくともひとつに該当すれば、夫が妻
を殴打することも正当化されると考えている
15～19歳の男子と女子の割合。理由：妻が
食べ物を焦がした／夫に口答えした／断りな
く外出した／子どもを放任した／性的な関係
を拒んだ

青少年によるマスメディアの利用－1週間に
最低1回、以下に掲げるメディア媒体のうち、
少なくとも1つを利用している15～19歳の
男子と女子の割合。媒体：新聞／雑誌／テレ
ビ／ラジオ

前期中等教育総就学率－年齢に関わらず中等
学校に就学する子どもの人数が、公式の前期
中等教育就学年齢に相当する子どもの総人口
に占める割合。

後期中等教育総就学率－年齢に関わらず高等
学校に就学する子どもの人数が、公式の後期
高等教育就学年齢に相当する子どもの総人口
に占める割合。

青少年のうち、HIVについての包括的な知識
を持つ割合－15～19歳の若い男女のうち、
性交渉を通じたHIV感染を予防する2つの主
な方法（コンドームの使用と、誠実でHIVに
感染していないひとりの相手のみと性交渉を
持つこと）を認識し、HIV感染について誤解
されている現地での極めて一般的な2つの考
え方を否定し、健康にみえる人もHIV陽性の
可能性があることを知っている割合。

イタリック体のデータは、本書内の他の統計表に記載されている同一の指標とは異なるデータ
元からとっている。

データの主な出典

青少年の人口－国連人口局。

結婚/事実婚状態にある青少年の割合－人口保健調査（DHS）、複数
指標クラスター調査（MICS）、その他の国別調査及び国勢調査。

18歳前に出産した割合－DHS、MICS、その他の国別調査。

女子1,000人あたりの出産数－国連人口局。

青少年による妻に対するドメスティック・バイオレンスの正当化－
DHS、MICS、その他の国別調査。

青少年によるマスメディアの利用－DHS、MICS、その他の国別調査。

総就学率－ユネスコ統計研究所（UIS）。

青少年のうち、HIVについて包括的な知識を持つ割合－AIDS指標調
査（AIS）、DHS、MICS、その他の国別世帯調査。

注

-  データなし。

p  少量のデータ数による（典型的には25～49の重み付けなしの
事例）。

x  データが各列の見出しで指定されている年次もしくは期間以外
のもの。このようなデータは地域別・世界全体の平均値の算出
には含まれていない。2000年以前のデータは表示されていない。

y  データが標準的な定義によらないもの、または国内の一部地域
のみに関するもの。対象期間に該当する場合、地域平均や世界
平均の算出の際には含まれている。

*  データが、列の見出しで指定されている期間内に入手できた直
近の年次のものであることを示す。

**  中国を除く。

‡  インドを除く。
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表10　公平性指標－居住地域

国・地域

出生登録（%）++ 
2010–2016*

専門技能者の付き添う
出産の割合（%） 

2011–2016*

5歳未満児に見られる
発育阻害の割合
（中・重度）θ（%）

2011–2016*

下痢をした子どもの
うち経口補水塩（ORS）
による治療を受けた割

合（%） 
2011-2016*

初等教育純出席率 
2011-2016*

15-24歳の女性の
HIV/エイズの包括的な
知識を持つ割合（%） 

2011-2016*

基礎的衛生サービ
スを利用する人の
割合（%）2015

都市部 農村部
対

農村部比 都市部 農村部
対

農村部比都市部農村部
対

農村部比都市部 農村部
対

農村部比都市部農村部
対

農村部比 都市部 農村部
対

農村部比 都市部農村部
対

農村部比

アフガニスタン 64   36   1.8   79 42 1.9 – – – 44 47 0.9 80 59 1.4 2 1 2.1 56 33 1.7

アルバニア 99 x 98 x 1.0 x 100 x 99 x 1.0 x 23 x 23 x 1.0 x – – – 93 92 1.0 51 x 26 x 2.0 x 98 97 1.0

アルジェリア 100 100 1.0 98 95 1.0 11 12 1.1 25 26 1.0 98 97 1.0 11 7 1.7 90 82 1.1

アンドラ – – – – – – – – – – – – – – – – – – 100 100 1.0

アンゴラ 33 14 2.4 68 21 3.2 32 46 1.4 49 32 1.5 84 61 1.4 42 9 4.4 62 21 2.9

アンギラ – – – – – – – – – – – – – – – – – – 97 – –

アンティグア・バ－ブ－ダ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

アルゼンチン – – – – – – – – – – – – – – – – – – 95 94 1.0

アルメニア 99   98   1.0   100 100 1.0 6 13 2.2 – – – 100 99 1.0 25 14 1.7 96 83 1.2

オ－ストラリア – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

オ－ストリア – – – – – – – – – – – – – – – – – – 100 100 1.0

アゼルバイジャン 96 x 92 x 1.0 x 99 95 1.0 15 21 1.4 11 11 1.0 68 y 67 y 1.0 y 7 x 2 x 3.3 x 92 87 1.1

バハマ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

バ－レ－ン – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

バングラデシュ 23   19   1.2   61 36 1.7 31 38 1.2 83 75 1.1 91 92 1.0 14 8 1.8 54 43 1.2

バルバドス 98   100   1.0   98 100 1.0 8 7 0.9 – – – 100 99 1.0 67 69 1.0 – – –

ベラル－シ – – – 100 100 1.0 3 x 8 x 2.6 x – – – 91 93 1.0 56 57 1.0 94 95 1.0

ベルギ－ – – – – – – – – – – – – – – – – – – 99 99 1.0

ベリ－ズ 97   95   1.0   98 96 1.0 11 18 1.7 54 56 1.0 99 94 1.0 55 33 1.7 91 84 1.1

ベナン 88   82   1.1   83 73 1.2 29 38 1.3 26 25 1.1 83 69 1.2 25 18 1.3 25 5 4.6

ブ－タン 100   100   1.0   96 67 1.4 28 x 36 x 1.3 x 64 x 60 x 1.1 x 98 94 1.0 32 x 15 x 2.1 x 72 57 1.3

ボリビア 79 x,y 72 x,y 1.1 x,y 94 68 1.4 14 25 1.8 23 20 1.2 98 x 96 x 1.0 x 32 x 9 x 3.5 x 64 27 2.4

ボスニア・ヘルツェゴビナ 99 x 100 x 1.0 x 100 100 1.0 11 8 0.7 – – – 95 97 1.0 50 47 1.1 99 92 1.1

ボツワナ 78 x 67 x 1.2 x 99 x 90 x 1.1 x – – – – – – – – – – – – 75 39 1.9

ブラジル – – – 98 x 94 x 1.0 x 7 x 8 x 1.1 x – – – – – – – – – 91 58 1.6

英領ヴァージン諸島 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ブルネイ – – – – – – – – – – – – – – – – – – 96 97 1.0

ブルガリア – – – – – – – – – – – – – – – – – – 87 84 1.0

ブルキナファソ 93   74   1.3   95 77 1.2 21 x 37 x 1.8 x 46 38 1.2 83 45 1.8 46 x 24 x 1.9 x 48 12 4.0

ブルンジ 87   74   1.2   96 84 1.1 28 59 2.1 30 36 0.8 91 84 1.1 61 51 1.2 46 51 0.9

カボヴェルデ – – – 91 x 64 x 1.4 x – – – – – – – – – – – – 73 51 1.4

カンボジア 84   72   1.2   98 88 1.1 24 34 1.4 30 36 0.8 97 92 1.1 55 33 1.7 88 39 2.3

カメル－ン 84   53   1.6   88 49 1.8 23 38 1.7 24 12 2.1 94 79 1.2 37 18 2.1 56 19 2.9

カナダ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

中央アフリカ共和国 78   52   1.5   74 x 22 x 3.4 x 38 42 1.1 23 x 12 x 2.0 x 86 66 1.3 19 x 16 x 1.2 x 49 9 5.4

チャド 36   6   5.6   54 12 4.6 32 42 1.3 28 18 1.5 72 45 1.6 25 6 4.0 33 3 11.3

チリ – – – 100 x 99 x 1.0 x – – – – – – – – – – – – 100 99 1.0

中国 – – – 100 100 1.0 4 11 2.6 – – – 97 y 96 y 1.0 y – – – 86 61 1.4

コロンビア 99   98   1.0   99 88 1.1 11 x 17 x 1.5 x 57 x 49 x 1.2 x 94 94 1.0 26 x 17 x 1.5 x 88 72 1.2

コモロ 90 87 1.0 92 79 1.2 26 35 1.4 40 37 1.1 90 82 1.1 24 17 1.4 47 29 1.6

コンゴ 95 85 1.1 98 84 1.2 20 30 1.5 31 22 1.4 – – – 16 10 1.5 20 6 3.6

クック諸島 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

コスタリカ 100 99   1.0   99 97 1.0 – – – 43 35 1.2 97 95 1.0 37 27 1.4 98 94 1.0

コ－トジボワ－ル 85   54   1.6   84 45 1.9 22 34 1.6 22 14 1.5 85 71 1.2 22 8 2.7 45 13 3.5

クロアチア – – – – – – – – – – – – – – – – – – 98 96 1.0

キュ－バ 100 100 1.0 99 100 1.0 – – – 62 59 1.0 – – – 61 63 1.0 92 88 1.0

キプロス – – – – – – – – – – – – – – – – – – 100 99 1.0

チェコ – – – – – – – – – – – – – – – – – – 99 99 1.0

朝鮮民主主義人民共和国 100 x 100 x 1.0 x 100 x 100 x 1.0 x 23 x 45 x 1.9 x 75 x 73 x 1.0 x 100 99 1.0 11 x 4 x 2.8 x 83 68 1.2

コンゴ民主共和国 30   22   1.3   94 74 1.3 33 47 1.4 44 37 1.2 93 84 1.1 24 15 1.6 23 18 1.3

デンマ－ク – – – – – – – – – – – – – – – – – – 100 100 1.0

ジブチ 92 x 84 x 1.1 x 98 55 1.8 30 42 1.4 – – – – – – 18 x 9 x 2.0 x 63 13 4.8

ドミニカ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ドミニカ共和国 90 82 1.1 98 97 1.0 7 6 0.9 50 42 1.2 – – – 49 38 1.3 85 74 1.2

エクアドル 95   91   1.0   98 x 99 x 1.0 x – – – 52 35 1.5 97 y 97 y 1.0 y – – – 89 80 1.1

エジプト 100 99 1.0 97 89 1.1 23 21 0.9 26 29 0.9 97 97 1.0 5 4 1.5 97 90 1.1

エルサルバドル 98   99   1.0   99 96 1.0 11 17 1.5 72 68 1.1 97 95 1.0 37 22 1.7 93 87 1.1

赤道ギニア 60 47 1.3 86 53 1.6 20 32 1.6 55 27 2.0 – – – 27 9 2.9 80 71 1.1

エリトリア – – – 74 x 17 x 4.4 x 38 x 56 x 1.4 x 51 x 41 x 1.2 x 91 y 77 y 1.2 y 32 x 20 x 1.7 x 29 6 4.7

エストニア – – – – – – – – – – – – – – – – – – 100 100 1.0

エチオピア 12 2 7.2 80 21 3.8 25 40 1.6 41 28 1.4 80 y 63 y 1.3 y 38 19 2.0 18 4 4.3

フィジ－ – – – – – – – – – – – – – – – – – – 96 95 1.0

フィンランド – – – – – – – – – – – – – – – – – – 99 99 1.0
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国・地域

出生登録（%）++ 
2010–2016*

専門技能者の付き添う
出産の割合（%） 

2011–2016*

5歳未満児に見られる
発育阻害の割合
（中・重度）θ（%）

2011–2016*

下痢をした子どもの
うち経口補水塩（ORS）
による治療を受けた割

合（%） 
2011-2016*

初等教育純出席率 
2011-2016*

15-24歳の女性の
HIV/エイズの包括的な
知識を持つ割合（%） 

2011-2016*

基礎的衛生サービ
スを利用する人の
割合（%）2015

都市部 農村部
対

農村部比 都市部 農村部
対

農村部比都市部農村部
対

農村部比都市部 農村部
対

農村部比都市部農村部
対

農村部比 都市部 農村部
対

農村部比 都市部農村部
対

農村部比

フランス – – – – – – – – – – – – – – – – – – 99 99 1.0

ガボン 89 91 1.0 93 69 1.3 15 30 2.0 27 21 1.3 98 98 1.0 32 15 2.2 42 32 1.3

ガンビア 72   72   1.0   75 41 1.9 19 29 1.5 62 57 1.1 74 y 58 y 1.3 y 32 18 1.8 46 35 1.3

ジョ－ジア 100   100   1.0   99 x 98 x 1.0 x 10 x 12 x 1.2 x 44 x 36 x 1.2 x 98 97 1.0 – – – 95 73 1.3

ドイツ – – – – – – – – – – – – – – – – – – 99 99 1.0

ガ－ナ 79   63   1.3   87 57 1.5 15 22 1.5 48 49 1.0 75 66 1.1 23 17 1.4 19 9 2.1

ギリシャ – – – – – – – – – – – – – – – – – – 99 98 1.0

グレナダ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

グアテマラ 97 y 96 y 1.0 y 84 55 1.5 35 53 1.5 51 48 1.1 96 92 1.0 30 16 1.9 81 53 1.5

ギニア 83   49   1.7   84 32 2.7 18 36 2.0 46 30 1.5 82 49 1.7 32 16 2.0 34 15 2.3

ギニアビサウ 34   18   2.0   72 29 2.5 21 32 1.5 42 30 1.4 74 53 1.4 26 18 1.4 35 8 4.1

ガイアナ 91   88   1.0   99 82 1.2 10 13 1.3 – – – 96 97 1.0 64 47 1.4 89 85 1.0

ハイチ 85   77   1.1   59 25 2.4 16 25 1.6 56 51 1.1 90 81 1.1 41 29 1.4 37 22 1.7

バチカン – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ホンジュラス 95   93   1.0   94 73 1.3 15 29 2.0 59 61 1.0 92 92 1.0 42 23 1.9 84 75 1.1

ハンガリ－ – – – – – – – – – – – – – – – – – – 98 99 1.0

アイスランド – – – – – – – – – – – – – – – – – – 99 100 1.0

インド 83   67   1.2   90 78 1.2 31 41 1.3 59 48 1.2 88 x 82 x 1.1 x 33 x 14 x 2.4 x 65 34 1.9

インドネシア 79 y 65 y 1.2 y 97 88 1.1 32 41 1.3 41 37 1.1 100 99 1.0 14 9 1.6 77 57 1.4

イラン 99 y 98 y 1.0 y 98 x 93 x 1.1 x 5 9 1.7 64 x 58 x 1.1 x 97 95 1.0 – – – 92 79 1.2

イラク 99   99   1.0   94 85 1.1 22 24 1.1 25 19 1.3 94 84 1.1 4 1 3.7 86 86 1.0

アイルランド – – – – – – – – – – – – – – – – – – 91 95 1.0

イスラエル – – – – – – – – – – – – – – – – – – 100 100 1.0

イタリア – – – – – – – – – – – – – – – – – – 99 99 1.0

ジャマイカ 100   99   1.0   100 98 1.0 - 3 – – – – 98 98 1.0 – – – 84 87 1.0

日本 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ヨルダン 99   100   1.0   100 100 1.0 8 9 1.2 20 23 0.9 98 98 1.0 8 11 0.7 97 96 1.0

カザフスタン 100   100   1.0   99 99 1.0 7 9 1.2 – – – 99 100 1.0 31 21 1.5 97 99 1.0

ケニア 79   61   1.3   82 50 1.6 20 29 1.5 58 52 1.1 89 84 1.1 63 52 1.2 35 28 1.3

キリバス 95 x 93 x 1.0 x 84 x 77 x 1.1 x – – – – – – – – – 45 x 43 x 1.1 x 49 32 1.5

クウェ－ト – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

キルギス 99 97 1.0 99 98 1.0 12 13 1.1 34 33 1.0 99 100 1.0 18 21 0.9 93 99 0.9

ラオス 88   71   1.2   79 29 2.7 27 49 1.8 65 40 1.6 95 83 1.1 39 18 2.2 93 60 1.6

ラトビア – – – – – – – – – – – – – – – – – – 97 84 1.2

レバノン – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

レソト 54   40   1.3   90 73 1.2 27 35 1.3 53 54 1.0 94 91 1.0 44 35 1.3 46 43 1.1

リベリア 29 y 20 y 1.5 y 73 50 1.5 31 34 1.1 57 63 0.9 52 31 1.7 40 27 1.5 28 6 4.7

リビア – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

リヒテンシュタイン – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

リトアニア – – – – – – – – – – – – – – – – – – 97 86 1.1

ルクセンブルク – – – – – – – – – – – – – – – – – – 97 99 1.0

マダガスカル 97   81   1.2   78 39 2.0 43 x 50 x 1.2 x 16 14 1.1 86 y 66 y 1.3 y 44 18 2.5 16 6 2.6

マラウイ 75 66 1.1 95 89 1.1 25 39 1.6 60 66 0.9 97 93 1.0 47 40 1.2 49 43 1.1

マレ－シア – – – – – – – – – – – – – – – – – – 100 99 1.0

モルディブ 93 x 92 x 1.0 x 99 x 93 x 1.1 x 16 x 22 x 1.3 x – – – 94 94 1.0 43 x 32 x 1.4 x 93 98 0.9

マリ 97   85   1.1   73 x 14 x 5.2 x 17 34 2.0 29 x 20 x 1.5 x 83 46 1.8 32 16 2.0 46 22 2.1

マルタ – – – – – – – – – – – – – – – – – – 100 100 1.0

マ－シャル諸島 96 x 96 x 1.0 x 97 x 68 x 1.4 x – – – 39 x 37 x 1.1 x – – – 33 x 12 x 2.7 x 95 66 1.4

モ－リタニア 75   49   1.5   88 49 1.8 25 33 1.3 26 14 2.0 – – – 9 4 2.7 63 17 3.7

モ－リシャス – – – – – – – – – – – – – – – – – – 94 93 1.0

メキシコ 96 94 1.0 99 94 1.1 10 19 1.9 61 63 1.0 98 98 1.0 33 25 1.3 91 81 1.1

ミクロネシア連邦 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

モナコ – – – – – – – – – – – – – – – – – – 100 – –

モンゴル 99   99   1.0   99 98 1.0 8 15 1.7 46 38 1.2 99 98 1.0 36 x 21 x 1.7 x 66 41 1.6

モンテネグロ 99 100 1.0 99 100 1.0 10 9 1.0 – – – 97 99 1.0 47 49 1.0 98 92 1.1

モントセラト – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

モロッコ 97 y 91 y 1.1 y 92 55 1.7 9 21 2.4 23 21 1.1 96 x 83 x 1.2 x – – – 89 75 1.2

モザンビ－ク 51   47   1.1   80 44 1.8 36 46 1.3 65 50 1.3 83 67 1.2 39 25 1.6 47 12 3.8

ミャンマ－ 94 78 1.2 88 52 1.7 20 32 1.6 67 61 1.1 96 92 1.1 28 11 2.5 76 59 1.3

ナミビア 89 y 86 y 1.0 y 95 82 1.2 16 27 1.7 75 69 1.1 95 91 1.0 67 55 1.2 55 15 3.6

ナウル – – – – – – – – – – – – – – – – – – 66 – –

ネパ－ル 57   58   1.0   68 47 1.4 32 40 1.3 36 38 0.9 80 76 1.1 25 14 1.7 52 45 1.2

オランダ – – – – – – – – – – – – – – – – – – 98 100 1.0
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国・地域

出生登録（%）++ 
2010–2016*

専門技能者の付き添う
出産の割合（%） 

2011–2016*

5歳未満児に見られる
発育阻害の割合
（中・重度）θ（%）

2011–2016*

下痢をした子どもの
うち経口補水塩（ORS）
による治療を受けた割

合（%） 
2011-2016*

初等教育純出席率 
2011-2016*

15-24歳の女性の
HIV/エイズの包括的な
知識を持つ割合（%） 

2011-2016*

基礎的衛生サービ
スを利用する人の
割合（%）2015

都市部 農村部
対

農村部比 都市部 農村部
対

農村部比都市部農村部
対

農村部比都市部 農村部
対

農村部比都市部農村部
対

農村部比 都市部 農村部
対

農村部比 都市部農村部
対

農村部比

ニュ－ジ－ランド – – – – – – – – – – – – – – – – – – 100 100 1.0

ニカラグア – – – 97 79 1.2 15 x 30 x 2.0 x 74 57 1.3 76 x,y 64 x,y 1.2 x,y – – – 86 63 1.4

ニジェ－ル 92 60 1.5 83 32 2.6 34 45 1.3 47 44 1.1 83 45 1.9 31 9 3.3 44 6 7.4

ナイジェリア 50 y 19 y 2.7 y 62 21 3.0 26 43 1.7 45 28 1.6 87 57 1.5 30 20 1.4 39 27 1.4

ニウエ – – – – – – – – – – – – 100 100 1.0 – – – – – –

ノルウェ－ – – – – – – – – – – – – – – – – – – 98 98 1.0

オマ－ン – – – 99 98 1.0 14 15 1.1 58 62 0.9 98 97 1.0 – – – 99 99 1.0

パキスタン 59   23   2.6   71 44 1.6 37 48 1.3 42 37 1.1 75 59 1.3 – – – 74 48 1.5

パラオ – – – – – – – – – – – – – – – – – – 100 100 1.0

パナマ 98   93   1.1   100 78 1.3 – – – 61 44 1.4 97 97 1.0 – – – 86 59 1.4

パプアニュ－ギニア – – – 88 x 48 x 1.9 x 36 x 51 x 1.4 x – – – – – – – – – 55 13 4.2

パラグアイ 87 y 80 y 1.1 y 94 x 79 x 1.2 x 12 10 0.8 – – – 92 y 90 y 1.0 y – – – 98 81 1.2

ペル－ 98 y 96 y 1.0 y 98 75 1.3 9 28 3.0 37 22 1.7 92 y 92 y 1.0 y 27 x 8 x 3.3 x 82 58 1.4

フィリピン – – – 83 64 1.3 28 38 1.3 54 45 1.2 90 x 87 x 1.0 x 23 x 17 x 1.4 x 79 72 1.1

ポ－ランド – – – – – – – – – – – – – – – – – – 98 98 1.0

ポルトガル – – – – – – – – – – – – – – – – – – 99 100 1.0

カタ－ル – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

韓国 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

モルドバ 100 100 1.0 100 99 1.0 4 8 2.2 – – – 98 99 1.0 41 32 1.3 89 70 1.3

ル－マニア – – – 94 96 1.0 14 x 13 x 0.9 x – – – – – – – – – 93 68 1.4

ロシア連邦 – – – – – – – – – – – – – – – – – – 93 76 1.2

ルワンダ 55   56   1.0   97 89 1.1 27 40 1.5 33 27 1.3 96 94 1.0 74 62 1.2 57 64 0.9
セントクリストファ－・ネ－
ヴィス – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

セントルシア 91   92   1.0   – – – 4 2 0.6 – – – 99 100 1.0 57 63 0.9 86 92 0.9
セントビンセント・グレナ
ディ－ン – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

サモア 68   57   1.2   97 79 1.2 4 5 1.1 – – – 89 y 88 y 1.0 y 5 x 2 x 2.4 x 98 96 1.0

サンマリノ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

サントメ・プリンシペ 96   93   1.0   95 88 1.1 16 19 1.2 46 57 0.8 94 94 1.0 43 40 1.1 47 28 1.7

サウジアラビア – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

セネガル 87   58   1.5   70 44 1.6 14 24 1.7 32 31 1.0 72 43 1.7 – – – 66 35 1.9

セルビア 100   99   1.0   98 99 1.0 7 5 0.8 50 x 22 x 2.3 x 100 98 1.0 63 x 41 x 1.5 x 98 91 1.1

セ－シェル – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

シエラレオネ 80   76   1.1   79 53 1.5 30 40 1.4 86 85 1.0 88 71 1.2 38 22 1.7 24 8 2.8

シンガポ－ル – – – – – – – – – – – – – – – – – – 100 – –

スロバキア – – – – – – – – – – – – – – – – – – 99 98 1.0

スロベニア – – – – – – – – – – – – – – – – – – 99 99 1.0

ソロモン諸島 89   88   1.0   96 84 1.1 27 32 1.2 45 35 1.3 – – – 34 x 28 x 1.2 x 76 18 4.1

ソマリア 6 x 2 x 3.7 x 21 x 3 x 7.4 x 32 x 48 x 1.5 x 25 x 9 x 3.0 x 39 x 11 x 3.4 x 7 x 2 x 4.1 x 28 8 3.5

南アフリカ – – – 98 95 1.0 26 y 29 y 1.1 y 53 49 1.1 – – – – – – 76 69 1.1

南ス－ダン 45 32 1.4 31 x 15 x 2.0 x 29 x 32 x 1.1 x 44 x 37 x 1.2 x 40 19 2.1 16 x 7 x 2.3 x 28 6 4.3

スペイン – – – – – – – – – – – – – – – – – – 100 100 1.0

スリランカ 97 x 98 x 1.0 x 99 x 99 x 1.0 x – – – – – – – – – – – – 89 95 0.9

パレスチナ 99 100 1.0 100 100 1.0 8 8 1.0 30 34 0.9 99 99 1.0 8 x 6 x 1.3 x 95 99 1.0

ス－ダン 89   59   1.5   93 72 1.3 27 43 1.6 25 18 1.4 86 61 1.4 12 7 1.9 58 23 2.5

スリナム 100   98   1.0   93 x 84 x 1.1 x 7 x 12 x 1.8 x 33 x 55 x 0.6 x 97 94 1.0 45 x 33 x 1.4 x 88 61 1.4

スワジランド 64   51   1.3   93 86 1.1 19 27 1.4 64 90 0.7 98 98 1.0 56 47 1.2 58 58 1.0

スウェ－デン – – – – – – – – – – – – – – – – – – 99 100 1.0

スイス – – – – – – – – – – – – – – – – – – 100 100 1.0

シリア 97 x 95 x 1.0 x 99 x 93 x 1.1 x 28 x 28 x 1.0 x 56 x 44 x 1.3 x 98 x 96 x 1.0 x 7 x 7 x 1.0 x 96 89 1.1

タジキスタン 88 89 1.0 93 86 1.1 22 28 1.3 58 61 0.9 87 85 1.0 11 8 1.4 94 96 1.0

タイ 99 y 100 y 1.0 y 99 100 1.0 10 11 1.1 68 75 0.9 95 95 1.0 55 56 1.0 94 96 1.0
マケドニア旧ユ－ゴスラビ
ア共和国 100   100   1.0   94 88 1.1 4 6 1.4 19 x 30 x 0.6 x 98 98 1.0 33 x 18 x 1.8 x 97 83 1.2

東ティモ－ル 50 57 0.9 59 x 20 x 2.9 x 39 55 1.4 65 x 74 x 0.9 x 80 70 1.1 14 x 12 x 1.2 x 73 30 2.4

ト－ゴ 95   69   1.4   82 24 3.4 16 33 2.1 18 19 0.9 96 85 1.1 28 19 1.5 28 5 6.2

トケラウ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 93 0.0

トンガ 92   94   1.0   94 96 1.0 9 8 0.9 – – – 92 y 93 y 1.0 y 11 13 0.8 97 92 1.0

トリニダ－ド・トバゴ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

チュニジア 100   98   1.0   77 67 1.1 8 14 1.7 69 59 1.2 99 97 1.0 22 13 1.7 98 83 1.2

トルコ 99 y 98 y 1.0 y 99 92 1.1 8 14 1.8 – – – 95 96 1.0 – – – 99 89 1.1

トルクメニスタン 100   100   1.0   100 100 1.0 12 11 0.9 – – – 98 98 1.0 7 x 4 x 2.0 x 94 99 1.0

タークス・カイコス諸島 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ツバル 60 x 38 x 1.6 x 93 x 93 x 1.0 x 10 x 11 x 1.1 x – – – 98 x,y 99 x,y 1.0 x,y 38 x 41 x 0.9 x 92 91 1.0

ウガンダ 38   29   1.3   89 52 1.7 24 30 1.3 53 45 1.2 91 86 1.1 55 42 1.3 28 17 1.6
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国・地域

出生登録（%）++ 
2010–2016*

専門技能者の付き添う
出産の割合（%） 

2011–2016*

5歳未満児に見られる
発育阻害の割合
（中・重度）θ（%）

2011–2016*

下痢をした子どもの
うち経口補水塩（ORS）
による治療を受けた割

合（%） 
2011-2016*

初等教育純出席率 
2011-2016*

15-24歳の女性の
HIV/エイズの包括的な
知識を持つ割合（%） 

2011-2016*

基礎的衛生サービ
スを利用する人の
割合（%）2015

都市部 農村部
対

農村部比 都市部 農村部
対

農村部比都市部農村部
対

農村部比都市部 農村部
対

農村部比都市部農村部
対

農村部比 都市部 農村部
対

農村部比 都市部農村部
対

農村部比

ウクライナ 100   100   1.0   99 99 1.0 – – – – – – 100 100 1.0 52 45 1.1 97 93 1.1

アラブ首長国連邦 – – – – – – – – – – – – – – – – – – 100 100 1.0

英国 – – – – – – – – – – – – – – – – – – 99 99 1.0

タンザニア 51 18 2.9 87 55 1.6 25 38 1.5 46 44 1.0 91 77 1.2 52 36 1.5 37 17 2.2

米国 – – – – – – – – – – – – – – – – – – 100 100 1.0

ウルグアイ 100   100   1.0   98 98 1.0 – – – – – – 97 97 1.0 34 – – 96 95 1.0

ウズベキスタン 100 x 100 x 1.0 x 100 100 1.0 18 x 19 x 1.1 x 34 x 31 x 1.1 x – – – 33 x 30 x 1.1 x 100 100 1.0

バヌアツ 61 y 37 y 1.7 y 96 87 1.1 19 32 1.6 38 52 0.7 77 y 77 y 1.0 y 23 x 13 x 1.8 x 61 51 1.2

ベネズエラ – – – – – – – – – – – – – – – – – – 98 72 1.4

ベトナム 97   96   1.0   99 92 1.1 12 27 2.3 58 49 1.2 98 97 1.0 54 47 1.1 91 72 1.3

イエメン 48 24 2.0 73 34 2.1 34 51 1.5 24 26 0.9 85 73 1.2 4 x 1 x 6.7 x 90 44 2.1

ザンビア 20   7   3.0   88 51 1.7 36 42 1.2 68 62 1.1 92 84 1.1 50 34 1.5 49 19 2.6

ジンバブエ 67   34   1.9   93 71 1.3 22 29 1.3 46 38 1.2 98 94 1.0 56 41 1.4 54 31 1.7

地域別要約
東アジアと太平洋諸国 85 ** 77 ** 1.1 ** 98 91 1.1 13 21 1.7 49 ** 46 ** 1.1 ** 98 96 1.0 29 ** 23 ** 1.3 ** 87 63 1.4

ヨーロッパと中央アジア – – – – – – – – – – – – – – – – – – 98 92 1.1

　東ヨーロッパと中央アジア 99 97 1.0 99 96 1.0 10 r 14 r 1.4 r – – – 96 96 1.0 – – – 95 87 1.1

　西ヨーロッパ – – – – – – – – – – – – – – – – – – 99 99 1.0

ラテンアメリカとカリブ海諸国 96 93 1.0 – – – 13 N 23 N 1.8 N – – – 95 93 1.0 – – – 90 68 1.3

中東と北アフリカ 96 87 1.1 93 76 1.2 17 21 1.2 27 27 1.0 96 91 1.0 – – – 94 81 1.2

北アメリカ – – – – – – – – – – – – – – – – – – 100 100 1.0

南アジア 73 56 1.3 84 68 1.2 32 42 1.3 57 49 1.2 86 79 1.1 13 ‡ 7 ‡ 1.8 ‡ 65 37 1.8

サハラ以南のアフリカ 57 35 1.6 80 46 1.7 26 39 1.5 43 36 1.2 86 68 1.3 37 23 1.6 42 20 2.1

　東部・南部アフリカ 52 33 1.6 86 50 1.7 26 38 1.5 47 39 1.2 87 73 1.2 45 30 1.5 48 21 2.2

　西部・中部アフリカ 60 38 1.6 76 41 1.8 26 40 1.5 41 32 1.3 86 61 1.4 28 17 1.7 37 19 2.0

後発開発途上国 52 36 1.5 81 48 1.7 28 40 1.4 49 42 1.2 87 72 1.2 31 18 1.7 46 26 1.8

世界 82 ** 59 ** 1.4 ** 89 67 1.3 23 32 1.4 48 ** 42 ** 1.1 ** 92 81 1.1 30 ‡** 20 ‡** 1.5 ‡** 83 50 1.7

国・地域の分類リスト一覧については、150ページを参照。あるいは<data.unicef.org/regionalclassifications＞を参照。

これまでに出版された一連の『世界子供白書』とのデータ比較は推奨できない。

指標の定義

出生登録－調査の時点で出生登録されていた5歳未満の子どもの
割合。この指標の分子には、調査者によって出生証明書が確認さ
れたか否かに関わらず、出生登録証があると報告された子ども、
そして、出生登録証を持っていないが、母親あるいは子どもの面
倒をみる人が、子どもの出生登録をしたと述べた子どもたちを含む。

専門技能者が付き添う出産の割合－専門技能を有する保健従事
者（医師、看護師または助産師）が付き添う出産の割合。

5歳未満児に見られる発達阻害の割合－WHOのWHO Child 
Growth Standardsによる年齢相応の身長を持つ基準集団の身長
の中央値からの標準偏差がマイナス2未満である生後0～59ヵ月
の子どもの割合。

発育阻害－中・重度：WHOのWHO Child Growth Standardsに
よる年齢相応の身長を持つ基準集団の身長の中央値からの標準
偏差がマイナス2未満である生後0～59ヵ月の子どもの割合。

下痢をした子どものうち経口補水塩（ORS）による治療を受け
た割合－調査前2週間に下痢をした5歳未満の子どものうち、経
口補水塩（ORSパケット、あるいはあらかじめ袋の形で包装さ
れたORS液）による治療を受けた者の割合。

初等教育純出席率－公式の初等学校就学年齢に相当する子ども
であって初等学校または中等学校に通学する者の人数が、初等
学校就学年齢の子どもの総人口に占める割合。初等教育就学年
齢の子どもの中には中等学校に行っている子もいるため、この
指標は初等学校純出席率「調整値」としても見ることができる。

HIVの包括的な知識を持つ割合－15～24歳の若い女性のうち、
性交渉を通じたHIV感染を予防する2つの主な方法（コンドーム
の使用と、誠実でHIVに感染していないひとりの相手のみと性
交渉を持つこと）を認識し、HIV感染について誤解されている現
地での極めて一般的な2つの考え方を否定し、健康にみえる人も
HIV陽性の可能性があることを知っている割合。

基礎的衛生サービスを利用する人の割合－近隣の世帯と共有せ
ずに改善された衛生設備を利用している人の割合。改善された
衛生設備とは、下水管に接続された水洗または簡易水洗トイレ、
汚水処理タンクまたはピット式トイレ、換気口付ピット式改良
型トイレ、コンポスト式（堆肥化）トイレまたは覆い板（スラブ）
付ピット式トイレを含む。

イタリック体のデータは、本書内の他の統計表に記載されてい
る同一の指標とは異なるデータ元からとっている。

データの主な出典

出生登録－人口保健調査（DHS）、複数指標クラス
ター調査（MICS）、その他の国別調査、国勢調査、
人口動態統計、有効な出生登録制度のデータ。

専門技能者が付き添う出産の割合－DHS、MICS、
その他の国別代表資料。

5歳未満児に見られる発育阻害の割合－DHS、
MICS、その他の国別世帯調査、WHO、ユニセフ。

下痢をした子どものうち経口補水塩（ORS）によ
る治療を受けた割合－DHS、MICS、その他の国
別世帯調査。

初等教育出席率－DHS、MICS、その他の国別世
帯調査。

HIVの包括的な知識を持つ割合－AIDS指標調査
（AIS）、DHS、MICS、その 他の国別世 帯調査、
DHS STATcompiler, www.statcompiler.com  

基礎的衛生サービスを利用する人の割合－世界保
健機関（WHO）とユニセフの水と衛生共同モニタ
リング・プログラム（JMP）。

注

-  データなし。

p  少量のデータ数による（典型的には25～49
の重み付けなしの事例）。25未満の重み付け
なしの事例によるデータは表示されない。

x  データが各列の見出しで指定されている年次
もしくは期間以外のもの。2005年～2006
年のインドの初等学校出席率のデータを除き、
このようなデータは地域別・世界全体の平均
値の算出には含まれていない。2000年以前
の年次のデータからの推計値は表示されてい
ない。

y  データが標準的な定義によらないもの、また
は国内の一部地域のみに関するもの。対象期
間に該当する場合、地域平均や世界平均の算
出の際には含まれている。

++  出生登録に関しては複数指標クラスター調査
第2回および第3回（MICS2とMICS3）から
第4回（MICS4）にかけてその定義が変化し
た。その後の回における比較可能性を持たせ
るため、MICS2およびMICS3から引かれた
データはMICS4で用いられた指標の定義に
したがって計算し直されている。それゆえ、
ここで紹介する再計算を経たデータは国別の
MICS2MICS3に掲載された推定値と異なり
うる。

θ  発育阻害（中・重度）の世界と地域における
平均値は、ユニセフ・WHO・世界銀行グルー
プの合同世界栄養データベース2017年5月
改訂版の統計モデルのデータを使って推定さ
れ た。 詳 細 な 情 報 は ＜ data.unicef.org/
malnutrition＞を参照。発育阻害（中・重度）
の細分類されたデータは人口の重み付けがな
されている。つまり 、2011年～2016年の
データについて各国の直近の推計値を使用し
ている。そのため、この表の世界や地域レベ
ルの推計値と一致しない場合がある。

*  データが、列の見出しで指定されている期間
内に入手できた直近の年次のものであること
を示す。

**  中国を除く。

‡  インドを除く。

r   ロシア連邦を除く。

N  ブラジルを除く。
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表11　公平性指標―世帯の豊かさ

国・地域

出生登録 （%）++ 
2010–2016*

専門技能者が付き添う 
出産の割合 （%）  

2011–2016*

5歳未満児に見られる
発育阻害の割合
（中・重度）θ（%）  

2011–2016*

下痢をした子どものう
ち経口補水塩 （ORS） 
による治療を受けた割

合（%） 
2011-2016*

初等教育純出席率 
2011-2016*

 15-24歳の女性の
HIV/エイズの包括的
な知識を持つ割合（%） 

2011-2016*

 15-24歳の男性の
HIV/エイズの包括的
な知識を持つ割合（%） 

2011-2016*

最下位 
20%

最上位 
20%

最上位と
最下位の
比較

最下位
20％

最上位
20％

最上位と
最下位の
比較

最下位
20％

最上位 
20%

最上位と
最下位の
比較

最下位 
20％

最上位 
20%

最上位と
最下位の
比較

最下位
20％

最上位 
20%

最上位と
最下位の
比較

最下位
20％

最上位 
20%

最上位と
最下位の
比較

最下位
20％

最上位 
20%

最上位と
最下位の
比較

アフガニスタン 30 70 2.3 24 85 3.6 49 31 1.6 45 42 0.9 59 83 1.4 0 5 23.0 – – –

アルバニア 98 x 99 x 1.0 x 98 x 100 x 1.0 x 27 x 13 x 2.1 x – – – 91 94 1.0 20 x 60 x 3.0 x 10 x 38 x 3.8 x

アルジェリア 99 100 1.0 95 99 1.0 3 11 0.2 21 31 1.5 96 98 1.0 4 17 3.8 – – –

アンドラ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

アンゴラ 10 55 5.7 17 90 5.2 47 7 6.8 29 57 1.9 56 95 1.7 8 58 7.3 10 46 4.8

アンギラ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

アンティグア・バ－ブ－ダ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

アルゼンチン 99 y 100 y 1.0 y – – – – – – 26 6 0.2 98 99 1.0 – 54 – – – –

アルメニア 98 99 1.0 100 100 1.0 12 6 2.0 – – – 99 100 1.0 13 30 2.3 4 23 5.5

オ－ストラリア – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

オ－ストリア – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

アゼルバイジャン 92 x 97 x 1.1 x 90 100 1.1 28 16 1.8 3 x 36 x 13.3 x 67 y 70 y 1.0 y 1 x 12 x 10.3 x 2 x 14 x 6.3 x

バハマ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

バ－レ－ン – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

バングラデシュ 15 28 1.8 18 74 4.2 50 21 2.4 72 81 1.1 88 93 1.1 2 18 8.9 – – –

バルバドス 98 99 1.0 – – – 8 3 2.4 – – – 99 100 1.0 57 66 1.2 – – –

ベラル－シ – – – 100 100 1.0 11 x 2 x 5.3 x – – – 93 93 1.0 55 55 1.0 42 43 1.0

ベルギ－ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ベリ－ズ 94 99 1.1 93 99 1.1 26 5 4.8 – – – 93 99 1.1 20 53 2.7 – – –

ベナン 69 96 1.4 61 91 1.5 46 18 2.6 20 31 1.6 54 92 1.7 15 29 2.0 26 42 1.6

ブ－タン 100 100 1.0 34 x 95 x 2.8 x 41 x 21 x 1.9 x 60 x 56 x 0.9 x – – – 7 x 32 x 4.4 x – – –

ボリビア 68 x,y 90 x,y 1.3 x,y 57 99 1.7 32 9 3.5 18 27 1.5 95 x 99 x 1.0 x 5 x 40 x 8.4 x 11 x 45 x 4.3 x

ボスニア・ヘルツェゴビナ 100 x 99 x 1.0 x 100 100 1.0 10 10 1.0 – – – 93 94 1.0 37 44 1.2 38 45 1.2

ボツワナ – – – – – – 38 x 20 x 1.9 x – – – – – – – – – – – –

ブラジル – – – – – – 7 x 3 x 2.1 x – – – – – – – – – – – –

英領ヴァージン諸島 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ブルネイ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ブルガリア – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ブルキナファソ 62 95 1.5 68 95 1.4 42 x 19 x 2.3 x 38 47 1.2 31 85 2.8 8 x 37 x 4.4 x – – –

ブルンジ 64 87 1.4 77 96 1.2 34 38 1.1

カボヴェルデ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

カンボジア 59 87 1.5 75 98 1.3 42 19 2.3 40 27 0.7 86 98 1.1 27 55 2.1 28 63 2.2

カメル－ン 38 92 2.4 21 98 4.7 42 15 2.9 9 37 4.3 65 99 1.5 12 x 50 x 4.0 x – – –

カナダ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

中央アフリカ共和国 46 85 1.8 18 x 79 x 4.3 x 45 30 1.5 11 x 28 x 2.5 x 57 90 1.6 12 x 21 x 1.7 x 19 x 29 x 1.5 x

チャド 6 39 6.5 11 58 5.3 41 32 1.3 14 30 2.2 44 76 1.7 6 x 18 x 2.9 x – – –

チリ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

中国 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

コロンビア 96 98 1.0 86 99 1.2 19 x 7 x 2.9 x 47 x 61 x 1.3 x 93 96 1.0 15 x 32 x 2.2 x – – –

コモロ 85 93 1.1 66 93 1.4 38 22 1.7 39 36 0.9 72 95 1.3 – – – – – –

コンゴ 80 99 1.2 78 99 1.3 35 9 3.7 22 37 1.7 – – – 5 x 12 x 2.4 x 12 x 27 x 2.3 x

クック諸島 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

コスタリカ 99 100 1.0 97 99 1.0 – – – – – – 94 98 1.0 20 54 2.7 – – –

コ－トジボワ－ル 44 90 2.0 35 91 2.6 38 16 2.5 6 24 3.7 62 94 1.5 – – – – – –

クロアチア – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

キュ－バ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

キプロス – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

チェコ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

朝鮮民主主義人民共和国 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

コンゴ民主共和国 16 38 2.4 66 98 1.5 50 23 2.2 31 42 1.4 79 94 1.2 8 x 24 x 2.8 x – – –

デンマ－ク – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ジブチ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ドミニカ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ドミニカ共和国 73 98 1.4 96 99 1.0 11 4 2.9 43 57 1.3 91 98 1.1 34 55 1.6 – – –

エクアドル 90 96 1.1 99 x 98 x 1.0 x 37 14 2.6 41 64 1.6 97 y 98 y 1.0 y – – – – – –

エジプト 99 100 1.0 82 99 1.2 24 23 1.0 27 23 0.9 95 98 1.0 6 14 2.1 2 10 5.8

エルサルバドル 98 99 1.0 94 99 1.1 24 5 4.5 71 68 1.0 92 99 1.1 17 46 2.8 17 46 2.8

赤道ギニア 60 60 1.0 48 88 1.8 28 19 1.5 – – – – – – – – – – – –

エリトリア – – – 9 x 90 x 10.5 x 57 x 27 x 2.1 x 42 x 50 x 1.2 x 71 y 96 y 1.3 y 9 x 37 x 4.3 x 21 x 43 x 2.0 x

エストニア – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

エチオピア 1 10 11.9 13 67 5.1 42 27 1.6 32 37 1.2 49 y 82 y 1.7 y – – – – – –

フィジ－ – – – – – – –  –  –  – – – – – – – – – – – –

フィンランド – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
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国・地域
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ち経口補水塩 （ORS） 
による治療を受けた割

合（%） 
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初等教育純出席率 
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 15-24歳の女性の
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最上位 
20%

最上位と
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フランス – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ガボン 92 86 0.9 74 95 1.3 30 6 5.2 24 19 0.8 96 98 1.0 – – – – – –

ガンビア 69 75 1.1 46 82 1.8 30 15 1.9 56 58 1.0 60 y 80 y 1.3 y 20 x 48 x 2.4 x – – –

ジョ－ジア 99 100 1.0 95 x 99 x 1.0 x – – – – – – – – – – – – – – –

ドイツ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ガ－ナ 58 88 1.5 42 94 2.2 25 9 2.9 47 50 1.1 63 84 1.3 18 53 2.9 19 49 2.6

ギリシャ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

グレナダ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

グアテマラ – – – 37 96 2.6 66 17 3.8 49 55 1.1 89 98 1.1 7 41 6.0 7 36 5.4

ギニア 38 89 2.4 19 92 4.9 34 15 2.2 25 49 1.9 38 87 2.3 – – – – – –

ギニアビサウ 13 43 3.3 26 83 3.2 31 15 2.1 26 30 1.2 56 76 1.4 21 27 1.3 13 32 2.5

ガイアナ 84 95 1.1 70 96 1.4 21 7 2.9 – – – 96 97 1.0 40 62 1.5 28 56 2.0

ハイチ 71 92 1.3 10 78 8.1 31 7 4.7 52 62 1.2 73 96 1.3 18 x 41 x 2.2 x 28 x 52 x 1.9 x

バチカン – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ホンジュラス 92 95 1.0 58 98 1.7 42 8 5.3 63 52 0.8 – – – 13 x 44 x 3.4 – – –

ハンガリ－ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

アイスランド – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

インド 57 86 1.5 64 95 1.5 51 22 1.9 33 45 1.4 70 x 96 x 1.4 x 4 x 45 x 11.7 x 15 x 55 x 3.8 x

インドネシア 41 88 2.2 63 98 1.6 48 29 1.7 39 34 0.9 99 100 1.0 3 x 23 x 7.5 x 2 x 27 x 12.2 x

イラン – – – – – – 21 1 17.3 – – – – – – – – – – – –

イラク 98 100 1.0 82 96 1.2 25 22 1.1 19 22 1.1 79 98 1.2 1 8 7.2 – – –

アイルランド – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

イスラエル – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

イタリア – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ジャマイカ 99 100 1.0 97 100 1.0 4 8 0.5 – – – 98 99 1.0 – – – – – –

日本 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ヨルダン 98 100 1.0 99 100 1.0 14 2 7.7 22 21 1.0 97 99 1.0 – – – – – –

カザフスタン 99 100 1.0 100 100 1.0 10 6 1.7 – – – 100 99 1.0 15 33 2.2 – – –

ケニア 52 89 1.7 31 93 3.0 36 14 2.6 52 55 1.0 69 94 1.4 29 x 61 x 2.1 x 42 x 68 x 1.6 x

キリバス 93 x 94 x 1.0 x 76 x 93 x 1.2 x – – – – – – – – – 42 x 49 x 1.2 x 38 x 51 x 1.3 x

クウェ－ト – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

キルギス 96 99 1.0 97 99 1.0 18 11 1.7 – – – 99 100 1.0 22 18 0.8 – – –

ラオス 66 93 1.4 11 90 8.5 61 20 3.1 35 69 2.0 71 97 1.4 6 41 6.5 12 43 3.6

ラトビア – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

レバノン – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

レソト 34 63 1.8 60 94 1.6 46 13 3.4 – – – 88 95 1.1 26 48 1.8 19 36 1.9

リベリア 16 y 31 y 1.9 y 43 89 2.1 35 20 1.8 57 44 0.8 25 65 2.6 14 x 29 x 2.1 x 17 x 37 x 2.2 x

リビア – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

リヒテンシュタイン – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

リトアニア – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ルクセンブルク – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

マダガスカル 72 94 1.3 27 73 2.7 48 x 44 x 1.1 x 11 17 1.6 54 y 82 y 1.5 y 10 40 4.1 13 41 3.2

マラウイ 65 74 1.1 87 95 1.1 46 24 1.9 63 61 1.0 89 98 1.1 34 48 1.4 32 53 1.7

マレ－シア – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

モルディブ 92 x 94 x 1.0 x 89 x 99 x 1.1 x 22 x 16 x 1.4 x – – – 94 94 1.0 23 x 48 x 2.0 x – – –

マリ 69 98 1.4 6 x 81 x 12.6 x 41 15 3.0 18 x 25 x 1.4 x 27 86 3.2 12 33 2.7 17 53 3.2

マルタ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

マ－シャル諸島 92 x 98 x 1.1 x 68 x 99 x 1.5 x – – – – – – – – – 12 x 39 x 3.3 x 37 x 58 x 1.6 x

モ－リタニア 33 84 2.6 27 96 3.6 39 18 2.2 9 33 3.8 – – – 2 12 7.9 – – –

モ－リシャス – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

メキシコ 83 99 1.2 92 100 1.1 23 5 4.7 – – – 96 99 1.0 21 39 1.9 – – –

ミクロネシア連邦 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

モナコ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

モンゴル 99 100 1.0 97 99 1.0 19 6 3.3 35 43 1.3 96 99 1.0 17 x 42 x 2.5 x 12 x 48 x,p 4.1 x,p

モンテネグロ 99 99 1.0 99 100 1.0 5 9 0.5 – – – 95 100 1.0 39 51 1.3 33 47 p 1.4

モントセラト – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

モロッコ – – – 38 96 2.5 28 7 4.2 14 23 1.7 77 x 97 x 1.3 x – – – – – –

モザンビ－ク 42 60 1.4 32 90 2.8 51 24 2.1 41 70 1.7 58 93 1.6 19 44 2.3 20 44 2.2

ミャンマ－ 69 97 1.4 36 97 2.7 38 16 2.4 – – – 84 97 1.2 – – – – – –

ナミビア 83 y 93 y 1.1 y 73 98 1.4 31 9 3.6 64 70 1.1 88 97 1.1 61 x 69 x 1.1 x 55 x 67 x 1.2 x

ナウル 71 x 88 x 1.2 x 97 x 98 x 1.0 x 52 x 18 x 2.9 x – – – – – – 13 x,p 10 x,p 0.8 x,p – 25 x,p –

ネパ－ル 55 58 1.1 34 89 2.6 49 17 3.0 – – – 81 82 1.0 26 54 2.1 – – –

オランダ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
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ニュ－ジ－ランド – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ニカラグア – – – 42 x 99 x 2.4 x 35 x 6 x 6.0 x 53 x 64 x 1.2 x – – – – – – – – –

ニジェ－ル 50 89 1.8 12 71 6.0 47 35 1.4 34 49 1.4 35 81 2.3 6 30 5.0 6 42 7.2

ナイジェリア 7 y 65 y 9.7 y 5 81 15.6 54 18 3.0 20 53 2.6 28 95 3.3 15 33 2.2 23 43 1.9

ニウエ – – – – – – – – – – – – 100 100 1.0 – – – – – –

ノルウェ－ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

オマ－ン – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

パキスタン 5 71 14.3 30 85 2.9 62 23 2.7 34 48 1.4 39 87 2.2 – – – – – –

パラオ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

パナマ 90 97 1.1 72 100 1.4 – – – – – – 96 97 1.0 – – – – – –

パプアニュ－ギニア – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

パラグアイ 67 y 89 y 1.3 y – – – 28 13 2.2 – – – – – – – – – – – –

ペル－ 95 y 99 y 1.0 y 71 100 1.4 32 3 11.3 23 44 1.9 92 y 92 y 1.0 y – – – – – –

フィリピン – – – 42 96 2.3 49 15 3.3 – – – 79 x 92 x 1.2 x 14 x 26 x 1.8 x – – –

ポ－ランド – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ポルトガル – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

カタ－ル – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

韓国 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

モルドバ 99 100 1.0 98 99 1.0 11 3 4.2 – – – 98 99 1.0 14 47 3.3 13 40 3.1

ル－マニア – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ロシア連邦 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ルワンダ 43 64 1.5 84 97 1.2 49 21 2.3 22 37 1.7 88 97 1.1 – – – – – –
セントクリストファ－・ネ－
ヴィス – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

セントルシア – – – – – – – – – – – – 98 100 1.0 – – – – – –
セントビンセント・グレナ
ディ－ン – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

サモア 47 77 1.6 72 94 1.3 6 3 2.3 – – – 85 y 91 y 1.1 y 3 x 3 x 1.0 x 3 x 9 x 2.7 x

サンマリノ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

サントメ・プリンシペ 88 100 1.1 85 98 1.1 26 7 3.8 – – – 92 96 1.1 39 51 1.3 38 56 1.5

サウジアラビア – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

セネガル 44 93 2.1 29 81 2.8 28 10 2.8 28 23 0.8 43 78 1.8 – – – – – –

セルビア 97 100 1.0 98 95 1.0 14 4 3.3 – – – 97 100 1.0 28 x 69 x 2.4 x 28 x 66 x 2.4 x

セ－シェル – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

シエラレオネ 77 80 1.0 51 84 1.6 43 28 1.5 87 88 1.0 62 92 1.5 14 x 36 x 2.6 x – – –

シンガポ－ル – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

スロバキア – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

スロベニア – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ソロモン諸島 87 88 1.0 72 96 1.3 36.2  25 – 37 39 1.0 – – – 17 x 37 x 2.1 x 35 x 50 x 1.5 x

ソマリア 1 x 7 x 6.6 x 1 x 27 x 27.1 x 52 x 25 x 2.0 x 7 x 31 x 4.8 x 4 x 50 x 13.2 x 1 x 8 x 13.5 x – – –

南アフリカ – – – 93 99 1.1 36 13 2.9 – – – – – – – – – – – –

南ス－ダン 21 57 2.7 8 x 41 x 5.1 x 31 x 27 x 1.2 x 27 x 52 x 1.9 x 10 50 5.1 3 x 18 x 6.1 x – – –

スペイン – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

スリランカ 97 x 98 x 1.0 x 97 x 99 x 1.0 x 19 10 2.0 – – – – – – – – – – – –

パレスチナ 100 99 1.0 100 99 1.0 8 7 1.1 23 31 1.3 99 99 1.0 5 x 10 x 2.1 x – – –

ス－ダン 37 98 2.6 48 99 2.1 44 21 2.1 16 21 1.3 48 94 1.9 2 19 8.7 – – –

スリナム 98 100 1.0 83 x 94 x 1.1 x 13 x 6 x 2.4 x – – – 92 97 1.1 26 x 52 x 2.0 x – – –

スワジランド 39 78 2.0 76 95 1.2 30 9 3.3 – – – 97 98 1.0 38 54 1.4 40 69 1.7

スウェ－デン – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

スイス – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

シリア 93 x 99 x 1.1 x 75 x 99 x 1.3 x 35 x 25 x 1.4 x 46 x 59 x 1.3 x 92 x 99 x 1.1 x 4 x 10 x 2.9 x – – –

タジキスタン 86 90 1.0 74 96 1.3 32 21 1.5 53 62 1.2 85 88 1.0 – – – – – –

タイ 100 y 100 y 1.0 y 98 100 1.0 13 12 1.1 78 81 1.0 92 97 1.1 42 53 1.3 37 53 1.4
マケドニア旧ユ－ゴスラビ
ア共和国 99 100 1.0 78 97 1.2 7 2 3.6 – – – 96 99 1.0 9 x 45 x 5.0 x – – –

東ティモ－ル 50 56 1.1 10 x 69 x 6.9 x 59 39 1.5 70 x 71 x 1.0 x 60 84 1.4 9 x 16 x 1.8 x 11 x 35 x 3.0 x

ト－ゴ 67 97 1.5 11 87 8.1 33 11 3.2 28 25 0.9 80 97 1.2 18 x 42 x 2.3 x 20 x 55 x 2.7 x
トケラウ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

トンガ 92 96 1.1 93 97 1.0 7 10 0.7 – – – 94 y 94 y 1.0 y 11 16 1.4 13 14 1.1

トリニダ－ド・トバゴ 96 x 99 x 1.0 x 98 x 99 x 1.0 x – – – – – – 95 98 1.0 48 x 62 x 1.3 x – – –

チュニジア 98 100 1.0 63 89 1.4 16 8 2.0 – – – 96 99 1.0 10 p 29 2.8 – – –

トルコ 98 y 99 y 1.0 y 91 100 1.1 18 4 4.3 – – – 92 96 1.0 – – – – – –

トルクメニスタン 100 99 1.0 100 100 1.0 16 11 1.4 – – – 98 98 1.0 17 p 32 1.9 – – –

タークス・カイコス諸島 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ツバル 39 x 71 x 1.8 x 95 x 90 x 1.0 x 8 x 13 x 0.6 x – – – 99 x,y 100 x,y 1.0 x,y 34 x,p 39 x 1.2 x – 67 x,p –

ウガンダ 27 44 1.6 43 88 2.0 32 17 1.9 48 53 1.1 79 92 1.2 20 x,p 47 x 2.3 x 28 x 47 x 1.6 x



表11　公平性指標―世帯の豊かさ 197

197

国・地域

出生登録 （%）++ 
2010–2016*

専門技能者が付き添う 
出産の割合 （%）  

2011–2016*

5歳未満児に見られる
発育阻害の割合
（中・重度）θ（%）  

2011–2016*

下痢をした子どものう
ち経口補水塩 （ORS） 
による治療を受けた割

合（%） 
2011-2016*

初等教育純出席率 
2011-2016*

 15-24歳の女性の
HIV/エイズの包括的
な知識を持つ割合（%） 

2011-2016*

 15-24歳の男性の
HIV/エイズの包括的
な知識を持つ割合（%） 

2011-2016*

最下位 
20%

最上位 
20%

最上位と
最下位の
比較

最下位
20％

最上位
20％

最上位と
最下位の
比較

最下位
20％

最上位 
20%

最上位と
最下位の
比較

最下位 
20％

最上位 
20%

最上位と
最下位の
比較

最下位
20％

最上位 
20%

最上位と
最下位の
比較

最下位
20％

最上位 
20%

最上位と
最下位の
比較

最下位
20％

最上位 
20%

最上位と
最下位の
比較

ウクライナ 100 99 1.0 99 100 1.0 – – – – – – 100 100 1.0 41 p 53 1.3 40 54 1.3

アラブ首長国連邦 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

英国 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

タンザニア 8 65 8.5 42 95 2.3 40 19 2.1 40 45 1.1 63 95 1.5 39 x,p 55 x 1.4 x 34 x 56 x 1.7 x
米国 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ウルグアイ – – – – – – – – – – – – 97 98 1.0 – – – – – –

ウズベキスタン 100 x 100 x 1.0 x 99 x 100 x 1.0 x 21 x 15 x 1.4 x 27 x 19 x 0.7 x – – – 25 x 33 x 1.3 x – – –

バヌアツ 33 y 59 y 1.8 y 77 95 1.2 40 16 2.4 – – – 75 y 80 y 1.1 y 9 x 23 x 2.7 x – – –

ベネズエラ – – – 99 93 0.9 – – – – – – 86 99 1.2 – – – – – –

ベトナム 91 98 1.1 73 100 1.4 41 6 6.7 – – – 94 98 1.0 30 65 2.2 – – –

イエメン 17 56 3.3 19 81 4.2 59 26 2.3 27 21 0.8 56 90 1.6 0 x 4 x – x – – –

ザンビア 5 29 6.0 45 94 2.1 47 28 1.7 59 68 1.1 75 97 1.3 24 x 48 x 2.0 x 24 x 51 x 2.1 x
ジンバブエ 24 79 3.3 62 96 1.6 33 17 2.0 30 44 1.5 91 100 1.1 47 65 1.4 43 67 1.6

地域別要約
東アジアと太平洋諸国 59 ** 92 ** 1.6 ** 60 ** 98 ** 1.6 ** 44 ** 20 ** 2.2 ** – – – 95 ** 99 ** 1.0 ** – – – – – –

ヨーロッパと中央アジア – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

　東ヨーロッパと中央アジア 98 98 1.0 93 99 1.1 18 r 8 r 2.4 r – – – 94 96 1.0 – – – – – –

　西ヨーロッパ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ラテンアメリカとカリブ海諸国 88 98 1.1 80 98 1.2 30 N 7 N 4.3 N – – – 94 97 1.0 – – – – – –

中東と北アフリカ 88 94 1.1 72 96 1.3 24 15 1.6 23 24 1.0 86 97 1.1 – – – – – –

北アメリカ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

南アジア 45 78 1.7 53 91 1.7 52 22 2.0 37 49 1.3 67 94 1.4 5 ‡ 21 ‡ 4.1 ‡ – – –

サハラ以南のアフリカ 27 63 2.3 34 87 2.6 44 19 2.3 31 45 1.5 54 91 1.7 – – – – – –

　東部・南部アフリカ 27 55 2.1 40 87 2.2 42 19 2.2 37 46 1.2 63 90 1.4 – – – – – –

　西部・中部アフリカ 28 70 2.5 28 86 3.1 46 19 2.4 25 45 1.8 46 91 2.0 14 34 2.4 – – –

後発開発途上国 30 56 1.9 36 85 2.4 45 21 2.1 39 47 1.2 64 89 1.4 – – – – – –

世界 56 ** 82 ** 1.5 ** 51 ** 91 ** 1.8 ** 44 19 2.2 34 ** 45 ** 1.3 ** 70 ** 94 ** 1.3 ** – – – – – –

国・地域の分類リスト一覧については、150ページを参照。あるいは<data.unicef.org/regionalclassifications＞を参照。

これまでに出版された一連の『世界子供白書』とのデータ比較は推奨できない。

指標の定義

出生登録－調査の時点で出生登録されていた
5歳未満の子どもの割合。この指標の分子に
は、調査者によって出生証明書が確認された
か否かに関わらず、出生登録証があると報告
された子ども、そして、出生登録証を持って
いないが、母親あるいは子どもの面倒をみる
人が、子どもの出生登録をしたと述べた子ど
もたちを含む。

専門技能者が付き添う出産の割合－専門技能
を有する保健従事者（医師、看護師または助
産師）が付き添う出産の割合。

5歳未満児に見られる発育阻害の割合－WHO 
Child Growth Standardsによる年齢相応の
身長を持つ基準集団の身長の中央値からの標
準偏差がマイナス2未満である生後0～59ヵ
月の子どもの割合。

発育阻害－中・重度：WHO Child Growth 
Standardsによる年齢相応の身長を持つ基準
集団の身長の中央値からの標準偏差がマイナ
ス2未満である生後0～59ヵ月の子どもの割
合。

下痢をした子どものうち経口補水塩（ORS）
による治療を受けた割合－調査前2週間に下
痢をした5歳未満の子どものうち、経口補水
塩（ORSパケット、あるいはあらかじめ袋
の形で包装されたORS液）による治療を受
けた者の割合。

初等教育純出席率－公式の初等学校就学年齢
に相当する子どもであって初等学校または中
等学校に通学する者の人数が、初等学校就学
年齢の子どもの総人口に占める割合。初等教
育就学年齢の子どもの中には中等学校に行っ
ている子もいるため、この指標は初等学校純
出席率「調整値」としても見ることができる。

HIVの包括的な知識を持つ割合－15～24歳
の若い男女のうち、性交渉を通じたHIV感染
を予防する2つの主な方法（コンドームの使
用と、誠実でHIVに感染していないひとりの
相手のみと性交渉を持つこと）を認識し、
HIV感染について誤解されている現地での極
めて一般的な2つの考え方を否定し、健康に
みえる人もHIV陽性の可能性があることを
知っている割合。

データの主な出典

出生登録－人口保健調査（DHS）、複数指標
クラスター調査（MICS）、その他の国別調査、
国勢調査、人口動態統計、有効な出生登録制
度のデータ。

専門技能者が付き添う出産の割合－DHS、
MICS、その他の国別代表資料。

5歳未満児に見られる発育阻害の割合－
DHS、MICS、 そ の 他 の 国 別 世 帯 調 査、
WHO、ユニセフ。

下痢をした子どものうち経口補水塩（ORS）
による治療を受けた割合－DHS、MICS、そ
の他の国別世帯調査。

初等教育出席率－DHS、MICS、その他の国
別世帯調査。

HIVの包括的な知識を持つ割合－AIDS指標
調査（AIS）、DHS、MICS、その他の国別世
帯 調 査、DHS STATcompiler, < www.
statcompiler.com>

イタリック体のデータは、本書内の他の統計表に記載されている同一の指標とは異なるデータ
元からとっている。

注

-  データなし。

p  少量のデータ数による（典型
的には25～49の重み付けな
しの事例）。25未満の重み付
けなしの事例によるデータは
表示されない。

x  データが各列の見出しで指定
されている年次もしくは期間
以 外 の も の。2005 年 ～
2006年のインドの初等教育
出席率のデータを除き、この
ようなデータは地域別・世界
全体の平均値の算出には含ま
れていない。2000年以前の
年次のデータからの推計値は
表示されていない。

y  データが標準的な定義によら
ないもの、または国内の一部
地域のみに関するもの。対象
期間に該当する場合、地域平
均や世界平均の算出の際には
含まれている。

++  出生登録に関しては複数指標
クラスター調査第2回および
第3回（MICS2とMICS3）か
ら第4回（MICS4）にかけて
その定義が変化した。その後
の回における比較可能性を持
たせるため、MICS2および
MICS3から引かれたデータは
MICS4で用いられた指標の定
義にしたがって計算し直され
ている。それゆえ、ここで紹
介する再計算を経たデータは
国別の MICS2MICS3に掲載
された推定値と異なりうる。

θ  発育阻害（中・重度）の世界
と地域における平均値は、ユ
ニセフ・WHO・世界銀行グルー
プの合同世界栄養データベー
ス2017年5月改訂版の統計モ
デルのデータを使って推定さ
れた。詳細な情報は＜data.
unicef.org/malnutrition>を参
照。発育阻害（中・重度）の
細分類されたデータは人口の
重み付けがなされている。つ
まり 、2011年～2016年の
データについて各国の直近の
推計値を使用している。その
ため、この表の世界や地域レ
ベルの推計値と一致しない場
合がある。

*  データが、列の見出しで指定
されている期間内に入手でき
た直近の年次のものであるこ
とを示す。

**  中国を除く。

‡  インドを除く。

r  ロシア連邦を除く。

N  ブラジルを除く。
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表12　子どもの早期ケア指標

国・地域

幼児教育の出席率 
2005-2016*

おとなによる学習支援 ++ 
 2005–2016* 父親による

学習支援++ 
2005–
2016*

家庭での学習教材  
2005-2016* 庇護が十分に行き届いて

いない子ども 
2005-2016*児童書 遊具 ++

全体 男 女
最下位 
20%

最上位 
20% 全体 男 女

最下位 
20%

最上位 
20% 全体

最下位 
20%

最上位 
20% 全体

最下位 
20%

最上位 
20% 全体 男 女

最下位 
20%

最上位 
20%

アフガニスタン 1 1 1 0 4 73 74 73 72 80 62 y 2 1 5 53 52 57 40 42 39 43 27

アルバニア 40 39 42 26 60 86 85 87 68 96 53 y 32 16 52 53 57 48 13 14 11 9 16

アルジェリア 17 17 16 7 31 78 79 78 64 92 79 y 11 3 23 35 32 36 6 6 5 6 6

アンドラ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

アンゴラ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

アンギラ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

アンティグア・バ－ブ－ダ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

アルゼンチン 63 61 66 46 85 84 83 85 73 95 57 y 61 40 83 61 58 63 8 9 8 10 5

アルメニア – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

オ－ストラリア – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

オ－ストリア – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

アゼルバイジャン – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

バハマ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

バ－レ－ン – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

バングラデシュ 13 13 14 12 18 78 78 78 64 94 10 9 2 23 60 57 60 12 11 12 14 12

バルバドス 90 88 91 90 p 97 p 97 97 97 100 p 100 p 46 y 85 83 89 76 68 77 1 2 1 0 3

ベラル－シ 88 86 89 75 91 96 94 97 90 99 68 y 92 83 96 79 77 79 4 4 4 4 5

ベルギ－ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ベリ－ズ 55 52 58 29 72 88 89 86 80 94 24 44 23 73 68 70 66 13 15 11 15 11

ベナン 13 13 14 2 38 28 28 27 18 48 5 1 0 6 48 39 65 34 35 34 39 25

ブ－タン 10 10 10 3 27 54 52 57 40 73 51 y 6 1 24 52 36 60 14 13 15 17 7

ボリビア – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ボスニア・ヘルツェゴビナ 13 12 14 2 31 95 95 96 87 100 76 y 56 39 73 56 58 60 2 2 2 3 1

ボツワナ 18 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ブラジル 70 y – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

英領ヴァージン諸島 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ブルネイ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ブルガリア – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ブルキナファソ 3 y 3 y 3 y – – 14 14 14 12 26 24 y – – – – – – – – – – –

ブルンジ 5 5 5 4 10 34 35 34 32 38 20 y – – – – – – – – – – –

カボヴェルデ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

カンボジア 15 y 12 y 17 y 7 y 38 y 59 y 57 y 62 y 48 y 73 y 9 y 4 y 1 y 12 y 34 y 20 y 53 y 10 y 10 y 10 y 16 y 4 y

カメル－ン 28 27 29 2 66 44 45 44 50 52 4 4 0 17 53 47 65 34 34 35 52 23

カナダ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

中央アフリカ共和国 5 5 6 2 17 74 74 74 70 78 42 y 1 0 3 49 41 51 61 60 62 58 60

チャド 3 y 3 y 3 y 1 y 11 y 47 y 48 y 46 y 41 y 51 y 20 y 1 y 1 y 2 y 41 y 33 y 52 y 47 y 50 y 45 y 43 y 46 y

チリ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

中国 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

コロンビア 37 y – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

コモロ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

コンゴ 36 – – – – 59 – – – – 6 3 – – 51 – – 42 – – – –

クック諸島 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

コスタリカ 18 17 18 8 40 68 69 66 54 88 52 y 37 13 70 73 68 74 4 4 4 6 3

コ－トジボワ－ル 5 5 5 1 15 50 50 51 55 57 40 y 5 3 13 39 44 35 59 60 58 62 51

クロアチア 74 y 75 y 73 y – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

キュ－バ 76 75 77 – – 89 89 90 – – 18 48 – – 78 – – 4 4 4 – –

キプロス – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

チェコ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

朝鮮民主主義人民共和国 98 98 97 – – 91 88 93 – – 75 y 79 – – 47 – – 17 17 16 – –

コンゴ民主共和国 7 y 7 y 7 y 1 y 20 y 52 y 55 y 48 y 45 y 64 y 4 y 1 y 0 y 2 y 27 y 18 y 49 y 49 y 50 y 48 y 57 y 29 y

デンマ－ク – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ジブチ 14 12 16 – – 37 y 38 y 35 y – – 28 y 15 – – 24 – – 8 8 8 – –

ドミニカ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ドミニカ共和国 40 39 40 16 72 58 58 59 38 73 6 10 2 28 57 57 58 5 5 5 7 3

エクアドル – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

エジプト 47 y 48 y 47 y 34 y 50 y – – – – – – – – – – – – 4 4 4 7 2

エルサルバドル 25 24 26 19 44 59 57 62 45 78 8 18 6 44 62 62 58 4 4 3 4 4

赤道ギニア – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

エリトリア – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

エストニア – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

エチオピア – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

フィジ－ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

フィンランド – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

フランス – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
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国・地域

幼児教育の出席率 
2005-2016*

おとなによる学習支援 ++ 
 2005–2016* 父親による

学習支援++ 
2005–
2016*

家庭での学習教材  
2005-2016* 庇護が十分に行き届いて

いない子ども 
2005-2016*児童書 遊具 ++

全体 男 女
最下位 
20%

最上位 
20% 全体 男 女

最下位 
20%

最上位 
20% 全体

最下位 
20%

最上位 
20% 全体

最下位 
20%

最上位 
20% 全体 男 女

最下位 
20%

最上位 
20%

ガボン – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ガンビア 18 17 19 12 32 48 49 47 50 55 21 y 1 0 4 42 28 50 21 22 19 25 18

ジョ－ジア 62 y – – – – 83 82 84 85 82 35 y 58 y 40 y 74 y 38 41 41 6 y 6 y 7 y 6 y 8 y

ドイツ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ガ－ナ 68 65 72 42 97 40 38 42 23 78 30 y 6 1 23 41 31 51 21 21 21 27 15

ギリシャ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

グレナダ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

グアテマラ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ギニア – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ギニアビサウ 13 13 14 3 46 34 41 28 33 51 0 1 0 3 31 24 46 31 31 31 27 38

ガイアナ 61 63 59 45 76 87 85 90 82 94 16 47 25 76 69 65 70 5 5 5 10 1

ハイチ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

バチカン – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ホンジュラス 19 17 21 13 28 48 47 49 28 75 59 y 11 1 34 78 74 81 4 5 4 8 2

ハンガリ－ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

アイスランド – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

インド – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

インドネシア 17 16 18 – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

イラン 20 y 19 y 22 y – – 70 y 69 y 70 y – – 60 y 36 y – – 67 y – – 15 y 15 y 15 y – –

イラク 4 4 4 1 10 58 58 59 40 78 55 y 5 1 16 34 34 32 8 8 7 9 8

アイルランド – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

イスラエル – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

イタリア – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ジャマイカ 92 92 91 88 100 88 86 90 76 86 28 y 55 34 73 61 64 56 2 2 2 2 1

日本 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ヨルダン 22 y 21 y 23 y 11 y 39 y 82 y 81 y 83 y 75 y 87 y 72 y 23 y 11 y 40 y 70 y 68 y 74 y 9 y 9 y 9 y 11 y 8 y

カザフスタン 55 53 58 45 70 86 84 87 83 95 7 51 35 73 60 63 61 5 4 6 8 3

ケニア – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

キリバス – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

クウェ－ト – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

キルギス 23 23 23 12 50 72 74 70 63 73 3 27 15 54 59 63 54 5 5 4 6 5

ラオス 23 21 25 5 73 57 58 57 42 87 52 y 5 1 24 41 29 50 14 15 13 20 8

ラトビア – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

レバノン 62 63 60 – – 56 y 58 y 54 y – – 74 y 29 – – 16 y – – 9 8 10 – –

レソト – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

リベリア – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

リビア – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

リヒテンシュタイン – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

リトアニア – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ルクセンブルク – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

マダガスカル – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

マラウイ 39 37 41 26 67 29 29 30 22 44 3 1 0 6 45 35 66 37 37 37 39 28

マレ－シア 53 52 55 – – 25 25 24 – – – 56 – – 62 – – 3 3 3 – –

モルディブ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

マリ 5 6 5 1 21 55 55 55 53 65 5 0 0 2 52 42 70 32 32 32 31 27

マルタ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

マ－シャル諸島 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

モ－リタニア 12 – – – – 44 – – – – 5 1 − − 33 – – 34 – – – –

モ－リシャス – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

メキシコ 60 58 62 58 71 76 71 80 62 94 14 35 15 64 76 74 85 5 5 5 8 3

ミクロネシア連邦 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

モナコ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

モンゴル 68 68 68 36 90 55 55 55 38 71 10 33 13 57 56 57 58 10 9 11 15 8

モンテネグロ 40 39 42 7 66 98 97 99 93 98 45 73 48 87 60 61 66 3 3 3 2 3

モントセラト – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

モロッコ 39 36 41 6 78 35 y 34 y 35 y 16 y 59 y 58 y 21 y 9 y 52 y 14 y 19 y 7 y 11 – – – –

モザンビ－ク – – – – – 47 45 48 48 50 20 y 3 2 10 – – – 33 33 32 – –

ミャンマ－ 23 y 22 y 25 y 11 y 42 y 54 y 53 y 56 y 43 y 77 y 6 y 5 y 1 y 15 y 72 y 64 y 76 y 13 y 14 y 13 y 21 y 5 y

ナミビア – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ナウル – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ネパ－ル 51 52 49 41 84 67 70 64 51 90 10 5 1 16 59 60 60 21 20 21 30 12

オランダ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ニュ－ジ－ランド – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ニカラグア – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
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国・地域

幼児教育の出席率 
2005-2016*

おとなによる学習支援 ++ 
 2005–2016* 父親による

学習支援++ 
2005–
2016*

家庭での学習教材  
2005-2016* 庇護が十分に行き届いて

いない子ども 
2005-2016*児童書 遊具 ++

全体 男 女
最下位 
20%

最上位 
20% 全体 男 女

最下位 
20%

最上位 
20% 全体

最下位 
20%

最上位 
20% 全体

最下位 
20%

最上位 
20% 全体 男 女

最下位 
20%

最上位 
20%

ニジェ－ル – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ナイジェリア 43 42 43 10 84 65 66 64 48 89 37 y 6 0 19 38 29 48 40 40 40 40 34

ニウエ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ノルウェ－ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

オマ－ン 29 28 31 − − 81 78 84 − − 22 25 − − 75 − − 45 44 45 − −

パキスタン – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

パラオ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

パナマ 37 38 35 28 67 74 73 74 55 89 45 y 26 7 59 69 67 68 3 3 2 6 1

パプアニュ－ギニア – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

パラグアイ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ペル－ 77 y 76 y 79 y 70 y 90 y – – – – – – – – – – – – – – – – –

フィリピン – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ポ－ランド – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ポルトガル – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

カタ－ル 41 41 41 – – 88 89 88 – – 85 y 40 – – 55 – – 12 12 11 – –

韓国 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

モルドバ 71 74 67 50 88 89 86 92 81 95 47 y 68 33 87 68 75 69 6 6 6 9 5

ル－マニア 82 y 82 y 83 y – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ロシア連邦 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ルワンダ 13 y 12 y 14 y 3 y 45 y 49 y 49 y 49 y 36 y 66 y 3 y 1 y 0 y 3 y 30 y 21 y 41 y 35 y 35 y 35 y 38 y 21 y
セントクリストファ－・ネ－
ヴィス – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

セントルシア 85 87 84 – – 93 89 96 – – 50 y 68 – – 59 – – 5 5 5 – –
セントビンセント・グレナ
ディ－ン – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

サモア – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

サンマリノ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

サントメ・プリンシペ 36 34 39 21 63 63 63 63 48 74 3 6 1 20 65 65 57 16 17 14 26 8

サウジアラビア – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

セネガル 35 y 35 y 34 y 12 y 68 y – – – – – – – – – – – – – – – – –

セルビア 50 52 49 9 82 96 95 96 87 98 37 72 44 83 75 78 76 1 2 1 3 2

セ－シェル – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

シエラレオネ 14 13 15 5 42 54 53 55 45 79 42 y 2 0 10 35 24 50 32 33 32 29 28

シンガポ－ル – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

スロバキア – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

スロベニア – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ソロモン諸島 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ソマリア 2 2 2 1 6 79 80 79 76 85 48 y – – – – – – – – – – –

南アフリカ 48 y – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

南ス－ダン 6 6 6 2 13 – – – – – – – – – – – – – – – – –

スペイン – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

スリランカ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

パレスチナ 26 27 26 21 38 78 77 78 69 87 12 20 13 31 69 64 72 14 14 15 15 12

ス－ダン 22 22 23 7 59 − − − − − − 2 0 7 46 36 55 − − − − −

スリナム 34 33 35 16 63 73 71 75 56 91 26 y 25 4 61 59 61 60 7 7 7 9 8

スワジランド 30 26 33 28 48 39 33 44 25 59 2 6 2 19 67 56 78 17 16 17 18 15

スウェ－デン – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

スイス – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

シリア 8 8 7 4 18 70 70 69 52 84 62 y 30 12 53 52 52 51 17 17 17 22 15

タジキスタン 6 – – – – 74 73 74 56 86 23 y 17 4 33 46 43 44 13 13 12 15 11

タイ 85 84 85 86 84 93 93 92 87 98 34 41 23 73 76 81 67 2 6 6 8 3
マケドニア旧ユ－ゴスラビ
ア共和国 30 – – – – 92 92 91 81 96 71 y 52 18 81 71 70 79 5 5 5 11 1

東ティモ－ル – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ト－ゴ 26 y 26 y 26 y 15 y 52 y 25 y 25 y 25 y 20 y 42 y 21 y 1 y 0 y 3 y 34 y 22 y 48 y 29 y 26 y 33 y 36 y 26 y

トケラウ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

トンガ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

トリニダ－ド・トバゴ 75 74 76 65 87 98 98 98 96 100 63 y 81 66 93 65 63 72 1 1 1 2 0

チュニジア 44 42 47 13 81 71 68 74 44 90 71 y 18 3 40 53 46 56 13 13 14 18 9

トルコ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

トルクメニスタン 43 43 43 17 81 94 94 95 92 98 15 48 30 66 53 59 56 1 0 1 1 1

タークス・カイコス諸島 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ツバル – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ウガンダ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ウクライナ 52 54 50 30 68 98 97 98 95 99 71 y 91 92 92 52 61 51 7 6 7 11 5

アラブ首長国連邦 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

英国 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
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国・地域

幼児教育の出席率 
2005-2016*

おとなによる学習支援 ++ 
 2005–2016* 父親による

学習支援++ 
2005–
2016*

家庭での学習教材  
2005-2016* 庇護が十分に行き届いて

いない子ども 
2005-2016*児童書 遊具 ++

全体 男 女
最下位 
20%

最上位 
20% 全体 男 女

最下位 
20%

最上位 
20% 全体

最下位 
20%

最上位 
20% 全体

最下位 
20%

最上位 
20% 全体 男 女

最下位 
20%

最上位 
20%

タンザニア – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

米国 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ウルグアイ 81 83 80 – – 93 94 91 – – 66 y 59 – – 75 – – 3 3 3 – –

ウズベキスタン 21 y 21 y 21 y – – 91 91 90 83 95 54 y 43 32 59 67 74 62 5 5 5 6 7

バヌアツ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ベネズエラ 66 y – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ベトナム 71 74 69 53 86 76 76 76 52 96 15 26 6 58 52 44 54 7 6 8 14 2

イエメン 3 3 3 0 8 33 34 32 16 56 37 y 10 4 31 49 45 49 34 36 33 46 22

ザンビア – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ジンバブエ 22 20 23 17 34 43 43 43 35 59 3 3 1 12 62 48 74 19 19 18 25 7

地域別要約
東アジアと太平洋諸国 37 ** 37 ** 37 ** − − − − − − − − − − − − − − − − − − −

ヨーロッパと中央アジア − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −

　東ヨーロッパと中央アジア − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −

　西ヨーロッパ − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −

ラテンアメリカとカリブ海諸国 61 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −

中東と北アフリカ 26 25 26 15 37 61 61 61 – – 58 19 – – 45 − − 11 12 11 14 8

北アメリカ − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −

南アジア − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −

サハラ以南のアフリカ 27 25 26 8 54 53 53 52 44 69 23 3 0 12 39 – – 39 – – − −

　東部・南部アフリカ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

　西部・中部アフリカ 27 27 28 8 58 54 55 53 44 72 24 4 0 13 38 30 50 41 41 41 44 32

後発開発途上国 13 13 14 7 29 55 56 55 47 69 17 4 1 11 47 40 57 31 − − − −

世界 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −

国・地域の分類リスト一覧については、150ページを参照。あるいは<data.unicef.org/regionalclassifications＞を参照。

これまでに出版された一連の『世界子供白書』とのデータ比較は推奨できない。

指標の定義

幼児教育の出席率－36～59ヵ月の子どものうち、幼児教育プログラムに出席し
ている割合。

おとなによる学習支援－調査前3日間の中で、子どもの学習の推進と就学準備の
ために次のうち4つ以上の活動に従事していたおとながいた36～59ヵ月の子ど
もの割合：a）本を読み聞かせる、b）お話を聞かせる、c）歌を聴かせる、d）
家の外に連れて行く、e）一緒に遊ぶ、f）一緒に物の名前を挙げたり、数えたり、
描いたりする時間をもつ。

父親による学習支援－調査前3日間の中で、子どもの学習の推進と就学準備のた
めに次のうち4つ以上の活動に従事していた父親がいた36～59ヵ月の子どもの
割合：a）本を読み聞かせる、b）お話を聞かせる、c）歌を聴かせる、d）家の
外に連れて行く、e）一緒に遊ぶ、f）一緒に名前を付けたり、数えたり、描いた
りする時間をもつ。

家庭での学習教材：児童書－0～59ヵ月の子どものうち、家に3冊以上の児童書
がある割合。

家庭での学習教材：遊具－0～59ヵ月の子どものうち、家に次のうち2つ以上の
遊具がある割合：家庭用の物、あるいは外にある物（枝、石、動物、貝、葉など）、
手作りあるいは店で購入した玩具。

庇護が十分に行き届いていない子ども－0～59ヵ月の子どものうち、調査前一
週間の中で、ひとりきりあるいは10歳未満の子どもと最低週に1回、1時間以上
過ごしている割合。

データの主な出典

幼児教育の出席率－人口保健調査（DHS）、複数指標クラスター調査（MICS）、
その他の国別調査。

おとなによる学習支援－DHS、MICS、その他の国別調査。

父親による学習支援－DHS、MICS、その他の国別調査。

家庭での学習教材：児童書－DHS、MICS、その他の国別調査。

家庭での学習教材：遊具－DHS、MICS、その他の国別調査。

庇護が十分に行き届いていない子ども－DHS、MICS、その他の国別調査。

注

-  データなし。

p  少量のデータ数による（典型的には25～49の重み付けなしの事例）。25未満
の重み付けなしの事例によるデータは表示されない。

y  データが標準的な定義によらないもの、または国内の一部地域のみに関する
もの。

 対象期間に該当する場合、地域平均や世界平均の算出の際には含まれている。

++  MICS第3回～4回（MICS3とMICS4）の間にいくつかのECD指標の定義に
変化があった。MICS4と比較できるようにするため、MICS3のおとなによる
学習支援、父親による学習支援、家庭での学習教材指標はMICS4の指標の定
義に基づき計算し直された。したがって、ここで紹介する再計算を経たデー
タは国別のMICS3調査に掲載された推定値と異なる場合がある。

*  データが、列の見出しで指定されている期間内に入手できた直近の年次のも
のであることを示す。

** 中国を除く。
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表13　経済指標

国・地域

国際貧困ライン 
1日1.90米ドル未満で
暮らす人の割合（%）

金銭的貧困世帯に暮らす
子どもの割合（%）p

政府開発援助（ODA） 
の受け入れ額 
（100万米ドル）

ODAが受入国のGNIに
占める割合（%）

世帯あたりの所得の分布 
（%,2009-2013*）

2010-2014* 2010-2016* 2015 2015 最下位40% 最上位20%

アフガニスタン – – 4,239 21 – –

アルバニア 1 – 334 3 22 38

アルジェリア – – 88 0 – –

アンドラ – – – – – –

アンゴラ 30 x – 380 0 15 x 49 x

アンギラ – – – – – –

アンティグア・バ－ブ－ダ – 24 x 1 0 – –

アルゼンチン 2 – -23 0 15 47

アルメニア 2 34 348 3 21 40

オ－ストラリア – – – – 19 42

オ－ストリア – – – – 21 38

アゼルバイジャン 1 x 5 70 0 21 x 41 x

バハマ – – – – – –

バ－レ－ン – – – – – –

バングラデシュ 19 – 2,570 1 21 42

バルバドス – 32 – – – –

ベラル－シ 0 9 105 0 24 36

ベルギ－ – – – – 23 36

ベリ－ズ 14 x – 27 2 11 x 58 x

ベナン 53 – 430 5 16 51

ブ－タン 2 – 97 5 18 46

ボリビア 7 – 787 2 12 52

ボスニア・ヘルツェゴビナ 0 – 355 2 19 41

ボツワナ 18 x 26 66 0 9 65

ブラジル 4 – 999 0 11 57

英領ヴァージン諸島 – 29 x – – – –

ブルネイ – – – – – –

ブルガリア 2 25 – – 18 43

ブルキナファソ 44 – 997 9 17 47

ブルンジ 78 x 55 367 12 21 x 43 x

カボヴェルデ 8 x – 153 10 14 x 53 x

カンボジア 2 – 677 4 22 40

カメル－ン 24 – 664 2 15 x 49 x

カナダ – – – – 20 41

中央アフリカ共和国 66 x – 487 31 10 x 61 x

チャド 38 – 607 6 15 49

チリ 1 18 50 0 13 57

中国 2 7 y -332 0 15 48

コロンビア 6 – 1,347 0 11 58

コモロ 14 x – 66 12 11 x 61 x

コンゴ 37 54 x 89 1 12 54

クック諸島 – – – – – –

コスタリカ 2 – 109 0 12 54

コ－トジボワ－ル 29 x – 653 2 – –

クロアチア 1 21 – – 20 40

キュ－バ – – 553 – – –

キプロス – – – – 20 43

チェコ 0 – – – 24 36

朝鮮民主主義人民共和国 – – 131 – – –

コンゴ民主共和国 77 – 2,599 8 16 48

デンマ－ク – – – – 23 38

ジブチ 23 – 170 – 15 50

ドミニカ – 38 x 11 2 – –

ドミニカ共和国 2 – 278 0 14 53

エクアドル 4 – 311 0 13 53

エジプト – 29 2,488 1 – –

エルサルバドル 3 44 88 0 15 50

赤道ギニア – – 8 0 – –

エリトリア – – 92 – – –

エストニア 1 – – – 20 41

エチオピア 34 – 3,234 5 21 42

フィジ－ 4 x – 102 2 16 x 50 x

フィンランド – – – – 23 37
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国・地域

国際貧困ライン 
1日1.90米ドル未満で
暮らす人の割合（%）

金銭的貧困世帯に暮らす
子どもの割合（%）p

政府開発援助（ODA） 
の受け入れ額 
（100万米ドル）

ODAが受入国のGNIに
占める割合（%）

世帯あたりの所得の分布 
（%,2009-2013*）

2010-2014* 2010-2016* 2015 2015 最下位40% 最上位20%

フランス – – – – 20 41

ガボン 8 x – 99 1 16 x 49 x

ガンビア 45 x – 108 12 14 x 53 x

ジョ－ジア 10 27 448 3 16 46

ドイツ – – – – 22 39

ガ－ナ 25 x – 1,768 5 15 x 49 x

ギリシャ – – – – 17 42

グレナダ – 51 x 23 2 – –

グアテマラ 9 68 408 1 12 57

ギニア 35 – 538 9 20 42

ギニアビサウ 67 – 95 9 13 57

ガイアナ 14 x – 31 1 14 x 50 x

ハイチ 54 – 1,043 12 8 64

バチカン – – – – – –

ホンジュラス 16 74 537 3 10 58

ハンガリ－ 0 – – – 21 39

アイスランド – – – – 23 36

インド 21 – 3,163 0 20 44

インドネシア 8 17 x -43 0 18 47

イラン 0 – 111 – 18 45

イラク – – 1,485 1 – –

アイルランド – – – – 20 41

イスラエル – – – – 14 47

イタリア – – – – 19 42

ジャマイカ 2 x – 57 0 15 x 52 x

日本 – – – – 20 x 40 x

ヨルダン – 19 2,150 6 – –

カザフスタン 0 45 83 0 24 36

ケニア 34 x – 2,474 4 13 x 54 x

キリバス 14 x – 65 19 18 x 44 x

クウェ－ト – – – – – –

キルギス 1 46 769 12 23 38

ラオス 17 – 471 3 18 46

ラトビア 1 – – – 19 42

レバノン – – 975 2 – –

レソト 60 – 83 3 10 58

リベリア 69 x – 1,094 62 18 x 44 x

リビア – – 158 – – –

リヒテンシュタイン – – – – – –

リトアニア 1 – – – 19 42

ルクセンブルク – – – – 19 42

マダガスカル 78 78 677 7 16 49

マラウイ 71 – 1,049 17 15 52

マレ－シア 0 x – -1 0 13 51

モルディブ 7 x – 27 1 17 45

マリ 49 x – 1,200 10 20 41

マルタ – – – – – –

マ－シャル諸島 – – 57 24 – –

モ－リタニア 6 – 318 7 18 x 42 x

モ－リシャス 1 – 77 1 19 44

メキシコ 3 54 309 0 14 54

ミクロネシア連邦 17 – 81 22 15 48

モナコ – – – – – –

モンゴル 0 – 236 2 20 42

モンテネグロ 0 13 100 2 20 40

モントセラト – 47 x – – – –

モロッコ 3 x – 1,369 1 17 x 48 x

モザンビ－ク 69 x – 1,815 12 15 x 51 x

ミャンマ－ – – 1,169 2 – –

ナミビア 23 x 34 142 1 9 66

ナウル – – 31 25 – –

ネパ－ル 15 – 1,216 6 20 42

オランダ – – – – 23 37

ニュ－ジ－ランド – – – – – –
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国・地域

国際貧困ライン 
1日1.90米ドル未満で
暮らす人の割合（%）

金銭的貧困世帯に暮らす
子どもの割合（%）p

政府開発援助（ODA） 
の受け入れ額 
（100万米ドル）

ODAが受入国のGNIに
占める割合（%）

世帯あたりの所得の分布 
（%,2009-2013*）

2010-2014* 2010-2016* 2015 2015 最下位40% 最上位20%

ニカラグア 6 – 454 4 14 51

ニジェ－ル 46 63 x 866 12 22 41

ナイジェリア 54 x – 2,432 1 15 49

ニウエ – – – – – –

ノルウェ－ – – – – 24 35

オマ－ン – – – – – –

パキスタン 6 – 3,790 1 22 40

パラオ – – 14 5 – –

パナマ 4 – 9 0 11 56

パプアニュ－ギニア 39 x – 590 – 14 49

パラグアイ 3 32 56 0 13 53

ペル－ 3 – 332 0 14 50

フィリピン 13 – 515 0 15 50

ポ－ランド 0 – – – 20 41

ポルトガル – – – – 19 43

カタ－ル – – – – – –

韓国 – – – – – –

モルドバ 0 13 313 4 – –

ル－マニア 0 38 – – 23 36

ロシア連邦 0 – – – 16 48

ルワンダ 60 47 1,082 13 14 57

セントクリストファ－・ネ－
ヴィス – 31 x – – – –

セントルシア 36 x 37 x 13 1 15 x 48 x

セントビンセント・グレナ
ディ－ン – 38 x 13 2 – –

サモア 1 x – 94 12 16 x 50 x

サンマリノ – – – – – –

サントメ・プリンシペ 32 – 49 15 21 40

サウジアラビア – – – – – –

セネガル 38 49 879 7 17 47

セルビア 0 30 313 1 22 38

セ－シェル 1 – 7 0 15 53

シエラレオネ 52 – 946 23 20 42

シンガポ－ル – – – – – –

スロバキア 0 – – – 23 35

スロベニア 0 – – – 24 35

ソロモン諸島 46 x – 190 17 14 x 52 x

ソマリア – – 1,254 23 – –

南アフリカ 17 56 1,421 0 7 69

南ス－ダン 43 x – 1,675 21 13 51

スペイン – – – – 18 42

スリランカ 2 – 427 1 18 47

パレスチナ 0 x – 1,873 13 20 43

ス－ダン 15 x – 900 1 19 42

スリナム 23 x – 15 0 – x – x

スワジランド 42 x – 93 2 12 57

スウェ－デン – – – – 23 36

スイス – – – – 21 40

シリア – – 4,882 – – –

タジキスタン 20 – 426 5 22 40

タイ 0 – 59 0 18 45

マケドニア旧ユ－ゴスラビ
ア共和国 1 x 29 214 2 15 x 50 x

東ティモ－ル 47 x 48 212 8 22 x 41 x

ト－ゴ 54 – 200 5 14 52

トケラウ – – – – – –

トンガ 1 x – 68 16 18 45

トリニダ－ド・トバゴ 3 x – – – – –

チュニジア 2 – 475 1 18 43

トルコ 0 33 2,145 0 16 47

トルクメニスタン 42 x – 24 0 16 x 48 x

タークス・カイコス諸島 – 26 – – – –

ツバル 3 – 50 89 16 48

ウガンダ 35 22 1,628 6 17 48

ウクライナ 0 – 1,458 2 25 35
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国・地域

国際貧困ライン 
1日1.90米ドル未満で
暮らす人の割合（%）

金銭的貧困世帯に暮らす
子どもの割合（%）p

政府開発援助（ODA） 
の受け入れ額 
（100万米ドル）

ODAが受入国のGNIに
占める割合（%）

世帯あたりの所得の分布 
（%,2009-2013*）

2010-2014* 2010-2016* 2015 2015 最下位40% 最上位20%

アラブ首長国連邦 – – – – – –

英国 – – – – 20 40

タンザニア 47 29 2,580 6 19 46

米国 – – – – 15 46

ウルグアイ 0 – 19 0 15 48

ウズベキスタン 67 x 13 448 1 19 x 43 x

バヌアツ 15 – 187 – 18 44

ベネズエラ 9 x – 37 – 12 x 51 x

ベトナム 3 – 3,157 2 17 46

イエメン – – 1,531 4 – –

ザンビア 64 65 797 4 11 61

ジンバブエ 21 78 788 5 15 50

地域別要約
東アジアと太平洋諸国 3 – 7,781 0 16 48

ヨーロッパと中央アジア – – 7,950 1 20 42

　東ヨーロッパと中央アジア 1 – 7,950 1 19 44

　西ヨーロッパ – – – – 20 40

ラテンアメリカとカリブ海諸国 5 – 7,896 0 12 55

中東と北アフリカ – – 17,585 1 – –

北アメリカ – – – – 16 46

南アジア 19 – 15,530 1 20 43

サハラ以南のアフリカ 45 – 40,194 3 16 49

　東部・南部アフリカ 40 – 22,915 3 16 50

　西部・中部アフリカ – – 17,279 2 16 48

後発開発途上国 40 – 42,980 5 18 45

世界 13 – 96,936 0 17 46

国・地域の分類リスト一覧については、150ページを参照。あるいは<data.unicef.org/regionalclassifications＞を参照。

これまでに出版された一連の『世界子供白書』とのデータ比較は推奨できない。

指標の定義

国際貧困ライン1日1.90米ドル未満で暮らす人の割合－1日1.90米ドルで暮らす貧困人
口割合とは2011年の国際価格のもと1日1.90米ドル未満で暮らす人の割合。購買力平価

（PPP）為替レートの改訂の結果、各国の貧困の割合は本書の過年度版のものとは比較す
る事はできない。

金銭的貧困世帯に暮らす子どもの割合－国が定義した貧困ラインよりも低い収入や消費を
している世帯に暮らす0～17歳の子どもの割合（％）。

ODA－純政府開発援助。

世帯あたりの所得の分布－所得の受取額から見て上位20％の世帯と下位40％の世帯がそ
れぞれ受け取っている所得の割合。

データの主な出典

国際貧困ライン1日1.90米ドル未満で暮らす人の割合－世界銀行。

金銭的貧困世帯に暮らす子どもの割合－データは、公的政府資料から編纂された。例えば、
統計局の表、国別世帯調査、国の貧困レポート、ユーロスタット（欧州連合統計局）の地
域データベースから引用されている。国別の推計は全国世帯収入出費調査による。

ODA－経済開発協力機構（OECD）。

世帯あたりの所得の分布－世界銀行。

注

-  データなし。

x  データが各列の見出しで指定されている年次もしくは期間以外のもの。
このようなデータは地域別・世界全体の平均値の算出には含まれてい
ない。

y  データが標準的な定義によらないもの、または国内の一部地域のみに
関するもの。対象期間に該当する場合、地域平均や世界平均の算出の
際には含まれている。

p  この指標は極めて異なる各国の方式を反映したものであり、現況の情
報がある範囲では地域や世界でのしっかりとした情報として設定する
には不十分である。

*  データが、列の見出しで指定されている期間内に入手できた直近の年
次のものであることを示す。
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「世界子供白書 2017」は、デジタル技術が子どもたちの生活と

人生の機会をこれまでにいかに変化させてきたかを検証し、今後ど

のような影響をもたらす可能性があるかを探るものである。

デジタル技術は、正しく活用され普遍的なアクセスが可能になれ

ば、貧困、人種、民族、ジェンダー、障がい、避難生活、あるいは

地理的な孤立などの理由で取り残されている子どもたちを、機会に

満ちた世界とつなぎ、デジタル世界で成功するための技術を身につ

けさせることで、彼らの人生を一変させるものとなり得る。

しかし、アクセスが拡大しなければ、デジタル技術は子どもたち

の持つ能力を十分に発揮させることを妨げる、新たな格差を造りだ

しかねない。そして、私たちが今すぐ、急速な変化のスピードにつ

いていくための行動を起こさなければ、インターネット上のリスク

は、弱い立場にある子どもたちを、搾取、虐待や人身売買の脅威、

また、彼らの健康に対する隠れた脅威に、今まで以上に晒されやす

くするかもしれない。

この報告書は、よりつながった世界において、すべての子どもた

ちにデジタル時代の機会を活かしながら、それがもたらす被害から

子どもたちを守るために、より迅速な行動、重点的な投資、そして

より広い協力が必要であることを訴えている。
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